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一

Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
政
治
学

│
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
現
状
と
課
題

│
渡　
　

辺　
　

容
一
郎

1
．
は
じ
め
に

2
．
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
現
状
と
問
題
点

3
．
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
そ
の
課
題

4
．
結
び
に
か
え
て

1
．
は
じ
め
に

二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
に
実
施
さ
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
是
非
を
問
う
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」（
以
下
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
）

論　

説

（
八
八
三
）
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一
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）

二

は
、
周
知
の
よ
う
に
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
、
即
ち
「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
」
を
ほ
ぼ
決
定
づ
け
る
結
果

（
1
）

と
な
っ
た
。
今
回
の
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ

は
、
主
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
「
域
内
自
由
移
動
の
原
則
」
批
判
、
あ
る
い
は
東
欧
移
民
攻
撃
な
ど
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
基
本
的
に

Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
と
い
う
現
象
は
、「
Ｅ
Ｕ
残
留
に
伴
う
経
済
的
恩
恵
」
よ
り
も
、「
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
現
状
打
開
や
不
満
の
解
消
」
を
有
権

者
が
優
先
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
Ｅ
Ｕ
批
判
に
基
づ
く
視
座
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
は
、

文
字
ど
お
り
「
イ
ギ
リ
ス
的
政
治
現
象
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
欧
州
懐
疑
主
義

（E
uroscepticism

）
を
担
う
政
治
ア
ク
タ
ー
の
現
状
や
問
題
点
と
い
う
視
座
か
ら
論
じ
て
い
く
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
先
ず
、
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
的
な
政
治
ア
ク
タ
ー
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
・
保
守
党
」
の
現
状
に
焦
点
を
当
て
る
。
周

知
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
、
欧
州
懐
疑
主
義
と
の
関
わ
り
が
歴
史
的
に
深
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
近
年
の
総
選
挙
に

お
い
て
、
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
勿
論
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
同
党
が
地
域
代
表
機
能
を
ほ
と
ん
ど
果
た
し
て
い
な
い

│
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
全
体
を
統
治
し
て
い
る

│
現
状
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
問
題
点
の
本
質
を
考
察
し
て
い
く
。

そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
欧
州
懐
疑
主
義
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
で

明
ら
か
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
課
題
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
現
状
と
問
題
点

⑴　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
保
守
党

今
日
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
理
解
す
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
を
単
な
る
政
治
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ

（
八
八
四
）
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三

ス
保
守
党
と
い
う
政
治
組
織
と
結
び
つ
い
た
一
つ
の
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
る
視
座
が
欠
か
せ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
両
者
は

本
質
的
に
一
心
同
体
だ
か
ら
で
あ
る
。

普
遍
的
か
つ
自
然
的
な
保
守
主
義
（conservatism

）
に
は
、「
変
化
を
嫌
う
人
間
性
」〔
川
の
本
流
〕
と
い
う
〝
人
間
の
本
能
的
部
分
〞

と
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
に
「
現
状
と
社
会
秩
序
の
維
持
」〔
川
の
支
流
〕
な
ど
の
形
で
表
れ
る
〝
人
間
と
し
て
の
態
度
の
部
分
〞
と
が
、

併
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
と
い
う
異
国
の
出
来
事
を
通
じ
て

│
抽
象
的

な
理
念
に
基
づ
く
革
命
そ
の
も
の
や
革
命
派
の
方
針
を
支
持
す
る
か
否
か
で

│
論
争
が
生
じ
た
。
そ
の
結
果
、
受
動
的
に
で
は
あ
る
が
、

反
・
急
進
主
義
あ
る
い
は
反
・
合
理
主
義
な
ど
の
形
で
、
現
状
と
社
会
秩
序
の
維
持
を
第
一
目
標
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
側
面
も
、

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
備
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
は
、
元
来
人
間
の
「
本
能
」
な
ら
び
に
「
態

度
」
で
あ
り
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
を
き
っ
か
け
に
、「
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
も
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
政
界
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
反
対
す
る
政
治
勢
力
が
、
後
に
ト
ー
リ
ー
（T

ory

）
と
呼
ば
れ

る
議
員
集
団
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
小
ピ
ッ
ト
（W

illiam
 P

itt, the Y
ounger

）
の
下
に
再
結
集
し
た
。
こ
の
小
ピ
ッ
ト
派
こ
そ
、
今
日
の

「
院
内
保
守
党
」
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
翼
を
担
う

ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
保
守
党
は
、
混
合
政
体
や
連
合
王
国
の
維
持
な
ど
、
伝
統
的
国
家
構
造
の
擁
護
を
訴
え
続
け

て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」（B

ritish C
onservatism

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
保
守
主
義
と
は
異
な
り
、

「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
」（B

ritish C
onservative P

arty

）
と
い
う
「
政
党
・
政
治
組
織
」
と
の
繋
が
り
が
極
め
て
強
く
、
歴
史
的
に
見
る
と
、

既
述
の
よ
う
に
両
者
は
殆
ど
一
心
同
体
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主

（
八
八
五
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

四

義
に
関
し
て
は
、
保
守
党
の
存
続
に
直
結
し
た
包
括
的
で
多
様
な
政
治
原
理
、
そ
し
て
何
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
一
つ
の
政
治
ア

ク
タ
ー
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
即
ち
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
は
、
イ

ギ
リ
ス
保
守
党
に
所
属
す
る
政
治
家
の
政
治
的
言
説
・
行
為
・
政
策
な
ど
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
な
す
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
を
支

持
す
る
知
識
人
や
著
述
家
な
ど
の
思
考
的
立
脚
点
と
な
る
、
世
界
観
・
理
念
・
思
想
・
言
動
・
企
て
・
試
み
な
ど
の
総
体
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
を
主
体
と
し
て
発
現
す
る
多
様
な
政
治
現
象
の
本
質
も
し
く
は
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」
で
も
あ
る

（
2
）

。

不
十
分
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
定
義
を
用
い
れ
ば
、
例
え
ば
保
守
党
党
首
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
政
権
維
持
・
奪
回
戦
略
、
あ
る
い

は
種
々
の
選
挙
に
お
け
る
保
守
党
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
ま
た
、「
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
と
し
て
幅
広
く
捉
え

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
で
は
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
、
い
か
な
る
点
で
機
能
不
全
な
の
だ
ろ
う
か
。

⑵　

総
選
挙
結
果
に
見
る
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
地
域
代
表
機
能
不
全

そ
れ
は
、
と
り
わ
け
総
選
挙
結
果
で
見
た
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
・
保
守
主
義
が
最
早
「
連
合
王
国
」
全
体
を
代
表
し
て
お
ら
ず
、

ほ
と
ん
ど
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
と
い
うnation

・
地
域
（territory

）
で
し
か
、
国
政
レ
ベ
ル
の
代
表
（
保
守
党
議
員
）
を
選
出
し
て
い
な

い
事
実
に
求
め
ら
れ
る
。

勿
論
そ
の
他
の
面
に
お
い
て
も
、
保
守
党
は

│
労
働
党
も
含
め
て

│
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
十
分
果
た
せ
な
く
な
っ
て

き
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
保
守
党
「
草
の
根
」
党
員
数
の
変
化
を
見
る
と
、
一
九
五
三
年
の
約
二
八
〇
万
人
が
約
二
〇
万
人
（
二
〇
〇
八

年
）
に
ま
で
減
少
し
て
い
る

（
3
）

。
ま
た
、
二
大
政
党
に
対
す
る
有
権
者
の
一
体
感
も
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
減
少
し
続
け
て
い
る

（
4
）

と
言
わ
ざ

（
八
八
六
）
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五

る
を
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
客
観
的
か
つ
明
白
な
デ
ー
タ
で
示
す

こ
と
の
で
き
る
「
政
党
の
機
能
不
全
」
と
い
う
意
味
で
は
、
国

政
政
権
選
択
の
場
と
な
る
総
選
挙
の
結
果
に
着
目
す
る
の
が
最

適
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
結
果

（
一
九
四
五
│
二
〇
一
五
）
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
北
部
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
を
除
い
た
テ
リ
ト
リ
ー
別
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
連
合
王
国
を
構
成
し
て
い
る
四
大
テ
リ
ト

リ
ー
の
う
ち
、
特
殊
な
地
域
事
情
を
抱
え
る
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
で
は
、
一
九
七
〇
年
総
選
挙
（
保
守
党
か
ら
四
人
の
み
選
出
）

を
最
後
に
主
要
政
党

│
保
守
党
、
労
働
党
、
自
由
党
（
現
・

自
民
党
）

│
か
ら
当
選
者
を
一
人
も
出
し
て
い
な
い

（
5
）

。
そ
こ

で
残
り
三
つ
の
テ
リ
ト
リ
ー
の
う
ち
、
既
述
の
と
お
り
、
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
保
守
党
当
選
者
数
を
調
べ
て

み
る
と
、
表
1
の
と
お
り
と
な
る
。

先
ず
、
現
在
労
働
党
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
（
以
下

表 1　戦後イギリス総選挙におけるスコットランドおよびウェールズの二大政党獲得議席数

（1945-2015）

総　選　挙 1945 1950 1951 1955 1959 1964 1966 1970 1974（F）1974（O） 1979 1983

スコットランド
　　　保守党 29 32 35 36 31 24 20 23 21 16 22 21
　　　労働党 37 37 35 34 38 43 46 44 40 41 44 41

ウェールズ
　　　保守党 4 4 6 6 7 6 3 7 8 8 11 14
　　　労働党 25 25 27 27 27 28 32 27 24 23 22 20

1987 1992 1997 2001 2005 2010 2015

スコットランド
　　　保守党 10 11 0 1 1 1 1
　　　労働党 50 49 56 56 41 41 1

ウェールズ
　　　保守党 8 6 0 0 3 8 11
　　　労働党 24 27 34 34 29 26 25

出典 　D. Butler and G. Butler, British Political Facts, tenth edition, 2011, pp. 272-273 ほ
かに基づき筆者作成。

（
八
八
七
）
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六

Ｓ
Ｎ
Ｐ
）
の
地
盤
と
な
っ
て
い
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
見
て
み
る
と

│
隔
世
の
感
が
あ
る
が

│
一
九
五
〇
年
代
初
頭
ま
で
、
保
守
・

労
働
二
大
政
党
の
獲
得
議
席
数
は
意
外
に
も
ほ
ぼ
均
等
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
一
九
五
五
年
総
選
挙
に
限
り
、
保
守
党
獲
得
議

席
数
（
三
六
）
が
、
僅
か
だ
が
労
働
党
獲
得
議
席
数
（
三
四
）
を
上
回
っ
て
さ
え
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
と
り
わ
け
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
政
権
期
（
一
九
七
九
│
一
九
九
〇
）
に
な
る
と
、

両
党
の
獲
得
議
席
数
は
差
が
開
い
て
い
く
一
方
と
な
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
取
り
巻
く
情

勢
の
変
化
、
と
り
わ
け
北
海
油
田
の
発
見
・
開
発
に
伴
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
機
運
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
八
〇
年
代
に
お

け
る
新
自
由
主
義
の
抬
頭
に
加
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
、
い
わ
ゆ
る
「
人
頭
税
」
の
先
行
導
入
計
画
に
象
徴
さ
れ
る
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
中
心
的
な
サ
ッ
チ
ャ
ー
保
守
党
政
権
の
長
期
化
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
学
の
泰
斗
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（A

ndrew
 G

am
ble

）
に
よ
っ
て
も
、
次
の
よ
う
な
分
析
・
説
明

が
な
さ
れ
て
い
る
。「
全
て
が
変
わ
り
出
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
事
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
統
一
党
（the 

S
cottish U

nionists

）
は
、
一
九
六
五
年
、
正
式
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
保
守
党
（the S

cottish C
onservatives

）
と
な
っ
た
。
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
党
首
の
下
で
保
守
党
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
地
方
分
権
改
革
を
い
の
一
番
に
支
持
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
抬
頭
に
対
応
し
た
の
だ
が
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
党
首
の
時
代
に
な
る
と
、
保
守
党
は
地
方
分
権
を
拒
絶
す
る
と
共
に
、

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
の
い
か
な
る
弱
体
化
に
対
し
て
も
、
タ
カ
派
の
ご
と
く
反
対
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
保
守
党
支
持
が
長
期
的
に
衰
退
し
て
い
く
の
を
食
い
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
が

あ
っ
た
の
で
あ
る

（
6
）

」。

そ
し
て
野
党
ブ
レ
ア
（T

ony B
lair

）
労
働
党
が
「
地
滑
り
勝
利
」
を
収
め
、
一
八
年
ぶ
り
の
政
権
交
代
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー

（
八
八
八
）
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七

（N
ew

 L
abour

）
政
権
を
誕
生
さ
せ
た
一
九
九
七
年
総
選
挙
で
は
、
保
守
党
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
選
出
議
員
は
つ
い
に
一
人
も
い
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
国
政
の
次
元
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
地
域
を
代
表
す
る
保
守
党
議
員
は
、
一
人
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。

次
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
見
て
み
る
と
、
保
守
党
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
以
上
に
振
る
わ
ず
、
や
は
り
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
期
の
一
九
九
七

年
、
二
〇
〇
一
年
と
、
二
回
続
け
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
の
議
員
選
出
に
成
功
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
現
在
で
も
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
地
域
を
代
表

す
る
保
守
党
議
員
は
労
働
党
議
員
の
三
分
の
一
程
度
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
り
わ
け
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
、
保
守
党
は
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
（U

nionist

）、
即
ち
「
イ
ギ
リ
ス
（
連
合
王
国
）
全
体
の
利
益
を
代
表
し
、
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を

含
む
連
合
王
国
全
体
を
統
一
す
る
党
」
を
標
榜
し
な
が
ら
、
総
選
挙
（
獲
得
議
席
）
と
い
う
文
脈
で
は
、
ほ
ぼ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
域
利

益
の
み
を
代
表
す
るE

nglish-based R
um

p

で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
況
を
前
述
の
Ｓ
Ｎ
Ｐ
と
対
比
さ
せ
る
な
ら
、

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
は
最
早E

nglish N
ational P

arty

（
Ｅ
Ｎ
Ｐ
）
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
う
し
て
、
地
域
代
表
機
能
の
実
態
か
ら
す
れ
ば
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
党
」
で
あ
り
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
小
選
挙
区
制
効
果
や
（
全
人
口

の
約
八
五
％
を
占
め
る
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
人
口
集
中
の
お
か
げ
で
、
ほ
と
ん
ど
単
独
政
権
と
し
て
保
守
党
は
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
担
う
こ

と
が
で
き
た
。
そ
し
て
二
〇
一
五
年
総
選
挙
で
は
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
（John M

ajor

）
首
相
時
代
の
一
九
九
七
年
以
来
一
八
年
ぶ
り
の
単
独

政
権
に
復
帰
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
一
人
（
全
五
九
議
席
中
、
労
働
党
議
員
一
人
、
自
民
党
議

員
一
人
、
Ｓ
Ｎ
Ｐ
議
員
五
六
人
）、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
三
人
増
え
た
も
の
の
結
局
一
一
人
（
全
四
〇
議
席
中
、
労
働
党
議
員
二
五
人
、
自
民
党
議
員

一
人
、
地
域
民
族
主
義
政
党
の
プ
ラ
イ
ド
カ
ム
リ
議
員
三
人
）
し
か
保
守
党
議
員
は
誕
生
し
て
い
な
い

（
7
）

。

以
上
の
結
果
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
保
守
主
義

（
8
）

に
基
づ
き
、
統
治
能
力
復
活
の
努
力
を
し
て
き
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
が
二
〇
一
〇
年
総
選

挙
で
政
権
交
代
に
成
功
し
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
党
の
い
わ
ば
「
顔
」
が
変
わ
っ
た
結
果
で
し
か
な
か
っ
た
。
保
守
党
の
「
胴
体
」
で

（
八
八
九
）
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八

あ
る
院
内
保
守
党
・
下
院
議
員
や
、
そ
の
選
出
母
体
で
党
の
「
足
」
と
も
言
え
る
地
方
組
織
・
党
員
は
、
現
在
で
も
従
来
ど
お
り
、
ほ
と

ん
ど
Ｅ
Ｎ
Ｐ
の
ま
ま
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
〇
一
七
年
現
在
、
保
守
党
政
権
と
そ
の
保
守
主
義
は
、
基
本
的
に
「
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
地
域
の
利
益
」
し
か
代
表
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
ま
で
の
よ
う
に
（
基
本
的
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の

圧
倒
的
人
口
集
中
、
小
選
挙
区
制
、
政
党
組
織
の
規
模
、
そ
し
て
統
治
能
力
に
関
す
る
経
験
や
伝
統
の
お
か
げ
で
）、
保
守
党
単
独
で
「
イ
ギ
リ
ス
全

体
の
利
益
」
を
代
表
し
、
統
治
す
る
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑶　

現
代
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
ジ
レ
ン
マ

│
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
か
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
か

し
た
が
っ
て
、「
従
来
ど
お
りB

ritish

やU
nionism

を
建
前
と
し
つ
つ
、
総
選
挙
に
勝
っ
て
政
権
を
獲
得
・
維
持
す
る
だ
け
な
ら
ば
、

E
nglish

で
も
構
わ
な
い
」。
こ
れ
が
、
選
挙
区
配
分
な
ど
を
考
慮
し
た
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
・
保
守
党
側
の
疑
い
よ
う
の
な
い

実
態
・
本
音
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
述
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、
一
九
八
〇
年
代
末
に
行
っ
た
サ
ッ

チ
ャ
リ
ズ
ム
分
析
を
通
じ
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
問
題
点
や
そ
の
本
質
を
考
え
る
う
え
で
も
極

め
て
重
要
な
指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
少
々
長
く
な
る
が
以
下
の
と
お
り
引
用
す
る
。

「
投
票
か
ら
得
ら
れ
る
証
拠
は
、
保
守
党
の
立
場
が
難
攻
不
落
で
あ
る
と
は
示
唆
し
て
い
な
い
。
保
守
党
の
支
持
の
広
が
り
よ
り
も
、

集
中
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
顕
著
で
あ
る
。
旧
来
の
連
合
王
国
統
一
党
と
し
て
の
歴
史
的
衰
退
は
、
大
都
市
と
幾
つ
か
の
地
域
、
と
く
に
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
続
い
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
下
で
も
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
加
速
し
て
い
る
。

投
票
行
動
の
地
域
差
の
幾
つ
か
は
、
非
常
に
著
し
く
な
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
保
守
党
の
足
場
の
崩
壊
は
、
こ
の
最
も
驚
く

べ
き
例
で
あ
る
。（
中
略
）

（
八
九
〇
）
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し
か
し
、
保
守
党
が
、
特
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
党
首
の
時
期
に
学
ん
だ
こ
と
は
、
選
挙
に
勝
つ
た
め
に
自
分
た
ち
を
連
合
王
国
統
一
の
党
と

し
て
描
き
出
す
こ
と
は
も
は
や
必
要
で
は
な
い
し
、
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
連
合
王
国
統
一
主
義
は
帝
国
と
共
に
衰
退
し
た
。

保
守
主
義
は
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
保
守
党
の
国
民
は
も
は
や
、
帝
国
と
連
合
王
国
統
一

の
国
民
で
は
な
い
。
保
守
党
の
訴
え
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
そ
し
て
、
か
つ
て
の
帝
国
の
本
国
の
心
臓
部
で
あ
っ
た
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
特
定
地
域
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
新
し
い
傾
向
で
は
な
い
。
連
合
王
国
に
お
け
る
北
部
と
南
部
の
分
裂
は
戦
後
を
通
じ
て
確
実
に
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

…
…

（
9
）

」
こ
の
説
明
か
ら
分
か
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
化
、
あ
る
い
は
同
党
の
Ｅ
Ｎ
Ｐ
化
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
以
前
か

ら
徐
々
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
流
れ
に
「
竿
指
す
」
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権

だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
問
題
点
の
本
質
と
し
て
、
こ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
・
保
守
党
は
こ
の
ま
ま

Ｅ
Ｎ
Ｐ
で
よ
い
の
か
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
軸
足
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
、
即
ち
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
（E

nglishness

）
に
も
っ
と
移
す
べ

き
か
、
そ
れ
と
も
連
合
王
国
統
一
の
党
と
し
て

│
最
早
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
が

│
従
来
ど
お
り
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス

（B
ritishness

）
に
置
き
続
け
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
に
そ
の
軸
足
を
置
き
続
け
れ
ば
、
中
道
的
か
つO

ne N
ation

的
イ
メ
ー
ジ
が
残
る
た
め
、
一
九
世
紀

の
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（B

enjam
in D

israeli

）
元
首
相
以
来
伝
統
的
に
「
国
民
政
党
」
あ
る
い
は
「
階
級
の
カ
ベ
を
越
え
て
統
治
で
き
る
政

党
」
を
標
榜
し
て
き
た
保
守
党
「
ら
し
さ
」
は
維
持
さ
れ
る
。
し
か
し
既
成
政
党
不
信
が
高
ま
る
中
、
か
え
っ
て
「
白
々
し
さ
」
を
強
め

て
、
逆
効
果
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
今
度
は
、
現
在
国
政
第
三
政
党
に
躍
進
し
た
Ｓ
Ｎ
Ｐ
に
対
抗
す
る
べ
く
イ

（
八
九
一
）
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一
〇

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
に
軸
足
を
置
こ
う
と
す
る
と
、
そ
の
地
域
代
表
機
能
の
実
態
に
は
即
し
て
い
る
も
の
の
、
狭
量
か
つ
極
端
な
イ
メ
ー

ジ
を
内
外
に
与
え
か
ね
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
ジ
レ
ン
マ

（
10
）

を
抱
え
た
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主

義
・
保
守
党
は
、
当
分
そ
の
「
両
面
」
を
見
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

関
す
る
ジ
レ
ン
マ
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
い
う
伝
統
的
地
盤
を
二
〇
一
五
年
総
選
挙
で
つ
い
に
Ｓ
Ｎ
Ｐ
に
奪
わ
れ
た
（
表
1
を
参
照
）

現
在
の
労
働
党
に
も
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
そ
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
あ
る
い
は
二
〇
一
六
年
に
ほ
ぼ
決
定
づ
け
ら
れ
た
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
地
域
別
（
周
知
の
よ
う
に
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
約
六
割
の
有
権
者
が
Ｅ
Ｕ
残
留
を
選
択
し
た
の
に
対
し
、
ロ
ン
ド
ン
を
除
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
が
圧
倒
的
優
位
を
占
め

た
）
結
果

（
11
）

に
基
づ
き
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
が
名
実
共
に
Ｅ
Ｎ
Ｐ
に
変
質
し
た
と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
は
さ
ら
に
難
題
が
待
ち

受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
化
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
同
じ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
主
な

支
持
基
盤
と
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
・
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
（
以
下
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
）
の
存
在
と
躍
進
、
そ
の
Ｅ
Ｎ
Ｐ
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
創
設
当
初
は
振
る
わ
な
か
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
深
化
・
拡
大
に
伴
い
Ｅ
Ｕ
を
離
脱
す
べ
き
「
敵
」
と

見
な
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
を
は
じ
め
Ｅ
Ｕ
や
既
成
政
党
政
治
へ
の
大
衆
の
不
満
や
不
信
、
あ
る
い
は
不
安
を
利
用
し
て
支
持
を
伸
ば
し

て
き
た
の
が
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
。
一
見
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
際
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
に
過
ぎ
な
い
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
と
の

│
と
り
わ
け
ポ
ス
ト
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の

│
差
異
化
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
点
も
、
イ

ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）
保
守
主
義
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、「
小
選
挙
区
制
存
続
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
」（
二
〇
一
一
年
）
と
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
の
是
非

を
問
う
住
民
投
票
」（
二
〇
一
四
年
）
を
切
り
抜
け
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
で
一
九
九
七
年
以
来
一
八
年
ぶ
り
と
な
る
単
独
政
権
を
実
現
し

（
八
九
二
）



Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
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政
治
学
（
渡
辺
）

一
一

た
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
と
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
で
さ
え
、
少
な
く
と
も
上
述
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
が
方
向
づ
け
ら
れ
た
と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
も
保
守
党
も
、
従
来
ど
お
り
「
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
」
と
い
う
そ
の
立
脚
点
か
ら
「
イ
ギ
リ
ス
全
体
」
を
統
治
で
き
て
い
る
「
振
り
」
を
続
け
て
い
れ
ば
済
む
時
代
で
も
な
く
な
っ
て
き
た
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
に
、
イ
ギ
リ
ス
全
体
（B

ritain

な
い
し
Ｕ
Ｋ
）
を
代
表
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
保
守

主
義
と
い
う
政
治
ア
ク
タ
ー
は
、
激
変
す
る
内
外
の
情
勢
下
で
、
実
は
足
元
か
ら
半
分
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
。
し
か
も
自
ら
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
ま
ま
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3
．
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
そ
の
課
題

⑴　
「
イ
ギ
リ
ス
型
欧
州
懐
疑
主
義
」
か
ら
「
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
」
へ

│
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
転
換
の
必
要
性

近
年
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
政
治
に
対
す
る
有
権
者
の
不
満
・
不
信
に
基
づ
く
異
議
申
立
て
が
、
欧
州
懐
疑
主
義
と
い
う
形
と
な
っ
て
展

開
し
や
す
い
。
イ
ギ
リ
ス
、
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、「
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
」
か
つ
「
超
国
家
的
」
な
面
で
、
元
来
相
容
れ
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
化
・
拡
大
を
続
け
る
「
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
に

│
一
九
七
三
年
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
以
来

│
組
み
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
政
治
学
者
の
ギ
フ
ォ
ー
ド
（C

hris G
iff ord

）
は
、「
帝
国
を
失
っ
て
以
来
、
こ
の
問
題
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
政
治
的
組
織
化
の
核
心
部
分
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る

（
12
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

イ
ギ
リ
ス
と
し
て
の
価
値
も
し
く
は
利
益
が
、「
イ
ギ
リ
ス
政
府
」
経
由
で
「
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
に

│
そ
の
様
々
な
規
制
を
通
じ
て

│
抑
え
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
反
動
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
の
自
律
性
や
独
自
性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
動
き
も
ま
た
、

（
八
九
三
）
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一
二

必
然
的
に
「
イ
ギ
リ
ス
政
府
」
へ
の
反
発
、
特
に
二
大
政
党
へ
の
異
議
申
立
て
と
い
う
形
に
な
り
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
広
義
の
欧
州
懐
疑
主
義
は
既
成
政
党
を
批
判
の
対
象
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
欧
州
懐
疑
主
義
に
つ
い
て
も
、「
最
早
イ
ギ
リ
ス
政
治

の
静
か
な
、
あ
る
い
は
一
時
的
な
側
面
と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る
本
質
的
か
つ
系
統
だ
っ
た
存

在
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
、「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
『
イ
ギ
リ
ス
型
欧
州
懐
疑
主
義
』（B

ritish E
uroscepticism

）
か
ら
『
欧
州
懐
疑
的

な
イ
ギ
リ
ス
』（E

urosceptic B
ritain

）
…
…
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

（
13
）

」
と
説
く
。
因
み
に
欧
州
懐
疑
主
義
と
い
う
言
葉
が
イ
ギ
リ

ス
で
公
式
に
登
場
し
た
の
は
、
一
九
八
五
〜
八
六
年
の
タ
イ
ム
ズ
紙
（T

h
e T

im
es

）
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
記
事
と
さ
れ
る

（
14
）

。
周
知
の
よ
う

に
、
こ
の
一
九
八
五
年
と
い
う
年
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
史
上
、
一
つ
の
節
目
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
年
の
ド
ロ
ー
ル
（Jacque 

D
elors

）
欧
州
委
員
長
就
任
と
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
る
「
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
変
質
、
具
体
的
に
は
従
来
の
「
資
本
家
ク
ラ

ブ
」
か
ら‘social E

urope ’

あ
る
い
は‘ever closer union ’

へ
の
変
質
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の

│
と
り
わ
け
保
守
党
に
代
表
さ
れ

る
右
派
か
ら
の

│
反
応
な
い
し
異
議
申
立
て
を
通
じ
て
、
こ
の
言
葉
が
定
着
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
（
深
化
・
拡
大
）
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
形
で
、「
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ

ス
」
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ポ
ス
ト
・
ド
ロ
ー
ル
の
「
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」、
即
ち
今
日
の

Ｅ
Ｕ
へ
の
イ
ギ
リ
ス
的
異
議
申
立
て
を
担
え
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
同
時
期
の
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
に
象
徴
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の

存
在
と
役
割
が
、
今
ま
で
以
上
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
「
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
こ
う
し
た
変
質
が
、
労
働
党
や
自
民
党
、
あ
る
い
は
緑
の
党
な
ど
の
中
道
左
派
諸
政
党
に
一
方
的
な
政

治
的
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
と
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
「
反
・
エ
リ
ー
ト
／
エ
ス
タ
ブ

（
八
九
四
）
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一
三

リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
」
と
い
う
形
で
極
右
派
か
ら
旧
・
極
左
派
に
至
る
ま
で
、「
反
・
二
大
政
党
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
「
欧
州
懐
疑
主
義
」

と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
上
述
し
た
理
由
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
比
較
的
結
び
つ
き
や
す
く
な
っ
た
欧
州
懐

疑
主
義
は
、
左
・
右
両
派
の
「
カ
ベ
」
を
越
え
、
二
大
政
党
政
治
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
の
異
議
申
立
て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
ツ
ー
ル

と
し
て
も
利
用
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
欧
州
懐
疑
派
の
結

集
こ
そ
、『
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
』
を
決
定
づ
け
る
特
徴
で
も
あ
っ
た

（
15
）

」
と
述
べ
る
。

そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
こ
の
「
二
大
政
党
（
エ
リ
ー
ト
）　

対　

欧
州
懐
疑
主
義
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
（
反
・
エ
リ
ー
ト
）」
と
い
う

構
図
に
、
①
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
生
じ
た
新
た
な
二
極
化
・
社
会
不
安
の
増
大
と
、
②
ブ
レ
ア
政
権
を
通
じ
て
実
現
し
た
地
方
分
権

改
革
（
例
え
ば
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
の
復
活
な
ど
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
な
ど
に
お
け
る
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
い
し

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
再
確
認
」
の
動
き
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。
統
合
を
深
め
た
Ｅ
Ｕ
の
存
在
は
、
と
り
わ
け
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
を
目

指
す
勢
力
（
Ｓ
Ｎ
Ｐ
に
代
表
さ
れ
る
分
離
独
立
主
義
者
）
に
好
都
合
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
独
立
国
家
と
し
て
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
す
れ
ば
、

（
種
々
の
助
成
や
規
制
も
含
め
て
）
Ｅ
Ｕ
の
直
接
的
介
入
を
利
用
し
や
す
く
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
「
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
」
は
、
経
済
格
差
や
社
会
不
安
に
苦
し
ん
で
い
た
り
、
既
成
政
党
や
、
と

り
わ
け
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
側
（
Ｓ
Ｎ
Ｐ
）
の
要
求
な
ど
に
不
満
を
抱
い
た
り
す
る
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
住
民
の
一
部
か
ら
支
持
さ
れ
て
い

く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
も
、
既
述
の
よ
う
に
国
内
地
域
別
の
結
果＜

註（
11
）も
参
照＞

を
見
る
と
、

Ｅ
Ｎ
Ｇ
Ｌ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
、
即
ち
（E

ngland

＋exit

）
的
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
と
い
う
現
象
は
、

あ
る
意
味
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
」
あ
る
い
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
関
連
し
た

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
現
象
」
と
し
て
も
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（
16
）

。

（
八
九
五
）
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一
四

ギ
フ
ォ
ー
ド
も
、「
今
や
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
形
で
結
集
し
た
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
か
つ
排
他
的
な
イ
ギ
リ
ス
型
欧
州
懐

疑
主
義
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
動
員
し
た
り
設
定
し
た
り
す
る
、
断
片
的
と
い
う
よ

り
も
っ
と
広
い
基
盤
に
基
づ
い
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き

（
17
）

」
と
し
て
、
こ
う
し
た
見
方
に
同
意
し
て
い
る
。

因
み
に
、
同
じ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
主
な
選
挙
基
盤
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
と
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
相
違
を
簡
潔
に
示
す

と
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
が
伝
統
的
にm

oderate C
entre-R

ight

な
の
に
対
し
、
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
人
種
主
義
な
ど
に

立
脚
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
民
党
（
以
下
Ｂ
Ｎ
Ｐ
）
のF

ar R
ight

で
は
な
く
、R

adical R
ight

と
さ
れ
て
い
る

（
18
）

。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
保

守
党
はU

K
 U

nionism

、B
ritish N

ationalism

を
軸
に
、
主
と
し
て
穏
健
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
掲
げ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、

Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
中
心

（
19
）

と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
と
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
は
、
欧
州
懐
疑
主
義
と
い
う
点
で
共
通

点
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
面
で
は
明
確
な
相
違
点
が
見
出
せ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
を
ほ
ぼ
実
現
し
つ
つ
あ
る
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
関
し
て
は
、
単
な
る
「
イ
ギ
リ
ス
型
欧
州
懐

疑
主
義
」
で
は
な
く
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
が
主
張
す
る
よ
う
に
「
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
」（
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）
と
い
う
視
座
で
検
討
す

る
姿
勢
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵　

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
に
お
け
る
欧
州
懐
疑
主
義
の
諸
相
と
現
代
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
政
権
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
実
現
し
た
一
九
七
三
年
当
時
の
保
守
党
で
は
、
パ
ウ
エ
ル
（E

noch P
ow

ell

）
の
よ
う

な
異
端
の
欧
州
懐
疑
派
議
員
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
が
、
基
本
的
に
は
親
・
欧
州
派
が
党
内
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
。
そ
の
後
サ
ッ

チ
ャ
ー
時
代
を
経
て
、
保
守
党
が
ほ
ぼ
完
全
に
今
日
の
よ
う
な
欧
州
懐
疑
派
の
党
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
七
年
総
選
挙
地
滑
り
敗
北
以

（
八
九
六
）



Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
政
治
学
（
渡
辺
）

一
五

降
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ク
ラ
ー
ク
（K

enneth C
larke

）
に
代
表
さ
れ
る
か
つ
て
の
親
・
欧
州
派
議
員
が
保
守
党
か
ら
完
全
に
消

滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
数
的
に
見
る
と
党
内
親
・
欧
州
派
議
員
と
呼
べ
る
の
は
ほ
ぼ
数
名
程
度
で
あ
り
、
今
や
党
内
「
絶
滅
危
惧

種
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
で
は
、
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
「
残
留
」
を
訴
え
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
前
首
相
や
オ
ズ
ボ
ー
ン

（G
eorge O

sborne
）
前
財
務
相
た
ち
は
、
親
・
欧
州
派
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
ギ
フ
ォ
ー
ド
他
に
よ
れ
ば
、
欧
州
懐
疑
主
義
に
関
す
る
学
術
的
研
究
は
、
タ
ッ
ガ
ー
ト
（P

aul T
aggart

）
を
中
心
と
す
る
「
サ

セ
ッ
ク
ス
学
派
」（the S

ussex S
chool

）
と
、
マ
ー
ク
ス
（G

ary M
arks

）
な
ど
の
「
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
学
派
」（the N

orth 

C
arolina S

chool

）
の
二
大
学
派
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
主
に
詳
細
な
国
別
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
や
定
義
づ

け
の
精
錬
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
き
、
後
者
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
幅
広
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
横
断
的
な
政
党
と
世
論
、

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
の
繋
が
り
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
サ
セ
ッ
ク
ス
学
派
で
は
、
欧
州
懐
疑
主
義
を
、「
ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑
主

義
」（hard E

uroscepticism

）
と
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
主
義
」（soft E

uroscepticism

）
に
区
分
す
る
。
同
じ
欧
州
懐
疑
主
義
で
も
前
者

は
、
統
合
の
制
度
的
土
台
を
非
難
し
た
り
、
そ
の
全
体
的
な
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
批
判
し
た
り
、
あ
る
い
は
統
合
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も

原
理
的
に
反
対
す
る
の
で
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
執
着
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
拒
否
さ
れ
た
り
批
判
さ
れ
た
り
し
た
特
殊
な
政
策
の
み

に
攻
撃
を
限
定
し
、
国
益
を
重
視
し
た
異
議
申
立
て
程
度
に
留
め
る
の
で
、
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
枠
組
み
内
で
の
競
争
性
は
重
視
す
る

（
20
）

。

サ
セ
ッ
ク
ス
学
派
に
基
づ
く
と
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
な
ど
保
守
党
内
の
Ｅ
Ｕ
残
留
派
は
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
主
義
」
に
分
類
し
て
よ
い
。

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
欧
州
懐
疑
主
義
は
、
政
治
学
者
リ
ン
チ
（P

hilip L
ynch

）
ら
に
よ
っ
て
、
図
1
の
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。
リ
ン
チ
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
以
外
に
「
さ
ら
な
る
主
権
の
委
譲
を
支
持
す
る
保
守
主
義
者
」
は
一
応
「
親
・
欧
州

派
」（pro-E

uropean

）
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
は
全
て
欧
州
懐
疑
派
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
図
式
に
従
う
と
、

（
八
九
七
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
六

キ
ャ
メ
ロ
ン
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
保
守
党
「
残
留
派
」
の
お
そ
ら
く
大
半
は
、「
ソ
フ
ト
な
欧

州
懐
疑
派
」
の
中
の
「
Ｅ
Ｕ
に
譲
っ
た
権
限
の
一
部
取
戻
し
を
志
向
」
す
る
人
び
と

（m
inim

alist revisionists （
21
））

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
図
式
を
見
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
が
欧
州
懐
疑
主
義
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
が

明
白
で
あ
る
と
同
時
に
、
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
図
1
に
お
け

る
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
主
義
」
の
「
現
状
維
持
志
向
」
派
を
除
く
三
つ
の
立
場
全
て
が
、

Ｅ
Ｕ
や
イ
ギ
リ
ス
政
府
を
共
通
の
「
敵
」
と
し
て
民
衆
の
不
満
を
煽
っ
た
り
、
民
衆
の
利
益
擁

護
と
い
う
立
場
か
ら
攻
撃
し
た
り
す
る
「
現
代
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
何
ら
か
の
形
で
結
び
つ

き
や
す
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
第
一
に
、
三
つ
と
も
「
現
状
維
持
志
向
」
で

は
な
い
の
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
や
党
派
を
越
え
て
、
人
び
と
の
様
々
な
不
満
の
解
消
、

つ
ま
り
現
状
打
開
を
掲
げ
て
総
動
員
す
る
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
つ
く
り
や
す
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
第
二
に
、
自
主
性
や
自
律
性
を
何
ら
か
の
形
で
重
ん
じ
る
こ
れ
ら
三
つ
の
立
場
全
て
が
、

〝
弱
め
ら
れ
た
〞
イ
ギ
リ
ス
も
し
く
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、

あ
る
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
再
認
識
な
ど
に
も
影
響
し
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
欧
州
懐
疑
主
義
は
、
ま
さ
に
「
現
代
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

（
22
）

」
を

媒
介
と
し
て
結
び
つ
き
や
す
い
関
係
に
あ
る
。
同
時
に
、
両
者
の
関
係
性
は
、
今
日
に
お
け
る

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
基
本
的
輪
郭
を
構
成
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

図 1　イギリス保守主義における欧州懐疑主義の位置づけ

「ＥＵ離脱志向」　⇔　「自由貿易と単一市場に基礎づけられた ‘a Norway plus’ 関係を志向」

「ＥＵに譲った権限の一部取戻しを志向」　⇔　「現状維持志向」

出典 　P. Lynch and R. Whitaker, ‘Where There is Discord, Can They Bring Harmony?  
Managing Intra-Party Dissent on European Integration in the Conservative Party’, 
British Journal of Politics and International Relation, 15, 2013, p. 319の図に基づき
筆者作成。

ハードな欧州懐疑主義

ソフトな欧州懐疑主義

（
八
九
八
）



Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
政
治
学
（
渡
辺
）

一
七

さ
ら
に
こ
の
図
式
は
、
二
〇
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
結
果
に
も
当
て
は
ま
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
学
者
ボ
グ
ダ
ナ
ー
（V

ernon 

B
ogdanor

）
は
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
結
果

（
23
）

を
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
結
果
は
、
地
域
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
時
代
の
幕
開
け
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
民
主
主
義
の
危
機
を
示
し
、「
保
守
党
や
労
働
党
な
ど
のm

ainstream
 

parties　

対　

Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
や
Ｓ
Ｎ
Ｐ
と
い
っ
たnew

 populist parties

」
と
い
う
構
図
で
争
わ
れ
、
後
者
が
躍
進
し
た
（
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
の
得

票
率
が
全
国
第
三
位
、
Ｓ
Ｎ
Ｐ
の
獲
得
議
席
数
は
第
三
位
）。
後
者
が
躍
進
し
た
の
は
、
Ｅ
Ｕ
の
お
か
げ
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
経
済
よ
り
も
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
諸
問
題
（
例
え
ば
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
問
題
や
移
民
の
流
入
な
ど
）
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
れ
を
巧
み
に
利
用
し

た
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
共
通
点
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
政
治
」
か
ら
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
」
に
転
換
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ

り
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
新
た
な
価
値
に
光
を
当
て
た
と
い
う
点
で
意
味
を
持
つ

（
24
）

。

こ
れ
に
対
し
て
主
要
政
党
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
残
さ
れ
た
人
び
と
を
上
手
く
代
表
で
き
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

キ
ャ
メ
ロ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
二
〇
一
五
年
総
選
挙
実
施
当
時
の
主
要
政
党
党
首
は
、
い
ず
れ
も
メ
リ
ト
ク
ラ
ッ
ト
で
あ
る
た
め
、
大
衆

の
利
益
や
感
情
に
は
疎
く
、
そ
の
意
味
で
も
主
要
政
党
は
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
上
記
の
構
図
を
さ

ら
に
解
剖
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
表
す
こ
と
も
で
き
る
。
即
ち
「m

ainstream
 parties

＝internationalist

＝
統
治
階
級
の
大
半
・
メ

リ
ト
ク
ラ
ッ
ト
＝
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
共
感
／
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
軽
蔑
＝
Ｅ
Ｕ
残
留
派
」　

対　
「new

 populist 

parties

＝nationalist

＝
一
般
庶
民
の
大
半
・
取
り
残
さ
れ
た
人
び
と
＝
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
反
感
／
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
を
強
調
＝
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
」
と
い
う
構
図
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
対
立
の
構
図
は
保
守
党
内
に
も
反
映
さ
れ
、
前
者
が
キ
ャ
メ
ロ
ン
な
ど
「
Ｅ
Ｕ
残
留
派
」、
後
者
が
一
般
党
員
に
多
い
と

さ
れ
る
「
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
」
と
い
う
形
で
説
明
が
つ
く

（
25
）

。
こ
う
し
た
見
方
は
極
め
て
興
味
深
く
、
ま
た
説
得
力
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

（
八
九
九
）
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三
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一
八

な
ら
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
に
象
徴
さ
れ
る
超
国
家
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
動
き
に
エ
リ
ー
ト

主
義
が
付
随
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
や
Ｅ
Ｕ
に
異
議
を
申
し
立
て
る
欧
州
懐
疑
主

義
は
、
仮
に
エ
リ
ー
ト
の
立
場
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
ス
タ
イ
ル
を
採

ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
欧
州
懐
疑
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
、「
現
代
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
を
媒
介
と
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
地

域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
様
々
な
現
代
的
諸
問
題
と
繋
が
り
を
持
ち
や
す
い
こ
と
が
分
か
る
。
既
述
の

よ
う
に
ボ
グ
ダ
ナ
ー
は
、「
社
会
民
主
主
義
・
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
」
が
格
差
是
正
等
の
面
で
現
状
打
開
や
不
満
・
不
安
の
解
消
に
成
功
し

て
い
な
い
状
況
を
指
摘
し
て
い
る

（
26
）

が
、
同
じ
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
も
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
。

⑶　

ポ
ス
ト
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
に
お
け
る
「
欧
州
懐
疑
的
な
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
の
あ
り
方

そ
れ
で
は
、
二
〇
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
な
ら
び
に
二
〇
一
六
年
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
経
た
今
日
、
い
わ
ば
ポ
ス
ト

Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
課
題
と
は
何
な
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
点
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
で
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
Ｓ
Ｎ
Ｐ
が
労
働
党
に
取
っ
て
代
わ
る
な
ど
、
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
躍
進
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
や
や
極
端
な
言
い
方
を
す
る
と
「‘B

ritish ’ politics

の
『
終
わ
り
』
の
始
ま
り
」
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

（
27
）

。
し
た
が
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
今
後
同
じ
こ
と
が
起
き
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う

な
っ
た
場
合
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
保
守
党
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
路
線
を
採
る
の
か
、
そ
れ
と
も
（
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
に
よ
っ
て
大
願
成

（
九
〇
〇
）



Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
政
治
学
（
渡
辺
）

一
九

就
し
た
）
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
と
張
り
合
い
、
新
た
な
Ｅ
Ｎ
Ｐ
（E

nglish national party

）
路
線
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
二
面
性

を
抱
え
た
ま
ま
で
行
く
の
か
、
党
と
し
て
の
方
向
性
を
あ
る
程
度
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
を
選
択
し
た
二
〇
一
六
年
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
「
分
断
」

や
「
格
差
」
を
あ
ら
た
め
て
印
象
づ
け
る
結
果
と
な
っ
た
。Y

ouG
ov

の
世
論
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
Ｅ
Ｕ
残
留
（R

em
ain

）
派
に
は

「
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
と
タ
イ
ム
ズ
の
購
読
者
、
自
民
党
・
緑
の
党
・
Ｓ
Ｎ
Ｐ
・
労
働
党
の
各
支
持
者
、
三
九
歳
以
下
の
人
び
と
、
大
卒
者
、

北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ロ
ン
ド
ン
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
各
住
民
、
Ａ
・
Ｂ
・
C1
各
層
、
学
力
の
高
い
層
」
が
多
く
見
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
（L

eave

）
派
は
「
エ
ク
ス
プ
レ
ス
・
メ
イ
ル
・
サ
ン
・
テ
レ
グ
ラ
フ
購
読
者
、
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
と
保
守
党
の

各
支
持
者
、
五
〇
歳
以
上
の
人
び
と
、
ロ
ン
ド
ン
を
除
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
域
の
住
民
、
C2
・
Ｄ
・
Ｅ
各
層
、
学
歴
や
学
力
の
低
い

層
」
で
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
28
）

。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
全
体
に
「
分
断
」「
偏
り
」
が
生

じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
や
二
〇
一
六
年
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
結
果
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
形
で
必
然
的
に
表
れ

た
と
も
言
え
よ
う
。

以
上
二
つ
の
変
化
な
い
し
現
象
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
表
1
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー

政
権
期
で
さ
ら
に
加
速
し
た
。
し
か
し
そ
の
ル
ー
ツ
を
さ
ら
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、
こ
れ
は
戦
後
一
貫
し
た
変
化
・
傾
向
で
あ
っ
た
と
も

言
え
る
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
こ
れ
を
「
北
部
と
南
部
の
分
裂
」
と
捉
え
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
こ
の
北
部
と
南
部
の
分
裂
は
、
地

域
的
繁
栄
お
よ
び
失
業
水
準
の
格
差
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
景
気
後
退
の
衝
撃
と
、
そ
れ
が
発
端
に
な
っ
た
資
本
主
義
社

会
の
す
べ
て
の
部
分
で
の
再
編
成
の
進
行
に
よ
っ
て
、
多
く
の
社
会
階
層
は
さ
ら
に
分
裂
し
た
。
こ
の
た
め
、
三
分
の
一
社
会
・
三
分
の

二
社
会

│
貧
民
・
不
熟
練
労
働
者
・
失
業
者
が
少
数
派
を
形
成
し
、
定
職
・
相
応
の
安
全
・
上
昇
す
る
実
質
賃
金
を
持
つ
多
数
派
の
市

（
九
〇
一
）
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二
〇

民
と
向
か
い
合
う
社
会

│
の
登
場
に
対
す
る
憂
慮
が
生
ま
れ
て
い
る

（
29
）

」（
傍
線　

引
用
者
）。
こ
う
し
て
見
る
と
、
今
日
の
「
欧
州
懐
疑

的
な
イ
ギ
リ
ス
」
や
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
は
、
世
界
経
済
の
動
向
に
翻
弄
さ
れ
た
戦
後
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
変
質
と
、
そ
の
延
長
線
上
で
捉
え
る

必
要
も
出
て
く
る
。
そ
れ
に
加
え
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
が
、
こ
れ
に
拍
車
を
か
け

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
但
し
、
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
結
果
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
化
や
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し

て
、
ま
す
ま
す
二
極
化
が
進
む
二
一
世
紀
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
を
直
視
す
る
な
ら
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
（
旧
い
）
上
記
説
明
に
関
し
て
は
、
下

線
部
を
入
れ
替
え
る
必
要
す
ら
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
最
後
に
、
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
に
関
連
す
る
以
上
二
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
課

題
な
ら
び
に
そ
の
あ
り
方
を
、
そ
の
方
向
性
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
政
治
学
者
ヒ
ッ
ク
ソ
ン
（K

evin 

H
ickson

）
に
よ
る
と
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
は
、
伝
統
的
ト
ー
リ
ー
主
義
（T

raditional T
oryism

）、

ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
（N

ew
 R

ight

）、
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
（O

ne N
ation

）、
そ
し
て
中
道
派
（C

entre

）
の
四
つ
に
分
類
で
き
る
と
さ
れ
る

（
30
）

。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
の
特
徴
を
筆
者
な
り
に
図
式
化
し
た
も
の
が
図
2
で
あ
る
。

図
中
の
縦
軸
は
各
々
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
特
性
」
を
、
横
軸
は
各
々
が
「
重
視
す
る
項
目
」
を
表
し
て
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守

主
義
は
、
図
中
の
「
中
道
派
」
に
一
応
分
類
で
き
る

（
31
）

と
思
わ
れ
る
。
保
守
党
が
「
統
治
政
党
」
な
い
し
「
責
任
政
党
」
で
あ
り
続
け
た
い

の
で
あ
れ
ば
、
今
後
と
も
基
本
的
に
は
こ
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。「
曖
昧
で
そ
の
成
果
が
分
か
り
に
く
い
」
と
い
っ
た

批
判
も
少
な
く
な
い
と
は
い
え
、
こ
の
立
場
の
み
、「
悪
い
意
味
で
の
極
端
な
」
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
過
度
に
陥
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
現

在
の
「
分
断
」
し
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
融
和
を
図
る
こ
と
も
、
理
念
上
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
、
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
と
い
う
現
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
中
道
派
に
加
え
て
、「
伝
統
的
ト
ー
リ
ー
主
義
」
か
「
ワ
ン

（
九
〇
二
）
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二
一

ネ
ー
シ
ョ
ン
保
守
主
義
」
か
、
ど
ち
ら
に
軸
足
を
置
く
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に
「
Ｓ
Ｎ
Ｐ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」
が

今
後
も
続
き
、「（
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
）
独
立
国
家
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」
が
誕
生
し

た
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
い
う
政
治
ア
ク
タ
ー
は
、「
伝
統
的
ト
ー
リ
ー

主
義
」
に
傾
倒
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
基

盤
を
置
く
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
者
が
連
合
王
国
の
解
体

（
32
）

を

何
と
し
て
も
回
避
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
中
道
派
」
の
立
場

に
依
拠
し
つ
つ
、「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
保
守
主
義
」
の
現
代
版
な
い
し
改
訂
版
の

よ
う
な
も
の

（
33
）

を
新
た
に
構
築
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
ポ
ス
ト
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
保

守
主
義
の
課
題
は
、
前
述
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
は
じ
め
、
地
域
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
現
代
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
の
「
つ
き
あ
い
方
」「
距
離
の
置
き

方
」
を
ど
う
す
る
の
か
、
こ
れ
に
尽
き
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

図 2　戦後イギリス保守主義の 4大イデオロギー的立場

（イングランド重視）

ナショナル重視

（全国・国民重視）

固定的・排他的・好戦的性格

流動的・包摂的・融和的性格

（市場重視）

グローカル重視

（社会重視）

※①～④の共通点……「個人の自由の尊重」「平等への反対」

出典 　K. Hickson, The Political Thought of Conservative Party since 1945, 2005の内容を参
考に筆者作成。

伝統的トーリー主義 ニューライト

ワンネーション 中　道　派

（
九
〇
三
）
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二
二

4
．
結
び
に
か
え
て

本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
保
守
党
を
、
イ
ギ
リ
ス
で
半
分
機
能
不
全
に
陥
っ
た
一
つ
の
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

国
内
で
は
最
早
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
域
し
か
代
表
し
得
な
い
（
し
な
く
て
も
よ
い
）
現
状
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
問
題
点
だ
と
す
れ
ば
、

問
題
点
の
本
質
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
関
わ
る

│
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ネ
ス
か
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ネ
ス

か
、
と
い
う

│
ジ
レ
ン
マ
と
、
そ
こ
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
し
に
く
い
現
状
に
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
く
と
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
関
し
て
は
、
今
や
連
合
王
国
全
体
の
統
治
資
格
が
や
や
弱
体
化
し
て

い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
、
欧
州
懐
疑
主
義
あ
る
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
な
ど
を
媒
介
に
、

「
現
代
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
今
ま
で
以
上
に
結
び
つ
き
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
今

日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
、
欧
州
懐
疑
主
義
と
の
繋
が
り
を
保
ち
つ
つ
、
他
方
で
欧
州
懐
疑
主
義
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
要
素
が
何
ら
か

の
理
由
で
表
面
に
出
る
と
、
既
成
の
政
治
ア
ク
タ
ー
や
実
際
政
治
に
対
す
る
有
権
者
の
不
満
や
不
信
を
吸
収
す
る
存
在
と
な
り
や
す
い
。

そ
れ
ゆ
え
現
在
で
は
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
で
さ
え
、
政
治
的
異
議
申
立
て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
ツ
ー
ル
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
も

な
り
得
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
が
抱
え
る
課
題
の
一
つ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
一
国
内
地
域
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

ど
の
程
度
軸
足
を
置
く
の
か
と
い
う
問
題
に
加
え
、「
反
・
Ｅ
Ｕ
＝
反
・
エ
リ
ー
ト
／
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
」
と
い
う
形
で
具
現

し
や
す
い
現
代
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
「
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
う
か
」、
あ
る
い
は
「
ど
の
程
度
距
離
を
置
く
か
」、
と
い
う
点
に
も
見
出
せ

る
と
言
え
る
。

（
九
〇
四
）
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二
三

い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
は
、
Ｅ
Ｕ
（
の
影
響
力
増
大
と
そ
の
問
題
点
の
拡
大
）
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
単
な
る
異
議
申

立
て
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
蓄
積
、
そ

れ
に
対
す
る
有
権
者
の
不
満
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
生
じ
て
い
る
機
能
不
全
と
い
う
視
座
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
保

守
主
義
に
内
在
す
る
複
雑
性
・
多
様
性
や
、
そ
の
変
質
に
も
関
連
づ
け
て
説
明
す
べ
き
現
象
な
の
で
あ
る
。

（
1
） 

Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り　

　
（　

）
の
数
字
は
得
票
率

・
Ｅ
Ｕ
残
留
支
持
…
一
六
、一
四
一
、二
四
一
票　
（
約
四
八
％
）

・
Ｅ
Ｕ
離
脱
支
持
…
一
七
、四
一
〇
、七
四
二
票　
（
約
五
二
％
）　　

　
　

投
票
率　

七
二
・
二
％

（
2
） 

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
関
す
る
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
容
一
郎
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
現
在
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
第
六
章

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） D

avid B
utler and G

areth B
utler, B

ritish
 P

olitical F
acts, tenth edition 

（B
asingstoke : P

algrave M
acm

illan

） 2011, p. 158. 

A
listair C

lark, P
olitical P

arties in
 th

e U
K
 

（B
asingstoke : P

algrave M
acm

illan

） 2012, p. 26.

（
4
） A

. C
lark, op. cit., p. 25 

の
図
2－

1
を
参
照
。

（
5
） D

. B
utler and G

. B
utler, op. cit., pp. 272-273.

（
6
） A

ndrew
 G

am
ble, ‘T

he C
onservatives and the U

nion : T
he “N

ew
 E

nglish T
oryism

” and the O
rigins of A

nglo-B
ritishness ’, 

P
olitical S

tu
d

ies-R
eview

-, 14-3, 2016, p. 360.

（
7
） 

G
u

id
e to th

e H
ou

se of C
om

m
on

s 2015 

（L
ondon : T

im
es B

ooks
） p. 24.

（
8
） 

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主
義
は
、
例
え
ば
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
「
現
代
的
で
、
思
い
や
り
の
あ
る
保
守
主
義
」（m

odern, 

com
passionate C

onservatism

）、「
リ
ベ
ラ
ル
保
守
主
義
」（liberal C

onservatism
）
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
標
榜
し
た
「
リ

（
九
〇
五
）
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四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

二
四

ベ
ラ
ル
保
守
主
義
」
は
、
経
済
面
で
は
従
来
ど
お
り
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
他
方
で
Ｎ
Ｈ
Ｓ
の
役
割
を
重
視
し
た
り
も
す
る
し
、
さ
ら

に
は
同
性
愛
者
の
婚
姻
な
ど
を
容
認
す
る
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
特
徴
と
し
て
、
従
来
的
な
「
政
府
」
や

「
市
場
」
の
役
割
以
上
に
、「
社
会
」
や
「
集
団
」、
そ
し
て
「
共
同
体
の
中
の
個
人
」
な
ど
の
役
割
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
メ

ロ
ン
の
保
守
主
義
は
「
中
道
的
か
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
保
守
主
義
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
容
一
郎
「
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
『
大
き
な
社
会
』
構
想
と
イ

ギ
リ
ス
保
守
主
義
」（『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
五
年
）、
あ
る
い
は
渡
辺
容
一
郎
「
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権

と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
七
巻
、
日
本
大
学
法
学
研
究
所
・
政
経
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
） A

. G
am

ble, T
h

e F
ree E

con
om

y an
d

 th
e S

tron
g S

tate  T
h

e P
olitics of T

h
atch

erism
, 

（B
asingstoke : M

acm
illan

）1988, pp. 

213-214.

（
小
笠
原
欣
幸
訳
『
自
由
経
済
と
強
い
国
家　

サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
政
治
学
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
八
五
│
二
八
六
頁
）。

（
10
） 

こ
う
し
た
問
題
に
関
連
し
て
、
奇
し
く
も
二
〇
一
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
学
会
（
Ｐ
Ｓ
Ａ
）
で
は
、
そ
の
学
術
誌P

olitical S
tu

d
ies-

R
eview

- 

（14-3, 2016

）
に
、「
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
」
に
関
す
る
合
計
八
本
の
寄
稿
論
文
に
基
づ
く
誌
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム‘the 

D
ilem

m
as of P

olitical E
nglishness ’

を
企
画
・
掲
載
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
引
用
し
、
註（
6
）に
挙
げ
て
い
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
論
文
も
、
そ
の
中

に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
一
つ
で
あ
る
。

（
11
） 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
各
地
域
（region

）
で
「
離
脱
」
に
投
票
し
た
人
の
割
合
は
、
以
下
の
と
お
り
（
上
位
順
）。

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド　

五
九
・
三
％

イ
ー
ス
ト
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド　

五
八
・
八
％

ノ
ー
ス
イ
ー
ス
ト　

五
八
・
〇
％

ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
・
ア
ン
ド
・
ザ
・
ハ
ン
バ
ー　

五
七
・
七
％

イ
ー
ス
ト　

五
六
・
五
％

ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
ト　

五
三
・
七
％

サ
ウ
ス
ウ
ェ
ス
ト　

五
二
・
六
％

（
九
〇
六
）



Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
政
治
学
（
渡
辺
）

二
五

サ
ウ
ス
イ
ー
ス
ト　

五
一
・
八
％

ロ
ン
ド
ン　

四
〇
・
一
％

‘E
U
 referendum

 : T
he result in m

aps and charts-B
B
C
 N

ew
s. ’ B

B
C

http://w
w
w
.bbc.com

/new
s/uk-politics-36616028

（
12
） C

hris G
iff ord, T

h
e M

akin
g of E

u
rosceptic B

ritain, second edition 

（S
urrey : A

shgate

） 2014, p. 1.

（
13
） 

Ibid., p. 1.

（
14
） 

Ibid., pp. 1-2.

（
15
） 

Ibid., p. 7.

（
16
） 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
二
〇
一
六
年
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
を
分
析
し
た
研
究
成
果
と
し
て
、
渡
辺
容
一
郎

「
二
〇
一
六
年
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
一
考
察
：
保
守
主
義
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
の
見
地
か
ら
」（『
日
本
選
挙
学
会
年
報　

選
挙
研
究
』
第
三
二

巻
第
二
号
、
日
本
選
挙
学
会
／
木
鐸
社
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
） C

. G
iff ord, op. cit., p. 7.

（
18
） M

atthew
 G

oodw
in, ‘U

K
IP

, the 2015 G
eneral E

lection and B
ritain ’s E

U
 R

eferendum
’, P

olitical In
sigh

t, P
olitical S

tudies 

A
ssociation, O

ctober 2015, pp. 13-15.

（
19
） R

obert L
each, P

olitical Id
eology in

 B
ritain, third edition 

（L
ondon : P

algrave

） 2015, p. 197.

（
20
） C

. G
iff ord, op. cit., p. 2.

（
21
） P

hilip L
ynch and R

ichard W
hitaker, ‘W

here T
here is D

iscord, C
an T

hey B
ring H

arm
ony? M

anaging Intra-P
arty D

issent 

on E
uropean Integration in the C

onservative P
arty ’, B

ritish
 Jou

rn
al of P

olitics an
d

 In
tern

ation
al R

elation
s, 15, 2013, p. 319.

な
お
、
リ
ン
チ
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
に
関
連
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
党
の
場
合
、「
野
党
期
」
よ
り
「
与
党
期
」
の
ほ
う
が
政
府
と

し
て
Ｅ
Ｕ
と
の
直
接
交
渉
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
党
内
分
裂
し
や
す
い
こ
と
、
自
民
党
と
の
連
立
に
伴
い
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
内
で
反
Ｅ
Ｕ
派

が
増
大
し
た
こ
と
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
九
〇
七
）



政
経
研
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五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

二
六

（
22
） 

周
知
の
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
意
味
や
発
現
形
態
は
多
様
で
あ
る
た
め
、
そ
の
定
義
づ
け
も
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
現
代
型
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
を
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
を
問
わ
ず
、
既
成
の
政
治
権
力
や
シ
ス
テ
ム
、
エ
リ
ー
ト
、
あ
る
い
は
排
除
す
べ
き
何
ら

か
の
存
在
を
『
敵
』
と
見
な
し
て
非
難
の
対
象
と
し
た
り
攻
撃
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
民
衆
の
不
満
を
一
時
的
に
逸
ら
し
た
り
民
衆
の
不
安
を

煽
っ
た
り
す
る
ス
タ
イ
ル
の
政
治
手
法
、
な
ら
び
に
そ
う
し
た
手
法
を
正
当
化
す
る
政
治
思
想
や
運
動
」
と
、
幅
広
く
特
徴
づ
け
て
用
い
て
い
る
。

（
23
） 

主
要
政
党
別
二
〇
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
結
果
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
。

定　

数　

六
五
〇
議
席　

　
　
　

投
票
率　

六
六
・
一
％

保
守
党　

三
三
一
議
席　

　
　
　

得
票
率　

三
六
・
九
％

労
働
党　

二
三
一
議
席　

　
　
　

得
票
率　

三
〇
・
四
％

Ｓ
Ｎ
Ｐ　

　

五
六
議
席　

　
　
　

得
票
率　

　

四
・
七
％

自
民
党　

　
　

八
議
席　

　
　
　

得
票
率　

　

七
・
九
％

（
そ
の
他
）

Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ　

　

一
議
席　

　
　
　

得
票
率　

一
二
・
六
％　

　
　

ほ
か

（
24
） V

ernon B
ogdanor, ‘T

he B
ritish G

eneral E
lection of 2015 and the R

ise of the M
eritocracy ’, T

h
e P

olitical Q
u

arterly, 87-1, 

2016, pp. 39-41.

（
25
） 

Ibid., pp. 42-45.

（
26
） 

Ibid., p. 44.

（
27
） C

f. John C
urtice, ‘G

eneral E
lection 2015 : B

usiness as U
sual or N

ew
 D

eparture? ’, P
olitical In

sigh
t, S

eptem
ber 2015, 

P
olitical S

tudies A
ssociation, U

K
.

渡
辺
容
一
郎
「
二
〇
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
に
関
す
る
一
考
察

│
労
働
党
の
敗
因
と
二
大
政
党
の
課
題

│
」（『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
第

四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
六
年
）。

（
28
） http://ig.ft.com

/sites/brexit-voices/ 

ほ
か
。

（
九
〇
八
）



Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
政
治
学
（
渡
辺
）

二
七

因
み
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
階
層
お
よ
び
職
業
分
類
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
層
（
上
級
管
理
職
お
よ
び
上
級
専
門
職
）、
Ｂ
層
（
中
級
管
理
職
お
よ
び
専
門
職
）、
C1
層
（
一
般
事
務
職
）、
C2
層
（
熟
練
労
働
者
）、
Ｄ
層

（
半
熟
練
・
非
熟
練
労
働
者
）、
Ｅ
層
（
失
業
者
、
年
金
生
活
者
等
）

（
29
） A

. G
am

ble, op. cit., p. 214.

（
前
掲
訳
書
、
二
八
六
頁
）。

（
30
） K

evin H
ickson, T

h
e P

olitical T
h

ou
gh

t of th
e C

on
servative P

arty sin
ce 1945, 

（B
asingstoke : P

algrave M
acm

illan

） 2005, 

pp. 1-90, pp. 209-222. 

ヒ
ッ
ク
ソ
ン
・
モ
デ
ル
で
示
さ
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
四
大
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
」
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

・「
伝
統
的
ト
ー
リ
ー
主
義
」
… 

伝
統
的
社
会
構
造
の
中
で
の
個
人
の
自
由
、
最
小
国
家
に
基
づ
く
個
人
へ
の
不
干
渉
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
を
中

心
と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
牧
歌
的
側
面
と
好
戦
的
側
面

・「
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
」
… 

効
率
と
自
由
、
国
家
介
入
批
判
ほ
か

・「
ワ
ン
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
… 

自
由
市
場
主
義
と
介
入
主
義
、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
的
理
念
、
社
会
問
題
に
対
す
る
国
家
介
入
、
思
い
や
り
の
あ
る
保
守

主
義

・「
中
道
派
」
… 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
個
人
の
自
由
と
の
関
連
を
重
視
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
、
党
内
対
立
の
融
和
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度

と
党
へ
の
忠
誠

（
31
） 

キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
か
ら
一
週
間
後
に
行
わ
れ
たY

ouG
ov

世
論
調
査
で
「
一
〇
年
後
連
合
王
国
が
現
状
の
ま
ま

存
在
し
て
い
る
と
思
う
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
結
果
に
よ
る
と
、「
四
大
テ
リ
ト
リ
ー
が
そ
の
ま
まone nation

と
い
う
形
で
存
続
す
る

と
思
う
」
と
い
う
回
答
が
二
二
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
み
独
立
す
る
と
思
う
」
は
二
七
％
、「
連
合
王
国
は
さ
ら
に
分
裂
・
崩

壊
・
解
体
す
る
と
思
う
」
は
三
一
％
と
な
っ
て
お
り
、
連
合
王
国
存
続
を
予
測
す
る
回
答
者
が
五
人
に
一
人
程
度
し
か
い
な
か
っ
た
点
も
注
目
さ
れ

る
。https://yougov.co.uk/opi/surveys/results

（
33
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
後
継
保
守
党
党
首
・
首
相
に
就
任
し
た
メ
イ
（T

heresa M
ay

）
は
、
就
任
後
初
め
て
実
施
さ
れ
た

（
九
〇
九
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

二
八

二
〇
一
六
年
一
〇
月
の
年
次
党
大
会
に
お
い
て
、
出
身
階
級
な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず
機
会
の
均
等
を
目
指
す
「
新
し
い
中
道
の
基
盤
」（N

ew
 C

entre 

G
round

）
と
い
う
新
方
針
を
表
明
し
た
。『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
四
日
ほ
か
。

紙
幅
と
テ
ー
マ
と
の
関
係
上
、
こ
れ
に
関
す
る
分
析
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
報
告
論
文
「
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
の
政
治
学
：
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
と
欧

州
懐
疑
主
義
」（
未
定
稿
）
を
大
幅
に
修
正
し
、
加
筆
し
た
内
容
で
あ
る
。
学
会
当
日
は
、
討
論
者
を
は
じ
め
会
員
諸
氏
か
ら
貴
重
な
コ
メ

ン
ト
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
九
一
〇
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

二
九

日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
雇
用
管
理
の
領
域
で
中
心
的
な
役
割
を
担
う
人
材
フ
ロ
ー
施
策
は
、
採
用
管
理
、
配
置
・
異
動
管
理
、

退
職
管
理
で
構
成
さ
れ
る
。
本
項
は
こ
の
う
ち
退
職
管
理
、
と
り
わ
け
定
年
制
度
に
関
し
て
考
察
す
る
。

現
在
、
日
本
に
お
い
て
定
年
制
度
は
当
然
の
仕
組
み
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
公
務
員
や
地
方
公
務
員
に
は
特
定
の

職
種
を
除
き
、
一
九
八
五
年
三
月
三
〇
日
以
前
は
定
年
制
が
な
か
っ
た
し
、
今
日
、
民
間
で
も
小
規
模
零
細
企
業
中
心
に
定
年
制
度
が
な

い
企
業
や
、
制
度
は
あ
っ
て
も
実
態
と
し
て
適
用
し
な
い
企
業
が
あ
る
。
労
働
法
の
学
説
に
は
定
年
を
違
法
、
無
効
の
制
度
だ
と
解
釈
す

る
立
場
が
あ
る
し
、
労
働
経
済
学
か
ら
は
定
年
制
を
不
合
理
で
あ
っ
て
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
働
く
こ
と
が
で
き
る
社
会
に
す
べ
き
だ
と

い
う
主
張
も
あ
る
。
た
だ
、
一
般
的
に
は
企
業
だ
け
で
な
く
労
働
者
か
ら
も
、
限
定
付
な
が
ら
今
日
の
日
本
社
会
で
定
年
制
の
存
在
は
受

論　

説

（
九
一
一
）



政
経
研
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第
五
十
三
巻
第
四
号
（
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三
〇

容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
米
国
の
年
齢
差
別
禁
止
法
を
援
用
し
て
、
定
年
は
年
齢
に
よ
る
差
別
だ
と
主
張
す
る
声
は
多
数
派
で
は

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
民
間
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
間
企
業
の
人
事
シ

ス
テ
ム
と
い
え
ど
も
社
会
事
情
や
経
済
情
勢
、
そ
れ
を
受
け
た
社
会
政
策
や
労
働
政
策
、
労
働
法
政
策
か
ら
は
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
。

少
子
高
齢
化
に
伴
う
人
口
減
少
、
労
働
力
人
口
の
減
少
と
、
他
方
に
お
け
る
平
均
寿
命
・
余
命
の
伸
長
が
絡
ん
だ
年
金
受
給
年
齢
の
引
上

げ
な
ど
、
企
業
の
定
年
制
度
、
定
年
管
理
に
影
響
を
及
ぼ
す
外
部
要
因
は
複
雑
で
数
多
い
。
現
在
、
こ
う
し
た
要
因
を
背
景
に
具
体
的
に

企
業
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
、
定
年
年
齢
の
延
長
や
定
年
後
に
お
け
る
継
続
雇
用
で
あ
る
。

本
稿
で
は
日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
導
入
と
運
用
の
実
態
、
定
年
制
度
が
担
う
役
割
、
機
能
と
問
題
点
を
論
究
し
、
そ
れ
を
踏

ま
え
た
上
で
こ
れ
か
ら
の
定
年
制
度
の
あ
り
方
を
考
え
る
。
日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
は
企
業
内
高
齢
労
働
者
に
関
す
る
退
職
管
理

の
重
要
な
柱
で
あ
る
が
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
の
定
年
以
外
に
も
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
、
選
択
定
年
制
、
定
年
前
出
向
・
転
籍
、
定

年
時
移
籍
制
度
、
勤
務
延
長
・
再
雇
用
制
度
な
ど
退
職
管
理
と
し
て
検
討
す
べ
き
こ
と
は
多
く
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
も
論
じ
な
け
れ
ば
企

業
内
高
齢
者
の
退
職
管
理
は
完
結
し
な
い
。
し
か
し
今
回
は
主
と
し
て
狭
義
の
定
年
制
度
、
と
く
に
定
年
年
齢
を
中
心
に
、
継
続
雇
用
制

度
（
勤
務
延
長
・
再
雇
用
）
に
関
し
て
も
考
察
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
の
大
ま
か
な
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
定
年
制
度
に
つ
い
て
筆
者
な
り
に
定
義
づ
け
、
定
年
制
度
が
持
つ
役
割
、
機
能

を
整
理
す
る
。
次
に
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
経
緯
を
概
観
し
た
上
で
、
日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
導
入
・
運
用
実
態
を
統

計
資
料
に
基
づ
い
て
や
や
詳
し
く
把
握
す
る
。
さ
ら
に
、
定
年
延
長
や
継
続
雇
用
の
阻
害
要
因
、
再
雇
用
制
度
の
実
像
、
定
年
制
度
が
持

つ
不
合
理
さ
な
ど
定
年
制
の
諸
問
題
を
多
角
的
に
検
討
す
る
。
最
後
は
む
す
び
に
か
え
て
こ
れ
か
ら
の
定
年
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
「
選

（
九
一
二
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

三
一

択
型
ゾ
ー
ン
定
年
制
度
」
を
提
案
す
る
。

二　

定
年
制
度
の
定
義
と
役
割
、
機
能

1　

定
年
制
度
の
定
義
と
定
年
制
度
の
有
効
性

定
年
制
度
と
は
、
企
業
が
定
め
る
一
定
の
年
齢
に
従
業
員
が
達
し
た
こ
と
に
よ
り
労
働
契
約
が
終
了
し
、
退
職
す
る
制
度
の
こ
と
で
あ

る
。
実
際
の
定
年
制
度
に
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
っ
さ
り
し
た
記
述
以
上
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
労
務
管
理
と
題
し
た
文
献

で
は
、「
定
年
制
と
は
従
業
員
が
一
定
の
年
齢
に
到
達
し
た
と
き
に
自
動
的
か
つ
無
差
別
的
に
雇
用
関
係
を
終
了
せ
し
め
る
制
度
で
あ
り
、

強
制
退
職
（com

pulsory retirem
ent or m

andatory retirem
ent

）
が
そ
の
本
質
で
あ
る
（
1
）

。」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
人
的
資
源
管
理
と
題
し
た
テ
キ
ス
ト
で
も
、「
定
年
制
（
一
律
）
と
は
、
従
業
員
の
雇
用
継
続
の
意
思
と
仕
事
能
力
を
問
わ
ず
、

あ
る
一
定
年
齢
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
自
動
的
に
退
職
さ
せ
る
制
度
の
こ
と
で
あ
る
（
2
）

。」
と
定
義
づ
け
る
。
一
方
、
労
働
法
の
論
文
に

お
け
る
定
義
で
は
、「
定
年
制
と
は
、
労
働
者
が
一
定
の
年
齢
（
定
年
）
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
同
人
の
労
働
継
続
の
意
思
や
能
力

の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
一
律
に
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
制
度
を
い
う
（
3
）

。」
と
、
従
業
員
の
意
思
や
能
力
の
有
無
を
問
わ
な
い
こ
と

は
前
二
著
と
同
じ
だ
が
、「
労
働
契
約
の
終
了
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
多
く
の
文
献
を
み
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
定
義
づ
け
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
定
義
に
含
ま
れ
る
要
素
は
、
①
企
業
が
定
め
る

一
定
年
齢
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
（
定
年
年
齢
到
達
を
理
由
と
し
て
）、
②
労
働
者
個
人
の
労
働
能
力
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
（
労
働
能
力
を

判
定
せ
ず
）、
③
労
働
者
の
労
働
継
続
の
意
思
を
問
わ
ず
（
意
思
表
示
が
な
く
て
も
）、
④
自
動
的
に
（
一
律
・
機
械
的
に
、
無
差
別
的
に
）、
⑤

（
九
一
三
）
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三
二

労
働
契
約
（
雇
用
関
係
）
が
終
了
す
る
（
退
職
さ
せ
る
）、
な
ど
で
あ
る
（
4
）

。
こ
れ
ら
の
要
素
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
自
身
は
定
年
制
度
を
次
の

よ
う
に
定
義
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。

「
定
年
制
度
と
は
、
①
企
業
の
就
業
規
則
等
に
定
め
る
一
定
年
齢
に
到
達
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
②
労
働
者
の
労
働
能
力
の
有
無
、
程

度
に
か
か
わ
ら
ず
、
③
労
働
者
の
労
働
継
続
意
思
の
有
無
を
問
わ
ず
、
④
原
則
と
し
て
自
動
的
、
一
律
に
、
⑤
労
働
契
約
（
雇
用
関
係
）

を
終
了
さ
せ
、
⑥
退
職
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。」

他
の
研
究
者
の
定
義
と
比
較
し
た
筆
者
の
定
義
の
特
徴
は
、
④
の
自
動
的
、
一
律
に
「
原
則
と
し
て
」
を
付
け
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
定
年
制
度
（
定
年
年
齢
）
が
厳
格
な
制
度
か
ら
、
労
働
法
政
策
の
影
響
も
あ
っ
て
今
日
は
柔
軟
な
制
度
に
変
化
し
、

実
態
と
し
て
定
年
年
齢
が
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
な
く
ゾ
ー
ン
化
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
各
企
業
の
就
業
規
則
に
は
、
た
と
え
ば
「
従
業
員
の
定
年
は
六
○
歳
と
す
る
」
と
規
定
す
る
例
が
多
い
。「
年
齢
計
算
ニ
関
ス

ル
法
律
」
に
よ
れ
ば
、
応
当
日
（
誕
生
日
）
の
前
日
の
満
了
つ
ま
り
午
後
一
二
時
に
定
年
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
れ
も
各
企
業

の
就
業
規
則
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
退
職
日
は
六
〇
歳
到
達
日
（
誕
生
日
の
前
日
）
や
誕
生
日
だ
け
で
は
な
く
、
賃
金
計
算
と
の
関
係
な
ど

か
ら
、
定
年
到
達
日
が
属
す
る
賃
金
締
切
日
、
定
年
到
達
日
が
属
す
る
月
の
月
末
と
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
さ
ら
に
、
業
務
の
引
き
継
ぎ

や
退
職
金
原
資
と
の
関
係
か
ら
か
、
定
年
到
達
日
の
属
す
る
四
半
期
末
、
半
期
末
、
年
度
末
と
す
る
企
業
も
あ
る
。
同
じ
六
〇
歳
定
年
で

も
、
規
定
と
運
用
方
法
に
よ
っ
て
は
一
年
近
く
退
職
日
が
異
な
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
企
業
で
五
五
歳
定
年
が
一
般
的
だ
っ
た
こ
ろ
、
労
働
法
学
で
は
定
年
制
が
違
法
・
無
効
か
有
効
か
と
い
う
議
論
が

盛
ん
だ
っ
た
し
（
5
）

、
そ
の
後
も
年
齢
差
別
法
理
的
な
視
点
が
加
わ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
（
6
）

。
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
立
場
か
ら
も
、
後

述
す
る
よ
う
に
定
年
制
度
に
は
不
合
理
な
面
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
が
、
問
題
点
を
は
ら
み
つ
つ
も
一
定
の
機
能
を
果
た
し
な
が

（
九
一
四
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

三
三

ら
日
本
企
業
の
労
使
に
受
容
さ
れ
て
き
た
（
7
）

。
本
稿
で
は
、
現
時
点
で
法
的
に
無
効
と
ま
で
は
い
え
な
い
、
と
い
う
考
え
方
を
と
る
（
8
）

。

ま
た
、
同
じ
く
労
働
法
学
で
は
、
定
年
制
は
労
働
契
約
を
定
年
年
齢
到
達
に
よ
り
自
動
的
に
終
了
さ
せ
る
「
定
年
退
職
制
」
か
、
定
年

到
達
を
解
雇
事
由
と
す
る
「
定
年
解
雇
制
」
か
、
と
い
う
法
的
性
質
に
関
す
る
対
立
も
あ
る
（
9
）

。
解
雇
で
あ
れ
ば
解
雇
法
制
の
適
用
で
労
働

者
が
保
護
さ
れ
る
範
囲
が
広
が
る
か
ら
で
あ
る
。
定
年
制
（
の
規
定
）
は
す
べ
て
解
雇
で
あ
る
と
い
う
学
説
の
一
方
で
、
定
年
制
は
規
定

の
内
容
に
よ
っ
て
退
職
制
と
解
雇
制
に
区
別
さ
れ
る
と
す
る
学
説
・
判
例
が
あ
る
。
な
お
、
実
際
の
企
業
に
お
け
る
一
般
的
な
就
業
規
則

で
は
、
退
職
と
（
普
通
）
解
雇
が
規
定
さ
れ
て
い
る
章
や
節
の
中
で
、
退
職
事
由
の
類
型
を
列
記
し
た
条
文
に
そ
の
一
つ
と
し
て
定
年
制

を
記
載
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
別
の
条
文
で
定
年
制
の
具
体
的
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
従
業
員
の
定
年
は
六
〇
歳
と

し
、
定
年
に
到
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
を
も
っ
て
退
職
す
る
」
な
ど
と
、
企
業
実
務
で
は
定
年
解
雇
制
と
解
釈
さ
れ
な
い
よ
う
な

規
定
方
法
や
文
言
の
工
夫
を
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
筆
者
は
企
業
の
現
実
か
ら
多
く
の
定
年
制
度
は
定
年
退
職
制
で
あ
る
が
、
規

定
の
仕
方
や
文
言
、
運
用
実
態
に
よ
っ
て
は
定
年
解
雇
制
と
解
釈
で
き
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

2　

定
年
制
度
の
役
割
、
機
能

定
年
制
度
の
役
割
、
機
能
を
先
行
研
究
（
10
）

も
踏
ま
え
て
筆
者
な
り
に
整
理
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
企
業
側
か
ら
み
た
役
割
・
機
能
と
従

業
員
側
か
ら
み
た
役
割
・
機
能
に
分
け
、
ま
た
役
割
・
機
能
を
メ
リ
ッ
ト
と
捉
え
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も
併
せ
て
列
挙
し
た
。

企
業
側
か
ら
み
た
定
年
制
度
の
役
割
・
機
能
（
メ
リ
ッ
ト
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
多
彩
で
あ
る
。
ま
ず
、
定
年
ま
で
の
長
期
継
続
雇
用

慣
行
に
よ
り
労
働
力
が
定
着
し
、
長
期
雇
用
に
よ
る
雇
用
と
生
活
の
安
定
か
ら
従
業
員
の
企
業
帰
属
意
識
が
醸
成
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
モ
ラ
ー
ル
（
士
気
）
の
維
持
・
向
上
が
図
ら
れ
る
。
長
期
的
な
人
材
育
成
が
可
能
だ
し
、
長
期
的
に
み
た
人
材
育
成
計

（
九
一
五
）
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四

画
も
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
件
費
管
理
の
面

で
は
、
と
く
に
年
功
的
賃
金
制
度
の
場
合
に
顕
著

だ
が
、
定
年
に
よ
り
高
賃
金
者
が
退
職
す
る
こ
と

で
、
人
件
費
の
増
大
が
抑
制
さ
れ
、
人
件
費
総
額

を
一
定
範
囲
内
に
納
め
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

人
事
管
理
面
で
は
、
定
年
退
職
者
が
出
る
こ
と
で

後
に
続
く
従
業
員
の
昇
進
の
遅
れ
・
人
事
の
停
滞

が
予
防
さ
れ
、
人
事
が
刷
新
さ
れ
、
組
織
が
活
性

化
す
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
。
雇
用
調
整
の
側
面
か

ら
み
る
と
、
定
年
年
齢
に
よ
る
雇
用
関
係
の
終
了

で
一
律
・
自
動
的
な
雇
用
調
整
が
行
わ
れ
、
企
業

内
労
働
力
の
新
陳
代
謝
に
寄
与
す
る
。
客
観
的
な

定
年
年
齢
を
基
準
と
す
る
緩
や
か
な
雇
用
調
整
は
、

良
好
な
労
使
関
係
の
維
持
（
雇
用
調
整
を
め
ぐ
る
労

使
紛
争
の
回
避
）
に
つ
な
が
る
。

従
業
員
側
か
ら
み
た
定
年
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
は
、

原
則
と
し
て
定
年
ま
で
雇
用
と
収
入
が
保
障
さ
れ

表 1　定年制度の役割 ･機能（メリット）とデメリット

【企業側からみた定年制度の役割 ･機能（メリット）】
1 ．定年までの長期継続雇用慣行を前提とした
　①労働力の定着　②企業帰属意識の醸成　③モチベーションの維持 ･向上　
　④モラールの維持 ･向上　⑤長期的人材育成　⑥長期的人員計画　
2．年功的賃金制度が残る場合の
　⑦人件費増大の抑制　⑧人件費総額の一定範囲への抑制
3．人事管理・昇進管理における
　⑨昇進の遅れ ･人事停滞の予防　⑩人事の刷新　⑪組織の活性化
4．雇用調整の観点からみた
　⑫一律 ･自動的な雇用関係の終了　⑬企業内労働力の新陳代謝
　 ⑭緩やかな雇用調整　⑮良好な労使関係の維持（雇用調整をめぐる労使紛
争の回避）

【企業側からみた定年制度のデメリット】
　①有能な人材（労働力）の喪失　②企業独自のノウ ･ハウの流失

【従業員側からみた定年制度の役割 ･機能（メリット）】
　①定年までの雇用と収入の保障＝生活の安定（の期待）
　②長期的な職業生活設計　③能力開発 ･自己啓発への動機づけ

【従業員側からみた定年制度のデメリット】
　①雇用（働く場、機会）の喪失＝生活の不安
　②働く意欲の減退 ･喪失
　③培った職業能力を生かす機会の喪失

出所：筆者作成。

（
九
一
六
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

三
五

る
の
で
、
生
活
の
安
定
が
期
待
さ
れ
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
生
活
設
計
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
企
業
が
必
要
と
す
る
職
業
能
力
の
自
己

開
発
や
自
己
啓
発
へ
の
動
機
づ
け
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
業
員
に
と
っ
て
定
年
制
度
は
「
雇
用
保
障
機
能
」
の
側
面
も
持
つ
が
、
前

述
し
た
よ
う
に
企
業
か
ら
み
れ
ば
「
雇
用
調
整
機
能
」
を
持
っ
て
い
る
。
雇
用
調
整
機
能
と
雇
用
保
障
機
能
を
併
せ
持
っ
て
い
る
の
が
定

年
制
度
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
定
年
制
度
の
役
割
・
機
能
は
、
企
業
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う
が
圧

倒
的
に
多
い
。

一
方
、
年
齢
基
準
で
一
律
に
適
用
さ
れ
る
定
年
制
度
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
企
業
に
と
っ
て
ま
だ
必
要
と
す
る
有
能
な

人
材
（
労
働
力
）
の
喪
失
、
併
せ
て
企
業
独
自
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
流
失
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
従
業
員
に
と
っ
て
は
雇
用
（
働
く
場
と

機
会
）
の
喪
失
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
生
活
不
安
を
招
来
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
定
年
経
験
は
継
続
し
て
働
く
意
欲
を
減
退
あ
る
い
は

喪
失
さ
せ
、
さ
ら
に
、
培
っ
た
職
業
能
力
を
生
か
す
機
会
を
失
う
（
11
）

こ
と
で
、
人
生
の
充
実
感
も
減
殺
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
定
年
制
の

デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
従
業
員
に
と
っ
て
の
デ
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う
が
大
き
い
。
定
年
制
度
の
問
題
点
に
関
し
て
は
後
段
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

三　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
経
緯
と
定
年
制
度
の
実
態

1　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
経
緯

日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
に
関
し
て
は
次
節
で
把
握
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
日
本
企
業
の
定
年
制
度
と
そ

の
運
用
に
強
い
影
響
を
持
つ
労
働
法
政
策
、
具
体
的
に
は
「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
」（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
）

の
改
正
経
緯
を
概
観
す
る
。
表
2
が
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
二
〇
一
二
年
ま
で
の
七
回
の
改
正
の
う
ち
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事

（
九
一
七
）
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表
2
　
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
経
緯

改
正
法
公
布
・
施
行
年
月

定
年
制
・
継
続
雇
用
等
の
改
正
内
容

⑴
　
1986年（

昭
和
61年
）
4
月
30日
公
布

　
　
1986年

10月
1
日
施
行

・
法
律
の
題
名
を
現
在
の
も
の
に
改
正

・
定
年
を
定
め
る
場
合
は
60歳

を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
務
め
る
（
努
力
義
務
）

⑵
　
1990年（

平
成
2
年
）
6
月
29日
公
布

　
　
1990年

10月
1
日
施
行

・
60歳
以
上
の
定
年
に
達
し
た
希
望
者
に
対
し
65歳

ま
で
の
再
雇
用
に
務
め
る
（
努
力
義
務
）

⑶
　
1994年（

平
成
6
年
）
6
月
17日
公
布

　
　
1998年（

平
成
10年
）
4
月
1
日
施
行

・
定
年
を
定
め
る
場
合
は
60歳

を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
義
務
化
）

・
定
年
到
達
後
の
希
望
者
に
対
す
る
65歳

ま
で
の
継
続
雇
用
に
務
め
る
（
努
力
義
務
）

⑷
　
2000年（

平
成
12年
）
5
月
12日
公
布

　
　
2000年

10月
1
日
施
行

・
65歳

未
満
の
定
年
を
定
め
る
事
業
主
は
、
定
年
の
引
上
げ
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
等
に
よ
る
65歳

ま
で
の
安

定
し
た
雇
用
の
確
保
措
置
＝
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
を
講
ず
る
よ
う
に
務
め
る
（
努
力
義
務
）

⑸
　
2004年（

平
成
16年
）
6
月
11日
公
布

　
　
2006年（

平
成
18年
）
4
月
1
日
施
行

・
65歳

未
満
の
定
年
を
定
め
る
事
業
主
は
、
65歳

ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
次
の
「
高
年
齢
者
雇

用
確
保
措
置
」
の
い
ず
れ
か
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
義
務
化
）

　
①
（
65歳
へ
の
）
定
年
年
齢
の
引
上
げ

　
②
（
65歳
ま
で
の
）
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

　
③
定
年
制
の
廃
止

・
た
だ
し
、
老
齢
厚
生
年
金
（
定
額
部
分
）
支
給
開
始
年
齢
の
段
階
的
引
上
げ
に
対
応
し
て
、
義
務
化
年
齢
を

2013年
度
ま
で
に
段
階
的
に
引
上
げ

・
ま
た
、
継
続
雇
用
制
度
に
は
労
使
協
定
等
で
適
用
対
象
者
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

⑹
　
2012年（

平
成
24年
）
9
月
5
日
公
布

　
　
2013年（

平
成
25年
）
4
月
1
日
施
行

・
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
労
使
協
定
で
定
め
る
基
準
で
限
定
で
き
る
仕
組
み
の
廃
止

・
た
だ
し
、
既
に
上
記
基
準
を
設
け
て
い
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
老
齢
厚
生
年
金
（
報
酬
比
例
部
分
）
支
給
開

始
年
齢
の
段
階
的
引
上
げ
に
対
応
し
て
、
2025年

3
月
末
ま
で
は
そ
の
基
準
を
有
効
と
す
る
12年

間
の
経
過
措

置
を
設
け
る

出
所
：
筆
者
作
成
。

（
注
）
1
．
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
定
年
制
お
よ
び
継
続
雇
用
等
の
内
容
に
焦
点
を
当
て
た
。

　
　
2
．
施
行
年
月
日
も
定
年
制
お
よ
び
継
続
雇
用
関
係
条
文
の
施
行
年
月
日
で
あ
る
。

（
九
一
八
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

三
七

業
に
関
す
る
一
九
九
六
年
の
改
正
を
除
く
六
回
の
改
正
に
つ
い
て
、
筆
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
12
）

。
定
年
制
と
継
続
雇
用
の
年
齢
的
な

面
に
焦
点
を
絞
り
、
定
年
と
継
続
雇
用
に
対
す
る
行
政
に
よ
る
指
導
、
助
言
、
勧
告
な
ど
の
各
種
措
置
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。

ま
ず
、
一
九
八
六
年
に
「
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
改
正
し
て
法
律
の
題
名
を
現
在
の
よ
う
に
変
え
、

事
業
主
が
定
年
を
定
め
る
場
合
は
六
〇
歳
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
（
努
力
義
務
）
と
、
法
律
上
初
め
て
定
年
に
関
し

て
六
〇
歳
と
い
う
具
体
的
な
年
齢
が
表
記
さ
れ
た
（
同
年
一
〇
月
一
日
施
行
）。
次
の
九
〇
年
改
正
で
は
、
六
五
歳
ま
で
の
再
雇
用
を
努
力

義
務
と
し
た
が
、
こ
こ
で
も
六
五
歳
と
い
う
具
体
的
な
年
齢
が
示
さ
れ
て
い
る
（
同
年
一
〇
月
一
日
施
行
）。

九
四
年
改
正
で
は
、
定
年
を
定
め
る
場
合
に
は
六
〇
歳
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
六
〇
歳
（
以
上
）
の
定
年
年
齢
を
義
務

化
し
、
ま
た
定
年
到
達
後
の
希
望
者
を
六
五
歳
ま
で
継
続
雇
用
す
る
こ
と
を
努
力
義
務
と
し
た
。
初
め
て
六
〇
歳
定
年
が
法
律
上
義
務
化

さ
れ
た
改
正
で
あ
り
、
施
行
は
企
業
の
移
行
実
務
に
配
慮
し
て
四
年
後
の
九
八
年
四
月
一
日
で
あ
る
。
な
お
、
九
四
年
に
は
年
金
制
度
改

正
法
が
成
立
し
、
老
齢
厚
生
年
金
の
「
定
額
部
分
」
の
支
給
開
始
年
齢
を
、
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
一
三
年
度
ま
で
段
階
的
に
六
〇
歳
か
ら

六
五
歳
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
（
女
性
は
五
年
遅
れ
で
実
施
）。

二
〇
〇
〇
年
改
正
で
は
、
六
五
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
る
事
業
主
は
、
定
年
の
引
き
上
げ
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
等
に
よ
り
、
六
五

歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
の
確
保
措
置
＝
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
努
力
義
務
と
さ
れ
た
（
同
年
一
〇
月
一
日
施
行
）。

な
お
同
年
の
年
金
制
度
の
法
改
正
で
、
老
齢
厚
生
年
金
の
「
報
酬
比
例
部
分
」
の
支
給
開
始
年
齢
を
、
二
〇
一
三
年
度
か
ら
二
五
年
度
ま

で
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
（
女
性
は
五
年
遅
れ
で
実
施
）。

〇
四
年
の
改
正
は
企
業
実
務
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
す
も
の
で
、
六
五
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
る
事
業
主
は
、
次
の
高
年
齢
者

雇
用
確
保
措
置
の
い
ず
れ
か
を
講
じ
る
こ
と
が
法
的
に
義
務
化
さ
れ
た
。
雇
用
確
保
措
置
の
内
容
は
、
①
（
六
五
歳
へ
の
）
定
年
年
齢
の

（
九
一
九
）
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三
八

引
上
げ
、
②
（
六
五
歳
ま
で
の
）
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
、
③
定
年
制
の
廃
止
で
あ
り
、
施
行
は
二
年
後
の
〇
六
年
四
月
一
日
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
老
齢
厚
生
年
金
（
定
額
部
分
）
の
支
給
開
始
年
齢
の
段
階
的
引
上
げ
に
対
応
し
て
、
義
務
化
年
齢
は
一
三
年
度
ま
で
に
段
階
的

に
引
き
上
げ
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
②
の
継
続
雇
用
制
度
に
関
し
て
は
、
労
使
協
定
で
制
度
の
適
用
対
象
者
を
限
定
す
る
基
準
（
選
別
基
準
）

を
設
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
労
使
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
は
、
就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
基
準
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
特
例
は
従
業
員
三
〇
一
人
以
上
の
企
業
が
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日
、
同
三
〇
〇
人
以
下
の
中
小
企
業
は
一
一

年
三
月
三
一
日
で
終
了
し
た
。

一
二
年
の
改
正
で
、
継
続
雇
用
制
度
（
勤
務
延
長
制
度
や
再
雇
用
制
度
）
の
適
用
対
象
者
を
労
使
協
定
で
設
定
す
る
基
準
に
よ
り
限
定
で

き
る
仕
組
み
（
選
別
基
準
制
度
）
が
廃
止
さ
れ
た
（
一
三
年
四
月
一
日
施
行
）。
つ
ま
り
、
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
を
希
望
す
る
従
業
員
に

つ
い
て
は
、
解
雇
・
退
職
事
由
に
該
当
し
な
い
限
り
、
全
員
を
雇
用
す
る
義
務
が
事
業
主
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
継
続
雇
用
制
度

の
対
象
者
を
雇
用
す
る
企
業
の
範
囲
は
、
グ
ル
ー
プ
企
業
等
の
「
特
殊
関
係
事
業
主
」（
法
第
九
条
第
二
項
）
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
基
準

で
対
象
者
を
限
定
す
る
仕
組
み
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
既
に
労
使
協
定
で
基
準
を
設
定
し
て
い
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
老
齢
厚
生
年
金

（
報
酬
比
例
部
分
）
支
給
開
始
年
齢
の
段
階
的
引
上
げ
に
対
応
し
て
、
二
〇
二
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
は
、
経
過
措
置
と
し
て
そ
の
基

準
は
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
老
齢
厚
生
年
金
（
報
酬
比
例
部
分
）
の
受
給
開
始
年
齢
に
到
達
し
た
以
降
の
従
業
員
を
対
象

に
、
そ
の
基
準
が
適
用
で
き
る
の
で
あ
る
。

2　

日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態

こ
こ
で
は
、
日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
を
、
前
節
で
概
観
し
た
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
（
高
年
法
）
の
改
正
と
関
連
さ
せ

（
九
二
〇
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

三
九

な
が
ら
把
握
す
る
。

⑴　

定
年
制
度
の
成
立
と
史
的
変
遷
の
概
要

先
行
研
究
（
13
）

に
よ
る
と
、
日
本
で
最
初
に
定
年
制
を
実
施
し
た
の
は
、
記
録
に
残
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
年
）

の
海
軍
火
薬
製
造
所
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
定
年
制
度
は
そ
の
後
、
明
治
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
官
営
工
場
や
民
間
大

企
業
で
導
入
さ
れ
、
大
正
時
代
に
産
業
界
全
体
に
徐
々
に
普
及
し
て
い
き
、
昭
和
初
期
に
大
企
業
に
お
け
る
人
事
労
務
管
理
施
策
の
一
つ

と
し
て
確
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
定
年
年
齢
は
、
五
〇
歳
か
五
五
歳
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
労
働
力
不
足
で
、

昭
和
一
〇
年
代
に
定
年
制
の
適
用
が
一
時
中
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
終
戦
後
の
昭
和
二
〇
年
代
前
半
（
一
九
四
五
年
│
五
〇
年
）
の

労
働
力
過
剰
期
に
復
活
あ
る
い
は
新
規
に
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
の
定
年
年
齢
は
五
五
歳
が
多
か
っ
た
。
続
く
一
九
五
〇
年
代
に
は
、

五
五
歳
定
年
制
が
大
企
業
中
心
に
日
本
企
業
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
今
日
で
は
多
く
の
日
本
企
業
に
定
年
制
度
が
定
着
し
て
い
る
。

⑵　

統
計
か
ら
み
た
定
年
制
度
の
導
入
状
況

以
上
の
定
年
制
度
に
関
す
る
歴
史
的
な
変
遷
の
詳
細
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
の
文
献
に
譲
り
、
以
下
で
は
、
高
年
法
が
成
立
し
た

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）
以
降
を
中
心
に
実
態
を
把
握
す
る
。
表
3
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
雇
用
管
理
調
査
」（
二
〇
〇
四
年
で
調
査
廃

止
）
と
、
定
年
制
度
調
査
に
関
し
て
は
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
同
「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
か
ら
、
定
年
制
度
の
有
無
と
定
年
年
齢
の
推
移

を
筆
者
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
年
は
、
改
正
高
年
法
の
公
布
と
施
行
年
（
前
掲
表
2
参
照
）
の
前
後
を
抜
粋
し
た
。
な
お
、

八
五
年
以
前
は
雇
用
管
理
調
査
を
開
始
し
た
六
八
年
（
調
査
時
点
は
六
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
）
か
ら
五
〜
六
年
間
隔
で
調
査
年
を
抜
粋
し

て
あ
る
。

表
3
に
掲
げ
た
調
査
年
に
限
定
し
て
定
年
制
度
の
あ
る
企
業
割
合
を
規
模
計
で
み
る
と
、
六
八
年
の
69
・
0
％
か
ら
八
〇
年
に
82
・
2
％

（
九
二
一
）
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と
八
〇
％
台
に
な
り
、
九
五
年
か
ら
は
安
定
的
に
九
〇
％
台
を
継
続
し
て
い
る
が
、
最
近
や
や
減
少
し
て
直
近
の
二
〇
一
五
年
調
査
で
は

92
・
6
％
で
あ
る
。
規
模
計
の
割
合
が
一
九
六
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
増
加
し
た
の
は
、
表
3
で
は
省
略
し
て
い
る
が
中
小
規

模
の
企
業
で
定
年
制
を
導
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
〇
〜
九
九
人
規
模
で
は
、
六
八
年
の
実
施
割
合
が
51
・
0

％
で
、
八
〇
年
76
・
5
％
、
九
五
年
88
・
7
％
と
次
第
に
増
加
し
た
。
一
方
、
五
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
の
実
施
割
合
は
、
六
八
年
で
既
に

93
・
7
％
、
八
〇
年
99
・
5
％
、
九
五
年
99
・
7
％
で
あ
り
、
早
く
か
ら
大
企
業
で
は
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
定
年
制
を
実
施
し
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
で
は
、
三
〇
〜
九
九
人
が
90
・
2
％
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
（
規
模
区
分
が
変
わ
っ
た
）
は
99
・
7
％
で
あ
る
。

調
査
は
母
集
団
で
あ
る
日
本
企
業
の
規
模
別
企
業
数
に
比
例
し
て
標
本
を
抽
出
す
る
の
で
、
規
模
計
の
数
値
は
圧
倒
的
に
数
の
多
い
中

小
企
業
の
実
態
を
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。
定
年
制
の
実
施
企
業
割
合
の
増
加
は
、
中
小
企
業
の
実
施
割
合
の
増
加
を
表
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
と
も
と
中
小
企
業
と
く
に
小
規
模
・
零
細
企
業
で
は
定
年
制
の
規
定
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
人
材
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
管
理
レ
ベ
ル
が
上
が
る
こ
と
の
ほ
か
、
高
年
法
の
成
立
・
施
行
・
改
正
に
よ
る
逆
機
能
に
よ
っ
て
、
定
年
制
が
無
か
っ
た
企
業

で
も
導
入
す
る
と
こ
ろ
が
増
加
し
て
、
今
日
で
は
九
割
の
企
業
で
実
施
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
表
3
で
最
近
定
年
制
の
実
施
割

合
が
若
干
減
少
し
て
い
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
高
年
法
の
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
で
定
年
制
を
廃
止
す
る
企
業
が
わ
ず
か

な
が
ら
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

⑶　

定
年
制
の
形
態

表
3
に
よ
る
と
、
定
年
制
度
の
あ
る
企
業
で
定
年
制
を
一
律
に
定
め
て
い
る
企
業
の
割
合
は
、
企
業
規
模
計
で
一
九
六
八
年
74
・
2
％
、

八
五
年
80
・
5
％
、
八
七
年
90
・
1
％
と
次
第
に
増
加
し
、
直
近
の
二
〇
一
五
年
は
98
・
1
％
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
定
年
制

を
一
律
に
定
め
て
い
る
企
業
が
圧
倒
的
に
多
い
。「
一
律
」
の
内
容
に
は
定
年
制
度
の
運
用
基
準
も
含
ま
れ
る
が
、
中
心
は
定
年
年
齢
で

（
九
二
二
）
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表 3　定年制度の有無と定年年齢
（単位：％）

年
定年制度 一律定年制の定年年齢（一律定年制企業＝100.0）
有り うち一律

定年制
55歳以下

56歳～
59歳

60歳
61歳～
64歳

65歳

1968（昭43） 69.0 74.2 63.5 14.2 20.6 1.5
1974（昭49） 66.6 65.7 52.3 12.3 32.4 0.4 2.6
1980（昭55） 82.2 73.0 39.7 20.1 36.5 0.7 2.5
1985（昭60） 87.3 80.5 27.1 17.4 51.0 2.1 1.8
1987（昭62） 89.2 90.1 23.3 18.0 53.9 2.3 2.4
1989（平 1） 88.5 93.0 21.2 17.0 57.6 1.1 2.9
1991（平 3） 90.8 95.5 15.1 14.0 66.4 1.2 3.1
1993（平 5） 88.2 96.3 9.7 10.3 73.9 1.6 4.4
1995（平 7） 91.8 96.8 7.6 6.6 78.6 1.7 5.4
1997（平 9） 94.5 96.0 4.6 5.2 82.0 1.5 6.6
1998（平10） 91.3 94.7 3.3 3.4 86.7 1.4 5.1
1999（平11） 90.2 97.1 0.5 0.4 91.2 1.8 6.2
2001（平13） 91.4 96.4 0.5 0.5 90.6 1.6 6.7
2003（平15） 92.2 97.5 1.1 89.2 2.7 6.8
2005（平17） 95.3 97.6 0.1 91.1 2.5 6.1
2007（平19） 93.2 98.4 86.6 4.2 9.0
2011（平23） 92.9 98.9 82.2 3.7 13.1
2014（平26） 93.8 98.9 81.8 2.6 14.5
2015（平27） 92.6 98.1 80.5 2.6 16.1
2015・規模別
1,000人以上 99.7 93.3 91.2 2.9 5.7
300～999人 99.3 95.3 89.9 2.6 7.4
100～299人 97.7 97.4 86.1 3.2 10.1
30～99人 90.2 98.7 77.5 2.3 19.2

出所： 厚生労働省「雇用管理調査」（2003年以前）、同「就労条件総合調査」
（2005年以降）

（注）1．1968年は前年の12月31日現在、1974年以降は当年 1月 1日現在の調査。
2  ．調査対象は、2007年以前が「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」、
2008年からは「常用労働者が30人以上の民営企業」に範囲を拡大し、さ
らに2015年からは会社組織以外も含む「常用労働者が30人以上の民営法
人」とし、新に「複合サービス業」を含めた。
3  ．一律定年制の数値は定年制有りの企業を100.0とした割合。
4  ．「66歳以上定年」は割合が少ないため省略した。

（
九
二
三
）
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あ
る
。
定
年
年
齢
に
差
を
設
け
る
方
法
は
、
職
種
や
社
員
階
層
（
管
理
職
・
非
管
理
職
別
）
の
こ
と
も
あ
る
が
、
か
つ
て
は
性
別
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
や
七
〇
年
代
で
現
在
よ
り
一
律
定
年
制
の
割
合
が
低
い
の
は
、
男
女
別
定
年
制
を
導
入
し
て
い
た
企
業
が

あ
る
か
ら
だ
。
先
行
す
る
多
く
の
裁
判
例
や
、
特
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
（
八
五
年
成
立
、
八
六
年
四
月
一
日
施
行
）
の
規
制
に
よ
っ
て
、

就
業
規
則
等
規
定
上
で
は
男
女
別
の
定
年
年
齢
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
一
律
で
は
な
い
定
年
年
齢
は
、
企
業
の
実
態
に
関
す
る

筆
者
の
知
見
か
ら
い
う
と
主
と
し
て
職
種
、
次
い
で
社
員
階
層
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
二
〇
一
五
年
の
規
模
別
集
計
も
そ
う
だ
が
、
過

去
の
集
計
か
ら
一
貫
し
て
一
律
定
年
制
は
中
小
企
業
の
ほ
う
が
む
し
ろ
多
い
。
大
企
業
の
ほ
う
が
職
種
や
社
員
区
分
が
多
く
、
複
線
型
定

年
制
を
導
入
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
だ
。

⑷　

一
律
定
年
制
の
定
年
年
齢

表
3
で
一
律
定
年
制
導
入
企
業
の
定
年
年
齢
を
み
る
と
、
一
九
六
八
年
は
63
・
5
％
、
七
四
年
は
52
・
3
％
が
五
五
歳
以
下
（
大
部
分
は

五
五
歳
）
と
過
半
数
を
占
め
る
が
、
八
〇
年
は
年
齢
が
分
散
し
、
高
年
法
施
行
前
年
の
八
五
年
に
は
六
〇
歳
定
年
が
51
・
0
％
と
最
も
多

く
な
る
。
つ
ま
り
日
本
企
業
の
実
態
が
六
〇
歳
定
年
制
を
受
け
入
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
六
〇
歳
定
年
制
が
「
努
力
義
務

化
」
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
表
2
参
照
）。
六
〇
歳
定
年
制
が
「
義
務
化
」
さ
れ
た
改
正
高
年
法
は
九
四
年
に
成
立
・
公
布
さ
れ
た
が
、
そ

の
前
年
で
あ
る
九
三
年
の
六
〇
歳
定
年
企
業
の
割
合
は
73
・
9
％
、
施
行
前
年
の
九
七
年
は
82
・
0
％
、
施
行
年
の
九
八
年
86
・
7
％
、
施

行
翌
年
の
九
九
年
91
・
2
％
で
あ
っ
た
。
企
業
の
態
勢
と
立
法
政
策
の
相
乗
効
果
で
六
〇
歳
定
年
制
は
実
現
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
に
改
正
高
年
法
が
成
立
・
公
布
さ
れ
、
〇
六
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
を
受
け
、
六
〇
歳

定
年
か
ら
移
行
す
る
形
で
六
五
歳
定
年
制
を
導
入
す
る
企
業
が
増
え
、
一
五
年
時
点
で
は
六
〇
歳
定
年
が
80
・
5
％
、
六
五
歳
定
年
が

16
・
1
％
と
な
っ
て
い
る
。
表
3
で
み
る
よ
う
に
、
中
小
企
業
の
ほ
う
が
六
五
歳
定
年
制
を
導
入
す
る
割
合
が
高
い
。

（
九
二
四
）
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⑸　

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
状
況

高
年
法
は
「
1
」
で
概
観
し
た
と
お
り
、
一
九
九
〇
年
公
布
・
施
行
の
改
正
で
「
六
五
歳
ま
で
の
再
雇
用
」
を
努
力
義
務
と
し
た
こ
と

に
始
ま
り
、
九
四
年
公
布
・
九
八
年
施
行
の
改
正
で
は
再
雇
用
以
外
の
形
態
を
含
む
「
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
」
を
努
力
義
務
と
し
、

二
〇
〇
〇
年
公
布
・
施
行
の
改
正
で
は
さ
ら
に
、
定
年
の
引
上
げ
や
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
に
よ
る
「
六
五
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
の

確
保
措
置
＝
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
を
努
力
義
務
と
し
た
。
〇
四
年
公
布
・
〇
六
年
施
行
の
改
正
で
は
つ
い
に
、
高
年
齢
者
雇
用
確

保
措
置
と
し
て
、
①
（
六
五
歳
へ
の
）
定
年
年
齢
の
引
上
げ
、
②
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
、
③
定
年
制
の
廃
止
、
の
い
ず

れ
か
を
講
じ
る
こ
と
を
法
的
に
「
義
務
化
」
し
た
。
一
二
年
公
布
・
一
三
年
施
行
の
改
正
法
で
は
、
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
労
使
協

定
で
定
め
る
基
準
で
限
定
で
き
る
制
度
を
廃
止
し
た
（
経
過
措
置
あ
り
）。
継
続
雇
用
の
希
望
者
は
、
解
雇
に
該
当
す
る
よ
う
な
事
由
が
な

い
限
り
、
全
員
が
継
続
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
表
2
参
照
）。

右
に
み
た
高
年
法
の
一
連
の
改
正
の
趣
旨
は
、
定
年
年
齢
の
法
的
義
務
化
は
六
〇
歳
に
と
ど
め
る
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
六
五
歳
ま
で

（
で
き
れ
ば
そ
れ
を
上
回
る
年
齢
）
の
雇
用
確
保
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
法
政
策
の
背
景
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
少
子
・
高
齢

化
に
よ
る
労
働
力
不
足
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
六
五
歳
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
る
無
就

業
、
つ
ま
り
無
収
入
の
状
況
を
解
消
す
る
こ
と
に
第
一
の
眼
目
が
あ
る
。

実
際
の
企
業
の
対
応
は
、
後
述
す
る
厚
生
労
働
省
・
平
成
二
八
年
「
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果
に
よ
れ
ば
、
継
続
雇
用
制
度

に
よ
る
雇
用
確
保
措
置
を
講
じ
て
い
る
企
業
が
81
・
3
％
と
圧
倒
的
に
多
い
。
以
下
で
は
継
続
雇
用
制
度
の
実
施
状
況
を
表
4
に
よ
っ
て

確
認
す
る
。
な
お
、
継
続
雇
用
制
度
の
具
体
的
内
容
は
、
ほ
ぼ
勤
務
延
長
制
度
と
再
雇
用
制
度
で
あ
る
。

勤
務
延
長
制
度
と
は
、
定
年
年
齢
に
達
し
て
も
退
職
さ
せ
ず
引
続
き
雇
用
し
、
原
則
と
し
て
定
年
前
の
職
務
、
処
遇
を
継
続
す
る
制
度

（
九
二
五
）
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で
あ
る
（
役
職
の
変
更
や
一
部
の
手
当
が
不
支
給
に
な
る
企
業
例
も
あ
る
）。
個
別
的
な
定
年
延
長
と
い
え
る
。
一
方
、
再
雇
用
制
度
と
は
、
定

年
年
齢
で
い
っ
た
ん
退
職
さ
せ
て
退
職
金
も
支
給
し
、
あ
ら
た
め
て
雇
用
契
約
（
期
間
は
一
年
単
位
が
多
い
）
を
締
結
す
る
制
度
で
あ
る
。

原
則
と
し
て
定
年
前
の
役
職
か
ら
は
離
脱
し
、
賃
金
等
は
か
な
り
ダ
ウ
ン
す
る
。
仕
事
内
容
は
定
年
前
の
職
務
を
継
続
す
る
場
合
と
変
わ

る
場
合
が
あ
り
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
場
合
と
短
時
間
勤
務
を
選
択
す
る
場
合
が
あ
る
な
ど
、
制
度
の
内
容
は
企
業
に
よ
っ
て
多
様
で
あ

る
。

表 4　一律定年制企業における

　　　継続雇用制度の導入状況
（単位：％）

年
継続雇用
制度有り

勤務延長
制度のみ

再雇用
制度のみ

両制度
併用

1985（昭60） 73.9 20.7 40.4 12.8
1987（昭62） 69.8 15.8 38.0 16.0
1989（平 1） 70.8 21.7 37.2 11.9
1991（平 3） 75.4 22.1 39.0 14.3
1993（平 5） 73.1 18.3 40.0 14.8
1995（平 7） 69.5 19.8 34.6 15.0
1997（平 9） 70.0 20.3 37.5 12.3
1998（平10） 68.0 14.9 38.4 14.7
1999（平11） 67.8 13.4 37.7 16.7
2001（平13） 69.9 15.1 42.7 12.1
2003（平15） 67.4 14.3 42.5 10.7
2005（平17） 77.0 14.1 50.5 12.4
2007（平19） 90.2 12.6 66.7 10.9
2010（平22） 91.3 11.5 68.5 11.3
2011（平23） 93.2 9.3 73.2 10.7
2013（平25） 92.9 9.0 73.9 10.0
2014（平26） 94.0 10.2 72.1 11.8
2015（平27） 92.9 11.0 71.9 10.0
2015・規模別
1,000人以上 97.3 2.5 88.5 6.3
300～999人 97.7 5.0 84.5 8.3
100～299人 96.2 7.6 79.5 9.1
30～99人 91.2 12.9 67.8 10.5

出所：表 3と同じ。
（注）1．調査対象は表 3の注 1参照。
　　 2  ．継続雇用制度有りの数値は一律定年制の

企業を100.0とした割合。

（
九
二
六
）
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表
4
が
一
律
定
年
制
企
業
に
お
け
る
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
状
況
で
あ
る
。
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
企
業
は
、
高
年
法
成
立
前
の

一
九
八
五
年
段
階
で
も
す
で
に
企
業
規
模
計
で
73
・
9
％
の
割
合
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
七
〇
％
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
改
正
高
年
法
（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
義
務
化
）
が
公
布
さ
れ
た
翌
年
の
〇
五
年
に
は
77
・
0
％
に
増
加
し
、
施
行
さ
れ
た

〇
六
年
の
翌
〇
七
年
に
は
90
・
2
％
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
九
〇
％
台
前
半
で
推
移
し
て
い
る
。
規
模
別
に
は
大
企
業
の
導
入

割
合
が
相
対
的
に
高
い
。

制
度
別
に
み
る
と
、
勤
務
延
長
制
度
の
み
導
入
企
業
が
一
九
八
五
年
に
は
20
・
7
％
あ
っ
た
が
次
第
に
減
少
し
、
最
近
は
一
〇
％
程
度

で
あ
り
、
ま
た
小
企
業
の
ほ
う
が
比
率
は
高
い
。
再
雇
用
制
度
の
み
導
入
企
業
は
、
八
五
年
は
40
・
4
％
で
そ
の
後
も
四
〇
％
前
後
だ
っ

た
が
、
〇
五
年
50
・
5
％
、
〇
七
年
66
・
7
％
と
急
増
し
、
最
近
は
七
〇
％
台
前
半
で
推
移
し
て
い
る
。
規
模
別
に
は
大
企
業
の
ほ
う
が
導

入
割
合
は
多
い
。
両
制
度
併
用
の
企
業
割
合
は
従
前
か
ら
一
〇
％
台
で
あ
ま
り
変
化
は
な
い
が
、
最
近
は
わ
ず
か
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、

規
模
別
に
は
中
小
企
業
の
ほ
う
が
や
や
導
入
割
合
が
高
い
。
継
続
雇
用
制
度
の
種
類
別
で
は
再
雇
用
制
度
の
採
用
企
業
が
多
く
、
と
く
に

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
が
法
的
義
務
化
さ
れ
て
か
ら
は
そ
れ
が
顕
著
な
理
由
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
両
制
度
の
内
容
か
ら
、
再
雇
用
制

度
の
ほ
う
が
企
業
に
と
っ
て
柔
軟
で
使
い
勝
手
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
戦
前
の
定
年
制
度
で
も
勤
務
延
長
・
再
雇
用
は
存
在
し
た
。
身
体
が
強
壮
で
技
能
が
優
秀
で
あ
れ
ば
、
五
五
歳
の
定
年
到
達
後

も
引
続
き
雇
用
す
る
企
業
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
14
）

。
定
年
年
齢
を
規
定
し
て
も
、
形
式
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
状
況
に
応

じ
て
柔
軟
に
運
用
で
き
る
仕
組
み
の
ほ
う
が
企
業
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
だ
。

⑹　

継
続
雇
用
制
度
の
最
高
雇
用
年
齢

次
に
、
表
5
に
よ
り
、
継
続
雇
用
制
度
を
義
務
化
す
る
改
正
高
年
法
が
成
立
し
た
二
〇
〇
四
年
の
前
後
か
ら
、
最
高
雇
用
年
齢
を
み
る

（
九
二
七
）
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表 5　一律定年制企業における継続雇用制度の最高雇用年齢
（単位：％）

区　分
継続雇用
制度有り

最高年齢
設定企業

最高年齢（設定企業＝100.0）
61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳以上

《勤務延長制度》
2003（平15） 24.9 45.1 0.9 3.2 4.2 0.3 76.2 11.3
2005（平17） 26.5 43.2 2.1 4.1 5.2 0.8 75.6 12.2
2007（平19） 23.5 56.2 6.4 5.0 0.3 80.3 8.0
2010（平22） 22.8 55.8 5.8 1.7 80.7 11.8
2011（平23） 20.0 56.2 7.3 73.9 17.1
2013（平25） 19.0 63.0 4.2 78.5 17.1
2014（平26） 22.0 58.4 82.6 17.4
2015（平27） 20.9 51.5 78.3 21.7
2015・規模別
1,000人以上 8.8 67.1 89.0 11.0
300～999人 13.2 60.0 85.9 14.1
100～299人 16.7 55.5 80.7 19.3
30～99人 23.4 49.9 77.1 22.9

《再雇用制度》
2003（平15） 53.1 47.0 3.3 5.0 8.0 1.4 72.9 8.4
2005（平17） 62.9 46.5 1.5 7.2 7.7 0.9 74.3 8.3
2007（平19） 77.6 76.6 5.0 6.6 0.7 84.8 2.9
2010（平22） 79.8 77.1 6.0 2.1 87.8 4.0
2011（平23） 83.9 79.0 7.0 87.4 5.0
2013（平25） 83.9 82.7 3.7 90.6 5.7
2014（平26） 83.8 82.5 93.2 6.8
2015（平27） 81.9 83.8 90.8 9.2
2015・規模別
1,000人以上 94.9 92.1 96.4 3.6
300～999人 92.7 90.7 95.7 4.3
100～299人 88.7 85.9 93.1 6.9
30～99人 78.3 81.9 89.0 11.0

出所：表 3と同じ。
（注）1．調査対象は表 3の注 1参照。
　　 2  ．「継続雇用制度有り」は一律定年制の企業を100.0とした割合であり、

「勤務延長制度」「再雇用制度」とも両制度併用を含む数値。
　　 3  ．最高年齢設定企業の数値は、継続雇用制度有りの企業を100.0とした割

合である。
　　 4  ．2003年と2005年には、最高年齢を61歳未満とする企業も含む。

（
九
二
八
）
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こ
と
に
す
る
。
表
5
の
「
継
続
雇
用
制
度
有
り
」
の
割
合
は
、
勤
務
延
長
制
度
、
再
雇
用
制
度
と
も
表
4
の
両
制
度
有
り
の
割
合
を
そ
れ

ぞ
れ
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
勤
務
延
長
制
度
で
雇
用
の
最
高
年
齢
を
設
定
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
五
割
強
で
、
規
模
別
に
は
大
企
業
の

ほ
う
が
設
定
割
合
は
高
い
。
設
定
し
て
い
る
企
業
に
お
け
る
具
体
的
な
年
齢
は
、
〇
三
年
か
ら
既
に
六
五
歳
が
76
・
2
％
で
あ
り
、
そ
の

後
も
八
割
前
後
で
あ
る
。
最
近
は
六
六
歳
以
上
の
最
高
年
齢
を
定
め
る
企
業
も
増
え
て
お
り
、
一
五
年
で
21
・
7
％
で
あ
る
。
規
模
別
に

は
六
五
歳
の
割
合
が
大
企
業
で
多
く
、
六
六
歳
以
上
は
逆
に
中
小
企
業
の
割
合
が
多
い
。

再
雇
用
制
度
で
最
高
年
齢
を
設
定
し
て
い
る
企
業
割
合
は
〇
三
年
で
47
・
0
％
だ
っ
た
の
が
、
年
々
増
加
し
て
一
五
年
は
83
・
8
％
に

な
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
年
齢
は
、
〇
三
年
に
72
・
9
％
だ
っ
た
六
五
歳
が
、
高
年
法
の
段
階
的
引
上
げ
に
沿
っ
て
最
近
は
九
割
に
達
し

て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
六
六
歳
以
上
は
依
然
と
し
て
一
割
を
切
っ
て
い
る
。
規
模
別
に
は
や
は
り
大
企
業
で
六
五
歳
が
多
く
、
小
企
業

で
相
対
的
に
六
六
歳
以
上
が
多
い
。
以
上
の
様
に
、
年
齢
を
段
階
的
に
引
上
げ
る
高
年
法
の
特
例
に
か
か
わ
ら
ず
、
継
続
雇
用
の
最
高
年

齢
は
勤
務
延
長
も
再
雇
用
も
当
初
か
ら
六
五
歳
に
設
定
す
る
企
業
が
多
か
っ
た
。
こ
ま
ご
ま
と
引
き
上
げ
る
よ
り
一
度
に
引
き
上
げ
た
ほ

う
が
、
企
業
実
務
と
し
て
は
制
度
の
設
計
と
運
用
上
の
煩
雑
さ
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
高
年
法
の
段
階
的
移
行
措
置
に
対
応
す

る
形
で
六
五
歳
雇
用
が
増
加
し
た
の
は
、
継
続
雇
用
の
う
ち
再
雇
用
制
度
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑺　

高
年
齢
者
確
保
措
置
等
の
実
施
状
況

厚
生
労
働
省
が
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
実
施
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
以
来
毎
年
六
月
一
日
現
在
で
実
施
し
て
い

る
「
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
」
に
つ
い
て
、
平
成
二
八
年
の
集
計
結
果
（
15
）

を
み
る
こ
と
に
す
る
（
集
計
表
不
掲
載
）。
雇
用
確
保
措
置
を
講
じ

て
い
る
企
業
で
最
も
実
施
率
が
高
い
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
継
続
雇
用
制
度
の
81
・
3
％
で
、
定
年
の
引
上
げ
（
六
五
歳
以
上
定
年
企
業
）

が
16
・
1
％
、
定
年
制
廃
止
企
業
は
2
・
7
％
で
あ
る
。
継
続
雇
用
制
度
導
入
企
業
の
う
ち
、
希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
の
継
続
雇
用
の

（
九
二
九
）
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対
象
に
な
っ
て
い
る
企
業
は
68
・
6
％
、
経
過
措
置
に
基
づ
く
基
準
該
当
者
が
六
五
歳
以
上
の
継
続
雇
用
の
対
象
で
あ
る
企
業
は
31
・
4
％

で
あ
る
。

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
（
希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
の
継
続
雇
用
対
象
＋
六
五
歳
以
上
定
年
＋
定
年
制
の
廃
止
）
は

全
報
告
企
業
の
う
ち
74
・
1
％
、
希
望
者
全
員
が
六
六
歳
以
上
ま
で
働
け
る
継
続
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
は
全
報
告
企
業
の

4
・
9
％
、
七
〇
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
（
定
年
制
廃
止
＋
七
〇
歳
以
上
定
年
＋
希
望
者
全
員
＋
基
準
該
当
者
に
限
定
＋
そ
の
他
）
は
、
全
報
告

企
業
の
21
・
2
％
で
あ
る
。

実
際
の
雇
用
状
況
を
み
る
と
、
一
四
年
五
月
三
一
日
か
ら
一
五
年
六
月
一
日
ま
で
の
一
年
間
に
、
六
〇
歳
定
年
企
業
に
お
い
て
定
年
に

到
達
し
た
三
五
万
二
七
六
一
人
の
う
ち
、
継
続
雇
用
さ
れ
た
の
は
二
九
万
二
四
〇
八
人
（
82
・
9
％
）（
う
ち
子
会
社
・
関
連
会
社
等
継
続
雇
用

者
一
万
四
一
九
三
人
）、
継
続
雇
用
を
希
望
し
な
い
定
年
退
職
者
五
万
九
四
八
五
人
（
16
・
9
％
）、
希
望
し
た
が
継
続
雇
用
さ
れ
な
か
っ
た
者

八
六
八
人
（
0
・
2
％
）
で
あ
る
。
ま
た
、
経
過
措
置
に
基
づ
く
対
象
者
を
限
定
す
る
基
準
が
あ
る
企
業
に
お
い
て
、
同
期
間
に
基
準
を
適

用
で
き
る
年
齢
（
六
一
歳
、
六
二
歳
）
に
到
達
し
た
者
一
〇
万
三
八
二
四
人
の
う
ち
、
基
準
に
該
当
し
て
引
続
き
継
続
雇
用
さ
れ
た
者
は
九

万
三
四
五
九
人
（
90
・
0
％
）、
継
続
雇
用
の
更
新
を
希
望
し
な
い
者
八
〇
一
九
人
（
7
・
7
％
）、
希
望
し
た
が
基
準
に
該
当
せ
ず
継
続
雇
用

が
終
了
し
た
者
は
二
三
四
六
人
（
2
・
3
％
）
で
あ
っ
た
。
数
字
で
み
る
限
り
、
希
望
者
の
大
多
数
は
継
続
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
九
三
〇
）
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企
業
に
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け
る
定
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制
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実
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と
問
題
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（
谷
田
部
）

四
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四　

定
年
制
度
の
問
題
点
と
課
題

1　

定
年
延
長
、
継
続
雇
用
の
外
部
要
因

「
三
│
2
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
日
本
企
業
の
定
年
制
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
六
〇
歳
が
主
流
と
い
え
る
。
ま
た
、
高
年
齢
者
雇
用
確

保
措
置
と
し
て
は
定
年
延
長
や
定
年
制
廃
止
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
継
続
雇
用
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
継
続
雇
用
と
し
て
は
勤

務
延
長
制
度
よ
り
再
雇
用
制
度
を
実
施
す
る
企
業
の
ほ
う
が
多
く
、
い
ず
れ
の
場
合
も
最
高
雇
用
年
齢
は
六
五
歳
で
あ
る
。
多
く
の
企
業

が
考
え
る
継
続
雇
用
の
最
高
年
齢
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
六
五
歳
だ
と
い
え
よ
う
。

な
ぜ
企
業
は
定
年
延
長
や
定
年
制
廃
止
で
な
く
継
続
雇
用
を
選
好
し
、
し
か
も
多
く
の
企
業
が
最
高
雇
用
年
齢
を
法
律
の
最
低
基
準
で

あ
る
六
五
歳
に
設
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
定
年
延
長
や
継
続
雇
用
が
企
業
の
内
在
的
ニ
ー
ズ
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
く
、

マ
ク
ロ
の
社
会
政
策
、
労
働
・
雇
用
政
策
、
労
働
法
政
策
の
観
点
か
ら
、
労
働
立
法
や
労
働
行
政
に
よ
る
指
導
で
六
〇
歳
定
年
制
や
六
五

歳
へ
の
継
続
雇
用
を
誘
導
し
た
か
ら
で
あ
る
（
16
）

。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
言
い
古
さ
れ
た
こ
と
だ
が
わ
が
国
の
少
子
・
高
齢
化
に
よ
る
労

働
力
人
口
の
減
少
、
ひ
い
て
は
そ
れ
に
比
例
す
る
国
力
の
衰
退
に
対
す
る
国
（
政
府
）
の
危
機
感
で
あ
る
。
よ
り
直
接
的
に
は
、
就
業
者

数
の
減
少
と
高
齢
非
就
業
者
の
増
大
に
よ
る
社
会
保
障
財
政
と
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
破
綻
へ
の
危
惧
で
あ
り
、
そ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し

て
高
齢
就
業
者
数
の
増
加
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
そ
し
て
む
し
ろ
主
要
な
要
因
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
五
四
年
の
厚
生
年

金
保
険
法
の
改
正
で
、
男
子
の
年
金
支
給
開
始
年
齢
が
七
三
年
度
ま
で
に
五
五
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
女
子

は
八
五
年
改
正
で
九
九
年
度
ま
で
に
六
〇
歳
へ
引
上
げ
）。
次
い
で
、
前
述
し
た
と
お
り
、
九
四
年
改
正
法
で
老
齢
厚
生
年
金
の
「
定
額
部
分
」

（
九
三
一
）
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五
〇

の
支
給
開
始
年
齢
を
、
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
一
三
年
度
ま
で
段
階
的
に
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
ま
で
引
き
上
げ
、
二
〇
〇
〇
年
改
正
で
は
、

「
報
酬
比
例
部
分
」
の
支
給
開
始
年
齢
を
、
一
三
年
度
か
ら
二
五
年
度
ま
で
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
決
定
し
た
（
女
性
は
い
ず
れ
も

五
年
遅
れ
で
実
施
）。
つ
ま
り
、
定
年
が
五
五
歳
の
ま
ま
、
六
〇
歳
の
ま
ま
で
は
厚
生
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
と
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
、
就
労

し
な
け
れ
ば
無
収
入
状
態
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
法
と
行
政
指
導
で
定
年
延
長
を
誘
導
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
社
会
政

策
の
一
種
で
あ
る
。

し
か
し
、
個
別
企
業
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
定
年
延
長
を
す
る
内
的
必
然
性
は
な
い
。
む
し
ろ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（C

om
pliance

＝

法
令
遵
守
）、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（C

orporate S
ocial R

esponsibility

＝
企
業
の
社
会
的
責
任
）
の
観
点
か
ら
、
六
〇
歳
定
年
制
や
六
五
歳
継
続
雇
用
制

度
を
実
施
し
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
既
に
確
認
し
た
と
お
り
、
労
働
行
政
の
側
で
も
、
日
本
に
お
け
る
企
業
の
多
く
が
六
〇
歳

定
年
制
や
六
五
歳
へ
の
継
続
雇
用
制
度
を
先
行
実
施
し
て
い
る
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
が
受
容
可
能
な
こ
と
を
見
極
め
た
段
階
で
高
年
法

を
改
正
し
て
い
る
。

2　

定
年
延
長
、
継
続
雇
用
の
阻
害
要
因
と
そ
の
対
応
策

個
別
企
業
に
と
っ
て
定
年
延
長
、（
六
五
歳
以
上
）
継
続
雇
用
制
度
を
実
施
す
る
阻
害
要
因
は
、
基
本
的
に
は
前
掲
表
1
で
挙
げ
た
企
業

側
か
ら
み
た
定
年
制
度
の
役
割
・
機
能
、
つ
ま
り
定
年
制
度
を
導
入
す
る
目
的
が
該
当
す
る
。
つ
ま
り
、
年
功
的
賃
金
制
度
を
導
入
し
て

い
る
場
合
が
顕
著
な
①
人
件
費
の
増
大
、
②
昇
進
の
遅
れ
な
ど
人
事
の
停
滞
、
③
ス
ム
ー
ズ
な
雇
用
調
整
の
不
全
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
他

に
、
④
高
齢
者
向
き
の
仕
事
の
不
足
、
⑤
適
切
な
作
業
環
境
整
備
の
難
し
さ
、
⑥
高
齢
者
の
職
業
能
力
の
低
下
、
⑦
高
齢
者
は
職
場
環
境

や
技
術
変
化
へ
の
柔
軟
な
対
応
が
困
難
、
⑧
高
齢
者
の
健
康
不
安
、
⑨
高
齢
者
の
意
欲
の
低
下
、
⑩
人
事
・
賃
金
制
度
な
ど
の
高
齢
者
向

（
九
三
二
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

五
一

け
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
策
構
築
の
難
し
さ
、
な
ど
が
定
年
延
長
や
六
五
歳
以
上
へ
の
継
続
雇
用
が
困
難
で
あ
る
理
由
と
し
て
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
定
年
延
長
に
関
し
て
い
え
ば
、
①
人
件
費
や
②
人
事
の
停
滞
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
人
事
・
賃
金
制
度
は
年
齢
基
準
で
は
な

く
職
務
・
能
力
を
基
準
に
構
築
・
運
営
す
べ
き
だ
し
、
③
雇
用
調
整
に
関
し
て
は
、
現
状
で
も
定
年
前
の
出
向
・
転
籍
、
早
期
退
職
優
遇

制
度
、
希
望
退
職
募
集
な
ど
定
年
制
度
が
あ
っ
て
も
柔
軟
に
雇
用
調
整
を
実
施
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
り
、
定
年
を
延
長
し
て
も
同
様

に
調
整
で
き
る
。
④
高
齢
者
向
き
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
高
齢
者
の
能
力
を
活
か
す
た
め
に
は
五
〇
歳
台
と
同
じ
仕
事
を
担
当
す

べ
き
で
、
企
業
の
実
態
を
み
て
も
新
た
な
職
務
開
発
や
職
務
設
計
は
例
外
的
で
あ
る
。
⑤
作
業
環
境
に
つ
い
て
は
、
重
筋
労
働
な
ど
で
安

全
衛
生
面
か
ら
必
要
な
場
合
は
も
ち
ろ
ん
整
備
す
べ
き
だ
が
、
一
般
的
な
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
で
は
五
〇
歳
台
の
延
長
で
対
応
で
き
る

こ
と
が
多
い
。
⑥
職
業
能
力
の
低
下
、
⑦
環
境
・
変
化
へ
の
対
応
に
は
個
人
差
も
あ
り
、
一
概
に
劣
る
と
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
。
⑧
労

働
に
耐
え
う
る
体
力
と
健
康
、
⑨
働
く
意
欲
の
あ
る
こ
と
は
雇
用
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
⑩
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
策
も
延
長
し
た
定
年

年
齢
ま
で
一
貫
し
た
制
度
に
す
べ
き
で
、
延
長
部
分
を
特
別
扱
い
す
る
必
要
性
は
な
い
。

継
続
雇
用
制
度
と
く
に
再
雇
用
制
度
の
場
合
は
、
い
っ
た
ん
定
年
で
雇
用
を
終
了
し
、
あ
ら
た
に
労
働
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
定
年

前
の
役
職
や
賃
金
な
ど
は
引
き
継
が
な
い
。
あ
ら
た
め
て
職
務
、
役
割
、
賃
金
、
労
働
時
間
・
労
働
日
数
、
勤
務
場
所
を
契
約
す
る
の
で
、

右
で
述
べ
た
会
社
側
か
ら
み
た
阻
害
要
因
は
か
な
り
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
継
続
雇
用
で
は
再
雇
用
制
度
を
採
用
す
る
企
業

が
多
い
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
、
継
続
雇
用
を
法
的
な
義
務
の
側
面
で
捉
え
て
い
て
、
高
齢
者
の
人
材
、
労
働
能
力
の
活
用
の
機

会
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
法
定
の
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
が
多
く
、
六
六
歳
以
上
雇
用
の
企
業
が
少

な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
継
続
雇
用
さ
れ
た
従
業
員
も
、
肩
書
が
な
く
な
り
賃
金
が
ダ
ウ
ン
す
る
の
で
働
く
意
欲
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
や

（
九
三
三
）
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五
二

士
気
（
モ
ラ
ー
ル
）
が
ダ
ウ
ン
し
、
企
業
の
業
績
や
活
力
に
は
プ
ラ
ス
に
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
で
は
、
中
小
企
業
の
ほ
う
が
大
企
業
よ
り
優
位
で
あ
る
。
実
は
、「
三
│
2
│
⑺
」
で
み
た
平
成
二
八
年
「
高
年
齢
者
の

雇
用
状
況
」
の
各
割
合
は
、
中
小
企
業
（
三
一
〜
三
〇
〇
人
規
模
）
の
数
値
に
近
く
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
割
合
を
除
き
大
企
業

（
三
〇
一
人
以
上
）
の
数
値
は
か
な
り
低
い
。
こ
れ
ま
で
中
小
企
業
に
は
そ
も
そ
も
定
年
制
度
が
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
定
年
制
度
を
規
定

し
て
も
実
質
的
に
適
用
し
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
の
で
、
定
年
延
長
や
六
六
歳
以
上
、
七
〇
歳
以
上
の
雇
用
継
続
制
度
は
導
入
し
や

す
い
の
で
あ
る
。

中
小
企
業
で
は
、
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
労
働
条
件
で
大
企
業
よ
り
劣
っ
て
い
る
。
賃
金
で
い
え
ば
水
準
が
低
い
だ
け
で
な
く
、
カ
ー

ブ
が
立
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
高
年
齢
者
の
賃
金
が
若
年
・
中
堅
社
員
に
比
べ
て
大
企
業
の
よ
う
に
は
高
額
で
な
く
、
賃
金
カ
ー
ブ
が
寝

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
年
を
延
長
し
て
も
人
件
費
は
そ
れ
ほ
ど
増
え
な
い
。
中
小
企
業
の
組
織
は
小
さ
く
階
層
構
造
が
フ

ラ
ッ
ト
で
、
役
職
（
ポ
ス
ト
）
も
数
は
多
く
な
く
、
職
種
・
職
務
、
事
業
所
の
数
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
昇
進
競
争
や
配
置
転
換
も

少
な
い
の
で
、
人
事
の
停
滞
と
い
う
概
念
と
実
感
が
な
い
。
雇
用
調
整
の
面
か
ら
い
え
ば
、
も
と
も
と
採
用
が
困
難
で
逆
に
退
職
率
は
高

い
。
必
要
な
人
材
に
は
な
る
べ
く
定
着
し
て
ほ
し
い
の
で
、
定
年
に
か
か
わ
ら
ず
優
秀
な
人
材
は
本
人
の
意
思
と
意
欲
が
続
く
ま
で
雇
用

を
継
続
す
る
。
こ
れ
ら
が
中
小
企
業
で
柔
軟
な
定
年
制
が
運
用
で
き
る
要
因
で
あ
る
。

3　

定
年
制
度
の
弾
力
的
運
用
と
継
続
雇
用
の
問
題
点

⑴　

弾
力
的
な
定
年
制
度
の
運
用

と
こ
ろ
で
、
日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
年
齢
の
大
勢
は
六
〇
歳
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
就
業
規
則
上
の
定
め
に
す
ぎ
な
い
。

（
九
三
四
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

五
三

六
〇
歳
の
定
年
年
齢
前
に
、
通
常
の
転
職
と
は
別
に
当
該
企
業
か
ら
多
様
な
形
態
で
従
業
員
が
退
出
す
る
ケ
ー
ス
は
、
実
態
と
し
て
以
前

か
ら
決
し
て
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
グ
ル
ー
プ
企
業
や
取
引
企
業
へ
の
定
年
前
出
向
・
転
籍
で
あ
り
、
定
年
前
の
退
職
に
退
職
金
等
を

上
積
み
す
る
早
期
退
職
優
遇
制
度
に
よ
る
退
職
で
あ
り
、
退
職
年
齢
を
従
業
員
が
選
択
す
る
選
択
定
年
制
で
あ
る
。
転
職
、
独
立
自
営
、

起
業
を
行
う
従
業
員
を
支
援
す
る
転
身
・
独
立
援
助
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
。
経
営
が
悪
化
す
れ
ば
退
職
勧
奨
、
希
望
退
職

募
集
、
整
理
解
雇
、
指
名
解
雇
も
行
わ
れ
た
（
17
）

。
こ
う
し
た
実
態
か
ら
す
る
と
、
定
年
制
度
の
雇
用
保
障
は
過
去
に
も
絶
対
で
は
な
か
っ
た

し
、
今
日
で
も
完
全
な
雇
用
保
障
機
能
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

一
方
、
や
は
り
従
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
定
年
後
の
継
続
雇
用
制
度
は
、
最
高
雇
用
年
齢
を
設
定
す
る
場
合
、
現
在
は
六
五
歳
が
一

般
的
で
あ
る
が
、「
三
│
2
│
⑺
」
で
述
べ
た
と
お
り
、
制
度
的
に
希
望
者
全
員
が
六
六
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
が
あ
り
、
基
準
該
当

者
限
定
を
含
め
て
七
〇
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
希
望
者
の
多
く
が
継
続
雇
用
さ
れ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

も
と
も
と
日
本
で
は
、
定
年
年
齢
が
職
業
生
活
か
ら
の
リ
タ
イ
ア
年
齢
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
。
五
五
歳
と
い
う
若
い
定
年
年
齢
の
時

代
は
と
く
に
、
再
就
職
や
自
営
業
そ
し
て
継
続
雇
用
の
形
で
定
年
後
に
就
業
す
る
こ
と
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
。
現
在
の
継
続
雇
用
制

度
の
原
形
は
、
五
五
歳
定
年
時
代
に
六
〇
歳
ま
で
雇
用
を
継
続
す
る
仕
組
み
と
し
て
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
高
年
法
の
効
果

で
、
継
続
雇
用
制
度
に
よ
っ
て
定
年
後
に
同
一
企
業
で
就
業
で
き
る
年
齢
が
延
び
、
六
五
歳
以
上
ま
で
の
就
労
の
可
能
性
が
拡
大
し
た
と

い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
定
年
前
に
企
業
か
ら
何
ら
か
の
形
態
で
退
出
す
る
従
業
員
が
い
る
こ
と
、
定
年
後
も
同
じ
企
業
で
雇
用
さ
れ
る
仕
組
み

が
あ
っ
て
実
在
の
雇
用
者
も
多
い
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
定
年
年
齢
、
定
年
制
度
が
か
な
り
弾
力
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
と
く
に
、
高
年
法
に
よ
る
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
の
法
的
義
務
化
に
対
応
し
て
、
措
置
と
し
て
は
六
五
歳
ま
で
の
継
続

（
九
三
五
）
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五
四

雇
用
制
度
を
採
用
す
る
企
業
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
ソ
フ
ト
な
定
年
延
長
が
行
わ
れ
て
い
る
と
も
一
応
は
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
ま
で
の
柔
軟
な
ゾ
ー
ン
定
年
制
度
で
あ
る
。

⑵　

再
雇
用
制
度
の
実
像

し
か
し
、
継
続
雇
用
制
度
と
く
に
そ
の
大
多
数
を
占
め
る
再
雇
用
制
度
の
労
働
条
件
、
就
労
条
件
の
実
態
を
み
る
と
、
ソ
フ
ト
な
六
五

歳
定
年
制
が
実
現
し
て
い
る
と
は
と
て
も
い
え
な
い
。「
三
│
2
│
⑸
」
で
も
若
干
触
れ
た
が
、
六
〇
歳
台
前
半
の
再
雇
用
者
を
想
定
し

て
、
あ
ら
た
め
て
調
査
結
果
（
18
）

と
専
門
誌
の
掲
載
事
例
（
19
）

か
ら
再
雇
用
者
の
処
遇
・
就
労
実
態
の
概
要
を
モ
デ
ル
的
に
描
け
ば
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

再
雇
用
期
間
は
一
年
契
約
で
、
毎
年
新
に
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
。
大
企
業
の
場
合
は
、
単
一
コ
ー
ス
で
は
な
く
た
と
え
ば
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
コ
ー
ス
、
ス
タ
ッ
フ
コ
ー
ス
な
ど
い
く
つ
か
の
コ
ー
ス
に
区
分
し
て
処
遇
し
た
り
、
定
年
前
の
職
位
が
管
理
・
専
門
職

層
と
一
般
職
層
で
は
雇
用
内
容
を
変
え
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

仕
事
、
職
務
自
体
は
定
年
前
と
同
じ
場
合
が
多
く
、
た
だ
責
任
の
程
度
が
軽
く
な
る
こ
と
が
多
い
。
仕
事
、
職
務
が
変
わ
る
場
合
も
、

定
年
前
の
他
の
社
員
が
一
般
的
に
担
当
し
て
い
る
仕
事
で
あ
る
。
再
雇
用
者
の
た
め
に
特
別
な
業
務
を
準
備
す
る
企
業
は
少
な
い
が
、
後

進
の
指
導
、
技
能
の
継
承
に
携
わ
る
業
務
を
付
加
し
た
り
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
特
定
業
務
に
専
任
さ
せ
る
例
も
あ
る
。
組
織
管
理
職

の
ポ
ス
ト
か
ら
通
常
は
離
れ
る
が
、
再
雇
用
後
も
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
等
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
労
働
時
間
は
フ
ル
タ
イ
ム
が
原

則
だ
が
、
個
別
的
な
要
望
や
再
雇
用
コ
ー
ス
の
基
準
に
応
じ
て
、
一
日
の
労
働
時
間
や
一
週
間
の
労
働
日
が
短
い
短
時
間
勤
務
を
選
択
で

き
る
企
業
例
も
あ
る
。

定
年
前
と
再
雇
用
時
で
大
き
く
変
わ
る
の
は
賃
金
で
あ
る
。
月
例
賃
金
の
基
本
給
と
諸
手
当
の
項
目
や
賃
金
体
系
が
変
わ
る
こ
と
が
多

（
九
三
六
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

五
五

く
、
定
年
前
と
は
賃
金
の
枠
組
み
、
ラ
ン
ク
数
な
ど
が
当
然
異
な
る
。
再
雇
用
時
の
賃
金
決
定
要
素
は
職
務
、
役
割
、
能
力
と
す
る
企
業

が
多
い
も
の
の
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
理
念
で
あ
り
、
必
ず
し
も
具
体
的
に
職
務
給
、
役
割
給
、
能
力
給
と
し
て
の
基
準
や
テ
ー
ブ
ル
を
確

立
し
て
い
る
企
業
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
事
考
課
を
実
施
す
る
と
こ
ろ
が
過
半
数
で
、
月
例
賃
金
よ
り
賞
与
に
結
果
を
反
映
さ
せ
金
額
に

差
を
付
け
て
い
る
。

月
例
賃
金
の
水
準
は
、
定
年
前
の
一
定
比
率
で
決
め
る
企
業
、
再
雇
用
時
の
コ
ー
ス
や
等
級
、
ラ
ン
ク
に
応
じ
た
定
額
で
決
め
る
と
こ

ろ
な
ど
色
々
で
あ
る
。
ま
た
、
賃
金
水
準
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、
在
職
老
齢
年
金
や
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
の
受
給
を
前
提
に
す

る
企
業
は
、
中
堅
・
大
企
業
の
場
合
で
五
割
前
後
だ
が
、
最
近
は
む
し
ろ
受
給
を
前
提
に
し
な
い
企
業
が
増
え
て
い
る
。
公
的
給
付
受
給

を
前
提
と
す
る
企
業
の
自
社
独
自
の
賃
金
水
準
は
低
く
設
定
さ
れ
、
公
的
給
付
の
受
給
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
設
定
す
る
企
業
の
賃
金
水

準
は
前
者
に
比
べ
る
と
や
や
高
め
に
な
る
。
賞
与
は
支
給
す
る
企
業
と
支
給
し
な
い
企
業
と
様
々
で
、
支
給
す
る
場
合
も
定
年
前
の
支
給

月
数
よ
り
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
賃
金
・
賞
与
制
度
は
実
に
多
様
で
あ
り
、
公
的
給
付
の
受
給
を
前
提
と
す
る
企
業
と
し
な
い
企
業
に

よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
定
年
前
の
賞
与
も
含
め
た
年
収
に
対
す
る
再
雇
用
後
の
年
収
の
比
率
は
、
低
い
ケ
ー
ス
の
三
割
か
ら
高
い
ケ
ー
ス

の
八
割
ま
で
大
き
な
差
が
あ
る
。
標
準
的
に
は
四
〇
％
〜
六
〇
％
減
、
つ
ま
り
定
年
前
年
収
の
四
割
か
ら
六
割
の
水
準
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
職
務
や
働
き
方
は
定
年
前
と
再
雇
用
時
で
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
に
、
賃
金
は
大
幅
に
減
額
さ
れ
る
。
そ
れ
で
、「
仕

事
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
の
に
、
賃
金
が
下
が
る
の
は
お
か
し
い
」
と
不
満
を
持
つ
再
雇
用
者
は
少
な
く
な
い
（
20
）

。
し
た
が
っ
て
、

企
業
が
あ
げ
る
再
雇
用
に
対
す
る
課
題
・
問
題
点
と
し
て
最
も
多
い
の
が
、「
本
人
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
・
向
上
が
難
し
い
（
21
）

」
こ

と
で
あ
る
。
賃
金
だ
け
で
は
な
く
、
現
状
の
再
雇
用
制
度
に
は
企
業
側
の
恣
意
的
な
運
用
実
態
も
含
め
て
問
題
点
が
多
い
。
定
年
前
の
人

事
・
処
遇
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
も
そ
も
再
雇
用
者
の
活
用
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
六
五
歳
ま
で
継
続
雇
用
さ
れ
た
と
し
て

（
九
三
七
）
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五
六

も
、
そ
れ
は
六
五
歳
定
年
と
は
全
く
異
質
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

4　

年
齢
差
別
と
定
年
制
の
廃
止

労
働
法
学
で
は
、
定
年
制
は
年
齢
に
よ
る
差
別
だ
と
い
う
議
論
が
あ
る
（
22
）

。
定
年
制
度
を
年
齢
差
別
だ
と
主
張
す
る
論
者
が
援
用
す
る
の

は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
雇
用
に
お
け
る
年
齢
差
別
禁
止
法
」（A
ge D

iscrim
ination in E

m
ploym

ent A
ct

＝
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
）
で
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ

は
一
九
六
七
年
に
成
立
し
、
一
九
八
六
年
の
改
正
で
現
在
は
四
〇
歳
以
上
に
つ
い
て
採
用
に
始
ま
る
雇
用
・
処
遇
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
年
齢

に
よ
る
差
別
を
禁
じ
て
お
り
、
特
例
を
除
い
て
定
年
退
職
制
も
違
法
、
無
効
に
な
る
（
23
）

。

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
で
は
二
〇
〇
〇
年
に
採
択
・
施
行
さ
れ
た
Ｅ
Ｃ
指
令
七
八
号
が
、
各
種
の
雇
用
上
の
差
別
と
と
も
に
年
齢
に
よ
る
差
別
を

禁
止
し
た
。
加
盟
国
の
多
く
は
二
〇
〇
六
年
ま
で
に
年
齢
差
別
禁
止
に
関
す
る
国
内
法
の
整
備
を
行
っ
た
が
、
年
齢
差
別
禁
止
法
の
制
定

と
定
年
制
を
許
容
す
る
か
ど
う
か
別
の
よ
う
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
指
令
前
文
一
四
項
で
、
本
指
令
は
国
内
法
で
定
め
る
退
職
年
齢
に
は
及
ば
な

い
と
規
定
し
、
か
つ
指
令
六
条
一
項
で
、
雇
用
政
策
等
を
目
的
に
年
齢
に
基
づ
い
た
異
な
る
取
扱
い
を
国
内
法
で
規
定
す
る
こ
と
が
例
外

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
盟
国
に
よ
っ
て
定
年
年
齢
の
定
め
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
と
認
め
て
い
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
（
24
）

。
そ
の
ほ
か
Ｅ
Ｕ
諸
国
以
外
で
は
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
も
雇
用
に
関
す
る
年
齢
差
別
禁

止
法
が
存
在
す
る
（
25
）

。
い
ず
れ
に
し
ろ
欧
米
諸
国
と
そ
の
労
働
者
に
は
、
日
本
に
お
け
る
様
な
定
年
年
齢
の
概
念
や
感
覚
に
乏
し
い
よ
う

で
、
定
年
年
齢
の
定
め
が
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
あ
る
い
は
私
的
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
職
業
生
活
か
ら
の
リ
タ
イ
ア
年
齢

で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の
年
齢
が
概
ね
六
五
歳
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
前
の
年
齢
で
あ
る
。

一
方
、
労
働
経
済
学
の
立
場
か
ら
も
定
年
制
度
の
廃
止
論
が
あ
る
（
26
）

。
筆
者
の
か
な
り
大
ま
か
な
理
解
で
は
以
下
の
よ
う
な
論
調
に
な

（
九
三
八
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

五
七

る
。
少
子
・
高
齢
化
で
若
年
者
の
労
働
力
人
口
が
減
少
す
る
中
で
、
定
年
制
が
存
在
す
る
と
職
業
能
力
が
高
く
経
験
が
豊
富
な
高
齢
人
材

を
活
用
で
き
な
い
。
社
会
保
障
制
度
を
維
持
、
継
続
す
る
た
め
に
も
、
働
く
意
思
と
能
力
を
持
っ
た
高
齢
者
が
長
く
働
き
、
社
会
的
シ
ス

テ
ム
を
支
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
定
年
制
度
は
そ
れ
を
阻
害
す
る
。
定
年
制
を
廃
止
し
て
生
涯
現
役
社
会
の
仕
組
み
を
作
り
、
高
齢
社
会

の
コ
ス
ト
を
高
齢
者
自
身
に
負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
で
日
本
社
会
の
活
力
は
維
持
で
き
る
の
で
あ
る
。
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
併

せ
て
定
年
を
六
五
歳
に
引
き
上
げ
て
も
定
年
自
体
は
存
続
し
、
個
人
の
意
思
と
能
力
に
か
か
わ
ら
ず
年
齢
を
理
由
に
退
職
を
強
制
す
る
制

度
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
。
今
日
、
企
業
経
営
の
立
場
か
ら
も
高
齢
者
を
活
用
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
定
年

制
を
廃
止
す
る
こ
と
と
、
年
齢
を
基
準
と
し
た
雇
用
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
を
ト
ー
タ
ル
で
変
革
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

筆
者
が
専
門
と
す
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
従
業
員
の
意
思
と
職
業
能
力
を
無
視
し
て
年
齢
を
退
職
基
準
と
す
る

定
年
制
度
は
、
雇
用
保
障
機
能
が
あ
り
、
穏
便
な
雇
用
調
整
機
能
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
、
不
合
理
な
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
た
だ
、
現
時
点
で
定
年
制
を
廃
止
し
て
も
、
従
業
員
が
主
体
的
に
自
分
の
退
職
年
齢
を
選
択
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
定
年
制
が

な
く
な
る
と
一
部
の
優
秀
な
人
材
は
年
齢
に
関
係
な
く
働
き
続
け
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
従
業
員
は
、
逆
に
年
齢
に
関
係
な
く
能
力
不

足
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
一
律
定
年
制
は
個
人
間
の
能
力
差
を
無
視
し
て
い
る
し

有
用
な
人
材
を
活
用
で
き
な
い
面
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
最
も
多
数
を
占
め
る
普
通
の
従
業
員
の
雇
用
を
原
則
と
し
て
定
年
ま

で
保
障
す
る
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ラ
ー
ル
を
維
持
し
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ダ
ウ
ン
さ
せ
な
い
機
能
を
企
業
は
こ
れ
ま
で
重
視
し

て
き
た
の
で
あ
る
（
27
）

。

筆
者
も
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
す
べ
て
の
企
業
で
定
年
制
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
は
主
張
し
な
い
（
28
）

。
不
合
理
で
は
あ
る
が
、「
二
│

1
」
で
述
べ
た
と
お
り
日
本
企
業
に
お
け
る
今
日
の
定
年
制
は
違
法
、
無
効
で
は
な
く
、
可
能
な
企
業
の
み
定
年
制
を
廃
止
す
れ
ば
よ
い

（
九
三
九
）
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五
八

と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
雇
用
対
策
法
は
二
〇
〇
七
年
の
改
正
で
、
募

集
・
採
用
に
あ
た
っ
て
年
齢
制
限
を
設
け
る
こ
と
を
禁
止
し
（
義
務
規
定

化
）、
例
外
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
限
定
し
た
（
第
一
〇
条
）。
日
本
に
お

け
る
年
齢
差
別
に
関
連
し
た
立
法
化
は
、
現
状
で
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

5　

平
均
余
命
か
ら
み
た
適
正
、
妥
当
な
定
年
年
齢

と
こ
ろ
で
、
定
年
制
度
を
設
け
る
場
合
、
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

や
個
別
企
業
の
従
業
員
年
齢
構
成
、
経
営
状
況
な
ど
を
別
と
し
て
、
設
定

す
る
定
年
に
適
正
な
年
齢
、
妥
当
性
の
あ
る
年
齢
と
い
う
も
の
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
ひ
と
つ
の
判
断
基
準
と
し
て
人
間
の
寿
命
・
余
命
が
あ

る
。
表
6
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
生
命
表
」
か
ら
男
に
つ
い
て
特
定
年
齢

の
平
均
余
命
を
ほ
ぼ
一
〇
年
間
隔
で
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
八
九
一
〜
九
八
年
の
〇
歳
の
平
均
余
命
（
つ
ま
り
平
均
寿
命
）

は
四
二
・
八
年
で
あ
り
、
当
時
の
定
年
五
〇
歳
あ
る
い
は
五
五
歳
は
ま
さ

に
終
身
雇
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
時
の
寿
命
は
乳
幼
児
の

死
亡
率
が
高
い
影
響
も
あ
る
の
で
、
二
〇
歳
つ
ま
り
職
業
人
生
初
期
の
平

均
余
命
を
み
る
と
、
三
九
・
八
年
と
約
四
〇
年
で
〇
歳
時
と
あ
ま
り
変
わ

表 6　主な年齢別平均余命の推移（男）
（単位：年）

0 歳 20歳 50歳 55歳 60歳 65歳
明治24～31年（1891～98年） 42.8 39.8 18.8 15.7 12.8 10.2
大正10～14年（1921～25年） 42.06 39.10 18.02 14.77 11.87 9.31
昭和10年 （1935年） 46.92 40.41 18.85 15.55 12.55 9.89
昭和22年 （1947年） 50.06 40.89 19.44 15.97 12.83 10.16
昭和30年 （1955年） 63.60 48.47 22.41 18.54 14.97 11.82
昭和40年 （1965年） 67.74 50.18 23.00 18.94 15.20 11.88
昭和50年 （1975年） 71.73 53.27 25.56 21.35 17.38 13.72
昭和60年 （1985年） 74.78 55.74 27.56 23.36 19.34 15.52
平成 7年 （1995年） 76.38 57.16 28.75 24.41 20.28 16.48
平成17年 （2005年） 78.56 59.08 30.63 26.25 22.09 18.13
平成22年 （2010年） 79.55 59.99 31.42 26.98 22.75 18.74
平成27年 （2015年） 80.79 61.17 32.39 27.89 23.55 19.46

出所：厚生労働省「生命表」（平成27年は「簡易生命表」）

（
九
四
〇
）
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企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
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実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

五
九

ら
ず
、
平
均
的
に
は
六
〇
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
五
〇
歳
時
の
平
均
余
命
は
一
八
・
八
年
、
五
五
歳
時
は
一
五
・
七
年
、
六
〇
歳
時

も
一
二
・
八
年
あ
る
。
そ
の
後
も
終
戦
直
後
の
一
九
四
七
年
ま
で
各
年
齢
の
平
均
余
命
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
水
準
で
推
移
し
て
お
り
、
平

均
余
命
か
ら
み
た
五
五
歳
定
年
は
、
当
時
と
し
て
は
ほ
ぼ
妥
当
性
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
間
、
五
五
歳
の
平
均
余
命
は
一
五
年
強

あ
っ
た
が
、
労
働
に
耐
え
う
る
現
在
の
よ
う
な
元
気
な
六
〇
代
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

終
戦
後
の
復
興
期
か
ら
徐
々
に
〇
歳
の
平
均
余
命
（
平
均
寿
命
）
が
伸
び
、
現
在
は
男
の
平
均
寿
命
は
八
〇
歳
で
あ
る
。
二
〇
歳
の
平

均
余
命
も
一
〇
年
、
二
〇
年
と
伸
び
現
在
六
一
年
で
あ
る
。
五
五
歳
の
平
均
余
命
は
二
七
年
あ
り
、
六
〇
歳
の
そ
れ
も
二
三
年
あ
る
。
問

題
は
就
労
に
適
し
た
健
康
寿
命
を
保
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
現
時
点
で
就
労
可
能
な
職
業
能
力
を
保
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
ま

た
個
人
差
も
大
き
く
な
る
。
二
〇
一
三
年
時
点
の
健
康
寿
命
（
健
康
上
の
問
題
で
日
常
生
活
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
生
活
が
で
き
る
期
間
）

は
、
男
性
七
一
・
一
九
歳
、
女
性
七
四
・
二
一
歳
で
あ
る
（
29
）

。
個
人
差
は
当
然
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
般
論
と
し
て
六
〇
歳
定
年
は
若
く
、

六
五
歳
定
年
で
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
よ
く
、「
今
は
昔
よ
り
年
を
と
る
の
が
一
〇
年
遅
い
」
と
い
わ
れ
る
が
、
数
値
も
そ
れ
を
表

し
て
お
り
、
七
〇
歳
定
年
あ
る
い
は
定
年
制
を
廃
止
し
て
も
、
健
康
、
能
力
そ
し
て
労
働
者
個
人
の
働
く
こ
と
に
対
す
る
意
欲
に
も
よ
る

が
、
就
労
に
十
分
耐
え
う
る
人
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
総
務
省
統
計
局
「
二
〇
一
五
年
平
均 

労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）」
に
よ
る
と
、
自
営
業
も
含
む
就
業
者
で
み
た
年
齢
階
級
別

就
業
率
は
、
五
五
歳
〜
五
九
歳
の
男
女
計
で
78
・
7
％
（
男
90
・
2
％
）、
六
〇
歳
〜
六
四
歳
62
・
2
％
（
75
・
5
％
）、
六
五
歳
〜
六
九
歳
41
・

5
％
（
52
・
2
％
）、
七
〇
歳
〜
七
四
歳
24
・
9
％
（
32
・
3
％
）、
七
五
歳
以
上
8
・
3
％
（
13
・
0
％
）
で
あ
る
。
短
時
間
勤
務
も
含
め
働
き
方

は
多
様
で
あ
ろ
う
が
、
七
〇
歳
台
前
半
の
男
性
は
同
年
齢
の
約
三
分
の
一
が
何
ら
か
の
形
で
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
「
長
く

生
き
、
長
く
働
く
（
30
）

」
時
代
と
い
え
る
。

（
九
四
一
）
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六
〇

五　

こ
れ
か
ら
の
定
年
制
度
の
あ
り
方
│
む
す
び
に
か
え
て

1　

エ
イ
ジ
ズ
ム
（A

geism

）
を
越
え
て

定
年
制
度
は
、
柔
軟
な
雇
用
調
整
シ
ス
テ
ム
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、
①
一
律
に
一
定
年
齢
で
雇
用
関
係
が
終
了
す
る
、
②
従
業
員
の

意
思
を
無
視
し
て
一
方
的
に
適
用
す
る
、
③
一
般
的
な
六
〇
歳
定
年
は
就
労
可
能
年
数
か
ら
み
て
若
年
で
あ
る
、
④
多
く
の
企
業
が
定
年

を
境
に
適
用
す
る
再
雇
用
制
度
は
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
条
件
を
大
幅
に
ダ
ウ
ン
さ
せ
る
、
な
ど
労
働
者
側
か
ら
み
て
間
違
い
な
く

不
合
理
、
不
条
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
企
業
経
営
上
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
面
の
ほ
か
に
、
背
景
に
は
エ
イ
ジ
ズ
ム
（A

geism

）
に
基
づ
く

シ
ス
テ
ム
と
い
う
面
も
あ
る
（
31
）

。

エ
イ
ジ
ズ
ム
と
は
、
特
定
の
年
齢
層
に
対
す
る
否
定
的
あ
る
い
は
肯
定
的
な
偏
見
・
差
別
の
こ
と
で
あ
る
（
32
）

。
つ
ま
り
広
義
で
は
、
高
齢

層
に
限
ら
ず
若
年
層
に
対
し
て
も
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
偏
見
を
持
っ
て
、
極
端
に
プ
ラ
ス
に
評
価
し
、
あ
る
い
は
逆
に
マ
イ
ナ
ス
に
評

価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
狭
義
で
は
高
齢
者
に
対
す
る
否
定
的
な
偏
見
や
差
別
を
い
う
（
33
）

。
高
齢
だ
か
ら
職
業
能
力
が
低
下
し
て
い

る
、
高
齢
だ
か
ら
新
し
い
知
識
や
技
能
に
対
応
で
き
な
い
、
高
齢
だ
か
ら
柔
軟
な
発
想
が
で
き
な
い
、
高
齢
だ
か
ら
体
力
が
な
い
、
と

い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
見
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
や
考
え
方
は
個
人
に
よ
っ
て
該
当
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
該
当
し
な
い
こ

と
も
あ
る
し
、
該
当
す
る
場
合
も
人
に
よ
っ
て
程
度
が
異
な
る
。
個
性
を
尊
重
、
重
視
す
る
今
日
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
、
人
材
の

多
様
性
を
前
提
に
定
年
制
度
も
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。

（
九
四
二
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

六
一

2　

選
択
型
ゾ
ー
ン
定
年
制
度

⑴　

選
択
型
定
年
制
の
企
業
事
例

こ
こ
で
筆
者
が
提
案
し
よ
う
と
す
る
の
は
選
択
型
ゾ
ー
ン
定
年
制
度
で
あ
る
。
従
業
員
の
意
思
を
尊
重
し
、
従
業
員
が
自
律
的
に
自
分

の
定
年
年
齢
を
選
択
す
る
定
年
制
度
で
あ
る
。
五
五
歳
定
年
が
一
般
的
だ
っ
た
時
期
に
も
、
既
に
選
択
定
年
制
度
は
存
在
し
た
。
た
と
え

ば
、
①
今
ま
で
ど
お
り
の
仕
事
と
処
遇
（
地
位
と
賃
金
）
を
保
障
す
る
が
五
五
歳
で
退
職
す
る
、
②
賃
金
は
ダ
ウ
ン
す
る
が
六
〇
歳
ま
で

自
社
で
勤
務
で
き
る
、
③
子
会
社
等
関
連
会
社
に
転
籍
し
て
処
遇
は
変
わ
る
が
六
五
歳
ま
で
勤
務
で
き
る
、
と
い
う
選
択
肢
か
ら
従
業
員

の
意
思
（
会
社
の
承
諾
が
必
要
な
企
業
事
例
も
あ
る
）
で
五
〇
歳
時
点
に
選
択
す
る
│
と
い
っ
た
制
度
で
あ
る
。
一
律
の
定
年
年
齢
も
よ
い
が
、

本
稿
で
は
柔
軟
で
弾
力
的
な
退
職
管
理
、
定
年
退
職
制
度
の
導
入
を
検
討
し
た
い
。

「
三
│
2
│
⑹
」
で
み
た
よ
う
に
、
六
五
歳
以
上
に
定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
て
い
る
企
業
が
二
〇
一
五
年
現
在
で
約
一
六
％
あ
る
が
、

実
は
ゾ
ー
ン
型
定
年
制
を
実
施
し
て
い
る
企
業
も
少
数
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
富
士
電
機
ホ
ー
ル
デ
ン
グ
ス
は
、
以
前
は

六
〇
歳
と
六
五
歳
か
ら
定
年
年
齢
を
選
択
す
る
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
型
選
択
定
年
制
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
六
月
か
ら
、
六
〇
〜
六
五
歳

の
各
年
齢
か
ら
五
七
歳
到
達
時
点
に
選
択
す
る
（
五
九
歳
時
点
で
最
終
確
認
）
ゾ
ー
ン
型
選
択
定
年
制
に
改
定
し
た
。
賃
金
体
系
は
六
〇
歳

ま
で
と
同
じ
だ
が
、
年
収
は
従
前
の
六
〇
％
水
準
に
な
る
（
別
途
公
的
給
付
も
活
用
す
る
）。
通
常
の
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
が
原
則
だ
が
、
傘

下
の
事
業
会
社
に
よ
っ
て
は
短
時
間
勤
務
や
少
日
数
勤
務
コ
ー
ス
も
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
仕
組
み
は
一
般
社
員
対
象
で
あ
り
、
幹

部
社
員
層
に
対
し
て
は
契
約
が
一
年
単
位
の
「
雇
用
延
長
制
度
」
を
適
用
す
る
（
34
）

。
以
下
、
同
社
以
外
の
ゾ
ー
ン
型
定
年
制
の
企
業
事
例
を

概
観
す
る
。

ヤ
マ
ト
運
輸
で
は
、
段
階
的
に
定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
二
〇
一
一
年
に
六
五
歳
と
し
た
が
、
従
業
員
が
定
年
を
六
〇
歳
〜
六
五
歳
の
間

（
九
四
三
）
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六
二

で
選
べ
る
選
択
定
年
制
で
あ
る
。
六
〇
歳
到
達
三
ヵ
月
前
に
会
社
と
本
人
で
最
終
確
認
す
る
。
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
ほ
か
短
時
間
勤
務
を

選
択
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
定
年
延
長
者
の
月
例
賃
金
は
公
的
給
付
を
前
提
に
六
〇
歳
以
前
の
六
〇
％
前
後
の
水
準
で
あ
り
、
賞
与
は
一

定
の
月
数
で
支
給
さ
れ
る
。
な
お
、
関
連
派
遣
会
社
に
転
籍
し
て
勤
務
日
数
・
時
間
を
個
別
設
定
し
て
勤
務
し
、
六
五
歳
以
降
も
働
く
こ

と
が
可
能
で
あ
る
（
35
）

。

Ｉ
Ｈ
Ｉ
で
は
二
〇
一
三
年
度
か
ら
、
一
般
社
員
層
を
対
象
に
六
〇
歳
〜
六
五
歳
の
間
で
定
年
年
齢
を
任
意
に
自
己
選
択
す
る
選
択
定
年

制
を
導
入
し
た
。
選
択
は
五
九
歳
時
点
で
、
以
降
の
変
更
は
認
め
な
い
。
月
例
賃
金
は
六
〇
歳
到
達
時
賃
金
を
年
齢
別
乗
率
で
低
減

（
五
〇
〜
六
〇
％
）
す
る
が
、
評
価
に
よ
り
増
減
（
七
〇
〜
一
二
〇
％
）
す
る
。
賞
与
は
六
〇
歳
以
前
と
同
様
の
算
式
で
評
価
に
よ
り
増
減
の

う
え
支
給
す
る
。
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
み
で
、
原
則
と
し
て
六
〇
歳
以
前
と
同
じ
業
務
に
従
事
し
、
役
職
任
用
、
異
動
、
出
向
も
あ
る
（
36
）

。

Ｙ
Ｋ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
段
階
的
定
年
延
長
で
二
〇
二
五
年
度
か
ら
六
五
歳
定
年
に
な
る
。
併
せ
て
、
六
〇
歳
〜
六
五
歳
の
選
択
定
年

制
を
新
設
し
た
。
六
〇
歳
以
降
の
継
続
勤
務
希
望
者
は
六
〇
歳
に
な
る
一
年
前
に
上
司
お
よ
び
人
事
と
の
面
談
で
確
認
し
、
そ
の
後
も
毎

年
の
面
談
で
確
認
す
る
。
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
み
で
職
務
の
与
え
方
も
六
〇
歳
ま
で
と
同
じ
で
、
六
〇
歳
以
降
も
役
職
ポ
ス
ト
に
就
く
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
人
事
制
度
は
六
〇
歳
ま
で
と
同
じ
制
度
を
適
用
し
、
等
級
制
度
（
実
力
等
級
＋
管
理
職
層
は
役
割
等
級
併
用
）
も
基
本
給

（
実
力
給
＋
管
理
職
層
は
役
割
給
併
存
）
も
六
〇
歳
ま
で
と
同
じ
取
扱
い
で
あ
る
。
年
齢
に
よ
っ
て
処
遇
を
一
律
に
下
げ
る
の
で
は
な
く
役
割

に
基
づ
き
処
遇
す
る
。
こ
れ
ま
で
運
用
し
て
き
た
再
雇
用
制
度
で
は
、
六
〇
歳
ま
で
と
別
管
理
に
し
た
こ
と
で
対
象
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
低
下
し
た
の
で
、
新
制
度
で
は
六
〇
歳
以
降
も
同
様
な
管
理
シ
ス
テ
ム
に
し
て
戦
力
と
し
て
活
性
化
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（
37
）

。

な
お
、
選
択
定
年
制
で
は
な
い
が
、
オ
リ
ッ
ク
ス
で
は
二
〇
一
四
年
の
六
五
歳
定
年
制
度
導
入
と
併
せ
て
、
六
〇
歳
で
退
職
し
、
一
年

契
約
で
六
五
歳
ま
で
再
雇
用
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
取
り
入
れ
た
。
再
雇
用
で
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
ほ
か
短
時
間
・
短
日

（
九
四
四
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

六
三

勤
務
を
選
択
で
き
、
後
者
の
場
合
は
転
居
を
伴
う
転
勤
が
無
く
、
競
業
し
な
い
条
件
で
兼
業
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
（
38
）

。

⑵　

筆
者
が
提
案
す
る
選
択
型
の
ゾ
ー
ン
定
年
制
度

定
年
制
度
を
設
け
る
場
合
に
筆
者
が
提
案
す
る
の
は
、「
選
択
型
ゾ
ー
ン
定
年
制
度
」
で
あ
る
。
六
〇
歳
か
ら
七
〇
歳
ま
で
を
定
年
年

齢
ゾ
ー
ン
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
範
囲
か
ら
従
業
員
が
自
主
的
、
主
体
的
に
定
年
年
齢
を
選
択
す
る
制
度
で
あ
る
。
企
業
の
要
員
計
画
の

関
係
か
ら
、
た
と
え
ば
六
〇
歳
に
到
達
す
る
一
年
前
の
時
期
、
五
八
歳
末
か
五
九
歳
当
初
に
従
業
員
か
ら
申
請
す
る
。
一
度
選
択
し
て
も

固
定
せ
ず
、
定
年
年
齢
の
変
更
を
希
望
す
る
一
年
前
ま
で
に
申
請
し
、
会
社
側
と
話
し
合
っ
て
随
時
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
な
仕
組
み
と

す
る
。
会
社
が
選
別
す
る
の
で
は
な
く
従
業
員
業
が
希
望
す
れ
ば
選
択
可
能
で
あ
る
が
、
働
く
意
欲
、
職
業
能
力
、
健
康
（
体
力
）
を
考

慮
し
、
と
く
に
六
五
歳
以
降
は
健
康
面
で
の
審
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
プ
ロ
セ
ス
、
部
面
で
も
会
社
側
の
恣
意
的
な
運
用
は
排

除
す
る
。

人
事
・
処
遇
基
準
は
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し
て
「
職
務
・
能
力
主
義
＋
成
果
・
業
績
主
義
（
39
）

」
を
適
用
す
る
の
で
、
仕
事
（
職
務
、

役
割
）
は
能
力
と
業
績
に
応
じ
て
六
〇
歳
前
と
同
じ
基
準
で
割
り
当
て
、
役
職
（
管
理
職
、
専
門
職
）
に
も
登
用
可
能
と
す
る
。
原
則
と
し

て
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
で
あ
り
、
異
動
も
あ
る
が
、
住
居
が
変
わ
る
転
勤
に
関
し
て
は
従
業
員
が
合
意
し
た
場
合
に
限
定
す
る
。
月
例
賃
金

や
賞
与
の
基
準
も
六
〇
歳
前
と
異
な
ら
ず
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
仕
事
（
職
務
、
役
割
）
と
職
務
遂
行
能
力
、
成
果
・
業
績
で
決
定
さ
れ

る
。
退
職
金
は
ポ
イ
ン
ト
制
を
導
入
し
、
六
〇
歳
以
降
は
ポ
イ
ン
ト
加
算
を
抑
制
し
、
六
五
歳
時
点
で
退
職
金
額
を
固
定
す
る
。

選
択
定
年
制
と
は
別
に
、
家
庭
の
事
情
や
本
人
の
意
向
で
短
時
間
勤
務
や
短
日
勤
務
を
希
望
す
る
従
業
員
に
は
、
六
〇
歳
か
ら
七
〇
歳

ま
で
再
雇
用
コ
ー
ス
を
設
け
て
対
応
す
る
。
ま
た
、
五
〇
歳
か
ら
五
九
歳
ま
で
に
は
早
期
退
職
優
遇
制
度
を
導
入
し
、
こ
の
間
に
退
職
し

た
場
合
は
定
年
扱
い
で
加
算
し
た
退
職
金
を
支
給
す
る
。

（
九
四
五
）
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六
四

定
年
制
度
の
原
則
を
選
択
型
の
ゾ
ー
ン
定
年
制
と
し
、
再
雇
用
制
度
を
副
次
的
な
制
度
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
た
の
は
、
一
度
定
年
を
経

験
す
る
こ
と
に
よ
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ダ
ウ
ン
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
高
齢
者
に
対
す
る
福
祉
的
な
扱
い
で
は
な
く
、
高
齢
人
材
、
高

齢
者
の
職
業
能
力
を
活
用
す
る
目
的
の
定
年
制
で
あ
る
。
た
だ
、
従
業
員
の
特
殊
事
情
や
重
筋
労
働
の
場
合
な
ど
を
考
慮
し
て
、
早
期
退

職
優
遇
制
度
や
再
雇
用
制
度
も
併
せ
て
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
柔
軟
で
弾
力
的
な
定
年
制
度
の
導
入
で
あ
り
、
定
年
退
職
シ
ス
テ
ム
の
複

線
化
で
あ
る
。

以
上
に
提
示
し
た
選
択
型
ゾ
ー
ン
定
年
制
度
は
、
前
掲
表
1
に
示
す
従
業
員
か
ら
み
た
定
年
制
度
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
緩
和
す
る
仕
組
み
、

つ
ま
り
選
択
と
い
う
形
で
従
業
員
の
意
思
を
尊
重
し
な
が
ら
働
く
場
と
生
活
の
安
定
を
確
保
し
、
職
業
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
を
提
供
す

る
こ
と
で
働
く
意
欲
と
人
生
の
充
実
感
を
醸
成
す
る
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
企
業
に
と
っ
て
も
選
択
型
ゾ
ー
ン
定
年

制
度
の
導
入
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
ま
ず
、
若
年
労
働
力
の
絶
対
的
減
少
傾
向
に
、
定
年
年
齢
ゾ
ー
ン
の
拡
大
は
寄
与
す
る
。
相
対
的

に
高
齢
と
は
い
え
、
働
く
意
欲
と
業
務
遂
行
に
耐
え
得
る
体
力
の
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
し
か
も
新
に
職
業
教
育
を
施
す
必
要
の
な

い
既
に
職
業
人
と
し
て
の
能
力
を
保
有
し
て
い
る
経
験
豊
富
な
人
材
（
労
働
力
）
が
活
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
独
自
の
ノ

ウ
・
ハ
ウ
が
流
失
す
る
こ
と
な
く
後
継
人
材
に
伝
承
で
き
る
機
会
が
増
加
す
る
。
な
に
よ
り
も
、
従
業
員
の
選
択
に
よ
る
自
主
的
な
定
年

年
齢
の
設
定
と
、
再
雇
用
制
度
と
異
な
り
年
齢
に
よ
る
処
遇
ダ
ウ
ン
の
な
い
一
貫
し
た
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
従
業
員
の
モ

ラ
ー
ル
と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
維
持
、
向
上
し
て
企
業
業
績
に
も
好
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
人
件
費
増
や
人
事
管
理
の
硬

直
化
に
対
す
る
懸
念
は
、
前
述
し
た
と
お
り
「
職
務
・
能
力
主
義
＋
成
果
・
業
績
主
義
」
の
人
事
・
処
遇
基
準
で
対
応
可
能
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
選
択
型
ゾ
ー
ン
定
年
制
度
に
関
し
て
大
ま
か
な
枠
組
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
詳
し
く
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
ず
る
つ

も
り
で
あ
る
。

（
九
四
六
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

六
五

（
1
） 

白
井
泰
四
郎
『
現
代
日
本
の
労
務
管
理
（
第
2
版
）』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
二
年
）
一
六
二
頁
。

（
2
） 

服
部 

治
・
谷
内
篤
博
編
『
人
的
資
源
管
理
要
論
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
〇
頁
。

（
3
） 
奥
山
明
良
「
高
齢
者
の
雇
用
保
障
と
定
年
制
問
題
│
ア
メ
リ
カ
の
年
齢
差
別
禁
止
法
と
の
比
較
で
│
」（『
成
城
法
学
』
第
五
〇
号
、
一
九
九
五

年
）
三
四
頁
。

（
4
） 

鈴
木 
滋
『
エ
ッ
セ
ン
ス
人
事
労
務
管
理
』（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
二
年
）
九
二
頁
参
照
。

（
5
） 

沼
田
稲
二
郎
（
他
）
編
『
労
働
法
事
典
』（
労
働
旬
報
社
、
一
九
七
九
年
）
六
二
九
頁
│
六
三
四
頁
（
西
村
健
一
郎
執
筆
）、
森
戸
英
幸
「
文
献

研
究
⒀
労
働
契
約
の
終
了
（
二
・
完
）」（『
季
刊
労
働
法
』
一
七
三
号
、
一
九
九
五
年
）
一
〇
五
頁
│
一
一
二
頁
参
照
。

（
6
） 

奥
山
・
前
掲
論
文
、
四
八
頁
以
下
、
矢
野
昌
浩
「
高
齢
社
会
と
法
│
定
年
制
の
法
解
釈
論
と
法
政
策
論
」（『
琉
球
法
学
』
第
七
三
号
、

二
〇
〇
五
年
）、
柳
澤 

武
『
雇
用
に
お
け
る
年
齢
差
別
の
法
理
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
五
頁
│
二
八
六
頁
参
照
。

（
7
） 

佐
口
和
郎
「
定
年
制
の
諸
相
│
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
退
職
過
程
の
展
開
の
中
で
│
」
佐
口
和
郎
・
橋
元
秀
一
編
著
『
人
事
労
務
管
理
の
歴
史
分

析
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
一
頁
│
三
三
二
頁
参
照
。

（
8
） 

奥
山
・
前
掲
論
文
、
五
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
菅
野
和
夫
『
労
働
法
〔
第
十
一
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
七
〇
九
頁
は
、
定
年
制
の

有
効
性
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
。

（
9
） 

沼
田
（
他
）
編
・
前
掲
書
、
六
三
〇
頁
│
六
三
一
頁
、
森
戸
・
前
掲
論
文
参
照
。

（
10
） 

白
井
・
前
掲
書
、
一
六
五
頁
、
奥
山
・
前
掲
論
文
、
三
五
頁
・
四
九
頁
、
鈴
木
・
前
掲
書
、
九
二
頁
│
九
三
頁
、
安
藤
史
江
『
コ
ア
テ
キ
ス
ト

人
的
資
源
管
理
』（
新
世
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
八
三
頁
、
上
林
憲
雄
（
他
）『
経
験
か
ら
学
ぶ
人
的
資
源
管
理
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）

二
三
三
頁
│
二
三
四
頁
、
丹
野 

勲
『
日
本
的
労
働
制
度
の
歴
史
と
戦
略
』（
泉
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
〇
頁
、
八
代
充
史
『
人
的
資
源
管
理
論

【
理
論
と
制
度
】〈
第
2
版
〉』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
二
〇
頁
、
佐
藤
博
樹
（
他
）『
新
し
い
人
事
労
務
管
理
〔
第
5
版
〕』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
五
年
）
九
一
頁
、
菅
野
・
前
掲
書
、
七
〇
九
頁
。

（
11
） 

清
家 

篤
「
年
齢
差
別
の
経
済
分
析
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
八
七
号
、
二
〇
〇
一
年
）
四
四
頁
│
五
六
頁
、
同
・
編
著
『
生
涯
現
役

時
代
の
雇
用
政
策
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
清
家
篤
・
山
田
篤
裕
『
高
齢
者
就
業
の
経
済
学
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
九
四
七
）
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六
六

（
12
） 

『
労
働
法
全
書
』（
労
務
行
政
、
各
年
版
）
と
『
労
働
総
覧
』（
労
働
法
令
協
会
、
各
年
版
）
で
条
文
を
確
認
し
、
労
務
行
政
『
八
訂
版 

高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
の
実
務
解
説
』（
労
務
行
政
、
二
〇
一
三
年
）
一
六
頁
│
一
八
頁
の
表
1
「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
と
年
金
制
度
の
主
な
改
正
内
容
」

お
よ
び
『
平
成
二
八
年
版 

厚
生
労
働
白
書
』（
日
経
印
刷
、
二
〇
一
六
年
）
四
〇
頁
の
図
表
1
│
13
│
11
「
こ
れ
ま
で
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の

主
な
改
正
内
容
」
を
参
照
し
た
。
な
お
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
経
緯
に
関
し
て
は
、
櫻
庭
涼
子
『
年
齢
差
別
禁
止
の
法
理
』（
信
山
社
、

二
〇
〇
八
年
）
二
六
頁
│
三
五
頁
、
森
戸
英
幸
「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
│
二
〇
〇
四
年
改
正
の
意
味
す
る
も
の
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第

六
四
二
号
、
二
〇
一
四
年
）
五
頁
│
一
二
頁
、
菅
野
・
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
│
一
〇
六
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
13
） 

森
戸
英
幸
「
雇
用
政
策
と
し
て
の
『
年
齢
差
別
禁
止
』」
清
家 

篤
編
著
『
生
涯
現
役
時
代
の
雇
用
政
策
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
）

一
一
三
頁
│
一
一
六
頁
、
お
よ
び
柳
澤
・
前
掲
書
、
二
四
五
頁
│
二
五
四
頁
は
、
日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
歴
史
を
要
約
的
に
整
理
し
て
い

る
。
な
お
、
荻
原 

勝
『
定
年
制
の
歴
史
』（
日
本
労
働
協
会
、
一
九
八
四
年
）
は
、
史
料
に
基
づ
き
詳
細
に
定
年
制
の
歴
史
を
記
述
し
た
労
作
で
あ

る
。
ま
た
、
佐
口
・
前
掲
論
文
、
二
八
一
頁
│
三
三
二
頁
は
、
労
使
関
係
の
視
点
を
加
味
し
な
が
ら
、
定
年
制
の
史
的
展
開
を
論
じ
て
い
る
。

（
14
） 

荻
原
・
同
上
書
。

（
15
） 

高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
を
報
告
し
た
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
が
三
一
人
以
上
の
企
業
一
五
万
三
〇
二
三
社
が
集
計
対
象
。
内
訳
は
中
小
企
業

（
三
一
〜
三
〇
〇
人
規
模
）
一
三
万
七
二
一
三
社
、
大
企
業
（
三
〇
一
人
以
上
規
模
）
一
万
五
八
一
〇
社
で
、
中
小
企
業
の
割
合
が
八
九
・
七
％
を
占

め
る
。
な
お
、
集
計
対
象
企
業
の
う
ち
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
実
施
し
て
い
る
企
業
は
九
九
・
五
％
で
あ
る
。

（
16
） 

高
齢
者
雇
用
に
対
す
る
一
連
の
労
働
政
策
や
労
働
法
政
策
に
関
し
て
は
、
濱
口
桂
一
郎
『
労
働
法
政
策
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

一
四
五
頁
│
一
六
三
頁
、
同
『
日
本
の
雇
用
と
中
高
年
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
一
〇
頁
│
一
一
一
頁
、
櫻
庭
・
前
掲
書
、
二
六
頁
│

三
五
頁
参
照
。

（
17
） 

谷
田
部
光
一
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
頁
│
一
一
頁
、

五
六
頁
│
五
七
頁
。

（
18
） 

①
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
へ
の
対
応
状
況
」。
常
用
労
働
者
五
〇
人
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
全
国
の
民
間

企
業
体
二
万
社
を
対
象
に
、
二
〇
一
三
年
七
〜
八
月
調
査
実
施
（
有
効
回
収
数
七
一
七
九
件
）。
調
査
結
果
は
『
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
施

（
九
四
八
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

六
七

行
に
企
業
は
ど
う
対
応
し
た
か
』（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
121
、
二
〇
一
四
年
）
所
収
。
②
労
務
行
政
研
究
所
「
中
・
高
年
齢
層
の
処
遇
に

関
す
る
実
態
調
査
」。
全
国
の
上
場
企
業
お
よ
び
そ
れ
に
匹
敵
す
る
非
上
場
企
業
計
三
七
五
四
社
を
対
象
に
二
〇
一
三
年
六
〜
七
月
実
施
（
回
答
企

業
二
一
五
社
）。
調
査
結
果
は
『
労
政
時
報
』
第
三
八
五
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
掲
載
。
③
産
労
総
合
研
究
所
「
二
〇
一
三
年 

中
高
齢
層
（
四
〇
〜

六
五
歳
）
の
賃
金
・
処
遇
に
関
す
る
調
査
」。
全
国
一
・
二
部
上
場
企
業
、
同
社
会
員
企
業
等
三
五
〇
〇
社
対
象
に
二
〇
一
三
年
六
月
実
施
（
回
答
企

業
二
七
四
社
）。
調
査
結
果
は
『
中
高
齢
者
雇
用
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク 

二
〇
一
五
』（
産
労
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
）
所
収
。

（
19
） 

労
務
行
政
研
究
所
『
労
政
時
報
』
該
当
事
例
掲
載
号
、
産
労
総
合
研
究
所
『
人
事
実
務
』
該
当
事
例
掲
載
号
。
煩
瑣
に
な
る
の
で
具
体
的
な
掲

載
号
と
社
名
は
省
略
し
た
。

（
20
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
六
〇
代
の
雇
用
・
生
活
調
査
』（
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
135
、
二
〇
一
五
年
）
三
四
頁
、
図
表
2
│
65
参
照
。

（
21
） 

日
本
生
産
性
本
部
「
第
一
五
回 

日
本
的
雇
用
・
人
事
の
変
容
に
関
す
る
調
査
」。
全
上
場
企
業
二
一
七
七
社
の
人
事
労
務
担
当
者
に
対
し
て

二
〇
一
六
年
七
〜
八
月
に
実
施
（
回
答
企
業
一
三
三
社
）。
同
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
調
査
結
果
概
要
の
一
五
頁
、
図
表
25
参
照
。

（
22
） 

柳
澤
・
前
掲
書
、
二
六
四
頁
│
二
八
六
頁
、
同
「
高
年
齢
者
雇
用
政
策
│
年
齢
差
別
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
│
」（『
日
本
労
働
法
学
会
誌
』

一
二
四
号
、
二
〇
一
四
年
）
三
五
頁
│
四
五
頁
参
照
。

（
23
） 

ア
メ
リ
カ
の
年
齢
差
別
禁
止
法
（
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
）
に
関
し
て
概
要
を
説
明
し
た
文
献
と
し
て
は
、
奥
山
・
前
掲
論
文
、
三
六
頁
│
四
八
頁
、
森

戸
・
前
掲
論
文
、
九
三
頁
│
一
〇
二
頁
、
森
戸
「
雇
用
に
お
け
る
差
別
禁
止
法
」（『
日
本
研
究
労
働
雑
誌
』
第
四
八
七
号
、
二
〇
〇
一
年
）
五
七
頁

│
六
九
頁
、
櫻
庭
涼
子
「
諸
外
国
に
お
け
る
年
齢
差
別
へ
の
取
組
み
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
五
二
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
三
一
頁
│
三
三
頁
、

中
窪
裕
也
『
ア
メ
リ
カ
労
働
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
二
四
九
頁
│
二
五
四
頁
参
照
。
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
に
関
し
て
詳
細
に
論
じ
た
文
献

と
し
て
は
、
柳
澤
・
同
上
書
、
櫻
庭
・
前
掲
書
参
照
。

（
24
） 

二
〇
〇
〇
年
Ｅ
Ｃ
指
令
七
八
号
の
概
要
と
加
盟
国
の
動
向
に
関
し
て
は
、
櫻
庭
・
同
上
論
文
、
三
一
頁
│
四
二
頁
、
櫻
庭
・
同
上
書
、
同
「
年

齢
差
別
禁
止
と
定
年
制
│
Ｅ
Ｕ
法
・
英
国
法
の
展
開
を
手
が
か
り
に
」（『
日
本
研
究
労
働
雑
誌
』
第
六
四
三
号
、
二
〇
一
四
年
）
三
一
頁
│
四
〇
頁
、

柳
澤
・
同
上
書
、
二
〇
〇
頁
│
二
三
六
頁
、
同
「
高
年
法
の
雇
用
確
保
措
置
を
め
ぐ
る
新
た
な
法
的
課
題
」（『
日
本
研
究
労
働
雑
誌
』
第
五
八
九
号
、

二
〇
〇
九
年
）
六
五
頁
│
六
九
頁
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
労
働
比
較
（
二
〇
一
六
年
版
）』（
労
働
政
策
研
究
・
研
修

（
九
四
九
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

六
八

機
構
、
二
〇
一
六
年
）
一
三
三
頁
│
一
三
四
頁
参
照
。

（
25
） 

櫻
庭
・
前
掲
論
文
「
諸
外
国
に
お
け
る
年
齢
差
別
へ
の
取
組
み
」、
三
一
頁
│
四
二
頁
、
櫻
庭
・
同
上
書
、
六
一
頁
│
六
二
頁
参
照
。

（
26
） 
清
家 

篤
『
定
年
破
壊
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同
『
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
社
会
を
生
き
る
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
雇
用
再

生 
持
続
可
能
な
働
き
方
を
考
え
る
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
同
・
編
著
前
掲
書
『
生
涯
現
役
時
代
の
雇
用
政
策
』、
清
家
篤
・
山
田
篤

裕
・
前
掲
書
『
高
齢
者
就
業
の
経
済
学
』。

（
27
） 

谷
田
部
・
前
掲
書
、
四
頁
。

（
28
） 

同
旨
、
井
藤
正
信
「
日
本
企
業
に
お
け
る
退
職
管
理
の
現
状
と
課
題
│
定
年
制
を
中
心
と
し
て
」（『
愛
媛
経
済
論
集
』
二
五
巻
一
号
、

二
〇
〇
六
年
）
八
頁
│
一
〇
頁
。

（
29
） 

前
掲
『
平
成
二
八
年
版 
厚
生
労
働
白
書
』
一
二
頁
│
一
三
頁
。

（
30
） 

濱
口
・
前
掲
書
『
日
本
の
雇
用
と
中
高
年
』
二
九
頁
。

（
31
） 

エ
イ
ジ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
柳
澤
・
前
掲
書
、
一
五
頁
│
二
二
頁
、
同
「
雇
用
対
策
法
一
〇
条
（
年
齢
制
限
禁
止
規
定
）
の
意
義
と
効
果
」

（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
六
四
二
号
、
二
〇
一
四
年
）
二
九
頁
、
同
・
前
掲
論
文
「
高
年
齢
者
雇
用
政
策
│
年
齢
差
別
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能

性
│
」
三
八
頁
│
四
一
頁
参
照
。

（
32
） 

柳
澤
・
同
上
論
文
「
雇
用
対
策
法
一
〇
条
（
年
齢
制
限
禁
止
規
定
）
の
意
義
と
効
果
」
二
九
頁
、
同
・
同
上
論
文
「
高
年
齢
者
雇
用
政
策
│
年

齢
差
別
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
│
」
三
九
頁

（
33
） 

関 

ふ
佐
子
「
高
年
齢
者
雇
用
法
制
」
清
家 

篤
編
著
『
高
齢
者
の
働
き
方
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
二
一
五
頁
│
二
一
六
頁
。

（
34
） 

労
務
行
政
研
究
所
『
労
政
時
報
』
第
三
六
八
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
一
頁
以
下
、
産
労
総
合
研
究
所
『
人
事
実
務
』
第
一
〇
八
九
号

（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
頁
以
下
。

（
35
） 

労
務
行
政
研
究
所
『
労
政
時
報
』
第
三
九
〇
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
六
頁
以
下
。

（
36
） 

労
務
行
政
研
究
所
『
労
政
時
報
』
第
三
八
五
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
一
頁
以
下
、
産
労
総
合
研
究
所
『
賃
金
事
情
』
第
二
六
六
〇
号

（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
頁
以
下
。

（
九
五
〇
）



日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
（
谷
田
部
）

六
九

（
37
） 

同
上
『
労
政
時
報
』
第
三
八
五
二
号
、
九
〇
頁
以
下
。

（
38
） 

前
掲
『
労
政
時
報
』
第
三
九
〇
六
号
、
二
〇
頁
以
下
。

（
39
） 
谷
田
部
光
一
『
働
き
が
い
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
一
七
頁
│
二
一
頁
。

（
九
五
一
）





国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
Ｇ
5
各
国
の
投
票
力
と
融
資
資
金
提
供
量
と
の
相
関
に
つ
い
て
（
横
溝
）

七
一

国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
Ｇ
5
各
国
の
投
票
力
と

融
資
資
金
提
供
量
と
の
相
関
に
つ
い
て横　

　

溝　
　

え
り
か

1
．
は
じ
め
に

2
．
国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
融
資
決
定
プ
ロ
セ
ス

3
．
実
証
分
析

4
．
ま
と
め

論　

説

（
九
五
三
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

七
二

1
．
は
じ
め
に

日
本
国
政
府
か
ら
の
対
外
援
助
に
は
、
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
ほ
か
に
、
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
を
介
し
た
融
資
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
援
助
に
は
、
政
府
の
一
般
会
計
な
ど
か
ら
提
供
さ
れ
る
資
金
の
ほ
か
に
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
（
以
下
で
は

外
為
特
会
と
す
る
）
か
ら
提
供
さ
れ
る
資
金
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
外
為
特
会
の
規
模
は
平
成
二
十
六
年
度
末
の
時
点
で
お
よ
そ

一
五
九
兆
円
と
な
っ
て
お
り
、
外
為
特
会
の
資
金
調
達
は
外
国
為
替
資
金
証
券
（
為
券
）
を
発
行
す
る
こ
と
で
、
原
則
と
し
て
市
場
か
ら

行
っ
て
い
る
。
金
融
市
場
で
の
、
外
為
特
会
に
よ
る
こ
の
資
金
調
達
は
、
日
本
銀
行
か
ら
金
融
緩
和
策
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
資
金
の
一

部
を
吸
収
し
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
他
の
経
済
主
体
が
資
金
調
達
を
す
る
機
会
を
奪
っ
て
い
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
外
為
特
会

の
資
金
調
達
に
は
為
券
の
利
払
費
の
他
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
機
会
費
用
が
生
じ
て
お
り
、
外
為
特
会
で
調
達
さ
れ
た
資
金
の
使
わ
れ
方

に
目
を
配
る
必
要
が
あ
る

（
1
）

。

外
為
特
会
で
は
調
達
し
た
円
資
金
を
使
っ
て
、
外
国
為
替
市
場
に
お
い
て
介
入
を
行
い
、
介
入
で
積
み
上
が
っ
た
外
貨
を
、
主
と
し
て

外
貨
証
券
の
購
入
に
充
て
て
き
た
が
、
積
み
上
が
っ
た
外
貨
の
一
部
は
対
外
援
助
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
外
為
特
会
資
産
利
用
方
法
の

一
つ
が
、
本
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
な
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
資
金
提
供
で
あ
る
。
外
貨
不
足
に
陥
っ
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
加
盟
国
か
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
融
資
の
申

請
が
出
さ
れ
、
そ
の
申
請
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
理
事
会
で
承
認
さ
れ
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
融
資
が
行
わ
れ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
融
資
と
い
う
形
は

と
る
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
他
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
加
盟
国
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
金
を
用
い
て
融
資
が
行
わ
れ
る
。

Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
お
い
て
各
加
盟
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
割
当
額
（
ク
ォ
ー
タ
）
に
基
づ
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
意
思
決
定
を
す
る
た
め
の

投
票
力
を
有
し
て
い
る
。
外
貨
不
足
に
陥
っ
た
加
盟
国
か
ら
融
資
の
申
請
が
あ
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
各
加
盟
国
の
投
票
力
を
基
に
し
た

（
九
五
四
）



国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
Ｇ
5
各
国
の
投
票
力
と
融
資
資
金
提
供
量
と
の
相
関
に
つ
い
て
（
横
溝
）

七
三

二
十
四
人
の
理
事
か
ら
構
成
さ
れ
る
理
事
会
に
よ
っ
て
、
融
資
の
可
否
や
規
模
等
を
決
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
融
資
に
使
わ
れ
る
資

金
は
、
ク
ォ
ー
タ
あ
る
い
は
投
票
力
の
応
分
で
、
各
加
盟
国
が
負
担
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
問
題
意
識
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
加
盟
国
、

な
か
で
も
ク
ォ
ー
タ
規
模
、
そ
し
て
投
票
力
で
上
位
五
カ
国
と
な
っ
て
い
た
Ｇ
5
の
国
々
（
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ

ン
ス
）
に
つ
い
て
、
口
は
出
す
（
投
票
力
に
基
づ
い
て
融
資
の
決
定
を
左
右
す
る
）
が
お
金
（
融
資
の
た
め
の
資
金
）
は
出
さ
な
い
と
い
う
状
況

に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
の
検
証
を
行
う

（
2
）

。

本
稿
の
特
徴
は
、
Ｇ
5
各
国
か
ら
融
資
の
た
め
に
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
資
金
量
を
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
に
お
け
る
Ｇ
5
各
国
の

資
金
ス
ト
ッ
ク
か
ら
算
出
し
、
こ
れ
ら
算
出
し
た
資
金
量
を
検
証
に
用
い
る
点
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
Ｇ
5
各
国
か
ら
の
資
金
提
供
量
と

Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
加
盟
国
へ
の
融
資
額
と
の
相
関
を
見
る
。
そ
し
て
Ｇ
5
そ
れ
ぞ
れ
の
国
か
ら
融
資
の
た
め
に
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
資
金
量
と

ク
ォ
ー
タ
規
模
と
の
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
融
資
の
決
定
は
し
た
も
の
の
、
Ｇ
5
各
国
が
ク
ォ
ー
タ
規
模
に
見
合
っ

た
資
金
提
供
を
行
っ
て
き
た
の
か
を
検
証
す
る
。

2
．
国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
融
資
決
定
プ
ロ
セ
ス

Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
意
思
決
定
最
高
機
関
は
、
各
加
盟
国
の
代
表
で
あ
る
総
務
か
ら
構
成
さ
れ
る
総
務
会
と
な
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
運
営
に
関
す
る
重

要
事
項
の
決
定
、
例
え
ば
新
規
加
盟
国
の
承
認
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
出
資
割
当
額
の
変
更
、
特
別
引
出
権
（
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）
の
配
分
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定

改
正
等
は
、
総
務
会
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
総
務
会
で
の
投
票
権
は
、
一
国
一
票
方
式
で
は
な
く
、
各
加
盟
国
の
出
資
割
当
額

（
ク
ォ
ー
タ
）
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
各
加
盟
国
の
投
票
権
数
は
、
各
国
一
律
の
基
本
票
に
加
え
て
、
各
国
の
ク
ォ
ー
タ
十
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
ご
と

（
九
五
五
）
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七
四

に
一
票
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
た
票
数
と
な
っ
て
い
る
。
総
務
会
決
定
事
項
の
う
ち
、
ク
ォ
ー
タ
の
変
更
、
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
配
分
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定

改
正
に
は
、
総
投
票
権
数
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
る
。

こ
の
総
務
会
か
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
業
務
運
営
に
関
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
て
、
権
限
を
行
使
す
る
の
が
理
事
会
で
あ
る
。
理
事
会
は
、
加

盟
国
に
対
す
る
融
資
の
承
認
、
加
盟
国
に
対
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
結
果
に
つ
い
て
の
議
論
等
を
行
っ
て
い
る

（
3
）

。
理
事
会
は
、

ク
ォ
ー
タ
上
位
五
カ
国
、
つ
ま
り
Ｇ
5
各
国
が
任
命
す
る
五
人
の
理
事
（
任
命
理
事
）
と
、
そ
の
他
の
加
盟
国
が
単
数
ま
た
は
複
数
で
選

出
母
体
を
作
り
、
そ
れ
ら
の
選
出
母
体
か
ら
選
出
さ
れ
る
十
九
人
の
理
事
（
選
任
理
事
）
の
、
合
計
二
十
四
人
の
理
事
か
ら
構
成
さ
れ
る

（
4
）

。

理
事
会
の
決
定
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
式
な
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
各
理
事
の
理
事
会
に
お
け

る
投
票
権
数
は
、
任
命
理
事
の
場
合
が
Ｇ
5
各
国
の
投
票
権
数
と
同
じ
で
、
選
任
理
事
の
場
合
は
自
身
の
選
出
母
体
に
属
す
る
加
盟
国
が

持
つ
投
票
権
数
の
合
計
と
な
る
。

Ｉ
Ｍ
Ｆ
加
盟
国
の
中
で
投
票
権
数
が
最
も
多
い
の
は
ア
メ
リ
カ
で
、
二
〇
一
五
年
七
月
時
点
で
全
体
の
一
六
・
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
た
。
総
務
会
決
定
事
項
の
中
で
も
重
要
決
定
事
項
に
は
、
総
投
票
権
数
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
の
意
思
決
定
に
お
い
て
、
単
独
で
拒
否
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
、
投
票
権
数
の
多
い
国

は
日
本
、
ド
イ
ツ
、
そ
し
て
同
数
で
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
続
き
、
こ
れ
ら
Ｇ
5
の
国
々
の
合
計
で
総
投
票
権
数
の
三
七
・
三
六
パ
ー

セ
ン
ト
（
二
〇
一
五
年
七
月
時
点
）
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
加
盟
国
に
対
す
る
融
資
の
承
認
や
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
結
果
に
つ
い
て

の
議
論
を
行
う
の
が
理
事
会
で
あ
り
、
意
思
決
定
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
投
票
が
行
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
Ｇ
5
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
は
、
理
事
会
の
決
定
を
左
右
す
る
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

加
盟
国
に
対
す
る
融
資
に
は
、
理
事
会
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
外
貨
不
足
に
陥
っ
た
加
盟
国
か
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
融
資
の
申
請
が
な
さ
れ

（
九
五
六
）
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七
五

る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
職
員
が
当
該
加
盟
国
に
派
遣
さ
れ
、
融
資
に
つ
い
て
の
交
渉
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
融
資
の
基
本
合
意
が
な
さ
れ
る
と
、

理
事
会
に
お
い
て
そ
の
基
本
合
意
に
係
る
融
資
の
承
認
・
不
承
認
が
決
定
さ
れ
る
。

加
盟
国
へ
の
融
資
に
、
投
票
力
を
持
つ
国
が
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
分
類
す
る
と
、
融
資
の
承
認
に
与
え
る
影
響
、
融

資
額
に
与
え
る
影
響
、
融
資
条
件
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
が
存
在
す
る
。
融
資
の
承
認
に
与
え
る
影
響
力
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、

T
hacker

（1999

）、B
arro and L

ee

（2005

）、S
turm

, B
erger and H

ann

（2007

）
やP

op-E
leches

（2009

）
等
が
あ
る
。T

hacker

に
よ
る
研
究
で
は
、
投
票
力
を
持
つ
国
か
ら
の
政
治
的
圧
力
を
始
め
と
し
た
力
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
承
認
に
影
響
を
与
え
る
と
の
結
果
が
得

ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
国
連
総
会
（U

N
G
A

：U
nited N

ations G
eneral A

ssem
bly

）
の
議
題
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
が
重
要
案
件
と

し
て
い
る
議
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
賛
否
が
一
致
す
る
投
票
を
行
っ
た
加
盟
国
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
の
承
認
を
受
け
や
す
い
と
い
う
結

果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

融
資
額
に
与
え
る
影
響
力
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、Oatley and Y

ackee

（2004

）、Barro and L
ee

（2005

）、Pop-E
leches

（2009

）

やC
opelovitch

（2010

）
等
が
あ
る
。O

atley and Y
ackee

で
は
ア
メ
リ
カ
の
商
業
銀
行
が
多
額
の
債
権
を
保
有
す
る
加
盟
国
へ
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
多
額
の
融
資
が
実
施
さ
れ
る
と
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。B

arro and L
ee

で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
欧
州
主
要
国
と
政
治

的
・
経
済
的
に
よ
り
繋
が
り
が
あ
る
加
盟
国
へ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
額
が
よ
り
大
き
く
、
ま
た
融
資
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
と
の
結
果
が
得

ら
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
の
利
用
に
あ
た
り
加
盟
国
は
、
融
資
を
受
け
る
た
め
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
の
間
で
合
意
に
達
し
た
政
策
を
採
用
・
実
施
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
こ
の
政
策
を
採
用
・
実
施
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
政
策
を
実
施
し
た
達
成
結
果
が
融
資
条
件
（
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
）
と
な
る
。
加
盟
国
に
と
っ
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
金
提
供
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ

（
九
五
七
）
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七
六

テ
ィ
の
設
定
と
い
う
形
で
経
済
調
整
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
の
間
で
合
意
す
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
加
盟
国
に

は
、
融
資
を
受
け
な
が
ら
こ
の
経
済
調
整
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
融
資
の
引
出
し
は
原
則
と

し
て
四
半
期
ご
と
に
分
割
し
て
行
わ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
各
回
の
引
出
し
の
際
に
は
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
遵
守
状
況
が

確
認
さ
れ
る
。

こ
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
へ
の
影
響
に
対
す
る
研
究
に
は
、D

reher and Jensen

（2007

）
やC

opelovitch

（2010

）
が
あ
る
。

D
reher and Jensen

に
お
い
て
、
設
定
さ
れ
る
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
数
は
、
国
連
総
会
に
お
け
る
投
票
行
動
に
依
存
す
る
、
つ

ま
り
ア
メ
リ
カ
や
他
の
Ｇ
7
諸
国
と
賛
否
が
一
致
す
る
投
票
を
行
っ
た
加
盟
国
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
で
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
数
が
よ

り
少
な
く
な
る
、
と
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。C

opelovitch

で
は
、
理
事
会
の
決
定
を
集
団
と
な
っ
て
左
右
す
る
Ｇ
5
の
、
国
々
の

間
で
の
選
好
の
違
い
に
よ
っ
て
、
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
数
が
決
ま
る
と
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

3
．
実
証
分
析

Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
で
は
、
加
盟
国
の
提
供
す
る
資
金
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
（G

R
A
: G

eneral R
esources A

ccount

）
を
通
じ
て
、

融
資
対
象
国
に
貸
し
出
さ
れ
る

（
5
）

。
融
資
は
、
具
体
的
に
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
に
あ
る
、
融
資
対
象
国
通
貨
と
他
の
加
盟
国
通
貨

と
を
交
換
す
る
形
で
行
わ
れ
る
。
融
資
対
象
国
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
か
ら
融
資
資
金
を
引
き
出
す
際
、
自
国
通
貨
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一

般
資
金
勘
定
に
払
い
込
み
、
こ
れ
を
対
価
と
し
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
か
ら
他
の
加
盟
国
通
貨
を
買
い
入
れ
る
。
そ
し
て
返
済
の
際

に
は
、
買
い
入
れ
た
他
加
盟
国
通
貨
を
使
っ
て
、
払
い
込
ん
だ
自
国
通
貨
を
買
い
戻
す
。

（
九
五
八
）
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七
七

融
資
対
象
国
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
か
ら
買
い
入
れ
る
外
貨
の
種
類
を
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
融
資

対
象
国
自
身
が
ど
の
加
盟
国
か
ら
資
金
提
供
を
受
け
る
の
か
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
融
資
対
象
国
が
買
い
入
れ
る
外
貨
の
種
類
を

選
定
す
る
の
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
な
る

（
6
）

。

融
資
対
象
国
に
よ
る
外
貨
引
出
し
の
際
、一
般
資
金
勘
定
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
通
貨
の
種
類
、
つ
ま
り
資
金
提
供
を
行
う
国
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ

の
理
事
会
が
選
定
す
る

（
7
）

。
引
き
出
さ
れ
る
通
貨
に
選
定
さ
れ
た
通
貨
の
発
行
国
は
、
融
資
対
象
国
の
要
請
を
受
け
た
場
合
、
引
き
出
さ
れ

た
自
国
通
貨
と
自
由
利
用
可
能
通
貨
と
の
交
換
に
応
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
8
）

。
自
由
利
用
可
能
通
貨
は
、
国
際
取
引
上
の
支
払
を
行
う
た

め
に
広
範
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
主
要
な
為
替
市
場
に
お
い
て
広
範
に
取
引
さ
れ
て
い
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
認
め
て
い
る
通
貨
を
指
す

（
9
）

。
自
由

利
用
可
能
通
貨
は
、
米
ド
ル
、
ユ
ー
ロ
、
日
本
円
、
英
ポ
ン
ド
の
四
通
貨
と
な
っ
て
い
た

（
10
）

。

こ
こ
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
を
通
じ
た
、
加
盟
国
に
よ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
出
資
金
の
払
い
込
み
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理

し
て
お
く
。
加
盟
国
は
加
盟
に
あ
た
り
、
出
資
割
当
額
（
ク
ォ
ー
タ
）
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
自
国
通
貨
で
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を

Ｓ
Ｄ
Ｒ
ま
た
は
外
貨
で
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
に
払
い
込
む

（
11
）

。
こ
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
部
分
を
リ
ザ
ー
ブ
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
と
言

い
、
加
盟
国
は
こ
の
部
分
の
外
貨
を
、
自
国
通
貨
を
払
い
込
む
代
わ
り
に
、
い
つ
で
も
無
条
件
に
引
き
出
せ
る
。
加
盟
国
が
外
貨
を
引
き

出
す
と
一
般
資
金
勘
定
に
お
け
る
当
該
加
盟
国
通
貨
の
残
高
は
増
加
し
、
引
き
出
さ
れ
た
外
貨
の
残
高
は
減
少
す
る
と
い
う
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
無
条
件
で
の
、
リ
ザ
ー
ブ
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
相
当
分
の
外
貨
の
引
出
し
は
、
一
般
資
金
勘
定
に
お
い
て
当
該
加
盟
国
通

貨
残
高
が
ク
ォ
ー
タ
に
一
致
す
る
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

リ
ザ
ー
ブ
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
相
当
分
を
超
え
る
引
出
し
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
の
引
出
し
と
呼
ば
れ
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ト
ラ

ン
シ
ュ
の
引
出
し
の
う
ち
、
ク
ォ
ー
タ
相
当
分
の
最
初
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
部
分
は
、
高
次
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
と
呼

（
九
五
九
）
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ば
れ
、
そ
の
引
出
し
に
は
前
述
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
課
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
と
は
、
こ
の
高
次
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ト
ラ
ン
シ
ュ

の
引
出
し
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
出
資
金
払
い
込
み
の
仕
組
み
を
も
と
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
一
般
資
金
勘
定
内
の
各
加
盟
国
単
位
の
勘
定
を

見
る
と
、
ク
ォ
ー
タ
を
超
え
た
加
盟
国
通
貨
残
高
が
、
当
該
加
盟
国
へ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
残
高
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

リ
ザ
ー
ブ
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
分
を
除
い
た
、
ク
ォ
ー
タ
の
残
り
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
分
は
、
各
加
盟
国
が
自
国
通
貨
で
払
い
込
み
を
す
る
。

加
盟
国
は
、
加
盟
国
自
身
が
発
行
す
る
通
貨
に
代
わ
る
証
書
（
日
本
の
場
合
は
基
金
通
貨
代
用
証
券
）
に
よ
っ
て
、
払
い
込
み
を
す
る
こ
と

が
で
き
る

（
12
）

。
こ
の
証
書
に
よ
る
払
込
分
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
償
還
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
加
盟
国
は
そ
の
請
求
に
応
じ
て
証
書
を
償

還
し
、
自
国
通
貨
の
現
金
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
当
該
通
貨
の
現
金
に
余
裕
が
生
じ

る
と
、
加
盟
国
は
再
び
証
書
を
発
行
し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
自
国
通
貨
の
現
金
を
回
収
す
る

（
13
）

。

こ
こ
で
一
例
と
し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
一
般
資
金
勘
定
内
の
日
本
の
勘
定
（
二
〇
一
六
年
九
月
末
時
点
）
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
日
本
の
ク
ォ
ー

タ
は
三
〇
八
億
二
、〇
五
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
、
う
ち
八
八
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
七
一
億
三
、八
六
一
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
が
自
国
通
貨
（
円
）

で
、
一
一
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
三
六
億
八
、二
五
二
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
が
リ
ザ
ー
ブ
・
ト
ラ
ン
シ
ュ
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
自
国
通
貨
（
円
）
の
部
分
は
、
証
書
（
基
金
通
貨
代
用
証
券
）
部
分
が
三
〇
三
億
三
、七
九
三
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
、
現
金
部
分
が
七
、七
七
五
万

Ｓ
Ｄ
Ｒ
と
な
っ
て
い
る

（
14
）

。

一
般
資
金
勘
定
で
、
ク
ォ
ー
タ
に
対
す
る
自
国
通
貨
（
円
）
の
比
率
が
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
日
本
は

自
国
通
貨
（
円
）
を
払
い
込
む
代
わ
り
に
、
外
貨
を
引
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
日
本
が
外
貨
を
利
用

す
る
た
め
に
引
き
出
し
た
と
見
る
だ
け
で
な
く
、
一
つ
に
は
、
他
の
加
盟
国
が
円
を
利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
。
他
の
加
盟
国
か
ら
円
の
引
出
し
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
証
書
の
償
還
請
求
を
通
じ
て
、
円
現
金
を
提
供
す
る
準

（
九
六
〇
）
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備
が
十
二
分
に
で
き
て
い
る
状
況
を
作
り
出
す
た
め
に
、
あ
え
て
外
貨
を
買
い
入
れ
る
こ
と
で
、
一
般
資
金
勘
定
内
の
証
書
残
高
を
増
や

し
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。

日
本
の
よ
う
に
、
自
国
通
貨
が
自
由
利
用
可
能
通
貨
で
あ
る
加
盟
国
の
事
情
は
、
自
国
通
貨
が
自
由
利
用
可
能
通
貨
で
な
い
加
盟
国
の

事
情
と
異
な
る
。
自
国
通
貨
が
自
由
利
用
可
能
通
貨
で
な
い
加
盟
国
の
場
合
、
他
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
自
国
通
貨
が
引
き
出
さ
れ
る
と
、

通
貨
が
引
き
出
さ
れ
た
加
盟
国
は
、
そ
の
引
き
出
さ
れ
た
自
国
通
貨
の
、
自
由
利
用
可
能
通
貨
へ
の
交
換
に
応
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
国
通
貨
を
引
き
出
さ
れ
る
加
盟
国
は
、
自
国
通
貨
以
外
の
自
由
利
用
可
能
通
貨
を
準
備
し
て
お
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
国
通
貨
が
自
由
利
用
可
能
通
貨
で
あ
る
加
盟
国
は
、
自
由
利
用
可
能
通
貨
で
あ
る
自
国
通
貨
を
準
備
し
て

お
け
ば
よ
い
。

ま
た
基
金
通
貨
代
用
証
券
は
無
利
子
で
発
行
さ
れ
る
。
無
利
子
で
発
行
さ
れ
る
証
券
で
あ
る
た
め
、
日
本
の
よ
う
に
証
券
を
発
行
す
る

こ
と
で
、
他
加
盟
国
の
通
貨
を
買
い
入
れ
て
保
有
し
て
も
、
保
有
す
る
費
用
は
か
か
ら
な
い
。
他
方
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
で
は
、

同
勘
定
内
の
自
国
通
貨
残
高
が
一
定
水
準
を
下
回
っ
て
い
る
国
に
は
、
言
い
換
え
れ
ば
他
の
加
盟
国
に
自
国
通
貨
を
提
供
し
て
い
る
国
に

は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
、
Ｓ
Ｄ
Ｒ
金
利
を
基
に
し
た
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
盟
国
が
一
般
資
金
勘
定
か
ら
円
を
引
き
出
し
て

く
れ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
日
本
の
場
合
は
外
為
特
会
に
お
い
て
、
現
状
で
は
非
常
に
低
い
利
回
り
と
な
っ
て
い
る
為
券
の
発
行
に
よ
っ
て
調

達
さ
れ
た
円
を
、
他
の
加
盟
国
に
提
供
す
れ
ば
、
為
券
利
払
い
を
上
回
る
報
酬
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
状
況
に

あ
る
。

一
般
資
金
勘
定
に
あ
る
、
各
加
盟
国
の
自
国
通
貨
残
高
デ
ー
タ
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
得
ら
れ
る
。
自
国
通
貨
残
高
の
階

差
を
取
っ
た
時
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
に
お
い
て
融
資
資
金
の
提
供
側
か
ら
見
れ
ば
、
自
国
通
貨
残
高
の
減
少
は
融
資
資
金
の
提
供
額
に
あ
た
り
、

（
九
六
一
）
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残
高
の
増
加
は
融
資
資
金
の
返
済
額
、
あ
る
い
は
い
ざ
と
い
う
時
に
提
供
で
き
る
資
金
の
積
み
増
し
に
あ
た
る
。
反
対
に
借
入
側
か
ら
見

れ
ば
、
自
国
通
貨
残
高
の
増
加
は
資
金
借
入
額
に
あ
た
り
、
残
高
の
減
少
は
借
入
資
金
返
済
額
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら

Ｉ
Ｍ
Ｆ
一
般
資
金
勘
定
内
の
加
盟
国
通
貨
残
高
の
階
差
を
使
っ
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
に
際
し
て
の
各
加
盟
国
の
資
金
提
供
量
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資

額
と
の
相
関
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
投
票
力
に
見
合
っ
た
資
金
提
供
を
行
っ
て
い
た
か
を
、
Ｇ
5
各
国
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
。

一
般
資
金
勘
定
内
の
各
加
盟
国
通
貨
残
高
の
階
差
を
使
い
、
融
資
資
金
提
供
額
を
見
る
に
あ
た
っ
て
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

が
、
増
資
に
よ
る
加
盟
国
通
貨
残
高
の
増
加
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
は
定
期
的
に
、
か
つ
状
況
に
応
じ
て
、
ク
ォ
ー
タ
の
見
直
し
が
実
施
さ

れ
、
そ
の
結
果
、
加
盟
国
に
よ
っ
て
は
増
資
に
応
ず
る
こ
と
と
な
る
。
増
資
が
行
わ
れ
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
一
般
資
金
勘
定
に
お
け
る
加
盟
国

通
貨
残
高
も
増
加
す
る
た
め
、
加
盟
国
通
貨
残
高
を
使
っ
て
融
資
資
金
提
供
額
を
見
る
場
合
、
加
盟
国
通
貨
残
高
の
増
加
分
か
ら
、
増
資

に
よ
る
増
加
分
を
除
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
資
金
に
は
、
ク
ォ
ー
タ
か
ら
算
出
さ
れ
る
出
資
金
を
基
に
、
加
盟
国
か
ら
提
供
さ
れ
る
資
金
の
ほ
か
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ

と
加
盟
国
と
の
取
極
め
に
よ
り
、
状
況
に
応
じ
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
一
般
資
金
勘
定
を
通
じ
て
加
盟
国
か
ら
借
り
入
れ
た
資
金
が
加
わ
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
こ
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
へ
の
各
加
盟
国
か
ら
の
資
金
提
供
量
を
見
る
場
合
、
こ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
各
加
盟
国
か
ら
の
借
入
資
金
を
加
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
借
入
資
金
の
デ
ー
タ
も
ま
た
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
へ
の
、
各
加
盟
国
か
ら
の
資
金
提
供
量
デ
ー
タ
作
成
方
法
は
次
の
と
お
り
に
な
る
。
ま
ず
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
一
般
資
金

勘
定
に
お
け
る
、
各
期
末
時
点
に
お
け
る
加
盟
国
通
貨
残
高
の
階
差
を
取
り
、
各
期
間
中
の
加
盟
国
通
貨
の
増
加
額
を
出
す
。
次
に
、
増

資
が
行
わ
れ
た
場
合
、
増
資
額
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
分
を
、
加
盟
国
通
貨
の
増
加
額
か
ら
差
し
引
く
。
そ
し
て
、
加
盟
国
通
貨
の
減
少
額

が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
資
金
提
供
量
で
あ
る
か
ら
、
加
盟
国
通
貨
増
加
額
の
符
号
を
反
転
さ
せ
た
も
の
が
、
ク
ォ
ー
タ
か
ら
算
出
さ
れ
る
出
資
金

（
九
六
二
）
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表 1　G 5 各国の資金提供量（100万 SDR）およびシェア（パーセント）

年 アメリカ 日本 ドイツ イギリス フランス 年間純
融資額

金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア

2015 -3691 25.4 -1580 10.9 -895 6.2 -661 4.5 -717 4.9 -14,530

2014 -2610 17.6 -944 6.4 -1782 12.0 -1491 10.0 -1166 7.8 -14,858

2013 -2259 36.8 310 -5.0 -396 6.4 -577 9.4 -344 5.6 -6,143

2012 2633 95.2 -2302 -83.2 623 22.5 268 9.7 440 15.9 2,765

2011 10238 32.3 2102 6.6 2496 7.9 2322 7.3 2094 6.6 31,657

2010 849 4.6 4059 22.1 1521 8.3 1050 5.7 638 3.5 18,399

2009 2274 11.5 1025 5.2 938 4.8 600 3.0 868 4.4 19,706

2008 2302 20.1 844 7.3 663 5.8 829 7.2 760 6.6 11,479

2007 -665 17.5 -403 10.6 -418 11.0 -243 6.4 -229 6.0 -3,786

2006 -2273 12.2 -728 3.9 -1135 6.1 -688 3.7 -1072 5.8 -18,610

2005 -6961 25.8 -2358 8.8 -1983 7.4 -1935 7.2 -1439 5.3 -26,942

2004 -2574 26.6 -833 8.6 -733 7.6 -694 7.2 -789 8.2 -9,658

2003 -1009 -70.5 -94 -6.6 227 15.9 -309 -21.6 -8 -0.6 1,431

2002 1946 19.2 1279 12.6 229 2.3 546 5.4 356 3.5 10,124

2001 2840 27.1 -13 -0.1 505 4.8 732 7.0 423 4.0 10,487

2000 -1712 21.2 -742 9.2 -486 6.0 -559 6.9 -479 5.9 -8,071

1999 -5707 60.8 -2799 29.8 -1683 17.9 286 -3.0 339 -3.6 -9,389

1998 2749 19.8 -473 -3.4 761 5.5 531 3.8 661 4.8 13,892

1997 2661 25.5 2138 20.5 604 5.8 509 4.9 245 2.3 10,432

1996 879 443.3 328 165.2 298 150.1 60 30.0 21 10.5 198

1995 1613 15.6 1313 12.7 744 7.2 264 2.6 227 2.2 10,317

1994 -341 -82.3 -31 -7.4 -116 -28.0 12 2.8 -55 -13.3 415

1993 30 2.5 -270 -22.0 -206 -16.9 -109 -8.9 -123 -10.0 1,225

1992 -231 -39.3 -103 -17.6 -120 -20.4 -134 -22.9 -93 -15.9 587

1991 250 9.5 67 2.5 346 13.1 114 4.3 161 6.1 2,647

1990 -465 29.3 -211 13.3 -167 10.5 -67 4.2 -73 4.6 -1,583

1989 -207 8.5 261 -10.7 -171 7.0 7 -0.3 -124 5.1 -2,435

1988 -526 13.1 565 -14.1 -90 2.2 -14 0.4 -148 3.7 -4,002

1987 -1233 26.9 256 -5.6 -146 3.2 -368 8.0 -71 1.5 -4,583

1986 -961 51.6 52 -2.8 -22 1.2 -189 10.1 173 -9.3 -1,860

1985 -684 -265.0 -62 -24.1 -229 -88.8 -202 -78.3 -44 -17.0 258

（
九
六
三
）
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を
基
に
、
加
盟
国
か
ら
提
供
さ
れ
る
資
金
に
あ
た
る
。
そ
の
上
で
、
加
盟
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
の
取
極
め
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
貸
し
出
し
た
資

金
を
加
え
た
も
の
が
、
各
加
盟
国
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
へ
の
資
金
提
供
量
と
な
る
。
作
成
し
た
デ
ー
タ
の
値
を
挙
げ
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。

表
1
で
は
、
各
国
左
側
の
列
の
数
字
が
、
各
国
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
へ
の
年
間
で
の
資
金
提
供
量
（
一
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
単
位
）
を
、
純
額
で
表

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
表
の
一
番
右
側
の
列
の
数
字
が
、
年
間
で
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
純
融
資
額
（
融
資
額
か
ら
返
済
額
を
差
し
引
い
た
金
額
）
を
表
し

て
い
る
。
ま
た
、
各
国
右
側
の
列
の
数
字
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
純
融
資
額
に
占
め
る
各
国
資
金
提
供
量
の
割
合
（
パ
ー
セ
ン
ト
単
位
）
を
表
し
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
は
二
〇
一
一
年
の
一
年
間
に
一
般
資
金
勘
定
を
通
じ
て
、
純
額
で
一
〇
二
億
三
、八
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
資
金
提
供
を
行
っ

た
が
、
こ
れ
は
同
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
純
融
資
額
の
三
二
・
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
割
合
は
ア
メ
リ
カ
の
ク
ォ
ー
タ
比
率
（
ア

メ
リ
カ
の
出
資
額
が
加
盟
国
全
体
の
出
資
額
に
占
め
る
割
合
）
で
あ
る
一
七
・
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
比
べ
て
、
著
し
く
高
く
な
っ
て
い
る

（
15
）

。
他
の

Ｇ
5
諸
国
の
資
金
提
供
量
を
見
る
と
、
日
本
の
割
合
は
ク
ォ
ー
タ
比
率
の
六
・
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
ド
イ
ツ
（
ク
ォ
ー
タ
比

率
は
六
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
）・
フ
ラ
ン
ス
（
ク
ォ
ー
タ
比
率
は
四
・
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
）・
イ
ギ
リ
ス
（
ク
ォ
ー
タ
比
率
は
四
・
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
の

割
合
は
ク
ォ
ー
タ
比
率
よ
り
も
わ
ず
か
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
額
が
最
も
多
か
っ
た
年
は
一
九
九
八
年
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
通
貨
・
金
融
危
機
が
発
生
し
た
年
で
あ
る
、

前
年
の
一
九
九
七
年
に
一
六
一
億
一
、三
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
資
金
が
一
般
資
金
勘
定
か
ら
融
資
さ
れ
た
が
、
そ
の
融
資
先
の
内
訳
は
、
韓

国
へ
八
二
億
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
二
二
億
一
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
タ
イ
へ
一
八
億
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
三
億
五
、二
〇
〇
万

Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
へ
一
一
億
八
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
と
な
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
二
六
億
六
、一
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
こ
の
年
の

Ｉ
Ｍ
Ｆ
純
融
資
額
の
二
五
・
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
、
日
本
に
至
っ
て
は
二
一
億
三
、八
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
割
合
に
し
て
二
〇
・
五
〇
パ
ー
セ

ン
ト
分
を
提
供
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
Ｇ
5
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
欧
州
諸
国
（
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
）
の
資
金
提
供
量
が
全
体
に
占
め
る
割

（
九
六
四
）
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合
は
、
い
ず
れ
も
ク
ォ
ー
タ
比
率
か
ら
求
め
ら
れ
る
割
合
よ
り
も
小
さ
か
っ
た
。

そ
れ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
額
の
最
も
多
か
っ
た
、
翌
年
の
一
九
九
八
年
に
な
る
と
、
日
本
に
は
純
額
で
四
億

七
、三
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
が
返
済
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
の
一
年
間
に
二
〇
五
億
八
、六
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
資

金
が
一
般
資
金
勘
定
か
ら
融
資
さ
れ
た
が
、
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
融
資
額
は
前
年
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
た

（
16
）

。

他
方
で
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
の
融
資
額
は
三
八
億
六
、五
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
に
は
三
九
億

二
、六
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
が
融
資
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
資
金
提
供
額
は
全
体
の
一
九
・
八
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
て
い
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
二
〇
〇
八
年
九
月
の
リ
ー
マ
ン
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
破
綻
に
端
を
発
し
た
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
の
ギ
リ
シ
ャ
で
の
政
権
交
代
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
国
家
財
政
の

粉
飾
決
算
が
明
る
み
に
出
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
欧
州
危
機
が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
一
三
四
億

二
、二
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
資
金
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
か
ら
融
資
さ
れ
た
。
そ
の
内
訳
と
し
て
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
へ
の
四
二
億
一
、五
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
三
〇
億
五
、七
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
等
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ア
メ
リ
カ
の
資
金
提
供
額
は
融
資
純
額
全
体
の
二
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
と

フ
ラ
ン
ス
の
資
金
提
供
額
に
占
め
る
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
ク
ォ
ー
タ

比
率
か
ら
求
め
ら
れ
る
割
合
よ
り
も
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
二
〇
〇
九
年
に
な
る
と
Ｇ
5
各
国
の
資
金

提
供
額
は
ク
ォ
ー
タ
比
率
か
ら
求
め
ら
れ
る
割
合
よ
り
も
、
い
ず
れ
も
小
さ
く
な
っ
て
い
た
。
融
資
の
内
訳
は
、

ル
ー
マ
ニ
ア
へ
の
六
〇
億
八
、八
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
三
九
億
四
、三
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
ハ
ン
ガ

表 2　ＩＭＦ融資額と資金提供額との相関係数

期間 アメリカ 日本 ドイツ イギリス フランス

1985-2015年 0.902 0.725 0.944 0.924 0.932 

1985-2000年 0.877 0.586 0.849 0.695 0.631 

2000-2015年 0.913 0.778 0.966 0.958 0.975 

（
九
六
五
）
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八
四

リ
ー
へ
の
三
四
億
二
、二
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
等
と
な
っ
て
い
た
。

Ｇ
5
各
国
か
ら
の
資
金
提
供
量
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
純
融
資
額
と
の
相
関
係
数
を
表
2
に
挙
げ
た
。
一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
全
期

間
に
お
け
る
各
国
の
相
関
係
数
は
、
日
本
を
除
い
て
〇
・
九
〇
を
上
回
っ
て
い
た
。
期
間
を
二
つ
に
分
け
た
、
前
半
の
一
九
八
五
年
か
ら

二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
期
間
で
は
、
日
本
の
相
関
係
数
は
最
も
低
い
値
（
〇
・
五
九
）
と
な
っ
て
い
る
。
表
1
に
よ
る
と
、
一
九
八
六
年
か
ら

一
九
九
〇
年
ま
で
の
五
年
間
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
純
融
資
額
は
マ
イ
ナ
ス
、
つ
ま
り
こ
の
五
年
間
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
返
済
額
が
融
資
額
を
上
回
っ
て

い
た
。
し
か
し
日
本
は
、
こ
の
う
ち
の
四
年
間
（
一
九
八
六
〜
一
九
八
九
年
）
に
も
資
金
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た

一
九
九
八
年
は
、
一
九
九
〇
年
代
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
額
の
最
も
多
か
っ
た
年
で
あ
る
が
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
提
供
し
た
資
金
が
戻
っ
て
き

て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
た
。
期
間
を
二
つ
に
分
け
た
後
半
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
期
間
で
は
、
欧
州
三
カ
国
の
相
関

係
数
は
一
に
近
い
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
期
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
相
関
係
数
と
日
本
の
相
関
係
数
も
ま
た
、
全
期
間
に
お
け
る
相

関
係
数
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

4
．
ま
と
め

本
稿
で
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
加
盟
国
、
な
か
で
も
ク
ォ
ー
タ
規
模
そ
し
て
ク
ォ
ー
タ
に
基
づ
く
投
票
力
で
上
位
五
カ
国
と
な
っ
て
い
た
Ｇ
5

各
国
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
の
決
定
を
左
右
す
る
投
票
力
と
融
資
の
た
め
に
提
供
す
る
資
金
量
と
の
関
係
を
見
た
。
本
稿
の
特
徴
は
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
加
盟
国
へ
の
融
資
の
た
め
に
、
Ｇ
5
各
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
般
資
金
勘
定
を
通
じ
て
提
供
す
る
資
金
量
の
デ
ー
タ
を
生
成
す
る

こ
と
か
ら
分
析
を
始
め
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
ら
生
成
し
た
資
金
提
供
量
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
本
稿
で
は
、
各
国
の
資
金
提
供
量
と

（
九
六
六
）
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八
五

Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
加
盟
国
へ
の
融
資
額
と
の
相
関
を
見
る
こ
と
、
そ
し
て
各
国
の
資
金
提
供
量
と
ク
ォ
ー
タ
規
模
と
の
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
各
国
が
そ
の
投
票
力
を
用
い
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
融
資
を
行
う
決
定
は
し
た
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ク
ォ
ー
タ
規
模
と
比
較
し
て
求
め

ら
れ
る
量
に
見
合
っ
た
資
金
提
供
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
検
証
し
た
。

検
証
の
結
果
、
検
証
期
間
全
体
（
一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
）
で
の
各
国
の
資
金
提
供
量
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
額
と
の
相
関
係
数
は
、

日
本
を
除
い
て
〇
・
九
〇
を
上
回
っ
て
い
た
。
期
間
を
二
つ
に
分
け
た
後
半
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
期
間
で
は
、
欧
州

三
カ
国
の
相
関
係
数
は
一
に
近
い
値
を
示
し
て
お
り
、
資
金
提
供
量
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
額
の
動
き
が
ほ
ぼ
連
動
し
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た

こ
の
期
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
相
関
係
数
と
日
本
の
相
関
係
数
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
期
間
に
お
け
る
相
関
係
数
よ
り
も
高
く
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
Ｇ
5
各
国
の
資
金
提
供
量
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
融
資
額
に
占
め
る
割
合
で
見
る
と
、
ク
ォ
ー
タ
規
模
と
比
較
し
て
求
め
ら

れ
る
資
金
を
大
幅
に
上
回
っ
た
年
や
国
が
あ
っ
た
も
の
の
、
Ｇ
5
各
国
が
少
な
く
と
も
ク
ォ
ー
タ
規
模
か
ら
求
め
ら
れ
る
資
金
を
、
常
に

提
供
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
期
間
を
二
つ
に
分
け
た
前
半
、
一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
期
間
に
は
、
一
九
九
七
年
に
ア

ジ
ア
通
貨
・
金
融
危
機
が
発
生
し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
ア
ジ
ア
諸
国
へ
大
規
模
な
融
資
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
大
規
模
融
資

が
行
わ
れ
た
際
、
と
り
わ
け
日
本
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、
ク
ォ
ー
タ
規
模
と
比
較
し
て
求
め
ら
れ
る
量
を
超
え
た
資
金
提
供
を
行
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
は
求
め
ら
れ
る
量
を
下
回
る
水
準
で
の
資
金
提
供
し
か
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
て
お

り
、
投
票
力
と
資
金
提
供
量
と
の
乖
離
が
確
認
さ
れ
た
。

注（
1
） 

そ
し
て
外
為
特
会
で
調
達
さ
れ
た
資
金
の
使
途
は
、
所
得
分
配
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
所
得
分
配
の
問
題
に
つ
い
て

（
九
六
七
）
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扱
わ
な
い
。

（
2
） 

本
稿
の
検
証
は
、
二
〇
一
五
年
七
月
に
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
基
に
行
な
っ
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
の
ク
ォ
ー
タ
お
よ
び
統
治
の
改
革
に
よ
り
、
本
稿
が

公
表
さ
れ
る
時
に
は
、
ク
ォ
ー
タ
規
模
と
投
票
力
の
上
位
五
カ
国
に
は
一
部
変
更
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

（
3
） 
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
と
は
、
加
盟
国
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
・
分
析
、
そ
し
て
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
を
指
す
。

（
4
） 

Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
の
統
治
の
改
革
に
よ
り
、
本
稿
が
公
表
さ
れ
る
時
に
は
、
二
十
四
人
の
理
事
は
す
べ
て
選
任
理
事
と
な
る
。

（
5
） 

た
だ
し
こ
れ
は
通
常
融
資
の
場
合
で
あ
る
。
通
常
融
資
と
は
異
な
り
、
低
所
得
国
向
け
の
譲
許
的
融
資
は
、
一
般
資
金
勘
定
と
は
別
の

P
R
G
F
-E

S
F

信
託
基
金
（P

R
G
F
-E

S
F
 T

rust

）
か
ら
供
与
さ
れ
る
。

（
6
） 

Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
五
条
第
三
項
⒟
よ
り
。

（
7
） 

Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
は
四
半
期
に
一
度
、
こ
の
外
貨
引
出
し
、
つ
ま
り
資
金
提
供
の
要
請
に
応
じ
る
国
と
金
額
と
を
計
画
と
し
て
策
定
す
る
仕
組
み
で
あ

る
、
資
金
取
引
計
画
（F

T
P
: F

inancial T
ransactions P

lan

）
が
作
成
さ
れ
る
。

（
8
） 

Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
五
条
第
三
項
⒠
ⅱ
よ
り
。

（
9
） 

Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
三
〇
条
⒡
よ
り
。

（
10
） 

中
国
元
が
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
構
成
通
貨
に
加
わ
っ
た
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日
の
理
事
会
決
定
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
発
効
）
こ
と
に
伴
い
、

自
由
利
用
可
能
通
貨
に
中
国
元
が
加
わ
り
、
五
通
貨
と
な
っ
た
。

（
11
） 

Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
三
条
第
三
項
⒜
よ
り
。

（
12
） 

Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
三
条
第
四
項
よ
り
。

（
13
） 

日
本
の
場
合
、
基
金
通
貨
代
用
証
券
は
、
外
為
特
会
貸
借
対
照
表
負
債
の
部
に
存
在
す
る
。
そ
の
見
合
い
勘
定
は
、
資
産
の
部
に
あ
る

（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
）
出
資
金
と
な
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
基
金
通
貨
代
用
証
券
償
還
請
求
に
対
し
て
、
外
為
特
会
は
同
証
券
を
償
還
す
る
こ
と
で
円
現
金

を
提
供
し
、
反
対
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
円
現
金
に
余
裕
が
生
じ
る
と
、
外
為
特
会
は
基
金
通
貨
代
用
証
券
を
再
度
発
行
し
、
円
現
金
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
回
収

す
る
。

（
14
） 

証
書
部
分
の
金
額
と
現
金
部
分
の
金
額
と
を
足
し
合
わ
せ
た
と
き
に
、
自
国
通
貨
（
円
）
の
金
額
を
超
え
て
し
ま
う
が
、
一
般
資
金
勘
定
に
は
、

（
九
六
八
）



国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
Ｇ
5
各
国
の
投
票
力
と
融
資
資
金
提
供
量
と
の
相
関
に
つ
い
て
（
横
溝
）

八
七

証
書
部
分
と
現
金
部
分
の
他
に
、
Ｓ
Ｄ
Ｒ
に
対
す
る
自
国
通
貨
の
評
価
を
調
整
す
る
部
分
が
存
在
す
る
。

（
15
） 

こ
こ
で
の
Ｇ
5
各
国
の
ク
ォ
ー
タ
比
率
は
、
二
〇
一
五
年
七
月
時
点
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。
各
国
の
投
票
力
は
、
投
票
権
数
に
基
本
票
が
含

ま
れ
る
も
の
の
、
各
国
の
ク
ォ
ー
タ
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
国
投
票
権
数
が
総
投
票
権
数
に
占
め
る
割
合
は
、
各
国
の
ク
ォ
ー
タ
比

率
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
比
較
に
は
ク
ォ
ー
タ
比
率
を
用
い
る
。

（
16
） 

内
訳
は
、
韓
国
へ
が
三
八
億
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
が
四
二
億
五
、四
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
が
一
一
億
一
、四
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、

タ
イ
へ
が
五
億
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
あ
っ
た
。
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持
分
法
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

八
九

持
分
法
に
関
す
る
一
考
察

小　
　

阪　
　

敬　
　

志

Ⅰ　

は
じ
め
に

持
分
法
（equity m

ethod

）
は
、
関
連
会
社
や
子
会
社
と
い
っ
た
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
の
会
計
処
理
と
し
て
、
国
際
的
に
長
ら

く
用
い
ら
れ
て
き
た
方
法
で
あ
る
。
持
分
法
に
は
全
部
連
結
に
準
ず
る
手
法
、
す
な
わ
ち
一
行
連
結
（one-line consolidation

）
と
し
て

の
性
格
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
の
貸
借
対
照
表
価
額
を
決
定
す
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
性
格
も
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
い
ず
れ
の
視
点
か
ら
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
具
体
的
な
手
続
き
の
内
容
が
異
な
り
う
る
。
こ
れ
ま
で
持
分
法
はN

obes

（2002

）

に
よ
っ
て
一
行
連
結
（
準
連
結
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
し
て
整
理
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年E

F
R
A
G

（2014

）
な
ど
に
よ
っ
て
、
今
後
のIF

R
S

開
発
に
あ
た
り
、
持
分
法
の
位
置
づ
け
を
改
め
て
整
理
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。IF

R
S

と
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
進
め
て

い
る
日
本
基
準
で
も
同
様
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、IF

R
S

と
の
間
で
連
結
手
続
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
差
異

論　

説

（
九
七
一
）
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が
残
さ
れ
て
い
る
現
状
も
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
重
要
性
は
極
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
持
分
法
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
の
整
理
を
通
じ
て
、
現
行
の
日
本
基
準
に
お
け
る
持
分
法
の
位

置
づ
け
を
め
ぐ
る
諸
論
点
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、N

obes

（2002

）
やE

F
R
A
G

（2014

）
で
は
、
実
際
の
会
計
処
理
規
定

を
検
証
す
る
こ
と
で
持
分
法
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
っ
て
考
察
を
進
め
る
。

Ⅱ　

持
分
法
の
位
置
づ
け

E
F
R
A
G

（2014

）
で
は
、
現
行
のIA
S
28 

の
規
定
を
前
提
に
一
行
連
結
と
し
て
の
持
分
法
と
測
定
基
礎
と
し
て
の
持
分
法
に
つ
い
て

の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ずE

F
R
A
G

（2014

）
に
よ
る
検
討
を
題
材
と
し
て
、
持
分
法
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理

す
る
。

1
．
一
行
連
結
と
し
て
の
持
分
法

IA
S
28

「
関
連
会
社
お
よ
び
共
同
支
配
企
業
に
対
す
る
投
資
」（par.3

）
に
よ
れ
ば
、
持
分
法
と
は
「
投
資
を
最
初
に
取
得
原
価
（cost

）

で
認
識
し
、
そ
れ
以
後
、
被
投
資
企
業
（investee

）
の
純
資
産
に
対
す
る
投
資
企
業
（investor

）
の
持
分
（share

）
の
取
得
後
の
変
動
に

応
じ
て
修
正
す
る
会
計
処
理
方
法
を
い
う
。
投
資
企
業
の
純
損
益
（profi t or loss

）
に
対
す
る
投
資
企
業
の
持
分
が
含
ま
れ
、
投
資
企
業

の
そ
の
他
の
包
括
利
益
（other com

prehensive incom
e

）
に
は
、
被
投
資
企
業
の
そ
の
他
の
包
括
利
益
に
対
す
る
投
資
企
業
の
持
分
が
含

（
九
七
二
）
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ま
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
持
分
法
の
基
本
的
手
続
き
は
、
被
投
資
企
業
（
関
連
会
社
や
共
同
支
配
企
業
）
に
お
い
て
生
じ
た
純
資
産
の
変
動
を
、

投
資
企
業
が
保
有
す
る
投
資
勘
定
に
お
い
て
反
映
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
被
投
資
企
業
の
純
資
産
に
対
す
る
持
分
と
投
資
勘
定

と
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
会
計
処
理
を
行
う
持
分
法
は
、
そ
も
そ
も
連
結
の
技
術
が
発
展
す
る
以
前
に
子
会
社
に
対
す
る
投
資
を
会
計
処
理
す

る
た
め
の
方
法
と
し
て
発
祥
し
た
。
単
純
に
会
計
手
続
き
が
展
開
し
た
時
系
列
と
し
て
は
持
分
法
が
全
部
連
結
（full-line consolidation

）

に
先
ん
じ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
全
部
連
結
が
主
要
な
連
結
手
続
き
と
な
っ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
持
分
法
に
は
全
部
連
結
に
準
じ

る
手
続
き
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
1
）

。

持
分
法
が
一
行
連
結
で
あ
る
と
さ
れ
る
主
要
な
根
拠
は
、
持
分
法
で
実
施
さ
れ
る
手
続
き
が
全
部
連
結
に
お
い
て
必
要
と
な
る
手
続
き

と
類
似
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。E

F
R
A
G

（2014

）
で
も
、IA

S
28 

で
要
求
さ
れ
る
手
続
き
がIF

R
S
10

「
連
結
財
務
諸
表
」
に

お
け
る
規
定
と
類
似
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
（par.35

）。
具
体
的
に
は
、
の
れ
ん
の
取
扱
い
と
投
資
企
業
と
被
投
資
企
業
と
の
間

で
行
わ
れ
た
取
引
か
ら
生
じ
た
損
益
の
取
扱
い
で
あ
る
。

⑴　

の
れ
ん
の
取
扱
い

ま
ず
全
部
連
結
に
お
い
て
は
、
親
会
社
の
子
会
社
に
対
す
る
投
資
の
帳
簿
価
額
と
、
子
会
社
の
資
本
の
う
ち
親
会
社
の
持
分
相
当
額
が

相
殺
消
去
さ
れ
る
（IF

R
S
10, par.B

86

（b

））。
こ
の
と
き
、IF

R
S
3

「
企
業
結
合
」
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
投
資
の
帳
簿
価
額
が
子
会

社
の
資
本
（
識
別
可
能
純
資
産
）
を
超
過
す
る
金
額
は
の
れ
ん
と
し
て
認
識
さ
れ
、
不
足
す
る
金
額
は
割
安
購
入
益
（
2
）

と
し
て
認
識
さ
れ
る

（pars.32－
36

）。

他
方
持
分
法
で
も
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
を
行
っ
た
時
点
で
の
れ
ん
相
当
額
が
把
握
さ
れ
る
。
た
だ
、
相
殺
消
去
と
い
っ
た
処

（
九
七
三
）
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理
は
行
わ
れ
な
い
た
め
、
の
れ
ん
を
個
別
の
資
産
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
な
く
投
資
勘
定
に

含
め
ら
れ
た
ま
ま
と
な
る
（IA

S
28, par.32

（a

））。
他
方
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
原
価

が
被
投
資
企
業
の
識
別
可
能
純
資
産
の
公
正
価
値
に
対
す
る
投
資
企
業
の
持
分
に
満
た
な
い
場

合
に
は
、
当
該
不
足
額
が
利
益
と
し
て
認
識
さ
れ
る
（par.32

（b

））。
以
下
、
具
体
的
な
数
値

例
を
用
い
て
両
者
を
比
較
す
る
。

【
設
例
1‒

ａ
】

Ｐ
社
は
×
一
年
四
月
一
日
に
Ｓ
社
の
発
行
済
議
決
権
付
株
式
の
一
〇
〇
％
を
三
五
〇
〇
で
取

得
し
た
。
同
日
に
お
け
る
両
社
の
財
政
状
態
は
【
表
1‒

ａ
】
の
通
り
で
あ
っ
た
。
な
お
、
Ｓ

社
の
諸
資
産
の
公
正
価
値
は
、
四
〇
〇
〇
で
あ
っ
た
。
ま
た
税
効
果
は
無
視
す
る
。
計
算
条
件

か
ら
す
る
と
Ｐ
社
が
Ｓ
社
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
し
、
全
部
連
結
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
全
部
連
結
と
持
分
法
の
計
算
結
果
を
純
粋
に
比
較
す
る
観
点
か
ら
、
同
様
の
条
件

で
持
分
法
を
適
用
し
た
結
果
を
併
せ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

全
部
連
結
で
は
Ｐ
社
と
Ｓ
社
の
財
政
状
態
計
算
書
を
単
純
合
算
す
る
。
そ
の
上
で
Ｐ
社
の
Ｓ

社
に
対
す
る
投
資
で
あ
る
Ｓ
社
株
式
と
Ｓ
社
の
資
本
と
の
相
殺
消
去
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
時
、

Ｓ
社
の
諸
資
産
は
支
配
獲
得
日
の
公
正
価
値
で
再
測
定
さ
れ
、
Ｓ
社
株
式
と
の
相
殺
消
去
差
額

が
の
れ
ん
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（【
表
2‒

ａ
】
全
部
連
結
）。
他
方
、
持
分
法
で
は

Ｐ
社
と
Ｓ
社
の
財
政
状
態
計
算
書
の
合
算
は
行
わ
れ
な
い
た
め
、
Ｓ
社
株
式
の
取
得
日
に
限
っ

【表1-a】　財政状態計算書

財政状態計算書 Ｐ社 Ｓ社

諸 資 産 4,000 3,000

Ｓ 社 株 式 3,500 ─

合　　計 7,500 3,000

諸 負 債 4,500 1,000

資 本 3,000 2,000

合　　計 7,500 3,000

（
九
七
四
）



持
分
法
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

九
三

て
み
れ
ば
Ｐ
社
の
財
政
状
態
計
算
書
は
持
分
法
適
用
前
と
比
べ
て
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
全

部
連
結
と
同
様
の
計
算
手
順
に
よ
っ
て
、
の
れ
ん
五
〇
〇
が
Ｓ
社
株
式
の
中
に
含
め
ら
れ
た
状

態
で
把
握
さ
れ
て
い
る
（【
表
2‒

ａ
】
持
分
法
）。

全
部
連
結
と
持
分
法
と
で
、
の
れ
ん
の
取
扱
い
が
整
合
的
で
あ
る
こ
と
は
、
割
安
購
入
益
が

生
じ
る
ケ
ー
ス
を
考
慮
す
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
。

【
設
例
1‒

ｂ
】

【
設
例
1‒

ａ
】
に
お
け
る
Ｓ
社
株
式
の
取
得
原
価
が
一
八
〇
〇
で
あ
っ
た
と
し
、
併
せ
て
Ｐ

社
お
よ
び
Ｓ
社
の
財
政
状
態
を
【
表
1‒

ｂ
】
の
よ
う
に
修
正
す
る
。
そ
の
他
の
条
件
に
変
更

は
な
い
。

全
部
連
結
で
は
投
資
と
資
本
の
相
殺
消
去
を
行
い
、
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
後
の
Ｓ
社
の

資
本
三
〇
〇
〇
に
対
し
て
Ｓ
社
株
式
の
取
得
原
価
が
一
八
〇
〇
で
あ
る
か
ら
、
差
額
一
二
〇
〇

が
割
安
購
入
益
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
他
方
、
持
分
法
で
も
Ｓ
社
の
資
本
に
対
し
て
投
資
の
原

価
が
不
足
し
て
い
る
金
額
が
利
益
と
し
て
認
識
さ
れ
る
が
、
持
分
法
で
は
投
資
勘
定
を
用
い
て

処
理
が
行
わ
れ
る
た
め
、
同
額
だ
け
Ｓ
社
株
式
も
増
額
す
る
こ
と
と
な
る
点
に
注
意
が
必
要
で

あ
ろ
う
（
3
）

。
い
ず
れ
の
手
続
に
お
い
て
も
、
認
識
さ
れ
た
項
目
は
利
益
剰
余
金
に
含
め
ら
れ
て
Ｐ

社
の
資
本
に
お
い
て
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。【
表
2‒

ｂ
】
で
は
割
安
購
入
益
と
し
て
処
理

さ
れ
た
部
分
の
み
を
利
益
剰
余
金
と
し
て
別
掲
し
て
い
る
。

【表2-a】　全部連結または持分法適用後のＰ社の財政状態計算書（のれんの場合）

全部連結 持分法

諸 資 産 8,000 4,000

の れ ん 500 ─

Ｓ 社 株 式 ─ 3,500

合　　計 8,500 7,500

諸 負 債 5,500 4,500

資 本 3,000 3,000

合　　計 8,500 7,500

（
九
七
五
）
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こ
の
よ
う
に
全
部
連
結
に
お
い
て
被
取
得
企
業
に
対

す
る
支
配
の
獲
得
時
に
必
要
と
な
る
手
続
き
と
基
本
的

に
同
様
の
手
続
き
が
持
分
法
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
、
被
取
得
企
業
と
は
異
な
り
、
持
分
法
の

適
用
対
象
で
あ
る
関
連
会
社
や
共
同
支
配
企
業
に
対
し

て
、
投
資
企
業
は
（
少
な
く
と
も
単
体
で
は
）
支
配
を
有

さ
な
い
。
こ
の
た
め
、
の
れ
ん
は
個
別
の
資
産
と
し
て

は
認
識
さ
れ
ず
、
投
資
勘
定
に
含
め
ら
れ
た
ま
ま
に
な

る
。
さ
ら
に
、
の
れ
ん
の
減
損
処
理
に
つ
い
て
も
全
部

連
結
の
場
合
と
持
分
法
と
で
取
扱
い
が
異
な
る
。
す
な

わ
ち
、
の
れ
ん
を
個
別
の
資
産
と
し
て
認
識
す
る
全
部

連
結
の
場
合
、IA

S
36

「
資
産
の
減
損
」
の
規
定
に
し

た
が
い
、
の
れ
ん
が
関
連
す
る
資
金
生
成
単
位
に
配
分

さ
れ
た
後
、
そ
の
回
収
可
能
価
額
と
帳
簿
価
額
と
を
比

較
す
る
形
で
、
減
損
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
る
（pars.80, 

90

）。
そ
し
て
、
の
れ
ん
に
つ
い
て
認
識
さ
れ
た
減
損

損
失
の
戻
入
れ
は
禁
止
さ
れ
る
（par.124

）。
他
方
、

【表1-b】　財政状態計算書

財政状態計算書 Ｐ社 Ｓ社

諸 資 産 4,000 3,000

Ｓ 社 株 式 1,800 ─

合　　計 5,800 3,000

諸 負 債 4,500 1,000

資 本 1,300 2,000

合　　計 5,800 3,000

【表2-b】　全部連結または持分法適用後のＰ社の財政状態計算書（負ののれんの場合）

全部連結 持分法

諸 資 産 8,000 4,000

Ｓ 社 株 式 ─ 3,000

合　　計 8,000 7,000

諸 負 債 5,500 4,500

資 本 1,300 1,300

利 益 剰 余 金 1,200 1,200

合　　計 8,000 7,000

（
九
七
六
）
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の
れ
ん
を
個
別
の
資
産
と
し
て
認
識
し
な
い
持
分
法
の
下
で
は
、
投
資
全
体
を
単
一
の
資
産
と
し
てIA

S
36 

に
基
づ
く
減
損
テ
ス
ト
を

実
施
し
、
減
損
損
失
を
認
識
し
て
も
投
資
の
帳
簿
価
額
を
構
成
す
る
の
れ
ん
等
の
個
別
の
資
産
に
は
配
分
さ
れ
な
い
（IA

S
28, par.42

）。

そ
し
て
減
損
損
失
の
認
識
以
後
に
お
い
て
回
収
可
能
価
額
が
回
復
す
れ
ば
減
損
損
失
の
戻
入
が
認
め
ら
れ
る
（par.42

）。
結
果
と
し
て
、

投
資
に
含
ま
れ
る
の
れ
ん
に
減
損
が
生
じ
て
も
、
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
減
損
損
失
が
戻
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
行IF

R
S

で
は
、
一
方
で
全
部
連
結
と
持
分
法
で
類
似
す
る
手
続
が
規
定
さ
れ
つ
つ
も
、
他
方
で
は
両
者
を
明
確
に
区

別
す
る
規
定
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
持
分
法
を
一
行
連
結
と
し
て
位
置
づ
け
る
主
な
根
拠
は
、
全
部
連
結
と
の
整
合
性

に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
持
分
法
の
手
続
が
全
部
連
結
と
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
持
分
法
が
一
行
連
結
と
し
て
明
確
に

位
置
づ
け
ら
れ
な
い
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
部
連
結
と
持
分
法
と
に
異
な
る
手
続
き
が
生
じ
た
主
な
要
因

は
、IF

R
S

が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
範
囲
と
な
る
報
告
企
業
（reporting entity

）
の
範
囲
を
、
排
他
的
支
配
（exclusive control

）

に
基
づ
い
て
画
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。E

F
R
A
G

（2014

）
で
は
、IF

R
S
10 

に
お
い
て
支
配
の
概
念
に
基
づ

い
た
連
結
範
囲
の
決
定
が
行
わ
れ
（par.47

）、IF
R
S
3 

で
は
支
配
概
念
に
基
づ
い
た
認
識
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
（par.48

）。
さ
ら
に
、
段
階
的
な
支
配
の
獲
得
（
い
わ
ゆ
る
段
階
取
得
）
や
支
配
の
喪
失
が
あ
っ
た
場
合
と
、
子
会
社
に
対
す
る
支
配

を
維
持
し
た
状
態
で
の
子
会
社
に
対
す
る
投
資
の
追
加
取
得
や
一
部
売
却
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
が
異
な
る
こ
と
も
、
併
せ
て
指
摘
し

て
い
る
（
4
）

（par.50

）。
そ
し
てE

F
R
A
G

（2014

）
で
は
、
持
分
法
を
一
行
連
結
と
見
た
場
合
、
投
資
の
状
態
が
変
化
し
な
い
範
囲
で
関
連

会
社
に
対
す
る
追
加
的
な
投
資
が
行
わ
れ
る
と
、
当
該
投
資
に
含
ま
れ
る
追
加
的
な
の
れ
ん
（
ま
た
は
負
の
の
れ
ん
）
が
把
握
さ
れ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
（pars.56, 57

）。

以
上
の
よ
う
に
、
全
部
連
結
と
一
行
連
結
と
し
て
の
持
分
法
に
お
い
て
、
の
れ
ん
を
め
ぐ
る
処
理
の
相
違
は
、
投
資
企
業
が
被
投
資
企

（
九
七
七
）
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業
に
対
す
る
支
配
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⑵　

投
資
企
業
と
被
投
資
企
業
と
の
間
で
行
わ
れ
た
取
引
か
ら
生
じ
た
損
益
の
取
扱
い

ま
ず
投
資
企
業
と
被
投
資
企
業
と
の
間
で
の
取
引
に
は
、
投
資
企
業
か
ら
被
投
資
企
業
へ
の
商
品
等
の
販
売
取
引
（
ダ
ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム

取
引
）
と
被
投
資
企
業
か
ら
投
資
企
業
へ
向
け
た
販
売
取
引
（
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
）
が
あ
る
。

全
部
連
結
に
お
い
て
は
、
親
子
会
社
の
間
で
行
わ
れ
た
取
引
か
ら
生
じ
た
損
益
は
、
全
額
消
去
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（IF

R
S
10, 

par.B
86

（c

））。
ダ
ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
お
よ
び
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
企
業
集
団
内
部
で
行
わ
れ
た
取
引

で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
損
益
は
未
実
現
の
損
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
消
去
が
必
要
と
な
る
。
問
題
は
消
去
し
た
未

実
現
損
益
の
負
担
関
係
で
あ
る
。

【
設
例
2
】

Ｐ
社
は
Ｓ
社
の
発
行
済
議
決
権
付
株
式
の
八
〇
％
を
保
有
し
て
い
る
。

⑴　

Ｐ
社
は
原
価
八
〇
〇
の
商
品
を
一
〇
〇
〇
で
Ｓ
社
に
販
売
し
、
Ｓ
社
は
当
該
商
品
を
販
売
せ
ず
に
保
有
し
て
い
る
。

⑵　

Ｓ
社
は
原
価
八
〇
〇
の
商
品
を
一
〇
〇
〇
で
Ｐ
社
に
販
売
し
、
Ｐ
社
は
当
該
商
品
を
販
売
せ
ず
に
保
有
し
て
い
る
。

ま
ず
【
設
例
2
】
の
⑴
に
あ
る
よ
う
な
ダ
ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
で
は
、
Ｓ
社
の
棚
卸
資
産
に
含
ま
れ
る
未
実
現
利
益
二
〇
〇
を
消
去

し
た
際
、
そ
の
総
額
を
Ｐ
社
の
持
分
保
有
者
の
み
が
負
担
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｐ
社
の
持
分
相
当
一
六
〇
（
＝
二
〇
〇
×
八
〇
％
）
の
み

を
負
担
し
、
残
額
を
非
支
配
持
分
（non-controlling interest

）
の
保
有
者
が
負
担
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。IF

R
S

で
は
負
担
関
係
に

つ
い
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
利
益
を
付
加
し
て
い
る
の
が
親
会
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
会
社
の
持
分
保
有
者
の
み
が
負
担
す
べ
き

（
九
七
八
）
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で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
ー
マ
ツ
（2014

）
で
は
、
非
支
配
持
分
に
負
担
さ
せ
な
い
考
え
方
が
示
さ
れ
て
お
り
（p.573

）、
実
務
上
で
も

同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
【
設
例
2
】
の
⑵
に
あ
る
よ
う
な
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
で
は
、
Ｐ
社
の
棚
卸
資
産
に
含
ま
れ
る
未
実
現
利
益
二
〇
〇
を
付
加

し
た
の
は
Ｓ
社
で
あ
る
。
前
述
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
利
益
を
付
加
し
た
Ｓ
社
の
持
分
保
有
者
で
あ
る
Ｐ
社
お
よ
び
非
支
配
持
分
保
有
者
の

双
方
に
よ
っ
て
、
持
分
比
率
に
応
じ
た
一
六
〇
と
四
〇
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
ト
ー
マ
ツ
（2014, 

p.574

）
で
は
、
Ｐ
社
の
持
分
保
有
者
の
み
で
負
担
す
る
と
い
う
考
え
方
も
示
さ
れ
て
お
り
（
5
）

、
実
務
上
は
い
ず
れ
の
負
担
方
法
も
採
用
さ
れ

て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
全
部
連
結
で
は
企
業
集
団
内
部
の
取
引
か
ら
生
じ
た
未
実
現
損
益
は
、
全
額
を
消
去
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
負

担
関
係
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
は
、
ダ
ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
ま
た
は
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
の
取
引
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。

持
分
法
に
お
い
て
も
、
投
資
企
業
と
被
投
資
企
業
と
の
間
で
行
わ
れ
た
取
引
か
ら
生
じ
た
損
益
の
消
去
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
ダ

ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
お
よ
び
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
付
加
さ
れ
た
損
益
の
う
ち
投
資
企
業
の
持
分

相
当
の
み
が
消
去
の
対
象
と
な
る
（IA

S
28, par.28

）。
仮
に
【
設
例
2
】
の
状
況
で
持
分
法
を
適
用
し
た
場
合
、
⑴
と
⑵
の
い
ず
れ
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
Ｐ
社
の
持
分
相
当
の
一
六
〇
（
＝
二
〇
〇
×
八
〇
％
）
が
消
去
の
対
象
と
な
り
、
消
去
部
分
は
投
資
勘
定
を
用
い
て
処

理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
全
部
連
結
と
は
異
な
り
、
Ｐ
社
の
持
分
相
当
の
利
益
し
か
消
去
さ
れ
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
ダ

ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
の
場
合
、
利
益
を
付
加
し
た
の
は
Ｐ
社
で
あ
る
か
ら
、
利
益
の
総
額
を
消
去
し
Ｐ
社
の
持
分
保
有
者
の
み
で
負
担

す
る
（
Ｓ
社
株
式
勘
定
に
お
い
て
消
去
し
た
利
益
の
全
額
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
）
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
全
部
連
結
と
の
整

合
性
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
九
七
九
）
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E
F
R
A
G

（2014

）
で
は
、
投
資
企
業
の
持
分
の
範
囲
で
の
み
損
益
の
消
去
を
行
う
こ
と
が
、IF

R
S
10 

で
採
用
す
る
実
体
観
（entity 

perspective

）
と
対
立
す
る
所
有
主
観
（proprietary perspective

）
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
（
6
）

と
指
摘
し
て
い
る
（par.36

）。
す
な
わ
ち

全
部
連
結
に
お
け
る
実
体
観
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
付
加
さ
れ
た
損
益
は
そ
の
全
額
が
消
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
持
分
法
で
は

投
資
企
業
の
持
分
相
当
の
み
が
消
去
さ
れ
る
点
が
所
有
主
観
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
論
的
枠
組
み
に
照
ら
し
て
も
全

部
連
結
と
持
分
法
と
の
間
で
一
貫
性
が
な
い
点
が
、
持
分
法
を
一
行
連
結
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
、
も
う
一
つ
の
要
因
と
言

え
る
。

2
．
測
定
基
礎
と
し
て
の
持
分
法

持
分
法
を
適
用
す
る
と
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
勘
定
に
は
取
得
原
価
以
外
の
測
定
値
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
意
味
で

持
分
法
は
投
資
の
測
定
基
礎
の
一
種
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
7
）

。IA
S
28 

で
も
、
持
分
法
が
投
資
の
測
定
基
礎
と
し
て
の

性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。E

F
R
A
G

（2014, par.29

）
で
は
、
被
投
資
企
業
に
生
じ
た
損
失
が
投
資
企

業
の
保
有
す
る
投
資
の
帳
簿
価
額
を
超
過
し
た
場
合
、
当
該
損
失
に
投
資
企
業
が
責
任
を
負
う
な
ど
の
条
件
が
な
い
限
り
、
超
過
し
た
部

分
に
つ
い
て
は
会
計
処
理
が
な
さ
れ
な
い
（IA

S
28, par.38

）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
全
部
連
結
に
お
い
て
は
子
会
社
が
累

積
し
た
損
失
に
よ
り
債
務
超
過
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
変
わ
ら
ず
連
結
手
続
き
が
実
施
さ
れ
る
が
、
持
分
法
で
は
損
失
の
認
識
に
よ
り
投

資
勘
定
の
残
高
が
ゼ
ロ
に
な
れ
ば
、
そ
れ
以
降
損
失
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
取
扱
い
は
、
個
別
の
資
産
評
価
と
整
合
的
で

あ
り
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
を
資
産
の
一
種
と
見
て
測
定
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
投
資
企
業
が
被
投
資
企
業
に
対
す
る
決
済
計
画
の
な
い
貸
付
な
ど
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
投
資
の
延
長

（
九
八
〇
）
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（extension

）
と
捉
え
、
投
資
の
帳
簿
価
額
を
越
え
た
部
分
の
減
額
が
な
さ
れ
る
（IA
S
28, par.38

）。
以
上
の
処
理
を
踏
ま
え
て
も
被
投
資

企
業
の
損
失
に
対
す
る
持
分
が
残
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
分
の
損
失
は
認
識
さ
れ
な
い
。
た
だ
、
投
資
企
業
に
損
失
を
負
担
す
べ
き
法

的
債
務
な
ど
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
範
囲
内
で
損
失
と
負
債
の
認
識
が
行
わ
れ
る
（par.39

）。
こ
の
よ
う
に
、
持
分
法
の
手
続
の

結
果
に
よ
っ
て
は
、
投
資
勘
定
の
み
で
会
計
処
理
が
終
わ
ら
ず
に
他
の
資
産
や
負
債
項
目
を
用
い
て
処
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

一
概
に
投
資
の
測
定
基
礎
と
位
置
づ
け
る
の
は
難
し
い
。

持
分
法
を
測
定
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
る
別
の
根
拠
は
、
会
計
単
位
（unit of account

）
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
。E

F
R
A
G

（2014, 

par.43

）
で
は
、
近
年
のIA

S
B

に
よ
る
決
定
の
中
に
は
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
を
単
一
の
会
計
単
位
と
し
て
述
べ
て
い
る
も
の

が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
記
述
を
挙
げ
て
い
る
（
括
弧
お
よ
び
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

・IA
S
28

（par.B
C
Z
45

）
の
記
述

「
…
当
審
議
会
は
、（
投
資
）
企
業
が
支
配
し
認
識
し
て
い
る
唯
一
の
資
産
が
投
資
で
あ
る
た
め
、（
投
資
）
企
業
は
、
関
連
会
社
ま
た

は
共
同
支
配
企
業
（
被
投
資
企
業
）
に
対
す
る
投
資
の
帳
簿
価
額
の
一
部
を
構
成
す
る
資
産
に
減
損
損
失
を
配
分
す
べ
き
で
は
な
い

と
決
定
し
た
。」

・
二
〇
〇
九
年
改
訂
のIA

S
39

「
金
融
商
品
：
認
識
お
よ
び
測
定
」（par.B

C
24D

）
の
記
述

「
…
関
連
会
社
に
対
す
る
持
分
の
取
得
は
、
金
融
商
品
の
取
得
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
関
連
会
社
に
対
す
る
持
分
の
取
得
は
、
構
成

す
る
純
資
産
の
事
後
の
連
結
を
伴
う
事
業
の
取
得
を
表
し
て
い
な
い
。
当
審
議
会
は
、IA

S

第
二
八
号
の
第
二
〇
項
（
現
行
基
準
の

二
六
項
）
は
関
連
会
社
に
対
す
る
投
資
の
会
計
処
理
に
用
い
ら
れ
る
方
法
論
の
み
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
。
こ
れ
は
、

（
九
八
一
）
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〇

企
業
結
合
お
よ
び
連
結
に
関
す
る
原
則
が
、
関
連
会
社
お
よ
び
共
同
支
配
企
業
に
対
す
る
投
資
に
類
推
適
用
で
き
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
な
い
。」

以
上
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
持
分
法
の
適
用
対
象
と
な
る
被
投
資
企
業
へ
の
投
資
を
単
一
の
会
計
単
位
、
す
な
わ
ち
一
つ

の
資
産
と
見
て
、
資
産
と
し
て
の
会
計
処
理
を
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
子
会
社
に
対
す
る
投
資
を
全
部
連
結
で
処
理
す
る
場
合
、
投

資
を
通
じ
た
親
会
社
に
よ
る
排
他
的
支
配
は
子
会
社
の
資
産
お
よ
び
負
債
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
の
た
め
、
会
計
単
位
は
子
会
社
が
保
有
す
る

個
々
の
資
産
お
よ
び
負
債
と
さ
れ
る
。
他
方
、
関
連
会
社
や
共
同
支
配
企
業
の
資
産
お
よ
び
負
債
に
対
し
て
は
、
投
資
企
業
は
支
配
を
有

さ
ず
、
そ
れ
ら
の
会
社
に
対
す
る
投
資
を
支
配
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
会
計
単
位
も
投
資
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

E
F
R
A
G

（2014, par.34

）
で
も
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
が
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
上
の
資
産
の
定
義
（
8
）

に
合
致
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
支
配
の
有
無
（
よ
り
厳
密
に
は
投
資
を
行
っ
て
い
る
親
会
社
や
投
資
企
業
の
支
配
が
及
ぶ
範
囲
が
ど
こ
ま
で
で
あ
る
か
）
と
い
う
観
点
が

登
場
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
投
資
企
業
が
支
配
す
る
の
は
資
産
と
し
て
の
投
資
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
適
用
さ
れ
る
持
分

法
の
位
置
づ
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
考
え
れ
ば
、
資
産
に
対
す
る
測
定
基
礎
の
一
種
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
資
産
の
測

定
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
る
場
合
に
は
、
現
行
の
取
得
原
価
や
公
正
価
値
に
よ
る
測
定
を
行
う
枠
組
み
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も

異
な
る
持
分
法
に
よ
る
測
定
値
を
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
（
9
）

。
そ
こ
で
、
持
分
法
を
測
定
基
礎
と
し
て
位

置
づ
け
る
場
合
に
、
持
分
法
の
手
続
内
容
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
前
述
の
検
討
で
も
見
た
と
お
り
、
現
行

の
持
分
法
の
手
続
に
は
全
部
連
結
と
整
合
的
な
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
一
行
連
結
と
し
て
持
分
法
を
位
置
づ
け
る
根
拠
と
さ
れ
た
。
持
分

法
を
一
行
連
結
と
は
異
な
る
測
定
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
手
続
内
容
も
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
、

（
九
八
二
）



持
分
法
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

一
〇
一

E
F
R
A
G

（2014

）
で
は
、
持
分
法
を
測
定
基
礎
と
位
置
づ
け
た
場
合
に
は
、
投
資
企
業
と
被
投
資
企
業
と
の
間
で
行
わ
れ
る
取
引
は
、

第
三
者
（a third party

）
と
の
取
引
と
同
様
に
会
計
処
理
さ
れ
る
べ
き
と
の
主
張
が
な
さ
れ
得
る
と
さ
れ
る
（par.60

）。
し
た
が
っ
て
、

ダ
ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
や
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
か
ら
生
じ
る
損
益
は
消
去
さ
れ
ず
に
、
総
額
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

（par.61

）。
こ
の
よ
う
に
全
部
連
結
と
整
合
的
な
手
続
き
を
除
外
し
て
い
け
ば
、
持
分
法
に
よ
る
測
定
値
は
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資

企
業
の
持
分
額
の
み
を
反
映
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
測
定
値
を
取
得
原
価
や
公
正
価
値
と
並
列

的
に
位
置
づ
け
る
に
は
、
や
は
り
追
加
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
行
のIF

R
S

に
お
け
る
持
分
法
は
、
一
行
連
結
と
し
て
の
側
面
と
測
定
基
礎
と
し
て
の
側
面
の
双
方
を
有
し
て
い

る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
基
準
開
発
の
過
程
も
加
味
す
れ
ば
、
一
行
連
結
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、
支
配

の
概
念
を
ア
ン
カ
ー
と
し
た
整
理
を
経
て
、
測
定
基
礎
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
行
う
方
向
へ
と
シ
フ
ト
し
よ
う
と
し
て
い
る
過
渡
期
な
の

か
も
し
れ
な
い
。E

F
R
A
G

（2014, par.45
）
で
は
、「
…IA

S
B

は
、
子
会
社
、
共
同
支
配
企
業
お
よ
び
関
連
会
社
に
対
す
る
投
資
の
会

計
単
位
は
、
全
体
と
し
て
の
投
資
（investm

ent as w
hole

）
で
あ
る
と
、
一
応
決
定
し
た
」
と
し
て
い
る
（
10
）

。

Ⅲ　

現
行
の
日
本
基
準
に
お
け
る
持
分
法
の
位
置
づ
け

日
本
基
準
に
お
い
て
は
、IF

R
S

と
の
会
計
基
準
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

IF
R
S

に
お
け
る
持
分
法
の
取
扱
い
の
変
化
は
、
日
本
基
準
の
開
発
に
も
影
響
す
る
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
こ
で
、
現
行
の
企
業
会
計
基

準
第
一
六
号
「
持
分
法
に
関
す
る
会
計
基
準
」
お
よ
び
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第
九
号
「
持
分
法
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
」
の
規
定
を

（
九
八
三
）
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一
〇
二

確
認
す
る
こ
と
で
、
持
分
法
の
位
置
づ
け
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

1
．
の
れ
ん
の
取
扱
い

企
業
会
計
基
準
第
一
六
号
（par.11

）
に
よ
れ
ば
、「
投
資
会
社
の
投
資
日
に
お
け
る
投
資
と
こ
れ
に
対
応
す
る
被
投
資
会
社
の
資
本
と

の
間
に
差
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
差
額
は
の
れ
ん
ま
た
は
負
の
の
れ
ん
と
し
、
の
れ
ん
は
投
資
に
含
め
て
処
理
す
る
」
こ
と
と
さ
れ

る
。
の
れ
ん
ま
た
は
負
の
の
れ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
」
に
従
っ
て
処

理
す
る
必
要
が
あ
る
（par.12
）。
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
に
よ
れ
ば
、
の
れ
ん
は
資
産
に
計
上
し
二
〇
年
以
内
の
そ
の
効
果
の
及
ぶ
期

間
に
渡
っ
て
償
却
が
行
わ
れ
る
（
11
）

（par.32

）。
他
方
負
の
の
れ
ん
は
、
生
じ
た
事
業
年
度
の
利
益
と
し
て
処
理
さ
れ
る
（par.33

）。
企
業
会

計
基
準
第
一
六
号
の
準
用
規
定
に
も
み
ら
れ
る
と
お
り
、
の
れ
ん
を
め
ぐ
る
取
り
扱
い
は
、
全
部
連
結
に
お
け
る
処
理
と
整
合
的
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
の
れ
ん
の
減
損
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
日
本
基
準
で
は
個
別
財
務
諸
表
と
連
結
財
務
諸
表
上
と
で
取
扱
い
が
分
か
れ
る
。

ま
ず
個
別
財
務
諸
表
で
は
企
業
会
計
基
準
第
一
〇
号
「
金
融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準
」
の
規
定
（pars.20, 21

）
に
基
づ
い
て
、
被
投

資
会
社
に
対
す
る
投
資
の
時
価
が
著
し
く
下
落
し
た
場
合
で
時
価
回
復
の
見
込
が
無
い
場
合
（
時
価
の
把
握
が
困
難
な
場
合
に
は
実
質
価
額
が

著
し
く
低
下
し
た
場
合
）
に
、
減
損
処
理
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
取
扱
い
は
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
を
単
一
の
会
計
単
位
と
捉
え
、
投

資
全
体
の
減
額
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
基
準
で
は
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
持
分
法
の
適
用
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ

こ
で
の
処
理
は
持
分
法
を
測
定
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
、
連
結
財
務
諸
表
に
お

い
て
は
持
分
法
が
適
用
さ
れ
る
。
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第
九
号
（par.9

）
で
は
、
の
れ
ん
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
会
計
制
度
委
員
会

（
九
八
四
）



持
分
法
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

一
〇
三

報
告
第
七
号
「
連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
資
本
連
結
手
続
に
関
す
る
実
務
指
針
」
の
定
め
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
全
部
連
結
に
お

い
て
個
別
の
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
た
の
れ
ん
の
減
損
処
理
と
同
様
の
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
固
定
資
産
の
減
損

に
係
る
会
計
基
準
」
の
定
め
に
従
い
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
認
識
さ
れ
た
減
損
損
失
は
、
投
資
勘
定
に
含
め
ら
れ
て
い

る
の
れ
ん
に
優
先
的
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
二
、
8
）。
こ
の
よ
う
に
、
の
れ
ん
の
減
損
に
関
す
る
取
扱
い
を
見
て
も
、
日
本
基
準

に
お
け
る
持
分
法
で
は
全
部
連
結
と
整
合
的
な
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
行
連
結
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

2
．
投
資
企
業
と
被
投
資
企
業
と
の
間
で
行
わ
れ
た
取
引
か
ら
生
じ
た
損
益
の
取
扱
い

企
業
会
計
基
準
第
一
六
号
（par.13
）
に
よ
れ
ば
、「
投
資
の
増
減
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
連
結
会
社
（
親
会
社
お
よ
び
連
結
さ
れ
る

子
会
社
）
と
持
分
法
の
適
用
会
社
と
の
間
の
取
引
に
係
る
未
実
現
損
益
を
消
去
す
る
た
め
の
修
正
を
行
う
」
こ
と
と
さ
れ
る
。
企
業
会
計

基
準
第
一
六
号
（par.6

）
で
は
、
持
分
法
の
適
用
対
象
と
し
て
非
連
結
子
会
社
が
含
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
結

果
と
し
て
投
資
企
業
と
被
投
資
企
業
と
の
間
で
行
わ
れ
た
取
引
か
ら
生
じ
た
未
実
現
損
益
の
修
正
は
、
被
投
資
企
業
が
非
連
結
子
会
社
で

あ
る
か
関
連
会
社
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、（
特
に
ダ
ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
の
場
合
に
）
処
理
が
異
な
る
。
以
下
、
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第

九
号
の
規
定
を
要
約
す
る
。

⑴　

ダ
ウ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
取
引

売
手
側
で
あ
る
投
資
企
業
に
生
じ
た
未
実
現
損
益
は
、
買
手
側
が
非
連
結
子
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
全
額
消
去
し
、
関
連
会
社
で
あ
る

場
合
に
は
原
則
と
し
て
当
該
関
連
会
社
に
対
す
る
投
資
企
業
の
持
分
相
当
額
を
消
去
す
る
。
こ
れ
は
買
手
側
が
関
連
会
社
の
場
合
、
投
資

企
業
の
他
に
支
配
株
主
や
主
要
な
株
主
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
彼
ら
の
持
分
部
分
に
つ
い
て
は
実
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

（
九
八
五
）



政
経
研
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五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
〇
四

に
よ
る
（par.37

）。
た
だ
し
、
他
の
株
主
に
資
金
力
が
な
く
投
資
企
業
の
み
が
関
連
会
社
の
負
債
に
対
す
る
債
務
保
証
を
行
っ
て
い
る
場

合
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
み
て
他
の
株
主
に
支
配
力
や
影
響
力
が
無
い
場
合
に
は
、
他
の
株
主
の
持
分
部
分
も
未
実
現
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
（par.37
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
投
資
企
業
に
生
じ
た
未
実
現
損
益
は
全
額
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
（par.12

）。

こ
こ
で
は
、
投
資
企
業
が
被
投
資
企
業
に
対
す
る
支
配
を
有
す
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
企
業
集
団
の
内
部
で
生
じ
た
損
益
か
否
か
と
い

う
観
点
か
ら
実
現
性
が
判
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
投
資
企
業
と
関
連
会
社
の
他
の
株
主
と
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
売

手
側
の
投
資
企
業
が
付
加
し
た
損
益
が
全
額
未
実
現
で
あ
る
と
い
う
判
定
が
な
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
。
全
部
連
結
と
異
な
る
取
扱
い
も
見

ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
整
合
的
な
処
理
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
持
分
法
に
は
一
行
連
結
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

⑵　

ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引

売
手
側
で
あ
る
持
分
法
適
用
会
社
（
非
連
結
子
会
社
お
よ
び
関
連
会
社
）
に
生
じ
た
未
実
現
損
益
の
投
資
企
業
の
持
分
相
当
額
が
消
去
の

対
象
と
な
る
（par.13

）。

ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
の
場
合
に
は
、
消
去
す
る
未
実
現
損
益
の
範
囲
に
つ
い
て
、
売
手
側
が
非
連
結
子
会
社
で
あ
る
か
関
連
会
社

で
あ
る
か
と
い
っ
た
区
別
は
な
く
、
ま
た
関
連
会
社
の
場
合
に
投
資
企
業
と
他
の
株
主
と
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
と
い
っ
た
処

理
も
な
い
。
こ
の
取
扱
い
自
体
はIA

S
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と
も
整
合
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
持
分
法
適
用
対
象
に
非
連
結
子
会
社
も
含
ま
れ
る
日
本
基

準
に
お
い
て
は
、
非
連
結
子
会
社
と
の
ア
ッ
プ
ス
ト
リ
ー
ム
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
未
実
現
損
益
に
つ
い
て
は
、
全
額
消
去
し
た
ほ
う
が

整
合
的
な
取
扱
い
と
い
え
る
。

（
九
八
六
）



持
分
法
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

一
〇
五

3
．
被
投
資
企
業
が
債
務
超
過
に
陥
っ
た
場
合
の
取
扱
い

持
分
法
の
適
用
上
、
投
資
の
日
以
降
に
被
投
資
企
業
に
生
じ
た
純
損
失
が
あ
れ
ば
、
そ
の
持
分
相
当
を
投
資
企
業
の
負
担
分
と
し
て
認

識
し
、
同
額
だ
け
投
資
勘
定
が
減
額
さ
れ
る
（
企
業
会
計
基
準
第
一
六
号
、par.12

）。
し
か
し
、
被
投
資
企
業
に
継
続
し
て
純
損
失
が
計
上

さ
れ
れ
ば
、
累
積
し
た
損
失
に
よ
り
被
投
資
企
業
が
債
務
超
過
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第
九
号
（par.20

）
に
よ

れ
ば
、
被
投
資
企
業
が
関
連
会
社
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
投
資
勘
定
の
残
高
が
ゼ
ロ
と
な
る
ま
で
減
額
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当

該
関
連
会
社
に
設
備
資
金
や
運
転
資
金
等
の
貸
付
金
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
金
が
企
業
が
継
続
し
て
い
く
た
め
の
唯
一
ま
た
は

重
要
な
資
金
源
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
よ
う
な
貸
付
金
は
実
質
的
に
投
資
と
同
様
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（par.38

）。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
関
連
会
社
に
生
じ
た
債
務
超
過
額
の
う
ち
、
投
資
企
業
が
負
担
す
べ
き
金
額
を
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
12
）

（par.20

）。
投
資
勘
定
の
残
高
を
超
え
て
認
識
さ
れ
た
債
務
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
関
連
会
社
に
対
す
る
貸
付

金
等
を
減
額
し
、
貸
付
金
等
の
残
高
を
超
え
て
認
識
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
部
分
を
「
持
分
法
適
用
に
伴
う
負
債
」

等
の
適
切
な
科
目
を
も
っ
て
負
債
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
（par.21

）。

次
に
、
持
分
法
を
適
用
し
た
非
連
結
子
会
社
に
生
じ
た
欠
損
に
つ
い
て
、
当
該
会
社
の
非
支
配
株
主
持
分
に
割
り
当
て
ら
れ
る
額
が
当

該
株
主
の
負
担
す
べ
き
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
額
は
親
会
社
で
あ
る
投
資
企
業
の
持
分
に
負
担
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
場
合
の
処
理
は
関
連
会
社
に
生
じ
た
債
務
超
過
額
の
取
扱
い
と
同
様
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（par.21

）。

被
投
資
企
業
に
生
じ
た
債
務
超
過
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
投
資
勘
定
の
残
高
の
範
囲
内
で
認
識
し
つ
つ
、
こ
れ
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
投
資
企
業
が
負
担
す
べ
き
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
額
部
分
に
つ
い
て
関
連
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
を
減
額
し
た
り
、

な
お
超
過
す
る
部
分
を
新
た
な
負
債
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
処
理
は
、
前
述
のIA

S
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に
お
け
る
取
扱
い
と
整
合
的
で
あ
る
。
こ
の

（
九
八
七
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
〇
六

場
合
の
持
分
法
も
、
全
部
連
結
と
整
合
的
な
一
行
連
結
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

4
．
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
上
の
論
点

以
上
の
よ
う
に
、
現
行
の
日
本
基
準
の
持
分
法
に
関
す
る
規
定
か
ら
す
る
と
、
日
本
基
準
に
お
け
る
持
分
法
は
、
お
お
む
ね
一
行
連
結

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
（
13
）

。
こ
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
対
象
と
し
て
非
連
結
子
会
社
が
含
ま
れ
て

い
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
基
準
に
お
い
て
連
結
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
非
連
結
子
会
社
は
、
企
業
会
計
基
準
第
二
二
号

「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（par.14

、
注
3
）

①　

支
配
が
一
時
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
企
業

②　

①
以
外
の
企
業
で
あ
っ
て
、
連
結
す
る
こ
と
に
よ
り
利
害
関
係
者
の
判
断
を
著
し
く
誤
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
企
業

③　

そ
の
資
産
、
売
上
高
等
を
考
慮
し
て
、
連
結
の
範
囲
か
ら
除
い
て
も
企
業
集
団
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
お
よ
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
合
理
的
な
判
断
を
妨
げ
な
い
程
度
に
重
要
性
の
乏
し
い
企
業

企
業
会
計
基
準
第
一
六
号
で
は
、「
非
連
結
子
会
社
」
の
定
義
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
い
ず
れ
が
持
分
法
の

適
用
対
象
と
な
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
会
計
制
度
委
員
会
報
告
第
九
号
で
は
、「
持
分
法
適
用
非
連
結
子
会
社
は
、
連
結
の
範
囲
か

ら
除
い
て
も
連
結
財
務
諸
表
へ
与
え
る
影
響
が
乏
し
い
た
め
に
持
分
法
を
適
用
し
て
い
る
」（par.3-2

）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、

実
務
上
は
③
が
持
分
法
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
14
）

。

す
な
わ
ち
、
企
業
集
団
を
構
成
す
る
子
会
社
の
う
ち
重
要
性
が
乏
し
い
た
め
に
連
結
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
子
会
社
に
対
す
る
投
資

に
適
用
さ
れ
る
持
分
法
は
、
極
力
全
部
連
結
と
整
合
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
持
分
法
に
は
一
行

（
九
八
八
）



持
分
法
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

一
〇
七

連
結
と
し
て
の
性
格
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
、IF

R
S
10

（par.31

）
に
よ
れ
ば
、
連
結
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
子
会
社
に
対
す
る
投
資
は
、IF

R
S
9

「
金
融
商
品
」
に
従
っ

て
損
益
を
通
じ
た
公
正
価
値
測
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
非
連
結
子
会
社
は
、
重
要
性
の
観
点
か
ら
連
結
除
外
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
親
会
社
の
事
業
内
容
と
異
な
る
事
業
（
資
本
増
価
や
配
当
、
利
子
、
賃
貸
収
益
な
ど
を
目
的
と
し
た
事
業
）
を
営
ん
で
い
る

た
め
に
、
連
結
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
子
会
社
で
あ
る
。
日
本
基
準
に
お
け
る
②
の
タ
イ
プ
の
非
連
結
子
会
社
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
他
の
タ
イ
プ
も
含
め
、
非
連
結
子
会
社
に
対
す
る
持
分
法
適
用
に
関
す
る
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。

企
業
会
計
基
準
委
員
会
はIF

R
S

と
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
進
め
て
い
る
が
、IF

R
S

で
は
親
会
社
が
排
他
的
に
支
配
す
る
子
会
社

に
対
す
る
投
資
に
、
持
分
法
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
。
一
方
で
、
日
本
基
準
で
は
、
連
結
上
重
要
性
の
乏
し
い
企
業
に
限
ら
れ
る
も
の

の
、
親
会
社
が
支
配
す
る
子
会
社
に
対
す
る
持
分
法
適
用
の
余
地
が
あ
る
。
支
配
の
有
無
に
よ
っ
て
投
資
に
対
す
る
会
計
処
理
を
区
別
し

よ
う
と
す
るIF

R
S

と
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
目
指
そ
う
と
す
れ
ば
、
日
本
基
準
に
お
い
て
も
同
様
の
会
計
処
理
の
区
別
が
必
要
と
な

ろ
う
。
こ
の
点
、E

F
R
A
G

（2014

）
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
表
明
し
た
企
業
会
計
基
準
委
員
会
（2014

）
で
は
、「
持
分
法
の
有
用
性
に

つ
い
て
は
、
適
用
範
囲
と
関
連
付
け
て
議
論
を
行
う
べ
き
と
考
え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
（par.4

）。
今
後
の
基
準
開
発
の
展
開
に
よ
っ

て
は
、
日
本
基
準
に
お
い
て
も
持
分
法
の
適
用
対
象
か
ら
非
連
結
子
会
社
が
除
外
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

Ⅳ　

む
す
び
に
か
え
て

持
分
法
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
、IF

R
S

で
は
排
他
的
な
支
配
を
概
念
的
な
ア
ン
カ
ー
と
し

（
九
八
九
）
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一
〇
八

た
基
準
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
支
配
の
有
無
に
よ
る
会
計
処
理
の
峻
別
は
、
従
来
の
一
行
連
結
か
ら
測
定
基
礎
へ
と
、

持
分
法
の
位
置
づ
け
を
変
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
変
化
が
よ
り
顕
著
に
な
れ
ば
、
取

得
原
価
や
公
正
価
値
と
い
っ
た
資
産
の
測
定
基
礎
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
新
た
な
論
点
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
、IA

S
28 

に
お
け
る
減
損
処
理
に
関
す
る
規
定
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（par.42

）。

「
…
投
資
全
体
の
帳
簿
価
額
に
つ
い
て
、
回
収
可
能
価
額
…
を
帳
簿
価
額
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
一
の
資
産
と
し
てIA

S
36 

号

に
従
っ
て
減
損
テ
ス
ト
を
行
う
。」

被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
を
単
一
の
資
産
と
見
て
減
損
処
理
を
行
う
旨
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
回
収
可
能
価
額
は
、

被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
の
使
用
価
値
と
売
却
コ
ス
ト
控
除
後
の
公
正
価
値
（
い
わ
ゆ
る
正
味
売
却
価
額
）
の
い
ず
れ
か
高
い
方
と
さ
れ
、

使
用
価
値
の
計
算
に
は
次
の
二
通
り
の
方
法
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
適
切
な
仮
定
を
用
い
れ
ば
両
者
は
一
致
す
る
と
さ
れ
る

（par.42

）。

⒜　

被
投
資
企
業
が
生
み
出
す
と
期
待
さ
れ
る
見
積
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
現
在
価
値
に
対
す
る
持
分
（
被
投
資
企
業
の
事
業
活

動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
お
よ
び
投
資
の
最
終
的
な
処
分
に
よ
る
収
入
額
を
含
む
）

⒝　

当
該
投
資
か
ら
受
け
取
る
配
当
お
よ
び
投
資
の
最
終
的
な
処
分
か
ら
生
じ
る
と
期
待
さ
れ
る
見
積
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の

現
在
価
値

上
記
⒜
の
測
定
に
よ
れ
ば
、
被
投
資
企
業
全
体
の
価
値
が
測
定
さ
れ
た
上
で
、
当
該
企
業
価
値
に
対
す
る
持
分
相
当
を
使
用
価
値
と
み

な
す
こ
と
に
な
り
、
⒝
の
方
法
に
よ
れ
ば
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
か
ら
投
資
企
業
が
実
際
に
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
基
礎
と

し
た
使
用
価
値
を
計
算
す
る
こ
と
に
な
る
。
被
投
資
企
業
で
生
み
出
さ
れ
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
が
、
も
れ
な
く
持
分
比
率
に
応
じ
て

（
九
九
〇
）
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配
当
さ
れ
る
な
ど
の
条
件
が
整
え
ば
、
⒜
と
⒝
は
一
致
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
減
損
と
い
う
限
定
的
な
局
面

で
は
あ
る
が
、
投
資
の
使
用
価
値
と
い
う
形
で
被
投
資
企
業
の
企
業
価
値
が
計
算
さ
れ
、
投
資
の
測
定
値
と
し
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
にIA

S
36 

で
は
減
損
の
戻
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
度
減
額
さ
れ
た
投
資
の
帳
簿
価
額

は
、（
取
得
原
価
の
枠
内
で
は
あ
る
も
の
の
）
使
用
価
値
の
増
加
に
応
じ
て
増
額
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
法
に
よ
っ
て
合
理
的

に
投
資
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
の
測
定
基
礎
と
し
て
、
使
用
価
値
が
持
分
法
に
代
わ
る

余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
15
）

。

被
投
資
企
業
が
生
み
出
す
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
見
積
も
る
際
に
投
資
企
業
と
の
取
引
部
分
を
見
積
も
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
将

来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
見
積
も
り
と
比
べ
て
特
別
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
被
投
資
企
業
と
の
取
引
に
つ
い
て

は
、
投
資
企
業
に
あ
る
程
度
裁
量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
よ
り
も
容
易
に
見
積
り
得
る
。

一
行
連
結
と
し
て
の
持
分
法
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
、
使
用
価
値
の
計
算
に
お
い
て
投
資
企
業
と
の
取
引
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
将

来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
除
外
す
る
こ
と
で
も
果
た
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、「
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

の
現
在
価
値
に
よ
っ
て
投
資
を
測
定
す
る
」
と
い
う
や
り
方
は
、
多
く
の
資
産
を
公
正
価
値
に
よ
っ
て
測
定
し
よ
う
と
す
るIA

S
B

の

考
え
方
に
も
合
致
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
被
投
資
企
業
の
純
資
産
計
上
額
に
依
存
し
た
持
分
法
に
よ
る
測
定
値
よ
り
は
、
測

定
基
礎
の
一
つ
と
し
て
馴
染
み
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

持
分
法
は
、
実
際
に
行
わ
れ
る
手
続
の
内
容
に
照
ら
し
て
そ
の
会
計
的
性
格
を
探
る
と
い
う
、
帰
納
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
て
き

た
。
結
果
と
し
て
、
一
行
連
結
と
し
て
の
位
置
づ
け
と
測
定
基
礎
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
持
分
法
と
い
う
会
計
手
続
き
の
中
に
混
在
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
軸
で
あ
るE

F
R
A
G

（2014

）
で
は
、
従
来
の
よ
う
な

（
九
九
一
）
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帰
納
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
一
方
で
、
持
分
法
を
一
行
連
結
と
測
定
基
礎
の
い
ず
れ
か
に
位
置
づ
け
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
会
計
処
理

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
、
演
繹
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
検
討
も
行
わ
れ
て
い
る
（pars.52－

72

）。
し
か
し
、
持
分
法
と

い
う
枠
内
で
検
討
を
続
け
る
限
り
、
い
ず
れ
の
性
格
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
意
見
の
一
致
は
得
難
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
関
連
会
社
や
共
同
支
配
企
業
（
あ
る
い
は
そ
れ
ら
以
外
の
企
業
も
含
め
た
被
投
資
企
業
）
に
対
す
る
投
資
の
会
計
処
理
方
法
と
し

て
、
持
分
法
以
外
の
選
択
肢
も
含
め
た
包
括
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

持
分
法
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、N

obes

（2002

）
が
詳
し
い
。

（
2
） 

借
方
に
生
じ
る
の
れ
ん
と
対
称
的
な
位
置
づ
け
に
あ
る
と
し
て
、
負
の
の
れ
ん
（negative goodw

ill

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
3
） IA

S
28

（par.32

（b

））
で
は
利
益
の
認
識
に
つ
い
て
の
み
言
及
が
な
さ
れ
、
そ
の
際
の
借
方
項
目
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
被
投
資
企
業
に
対
す
る
投
資
勘
定
を
用
い
て
処
理
す
る
と
い
う
持
分
法
の
手
続
的
性
質
か
ら
し
て
、
利
益
認
識
時
に
投
資
勘
定
を
増
額
す
る
点
つ

い
て
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
4
） 

段
階
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
、
支
配
獲
得
日
以
前
に
保
有
さ
れ
て
い
た
子
会
社
に
対
す
る
投
資
は
公
正
価
値
で
再
測
定
さ
れ
、
子
会
社
に
対
す

る
支
配
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
残
存
す
る
投
資
が
支
配
喪
失
日
の
公
正
価
値
で
再
測
定
さ
れ
る
。
再
測
定
に
伴
う
差
額
は
損
益
と
し
て
認
識
さ
れ

る
。
他
方
、
支
配
を
維
持
し
て
い
る
状
態
で
投
資
の
追
加
取
得
や
一
部
売
却
を
行
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
再
測
定
は
要
求
さ
れ
な
い
。
代
わ
り
に
、

投
資
の
取
得
価
額
や
売
却
金
額
と
子
会
社
の
純
資
産
に
対
す
る
親
会
社
の
持
分
の
増
減
額
と
の
差
額
を
把
握
し
、
こ
れ
を
資
本
と
し
て
処
理
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

（
5
） 

ト
ー
マ
ツ
（2014, p.574

）
で
は
、
こ
の
方
法
が
子
会
社
の
資
本
お
よ
び
剰
余
金
に
対
す
る
非
支
配
持
分
保
有
者
の
権
利
を
反
映
す
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
。

（
6
） 

こ
こ
で
の
実
体
観
と
所
有
主
観
は
、
連
結
財
務
諸
表
作
成
上
の
基
礎
的
概
念
で
あ
る
、
経
済
的
単
一
体
概
念
（econom

ic unit concept

）
と

（
九
九
二
）
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親
会
社
概
念
（parent com

pany concept

）
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、IF

R
S
10 

やIF
R
S
3 

に
お
い
て
実
体
観
や
経
済
的
単
一

体
概
念
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
指
摘
はE

F
R
A
G

（2014

）
に
限
ら
ず
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
基
準
内
に
お
い
て
い
か
な
る
概
念

を
採
用
し
て
い
る
か
は
、
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。

（
7
） 
た
と
え
ば
山
地
（1997, p.148

）
で
も
、
持
分
法
は
「
一
面
で
は
投
資
株
式
の
一
評
価
方
法
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
8
） IA

S
B

の
財
務
報
告
に
関
す
る
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（par.4.4

（a

））
に
よ
れ
ば
、「
資
産
と
は
、
過
去
の
事
象
の
結
果
と
し
て
企
業
が
支
配

し
、
か
つ
、
将
来
の
経
済
的
便
益
が
当
該
企
業
に
流
入
す
る
と
期
待
さ
れ
る
資
源
を
い
う
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
関
し
て

は
、
改
訂
作
業
が
進
行
中
で
あ
り
、
現
行
の
構
成
要
素
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
九
年
公
表
時
の
規
定
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

（
9
） 

小
阪
（
二
〇
一
二
）
で
は
、
現
行
の
日
本
基
準
の
基
礎
に
あ
る
資
産
評
価
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
持
分
法
に
よ
る
測
定
値
が
測
定
基
礎
の
一
つ

と
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
た
め
に
は
追
加
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
10
） 

二
〇
一
三
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
子
会
社
、
共
同
支
配
企
業
お
よ
び
関
連
会
社
に
対
す
る
投
資
の
会
計
単
位
と
そ
れ
ら
の
公
正
価
値
測
定

と
の
相
互
作
用
（interaction

）
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

（
11
） 

日
本
基
準
とIF

R
S

と
の
間
に
は
、
の
れ
ん
の
償
却
の
要
否
を
め
ぐ
る
極
め
て
重
要
な
差
異
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
の
検
討
内
容
に
は

影
響
し
な
い
論
点
で
あ
る
た
め
、
こ
の
点
に
は
言
及
し
な
い
。

（
12
） 

投
資
企
業
が
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
関
連
会
社
の
債
務
超
過
額
の
う
ち
持
分
相
当
に
限
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
関
連
会
社
の
他
の
株
主
に
資
金

力
が
な
く
、
投
資
企
業
の
み
が
借
入
金
に
対
し
て
債
務
保
証
を
行
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
等
、
事
実
上
投
資
企
業
が
当
該
関
連
会
社
の
債
務
超
過
額

全
額
を
負
担
す
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
当
該
債
務
超
過
額
全
額
を
投
資
企
業
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
会
計
制
度
委
員
会

報
告
第
九
号
、par.20

）。

（
13
） 

紙
幅
の
関
係
上
本
稿
で
は
検
討
し
て
い
な
い
が
、
全
部
連
結
と
持
分
法
と
の
手
続
上
の
相
違
点
と
し
て
は
、
①
被
投
資
企
業
の
純
資
産
に
つ
い

て
時
価
評
価
す
る
範
囲
、
②
段
階
的
取
得
時
の
処
理
、
③
取
得
関
連
費
用
の
取
扱
い
、
④
追
加
取
得
や
一
部
売
却
時
の
処
理
が
あ
る
（
会
計
制
度
委

員
会
報
告
第
九
号
、par.2-2

）。

（
14
） 

あ
ず
さ
監
査
法
人
（2014, p.11

）
で
も
、
同
様
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
九
九
三
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
一
二

（
15
） 

た
だ
、
使
用
価
値
に
の
れ
ん
価
値
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
検
討
は
慎
重
に
行
な
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
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政党システム変化の分析枠組み

荒　井　祐　介

1 　はじめに

2 　政党システムの安定と変化

3 　システムとしての政党システム

4 　政党システムの特性

5 　政党システム変化の測定

6 　政党システムに影響を及ぼす要因

7 　おわりに

1 　はじめに

本稿では、これまでに蓄積されてきた政党システムに関する業績を

踏まえたうえで、暫定的なものに留まるとはいえ、政党システム変化

の体系的な分析枠組みを素描することを試みる。最初に、政党システ

ムの安定と変化をめぐる議論を概観し、現在の政党システム研究の状

況を確認する。その上で、政党システム概念の説明を行う。概念規定

を明確に行わなければ、そもそも何について論じているのかも曖昧な

ものとなってしまう。政党システム変化を論じる際には、政党システ

ムの基礎概念であるシステム概念をきちんと踏まえておくことが重要

である。次いで、政党システム変化とは、何が
0 0

、どのように
0 0 0 0 0

／どの程
0 0 0

度
0

変化することなのか、という点を議論する。そして最後に、政党シ

ステム変化がなぜ
0 0

起こるのか、すなわち政党間競合の関係に直接的・

間接的に影響を与える要因について検討を加える。

論　説

（
一
〇
四
〇
）
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2 　政党システムの安定と変化

今日の西欧政党システムに関する議論は、矛盾する主張の不協和音

によって特徴づけられる（Kitschelt 1997）。すなわち、一方には、政党

システムの不安定性ないし変化を強調する議論があり、他方には、政

党システムの安定性ないし持続性を強調する議論がある。

政党システムの変化を強調する議論の多くは、リプセット（Syemour 

Martin Lipset）とロッカン（Stein Rokkan）の凍結仮説（Lipset and Rokkan 

1967）、およびそれを実証的に再確認したローズ（Richard Rose）とアー

ウィン（Dereck Urwin）の研究（Rose and Urwin 1970）への挑戦というか

たちをとっている。そこで、まず、リプセットとロッカンの議論を概

観した上で、政党システムの不安定性を強調する議論と安定性を強調

する議論のいくつかを取り上げよう。

リプセットとロッカンによれば、現代の西欧諸国の政党システムは、

西欧の政治発展過程で発生した 2 つの革命に起因する 4 つの亀裂

（cleavage）から大きな影響を受けている（Lipset and Rokkan 1967）。

まず、国民国家建設をめぐる「国民革命」によって、⑴中心的な国

民形成文化と、州や周辺部における民族的・言語的・宗教的に異なる

従属的な人々の漸進的な抵抗との間の紛争（中心－周辺）、そして⑵中

央集権化・標準化・動員化された国民国家と、歴史的に確立された教

会の団体特権との間の紛争（国家－教会）がもたらされた。さらに、「産

業革命」によって、⑶地主利益と台頭しつつある産業事業家階級との

間の紛争（地主－産業）、そして⑷所有者・雇用者と賃借人・労働者・

工員との間での紛争（雇用者－労働者）がもたらされた。

これら 4 つの亀裂は、そのまま単純に政党間の対立構造へと変換さ

れるわけではない。そこでは、当然ながら、各国におけるエリートお

よび反対派集団の組織的発展、敵対・同盟をめぐる戦略、制度的環境

の違いによって、さまざまなヴァリエーションが見出される。この変

換過程のヴァリエーションを説明するために、リプセットとロッカン

（
一
〇
三
九
）

40



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
五
六

は、各社会における抗議表明および利益代表の条件という観点から、

政治システムの中で新たな要求を押し出す運動が通過する 4 つの敷居

を指摘している。

第 1 に、正統性（legitimation）の敷居である。あらゆる抗議が謀議と

して抑圧されるのか、それとも請願・批判・対抗の権利がいくらかで

も承認されているのか。第 2 に、編入（incorporation）の敷居である。

運動の支持者は、議員選出過程への参加を拒否されているのか、それ

とも支配者層と同等の政治的市民権を与えられているのか。第 3 に、

代表（representation）の敷居である。新たな運動が代表機関へのアクセ

スを確実なものとするためには、伝統的で巨大な運動と協力しなけれ

ばならないのか、それとも独力で代表を獲得することが可能なのか。

第 4 に、多数派権力（majority power）の敷居である。体制内には多数決

原理に対する内在的な抑制や反対勢力が存在しているのか。あるいは、

選挙に勝利した政党ないし同盟には、主要な体制構造改革を断行し得

る権力が付与されるのか。社会的亀裂の政党間対立構造への変換過程

は、これら 4 つの敷居の高低に大きな影響を及ぼされるのである。

現代の西欧政党システムは、中心－周辺、国家－教会、地主－産業、

雇用者－労働者という 4 つの亀裂に沿った集団的対抗関係が、抗議表

明と利益代表に関する4つの敷居を通過していくなかで形成されていっ

た。こうして形成された政党システムにとって、普通選挙権の拡大と

大衆政党（mass party）の登場は決定的に重要である。

選挙権が拡大され潜在的支持者の新たな貯水池の主要部門が動員さ

れるなかで、大衆政党は、有権者を部門別に囲い込み、強固で持続的

な政治的アイデンティティを植えつけた。そうすることによって大衆

政党は、選挙民の政治行動を構造化し、党派的安定性を確実なものと

していった（Mair 1990: 3）。リプセットとロッカンによれば、「大衆政党

の成長がもたらす『支持市場』の縮小化は、明らかに、新たな運動体

が参入するための余地を奪い」、「主要な政党選択肢は凍結された」の

である（Lipset and Rokkan 1967: 50-51）。

（
一
〇
三
八
）
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普通選挙権の拡大による選挙過程への市民の動員、そして大衆政党

の組織的成長にともなう支持市場の縮小化は、西欧では 1920 年代頃に

完了したとされる。ここから、「1960 年代の政党システムは、
  

いくつか

の重要な例外を除けば、
  

1920 年代の亀裂構造を反映している」という

有名な主張が導き出される（Lipset and Rokkan 1967: 50）。

ローズとアーウィンは、第 2 次世界大戦後の西欧諸国の選挙データ

をより詳しく検討し、リプセットとロッカンの主張を再確認している。

戦後における西欧諸国のほとんどの政党の選挙での強さは、

選挙毎でも、10 年毎でも、あるいはある世代の一生のなかで

見ても、ほとんど変化していない。……要するに、1945 年以

降の政党および政党システムの発展に関心をもつ社会科学者

にとっての最優先事項は、変動期の政治史における変化の欠
0

如
0

を説明することである（Rose and Urwin 1970: 295）。

ところが、1970 年代後半以降になると、もはや今日の西欧政党シス

テムは安定していないと主張する議論が数多くあらわれてきた。これ

らの議論は、社会構造の変容、有権者の投票行動の変化、新政党の参

入、既存政党の選挙での衰退、政党と有権者の紐帯の弱体化などを指

摘し、かつてリプセットとロッカンが「凍結」と表現した西欧政党シ

ステムの安定性はもはや過去のものになったと主張する。

たとえば、ペデルセン（Mogens Pedersen）は、1945 年から 1977 年ま

でに西欧 13 ヶ国で行われた 127 の選挙を対象として選挙ヴォラティリ

テ ィ（electoral volatility） を 測 定 し、 そ の 変 化 の 傾 向 を 分 析 し た

（Pedersen 1979, 1983）。ペデルセンによれば、ローズとアーウィンの主

張は、1970 年の時点では適切なものであったが、1970 年代末の時点で

は、一定の制限を設けざるを得ないという。すなわち、「1970 年代末に

おける最優先事項は、依然として安定している政党システムが存在し

ている一方で、他の政党システムが変化過程にあったり著しく不安定

（
一
〇
三
七
）

42



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
五
四

な時期を経験した理由を理解することである」（Pedersen 1983: 43）。

エアソン（Svante Ersson）とラネ（Jan-Erik Lane）もまた、西欧諸国

における有権者の投票行動の変化から、リプセット＝ロッカン・モデ

ルの妥当性を検討している（Ersson and Lane 1998）。彼らによれば、リ

プセットとロッカンの凍結仮説というのは、⑴選挙での支持を見ると、

政党は長期にわたって安定している（政党システムに関するマクロ・レベ

ルの仮説）、⑵政党システムとの関連において、有権者は亀裂を背景と

して凍結されている（有権者に関する個人レベルの仮説）という 2 つの仮

説を含んでいるという。そして第2仮説は第1仮説の解釈であるとされ、

第 2 仮説が妥当しなければ、政党の足元にある敷物が引き取られるこ

とになり、第 1 仮説の根拠がぐらつくことになる。

エアソンとラネは、さまざまなヴォラティリティ指標を用いて調査

し、西欧の有権者の不安定性が長期的に上昇していることを明らかに

した。そして彼らは、「いくつかのケースでは、もはや有権者はロッカ

ン流のメカニズム、すなわち社会的亀裂によって政党に結びつけられ

ているということはなく」、「今日の現実からすれば、リプセット＝

ロッカン・モデルは放棄すべきものである」と論じた（Ersson and Lane 

1998: 36）。

ダルトン（Russell Dalton）、フラナガン（Scott Flanagan）、ベック

（Paul Allen Beck）は、政党支持の長期的基盤と政党に対する忠誠心とい

う点から、有権者編成の状態を安定的編成（stable alignment）、再編成

（realignment）、脱編成（dealignment）に区別し、今日の先進民主主義国

の有権者編成について検討を加えた。その結果、調査したほとんどの

国で、再編成ないし脱編成の証拠が見出されたという。すなわち、日

本、西ドイツ、イタリアでは再編成過程が顕著であり、オランダ、イ

ギリス、スカンジナヴィア諸国、スペインでは脱編成のパターンを

辿 っ て い る と い う（Dalton, Flanagan, and Beck 1984, Dalton, Beck, and 

Flanagan 1984）。

いずれの編成状態にあっても有権者は流動状態にあるが、⑴安定的

（
一
〇
三
六
）

43



政
党
シ
ス
テ
ム
変
化
の
分
析
枠
組
み
（
荒
井
）

一
五
三

編成期には、個々の政党の長期的支持基盤や支持者の党派的忠誠心に

変化はなく、いわば動的均衡の状態が成立している。⑵再編成期には、

それまで政党との結び付きをもたなかった有権者が政党と結び付いた

り、ある政党に忠誠心をもっていた有権者が他の政党と結び付いたり

することで、政党連合の構成に重大な変化がもたらされる。要するに、

政党支持の源泉が変化し、各政党の得票率も変化するが、政党と有権

者の結び付きは（以前とは異なるかたちであっても）まだ見られるのが再

編成の時期である。⑶脱編成期には、伝統的な政党連合が分解してし

まうほどに政党との結び付きをもつ有権者の割合が減少する、すなわ

ち政党支持の大衆的基盤が衰退する（Dalton, Beck, and Flanagan 1984: 11-

15）。

亀裂との関連で言えば、安定的編成は、既存の亀裂構造がほとんど

変化せずに残存している状態であり、再編成は、既存の亀裂が弱くな

るかわりに新しい亀裂が発生している状態であり、脱編成は、既存の

亀裂が完全に衰退して新しい亀裂も発生していない状態である（Webb 

2002: 118-119）。

ダルトンらもまた、ペデルセンやエアソン＆ラネと同様に、リプ

セット＝ロッカン・モデルの今日的妥当性に異議を申し立てている。

要するに、民主主義国において我々の寿命と同じくらい長く

凍結していた政党システムの構造が次第に解凍し始めている

兆候を目撃できるのである。すでに、いくつかのニュー・ポ

リティクスの集団が選挙に参加し、議席を獲得している。彼

らはまだ少数派ではあるが、その政治的インパクトは増大し

つつある。民主主義諸国が真の脱工業社会に近づくにつれて、

この変化の力は、党派的編成の新たな基盤を生み出すのに十

分なものとなるかもしれない（Dalton, Flanagan, and Beck 1984: 

459-460）。

（
一
〇
三
五
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このような西欧政党システムの変化を強調する議論に対して、それ

らの議論で証拠として列挙されている変化の意味を検討し、逆に政党

システムの安定性や持続性を主張する議論もある。

「システムとしての政党システム」という視点を重視するスミス

（Gordon Smith）によれば、政党数の増大、個々の政党支持の長期的変動、

政党のイデオロギーや戦略の変化などが重大な意味をもつ可能性を認

めながらも、それらの変化は政党間の相互作用については直接的には

何も語ってはいないという（Smith 1989: 349）。また実際のところ、西欧

の政党システムは変化したとはいえ、その変化の度合いは予想よりも

抑えられたものであり、当初考えられていたよりも本質的なものでは

なかった可能性も指摘している（Smith 1990: 157）。

メア（Peter Mair）は、政党システムの不安定性を強調する議論に対

して広範に反論している（Mair 1990, 1997: 45-75）。メアが問題にするの

は、選挙変化（electoral change）と政党システム変化の関係性である。

まず、選挙変化が政党システム変化につながるという直接的な論法

については（選挙変化＝政党システム変化）、必ずしもそうとは限らない

点を指摘する。選挙変化は政党システム変化に結び付くこともあるが、

そうならないこともある。ここで重要なのは、選挙変化が政党間の相

互作用の本質に影響を及ぼすか否かである。たとえば、わずかな選挙

変化であっても、政党間競合の方向性や政権形成のパターンに変化を

もたらしたとすれば、それは政党システム変化につながると見なすこ

とができる。逆に、選挙変化の度合いが大きい場合でも、政党間競合

の方向性や政権形成のパターンに本質的な変化をもたらさないときに

は、それは政党システム変化につながるとは見なすことができない。

さらに「選挙変化＝亀裂構造の変化＝政党システム変化」という間

接的な論法、すなわち、選挙変化は亀裂構造の変化の兆候であり、そ

れゆえ政党システム変化を意味するという論法についても、メアはい

くつかの問題点を指摘している。

「亀裂構造の変化＝政党システム変化」という後者のリンクについて

（
一
〇
三
四
）
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は、亀裂構造を政党システムの特性と見なすことができるか否かが問

題になる。この点について、スミスは次のように明確に指摘している。

そもそも社会的亀裂はシステムに関係する
0 0 0 0 0 0 0 0 0

性質（systemic 

qualities）をもっているのだろうか。亀裂構造は、有権者編成

を形成する一組の要因として、各政党の支持の社会的構成

（social make-up）に関係するが、相互作用という定義に従うな

らば、「システム」に関係するものではない。社会的亀裂とそ

の変化は、明らかに、全体としてのシステムに重要な帰結を

もたらすが、それらの効果は個々の政党を通じて現れるので

あり、他の諸次元─政党の数と規模、分極化の程度・強度、

政党システムのヴォラティリティ─によって表現される

（Smith 1989: 351）。

次に、「有権者変化＝亀裂構造の変化」という前者のリンクについて

であるが、まず、有権者変化を強調する議論で使用される選挙のアグ

リゲート・データの調査期間の問題点が指摘される。多くの研究では、

西欧の有権者編成は 1950 年代および 60 年代には安定していたが、70

年代から 80 年代の選挙結果を調査すると明らかに不安定になっており、

それゆえリプセットとロッカンの凍結仮説は棄却すべきであると論じ

ている。しかしながら、調査期間を拡大し、1920 年代以降の選挙に関

するより長期的なアグリゲート・データを検討すると、1920 年代およ

び 30 年代の選挙もまた、高いヴォラティリティ値を示していたことが

わかる。この結果から考えると、説明を要するような例外的な時期は、

1970 年代および 80 年代の不安定な時期ではなく、むしろ 50 年代およ

び 60 年代の安定していた時期だということになる。つまり、西欧の政

党システムは決して安定などしていなかったのであり、凍結という表

現は誇大表現であったということになる。ここで重要なことは、リプ

セットとロッカンの凍結仮説の妥当性を問うことではなく、むしろ有

（
一
〇
三
三
）
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権者変化を主張する議論が矛盾を抱えている点にある。

さらにメアは、「有権者変化＝亀裂構造の変化」という主張が抱える

もう 1 つの問題点を指摘する。有権者変化を亀裂構造の変化と主張す

るほとんどの議論は、いかなる指標を用いていようとも、結局のとこ

ろ、「個々の政党のアグリゲートな支持の持続／変化の測定に基礎を置

いている」（Mair 1997: 64）。つまり、そこでは 1 つの政党と 1 つの亀裂

との相関関係が仮定されている。しかし、この仮定は明らかに不適切

である。というのは、決定的な亀裂である階級間亀裂は、個々の政党

ではなくむしろ諸政党の「ブロック」、すなわち社会主義政党・共産主

義政党のブロックとキリスト教主義政党・リベラル政党のブロックと

を分ける境界線だからである。

個々の政党レベルにおける変化を測定した場合、広範な亀裂に沿っ

た編成という問題を無視することになり、ブロック内での変化とブ

ロック間での変化とを区別することが不可能になる。それゆえ、これ

らの基準は、亀裂構造の持続性に関する指標としては全く不適当なも

のであると理解されねばならない。

実際に、亀裂を横断して発生する選挙ヴォラティリティと、各亀裂

ブロック内における選挙ヴォラティリティとを区別するならば、1970

年代および 80 年代の選挙での不安定性はむしろ抑制されていたことが

明らかとなる。この点は、とくに階級間亀裂に妥当する。各階級ブ

ロック内での有権者の交換や不安定性が長期的に増している一方で、

亀裂を横断する有権者の交換というレベルにおいては、事実上の長期

的「衰退」が見られるのである（Bartolini and Mair 1990）。

このように、政党システムの変化と持続をめぐっては、さまざまな

論者がそれぞれの視点から研究を行ってきており、一定の共通理解も

生まれているが、政党システムが安定しているのか、それとも変化し

つつあるのかという点については、明確なスタンスの違いが存在する。

もちろん、どちらかの主張が正しくて、どちらかの主張が間違ってい

るというものではない。

（
一
〇
三
二
）
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これらの議論を通して浮かび上がってくるのは、政党システム変化

に関して研究者間で幅広い合意を得ている体系的な分析枠組みが存在

しないということである。ここでいう政党システム変化の体系的な分

析枠組みとは、政党システムの何が
0 0

、どのように
0 0 0 0 0

／どの程度
0 0 0 0

、そして

なぜ
0 0

変化したのか（あるいは変化しなかったのか）を総体的に提示しうる

分析枠組みである。

次節以降では、政党システムの体系的な分析枠組みを素描すること

を試みる。まず、政党システムとは何であるのかという点から検討を

加えよう。

3 　システムとしての政党システム

政党システム概念は、当然ながら、システム概念を基礎にしている。

システムは、抽象的な定義で言えば、「相互作用している諸要素の複合

体」（Bertalanff y 1968）、あるいは「対象間の関係と対象の属性間の関係

を含む、諸対象のセット」（Hall and Fagen 1956: 18）と表現される。ここ

で「要素」（element）あるいは「対象」（object）と表現されているのは、

システムを構成する最小単位のもののことであり、この他にも「部分」

（part）や「成分」（component）などの用語があてられることもある。

研究者の多くは、このシステム概念を踏まえて、政党システムを定

義づけている。すなわち、政党システムを構成する最小単位を政党と

し、政党システムを、「政党間の諸関係の全体に関するもの」（Smith 

1989: 349）、「政党間競合から生まれる相互作用のシステム」（Sartori 

1976: 44）、「政党間の競合と協調のパターン」（Ware 1996: 7）などと定義

づけている。ラネとエアソンによれば、このような政党システムの基

本的な定義（最小限定義）については、研究者間に合意が存在するとい

う（Lane and Ersson 1994: 175）。

抽象的な定義は、簡潔に表現される一方で、その定義の前提部分や

含意が見えてこない。そこで、システム概念の含意について、北原

（1985）、伊藤（1987）、小林（2007）を参考に、もう少し詳しく検討して

（
一
〇
三
一
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おこう（他に Bertalanff y 1968, 山川 1968, 谷藤 1985, 江上 1985）。

まず、システムは⑴いつかの要素を含んでおり、⑵それらの要素が

相互に関連性を保持している。全体的観点から見た要素の相互関係を

システムの構造（structure）ないしパターンと呼び、ある一定の仕事を

するための動的構造をメカニズム（mechanism）と呼ぶ。システムは、

⑶ある種類・量の入力を受け入れ、そのシステム固有の性質にもとづ

いて、ある種類・量の出力に変換する。記号で表現するならば、次の

ようになる。ここで、y は出力、x は入力、T は変換オペレータを表わ

す。この変換オペレータは、機能（function）と表現してもよい。

y＝T・x

複数の要素を含み、それらの要素が相互作用しているものをシステ

ムと規定するとき、そこではある諸要素を他の諸要素から区別する作

業、すなわちシステムと環境との境界線を引くという作業が行われる

ことになる。もちろん、社会科学が対象とする事象の場合、ある要素

は、システム内の要素とのみ相互関連性をもつということは稀であっ

て、システムの外側にある多くの要素とも相互関連性を有している。

ここで重要な点は、システムに含まれる諸要素は、「ある性質に関し

て相互関連している」ということである。システムとは、どのような

観察・研究の対象として規定されるかに依存するものであり、その意

味で、主体が客体を認識する概念構成物といえる。つまり、観察者が、

経験的・主観的にシステムの性質を設定した上で、その性質に基づい

てあらゆる要素の集合を二分し、システム要素の集合としてのシステ

ムと、それ以外の要素の集合としての環境とを概念的に構成するので

ある。当然ながら、システムの性質が何であるのか、そしてどのよう

な基準に基づいてシステムと環境とを切断するのかについては、意見

の対立が発生することも多い。

システムはまた、「全体は部分の総和以上のものである」と表現され

（
一
〇
三
〇
）
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るように、⑷構成要素の相互作用を通じて、要素固有の性質からは導

き出せない効果・特性を創発する。このことは、システムを分解して

得られた要素を個別に調べ、それらを積み上げても、システムの特性

が明らかになるとは限らないことを意味する。

デカルト哲学に源流をもつ近代科学方法論（機械論的自然観）では、

複雑な対象を単純な構成要素に分解して調べ、それらを加算すること

で全体を解明できるという要素還元主義の立場をとっていた。加算性

の条件が成立するためには、第 1 に、要素間に相互作用がないか、あ

るいは無視できる、第 2 に、部分のふるまいを記述する関係が線形で

なければならない。しかし、我々が対象とする人間活動システムや社

会システムにおいては、要素間の相互作用は無数に存在し、要素のふ

るまいも相互作用の影響によって非線形となる。それゆえ、システム

論では、全体は部分に還元不可能（非還元主義）という立場から、相互

関係性に導かれた非加算的システム特有の全体と秩序が存在すると認

識する。

さらに、システム構成要素とシステム全体との関係を考えた場合、

⑸要素の相互作用から全体が形成されるとともに、全体もまた要素に

影響を及ぼしており、要素と全体の相互浸透が繰り返されることに

よって、秩序形成がなされる（小林 2007）。

要素と全体は密接不可分な関係にあり、全体のなかに要素が含まれ

ると同時に、要素のなかに全体が含まれている。ある要素の変化は他

の要素を変化させ、それによって要素の相互関係が影響を受け、シス

テム全体も何らかの変化をする。そして、システム全体の変化は、要

素の相互関係に影響を及ぼし、さらには個々の要素にも影響を及ぼす。

その意味で、全体はどこまでも要素に依存しており、要素がなくなれ

ば全体は崩壊する。そして部分もまたどこまでも全体に依存しており、

全体が崩壊すれば要素は意味をもたなくなるのである。

こうした要素と全体の関係性を内包しつつ、システムは⑹適応的自

己安定化と適応的自己組織化を実現している。システムは、過去から

（
一
〇
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現在までの進化、発展、学習の結果として産出され秩序化された全体

のパターンを維持しようとする。そこでは、環境からのさまざまな入

力に対して、自らの構造・機能の一定状態を維持するために、その状

態や行動に見られる逸脱を打ち消したり、部分的な順応的適応が行わ

れる。すなわち、環境から入力される情報に対して、制御と適応とい

うネガティブ・フィードバックを通じた自己維持が図られるのである

（いわゆるファースト・サイバネティクス）。

さらにシステムは、自己維持を図るだけでなく、現在から未来にか

かわる新たな秩序状態を再編するという側面も有する。システムは、

内的・外的な撹乱を抑えがたく現在の定常状態の維持が困難な場合に

は、自らの構造・機能の編成替えをすることによって新たに安定状態

をつくり出していく。システムは、環境に適応して柔軟に自己を再組

織化し、自らを変革していく能力をもつ。すなわち、環境からの情報

による定常状態からの逸脱を増幅させるポジティブ・フィードバック

を通じた適応的自己組織化が図られるのである（いわゆるセカンド・サイ

バネティクス）。

それと同時に、システムは、⑺適応的自己安定化・自己組織化に

よって、積極的に環境を形成し創造してもいく。システムは、環境に

対して受動的に適応すると同時に、環境に対して能動的に働きかけ、

環境をつくりかえてもいく。

最後に、システムは、⑻内部にサブシステムをもつ複合システムと

して理解される。一般的にシステムは、複数のサブシステムから構成

されている。これらのサブシステムもまたシステムであるから、ある

性質に関する構成要素の相互作用から成る構造をもち、そのサブシス

テム内外の環境から新たな情報を受容し、適応的自己維持・自己形成

を行っている。複合システムとは、これら複数のサブシステムが独自

の自由度や特性をもちながら互いに有機的に結合し、そこに全体とし

て新たな効果・性質を創発していると考えることができる。

ここまで、とくに社会的システムを念頭にシステム概念のもつ含意

（
一
〇
二
八
）
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を概観してきたが、政党システムもシステムの一種である以上、これ

らの含意を踏まえることが重要となる。政党システム研究において最

も明確にシステム概念を意識しているのは、サルトーリ（Giovanni 

Sartori）である（Sartori 1976）。

サルトーリによれば、政党システム研究においては、システム分析

本来の全必要条件に従うことなく政党システムを論じることも許され

ているとはいえ、少なくとも 2 つの条件を充たさなければ、システム

概念は意味をもたなくなるという。すなわち、システムは、⑴構成要

素の個別的考察とは異なる特性（properties）を示し、さらに⑵構成要

素のパターン化された相互作用を内包し、それから生まれてくるとい

う条件である。その上で、サルトーリは、政党システムとは「政党間

競合から生まれる相互作用のシステム」であり、「複数政党相互間の関

連性、各党が他の政党の関数である方法、および各党が他の政党に対

応する方法（競合的対応かそれともそれ以外の方法か）」に関するものと述

べている（Sartori 1976: 43-44; 邦訳 75-76）

すでに指摘したように、政党システムは政党間相互作用のシステム

であり、それらの政党間相互作用─政党システムの諸特性（party-

system properties）と呼ばれる─によって描写されるという点につい

ては、研究者間に合意が存在している（Lane and Ersson 1994: 175）。と

ころが、そこから一歩進んで、政党システムを形成する政党間相互作

用が具体的には何であるのか、すなわち政党システムの諸特性とは何

かという議論になると、合意は崩壊してしまう。

政党システムに関する議論の不協和音の多くは、この点に起因して

いるように思われる。政党システム変化を政党間相互作用の構造の変

化であると定義づけても、その相互作用の構造が何であるかは論者に

よって異なっているのである。とはいえ、システム構成要素を括る

「ある性質」が観察者の経験的・主観的判断に委ねられている以上、こ

の問題を解消することは容易ではない。

そこで、本稿では、政党システムの諸特性を厳密に確定する方向に

（
一
〇
二
七
）
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進むのではなく、これまでに提起されたさまざまな諸特性を取り上げ

ることにする。政党システムの諸特性のヴァリエーションとその測定

方法を確認した上で、次に、政党システム変化をどのように測定する

のかという問題を検討する。そこでは、政党システムのタイポロジー

やシステム変化のレベルを取り上げることになるだろう。

4 　政党システムの特性

政党システムの特性については、これまでに数多くの指標が提出さ

れてきた。全ての指標を取り上げることはできないが、多くの研究者

が言及しているものについて概観しよう。

ペデルセンが指摘したように（Pedersen 1983: 31）、政党間競合は概念

的に異なる複数の次元で展開されており、それらを政党システム内で

相互作用するサブシステムと理解することもできる。政党が国家と社

会の中間に位置し、両者を架橋する橋あるいは媒介者としての機能を

果たしていることを考えると、政党間競合（すなわち政党システムの特

性）を選挙次元（electoral dimension）で展開されるものと政権次元

（governmental dimension）で展開されるものと分けることができる。本稿

では、選挙次元に属する政党システムの特性として、⑴政党数、⑵破

片化、⑶非対称性、⑷ヴォラティリティを取り上げ、政権次元に属す

る特性として、⑸分極化、⑹分節化、⑺政権形成パターンを取り上げ

よう。

⑴　政党数

政党システムの特性としてまず挙げられるのは、政党の数である。

単純な数え方としては、政治システム内に存在している政党を全て数

える方法や、選挙に参加している政党を全て数える方法、あるいは議

席を獲得した政党を全て数えるという方法がある。しかし、これらの

方法ではシステムにとって意味のある政党だけでなく、ほとんど意味

のない政党も含むことになり、政党システムの本質的特性を捉え損ね

（
一
〇
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る可能性がある。そこで、何らかの計算ルールが必要となる。

政党の数を数える際には、たとえば、有効得票の 5％以上を獲得して

いる政党を数えたり、議席率で 5％を超える政党を数えるなど、何らか

の数的基準を機械的に当てはめる方法がある。このような数的基準を

適用する場合でも、その数値が低すぎる場合には有意ではない政党が

多く含まれることになり、逆に数値が高すぎる場合には有意な小政党

を排除するという問題が起きるかもしれない。

サルトーリは、政党の有意性は政党の勢力規模だけでなく位置価値

によっても左右されると指摘し、有意政党を数えるための 2 つの計算

ルールを提案する（Sartori 1976: 邦訳 211-218）。

第 1 に、連合形成の可能性（coalition potential）の有無である。すな

わち、「長期にわたって不必要な小党（実現可能な過半数連合から必要と評

価されておらず、加入を要請されることもない党）は優位性のない党として

無視できる。逆に、どんなに党勢が小さくとも、どうしても計算に入

れねばならない小党もある。たとえば、過半数与党を作り上げるさま

ざまな組合せのうち、少なくとも 1 つのパターンを決定する位置を長

期にわたって、また、ある時点で、享受している場合には、その小党

は、当然、計算の対象になる」（Sartori 1976: 邦訳 213-214）。

第 2 に、脅迫の可能性（blackmail potential）の有無である。すなわち、

「存在そのものによって政党間競合の戦術に影響を与えることのできる

政党は考察・計算の対象となる。特に、政権指向政党が繰り広げる競

合の方向を変更するだけの力を持つ政党は、当然ながら、考察・計算

の対象となる」（Sartori 1976: 邦訳 214）。

⑵　破片化

数的基準以下の政党を排除する（逆に言えば基準以上の政党全てを包含

する）方法やサルトーリの計算ルールでは、基準を満たした政党は値と

しては全て等価に扱われることになる。それに対して、システム内に

含まれる政党の数と、得票率や議席率で示される政党の相対的規模を

（
一
〇
二
五
）
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組み合わせて、システムの破片化度を計算する方法もある。

前者の計算方法では、システムを構成する複数の破片の大きさを均

一のものと見なすが、後者の計算方法では、それらの破片の大きさが

バラバラであることを考慮しつつ、システム全体の破片化の程度を測

定しようとするのである。

政党システムの破片化を測る指標にはさまざまなものが開発されて

いるが（Wildgen 1971, Flanagan 1971, Mayer 1972, Milder 1974, Mayer 1980, 

Molinar 1991）、ここでは相対的に利用頻度が高い、レイ（Douglas Rae）

の破片化指数（index of fractionalization）、およびラークソー（Markku 

Laakso）とターゲペラ（Rein Taagepera）の有効政党数（eff ective number 

of parties）という指標を取り上げよう（Rae 1968, Laakso and Taagepera 

1979）。

破片化指数（F）は、各党の得票率（あるいは議席率）を 2 乗して足し

合わせ、1 からそれを引くことで求められる。計算式は以下のように表

わされる。ここで、pi は i 番目の政党の得票率（あるいは議席率）、n は

政党数を表わす。

F＝1－
n

i＝1
p2 

i

たとえば、2 つの政党が 50％ずつ得票している場合は、1－0.52＋0.52

＝0.50、3 つの政党が 33％ずつ得票している場合は 1－0.332＋0.332＋

0.332＝0.67 となる。3 つの政党が 45％、45％、10％という得票の場合

には 1－0.452＋0.452＋0.12＝0.59 となる。

有効政党数（N）は、破片化指数と同じ現象を表わすものであるが

（実際に破片化指数から簡単に計算できる）、直感的に政党数を把握できる

のでより利用しやすいものである。数式で表わすと以下のようになる。

N＝
1

（1－F）

（
一
〇
二
四
）
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あるいは

N＝
1

n

i＝1
p2 

i

たとえば、2 つの政党が 50％ずつ得票している場合は、1/0.52＋0.52

＝2.00、3 つの政党が 33％ずつ得票している場合は 1/0.332＋0.332＋

0.332＝3.06 となる。3 つの政党が 45％、45％、10％という得票の場合

には 1/0.452＋0.452＋0.12＝2.40 となる。

⑶　非対称性

破片化度は政党システム内の全ての政党とその相対的規模を考慮に

いれているが、全政党の相対的規模だけでなく 2 大政党の相対的規模

の情報を使用することが適切な場合もある。民主主義が政権交代のシ

ステムであると見なされているとき、政権を獲得する機会の同等性は

極めて重要になる。この意味での非同等性の程度は、2 大政党の得票率

の差異から判断される政党システムの非対称性（asymmetry）によって

測定される。それは以下のように表わすことができる（Niedermayer 

1996: 24-25）。

A＝pa－pb

ここで、pa は 2 大政党のうちの一方の政党の得票率を、pb は他方の

政党の得票率を表わす。非対称性の数値範囲は－100 から＋100 までと

なる。2 大政党間の勢力変化を時系列的に測定できるように、数値の絶

対数化はしない。

⑷　ヴォラティリティ

破片化と非対称性の指標はいずれも、ある特定の時点における政党

（
一
〇
二
三
）
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システムの状態を示すものである。それに対して、時間的に異なる 2

つの時点の状態変化を測定する指標も開発されている。そのような指

標として、有権者の投票行動変化を通じた政党の勢力規模の変動を測

定するさまざまな指標が開発されているが（Hawks 1969, Miller 1972, 

Ascher and Tarrow 1975, Przeworski 1975, Borre 1980）、ここではペデルセ

ンのヴォラティリティを取り上げよう（Pedersen 1979）。

ヴォラティリティは、2 回の連続する選挙の間での正味の有権者変化

として定義され、変化現象に直接言及するものであるが、その帰結を

示すものではない。その測定方法は、ある選挙（ t）と前回選挙（t－1）

の各党の得票率の変動を足し合わせ、それを 2 で割ることによって求

められる。あるいはもっと単純に、ある選挙と前回選挙とを比べて得

票率を伸ばした全政党の得票率増加分を合計することでも求められる。

ヴォラティリティの計算方法は以下のように表わせる。

t 回目の選挙の政党 i の得票率を pi, t とすると、政党 i の前回選挙か

らの勢力変化は、

Δpi, t＝pi, t－pi, t－1

となる。このとき、2 回の選挙における変化の合計（total net change）は

次のように表わせる。n は 2 回の選挙で競合する政党の数を表わす。

TNCt＝
n

i＝1
  Δpi, t  

0 TNCt 200

正味の有権者変化であるヴォラティリティは、TNCt に 1/2 を乗ず

ることで求められる。

（
一
〇
二
二
）
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Vt＝1/2×
n

i＝1
  Δpi, t  

0 Vt 100

⑸　分極化

政党システムの特性として次に検討するのは、政党間のイデオロ

ギー距離、すなわち政党システムの分極化（polarization）である。政党

システムの分極化は、政党間の敵対関係および協力関係を示唆する指

標である。

一般的に、政党システムの分極化の度合いは、政党を「左－右」軸

上に位置づけてその距離を測定することによって示される。

政党を左－右軸という一次元上に位置づけることについて批判的な

意見もある。たとえば、ストークス（Donald Stokes）は、社会は多くの

対立次元によって特徴づけられるものであり、政党は次元毎に異なる

立場に立つと指摘し（Stokes 1963）、レイプハルト（Arend Lijphart）は

政党競合の争点次元として、⑴社会経済、⑵宗教、⑶文化・民族、⑷

都市・農村、⑸体制支持、⑹外交、⑺脱工業的価値観という 7 つを挙

げている（Lijphart 1984, 1999）。

このような主張があるとはいえ、多くの研究者は、政党間競合を左

－右軸上で理解することの合理性を認めている。サニ（Giancomo Sani）

とサルトーリによれば、先進工業社会では社会－経済的な紛争が極め

て重要な対立軸となっており、政党競争もこの軸に沿って展開されて

いるという（Sani and Sartori 1983）。あるいは、左－右次元は、政治空

間内での効率的なコミュニケーションとオリエンテーションを促進す

る一般化された政治的手段と見なすことができるものである（Fuchs 

and Klingeman 1989）。

政党を左－右軸上に位置づける場合、大きく分けて 3 つの方法があ

る（Niedermayer 1996: 26-27）。

（
一
〇
二
一
）
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第 1 に、政党に関する文献や文書を分析する方法である。これは、

政党綱領、政策文書、マニフェストなどで表明されている政党の主張

を内容分析などにより解析するものである（Thomas 1979, Bartolini and 

Mair 1990）。

第 2 に、専門家による評定を基礎とする方法である。その評定の仕

方にもいくつかパターンがあり、単純に政党を左から右へ並べさせた

り（Taylor and Herman 1971）、政党ファミリーを左から右へ並べさせた

り す る や り 方 や（Sigelman and Yough 1978, Gross and Sigelman 1984, 

Schamir 1984）、あるいは、各党が左－右軸上で占める正確な位置を回答

させるやり方がとられる（Castles and Mair 1984）。

第 3 に、市民の志向性に基づいて政党を位置づける方法である。こ

れは、支持者による政党の左－右軸上の位置づけの平均値で測定され

るか（Sani and Sartori 1983）、あるいは、市民による政党の左－右軸上

の位置づけの平均値で測定される（Niedermayer 1990）。

いずれかの方法で政党を左－右軸上に位置づけた上で、政党システ

ムの分極化の度合いが測定されるが、ここでも 2 つの方法が存在する。

第 1 は、単純に、左－右軸上の両端に位置する政党の距離を測定し、

それを分極化の大きさとする方法である。第 2 は、各政党を左－右軸

上に位置づけた上で、それらの政党のばらつきの程度を測定する方法

である。たとえば、左－右軸上の政党の位置の標準偏差をとる方法が

ある。これは、次のように表わすことができる。

POL＝

n

i＝1
（LRSi－LRS）2

n

LRSi＝政党 i の支持者による、政党 i の左－右軸上の位置づけの平均

値

LRS＝全ての政党支持者による、左－右軸上における位置づけの平均

値

（
一
〇
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⑹　分節化

政党間のイデオロギー距離は、政党の連合形成の可能性にも大きな

影響を及ぼす。この連合形成の可能性は、政党システムの分節化

（segmentation）という指標によっても測定される。たとえば、極度に分

節化された政党システムでは、政党間に明確な仕切りが存在する。逆

に、分節化していない政党システムでは、基本的には、全ての政党が

連合を形成する可能性をもつ。

穏健な政党は極端な政党との協力関係を結ぶことを拒絶することが

多いため、しばしば、両極の政党と他の政党との間に分節化が発生す

る。あるいは、社会が宗教や民族といった対立軸で分断され、政党エ

リートのレベルでも分断が存在するような場合には、穏健な政党同士

の間でも分節化は生まれる（Sartori 1976: 邦訳 476）。

分節化は、たとえば、以下のような計算式で求めることができる。

ここで、Ct は理論的に実現可能性のある連合政権の数、Cp は政治的に

実現可能性のある連合政権の数を表わす。

S＝1－
Cp

Ct

⑺　政権形成パターン

政党システムの特性に関して、政権形成のパターンに注目する議論

もある。たとえば、メアは、政権形成をめぐる政党間競合こそが、最

も重要な政党システムの特性であると主張する（Mair 1997: 199-223）。

メアによれば、政権形成をめぐる政党間競合の構造は、次の 3 つの要

素に関連づけることで理解できるという。すなわち、⑴政権交代の有

力なパターン、⑵代替的統治の公式、そして⑶いずれの政党が統治す

るのかである。

政権交代のパターンには、完全な政権交代（wholesale alternation）、部

分的な政権交代（partial alternation）、政権交代なし（nonalternation）が

ある。

（
一
〇
一
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「完全な政権交代」では、現在政権に就いているセットが、以前は野

党にいたセットに完全に取って替わられる。すなわち、t 回目の政権を

形成する全ての政党が政権から去り、t＋1 回目の政権は、以前は野党

であった政党あるいは政党の連合によって形成される。「部分的な政権

交代」では、現在の政権の中に、その前の政権を構成していた政党の

うち少なくとも 1 つの政党が含まれる。「政権交代なし」は、政権交代

の完全な欠如により特徴づけられる。そこでは、同一の政党ないし政

党連合が、長期にわたり、政権を独占的に支配し続けることになる。

代替的統治の公式（alternative governing formulas）という要素は、政権

を形成する政党ないし政党連合の顔ぶれが常に一定（familiar）してい

るのか、それとも従来の組合せとは異なる新たな政党連合が形成され

るなど革新的（innovative）であるのかに関連する。

いずれの政党が統治するのかという要素は、すなわち政権へのアク

セスを獲得する政党の範囲に関連するものである。そこでは、特定の

政党が、政権パートナーとして許容しえない政党（必ずしも反体制政党

とは限らない）として他の諸政党から排除されているのか否かが焦点と

なる。

5 　政党システム変化の測定

前節では、政党間相互作用を示す特性として 7 つの指標を概観した。

これらの諸特性は、「政党システム変化とは何が
0 0

変化することなのか」

を明らかにするものである。何が変化したのかを特定できたとして、

次に、「政党システム変化とはそれらがどの程度
0 0 0 0

変化することなのか」

が問われなければならない。

3 節で述べたように、システムとは要素間の相互連関の全体から形成

されるものである。それゆえ、厳密に言えば、システム変化とは、シ

ステム内部の局所的変化ではなく、システム全体としての特性が変化

することと理解すべきであろう。

システムの個別要素の変化やある特定の要素間関係の変化は、その

（
一
〇
一
八
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変化の程度にかかわらず、システム変化につながる可能性とつながら

ない可能性の両方をもつ。個別的な要素変化や要素間関係の変化が極

めて顕著でありながらも、システム全体がほとんど影響を受けない場

合がある。政党システム変化を強調する議論では看過されがちである

が、システムは、システム変化をもたらしうるような撹乱要因に取り

囲まれつつ、あるいは内部に潜在的撹乱要因を抱えつつ、全体として

は適応的自己安定化を実現している。他方では、個別的な要素変化や

要素間関係の変化がわずかであったとしても、システム全体が本質的

に変わるような場合もある（適応的自己組織化）。

政党システム研究においては、システム全体の特性に言及するもの

として、政党システムの類型（typology）の議論がある。政党システム

の類型論では、取り上げるべきいくつかの変数を設定・考察した上で、

それらの諸変数の組合せから導かれるシステムのタイプが区別される。

換言すれば、システム全体の特性に見られる相違に基づいて、システ

ムが複数のタイプに分けられているのである。それゆえ、政党システ

ムがあるタイプから他のタイプへと変化したとき、それを政党システ

ム変化と理解することができるであろう（Mair 1990: 16-17, 1997: 51-54）。

政党システム変化を理解する上で有用な類型論として、サルトーリと

メアの類型論を取り上げよう。

サルトーリは、競合的な政党システムを、有意政党の数とイデオロ

ギー距離によって類型化した（Sartori 1976）。彼にとって、有意政党の

数というのは、あくまでも政党間関係に影響を与えるという意味で重

要な変数となる。すなわち「政党数が私たちの興味をひきつけるのは

それが政党制のメカニックスに影響を与える時だけである。換言すれ

ばフォーマットはメカニカルな先有傾向を含んでいる時に限って、興

味深い変数になる」という（Sartori 1976: 邦訳 223）。

有意政党の数とイデオロギー距離を組み合わせた上で、サルトーリ

は、競合的な政党システムを、1 党優位政党システム、2 党システム、

穏健な多党システム、分極的多党システム、原子化政党システムとい

（
一
〇
一
七
）
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う 5 つのタイプに識別した。原子化政党システムというのは、残余カ

テゴリに属するものであり現実にほとんど存在することがないので、

ここでは除外し、1 党優位政党システム、2 党システム、穏健な多党シ

ステム、分極的多党システムの全体的特性を確認しておこう（Sartori 

1976: 邦訳 227-358）。

まず、2 党システムの全体的特性としては、⑴ 2 つの政党が絶対多数

議席の獲得を目指して競合している、⑵ 2 つの政党のうちどちらか一

方が実際に議会内過半数勢力を確保するのに成功している、⑶過半数

を得た政党は進んで単独政権を形成しようとする、⑷政権交代が行わ

れる確かな可能性があるという点が指摘される。

穏健な多党システムの場合には、⑴有意政党間のイデオロギー距離

が比較的小さい、⑵二極化した連合政権指向型の政党配置、⑶求心的

競合という特徴が見られる。

分極的多党システムについては、次のような全体的特性を列挙して

いる。すなわち、⑴有意な反体制政党が存在する、⑵相互に排他的な

二つの野党勢力（双系野党）が存在する、⑶中間位置を占める政党の存

在によって求心的競合が阻害されている、⑷反体制政党、双系野党、

そして中間位置を占める政党の存在によって、システムが分極化して

いる、⑸遠心的な競合の力学が強く見られる、⑹イデオロギー・パ

ターンが根源的で、政党の包括化戦略が制限される、⑺政権担当の機

会が特定の政党に限られ、政権形成の機会から排除された政党は無責

任野党となる、⑻無責任野党の存在によって、せり上げの政治と過剰

公約の政治がもたらされる。

1 党優位政党システムは、特殊なケースである。このシステムの作動

にとっては、優位政党の数やイデオロギー距離というのはあまり大き

な影響がない。極端な言い方をすれば、政党の数がいくつであっても、

分極化の程度がどれほどあっても構わない。むしろ、このシステムの

本質的特徴は権力の特殊な配分パターンにある。すなわち、2 つ以上の

政党を含み自由で公正な競争が行われているなかで、特定の政党が一

（
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貫して政権を握り、政権交代が事実上発生しないようなシステムであ

る。政権交代が起こるとき、つまり一貫して政権を握っている政党が

何らかの理由で政権の座から滑り落ちるとき、それは一党優位政党シ

ステムから他の多党システムへの変化であると見なすことができる。

さて、現実的な観点から言えば、先進諸国の政党システムは、その

ほとんどが穏健な多党システムか分極的多党システムに含まれている

ので、この 2 タイプの間での移行が焦点となるだろう。

サルトーリは、有意政党の数について、穏健な多党システムは 3 ～ 5

党、分極的多党システムは6～8党という一応の基準を提出しているが、

すでに見たように、政党数それだけに注目しても意味はない。たとえ

ば、政党数の変動にともなって、イデオロギー的分極化の幅が拡張な

いし縮小した場合には、タイプの変化に言及することも可能になるだ

ろう。

サルトーリ自身が述べているように、両タイプの大きな相違点は、

反体制野党が存在しているか否か、そして野党が 2 つの勢力に分裂し

ているか否かにある（Sartori 1976: 邦訳 299）。たとえば、分極的多党シ

ステムから有意な反体制政党の 1 つが消滅した場合、それは双系野党

の存立基盤を掘り崩し、分極化の度合いを低下させ、求心的な競合の

力学をもたらし、かくしてそのシステムは穏健な多党システムへと移

行することになるかもしれない。

次にメアの類型論を見てみよう（Mair 1997: 199-223）。メアは、政権

形成をめぐる政党間競合を重視し、そこに見られる 3 つの要素─政

権交代の有力なパターン、代替的統治の公式、いずれの政党が統治す

るのか─を組み合わせて、閉鎖的な（closed）競合の構造と、開放的

な（open）競合の構造とに区別した。両タイプの特徴は表 1 のようにな

る。

閉鎖的な競合構造の特徴は、政権交代が起きないか、あるいは起き

たとしても特定の政権交代パターンであり、政権を形成する顔ぶれも

一定であり、政権に参加する機会をもつ政党が少数に限定されていて、

（
一
〇
一
五
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新政党や「アウトサイダー」と見なされている政党が政権参加の敷居

を超えることは事実上不可能だという点にある。このような閉鎖的な

競合構造は、明らかに、予測可能性が高いものである。

それに対して、開放的な競合構造の特徴は、さまざまな政権交代の

パターンが見られ、政権を形成する顔ぶれも頻繁に変わり、新政党が

比較的容易に政権参加の機会をもつ点にある。このような開放的な競

合構造は、明らかに、予測不可能性が高いものである。

閉鎖的な競合構造が形成・維持されるか否かは、既存政党の戦略次

第である。既存政党が革新的な統治公式の実験に反対し、政権に新し

い政党が加わることを阻止する戦略を採るときに、閉鎖的な構造が発

展する。さらに、閉鎖的な競合構造の発展には、競合のパターンや政

権形成過程における安定的な規範や協定が必要不可欠である。つまり、

競合の構造の閉鎖性は時間の関数であり、新たに発生しつつある政党

システムを特徴づけるものではない。

メアは、政党の競合構造の変化（すなわち政党システム変化）について、

いくつかの事例に言及しつつ、有権者変化との関連性を論じている。

ここでは、デンマーク、カナダ、アイルランドの事例について概観し

表 1　閉鎖的・開放的な競合の構造

閉鎖的な競合構造 開放的な競合構造
完全な政権交代
または政権交代なし

部分的な政権交代
または部分的な政権交代と完全な政
権交代の混合

一定的な統治公式 革新的な統治公式
政権へのアクセスは少数の政党に限定
されている

政権へのアクセスは多くの政党に開
放されている

〔事例〕
イギリス
ニュージーランド（1990年代中期まで）
日本（1955-1993）
スイス
アイルランド（1948-1989）

〔事例〕
デンマーク
オランダ
新たに発生しつつある政党システム

出所　Mair （1997: 212）
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よう（Mair 1997: 214-223）。

1973 年のデンマーク議会選挙は、実質的な有権者変化を示した。議

席を獲得した政党は倍増し、共産党や新しく結成された右派政党が参

入したため、政党システムの分極化は大きくなった。しかしながら、

このような大規模な有権者変化にもかかわらず、デンマークにおける

政党の競合構造は変化していない。確かに、戦後初めてリベラル政党

が単独で少数政権を形成した。しかし、その後に続いて形成された社

会民主党による少数政権や、中道右派政権は、1973 年以前に経験され

たことのある政権形態である。

かくして、⑴統治公式は過去も現在も「革新的」であり、⑵政権へ

のアクセスは過去も現在も新政党に開かれており、⑶政権交代のパ

ターンは過去も現在も「完全な政権交代」と「部分的政権交代」とを

規則的に経験していることから、デンマークは現在でも相対的に開放

的な構造を維持していることになる。

カナダでは、1993 年総選挙でヴォラティリィが 42％に上昇した。保

守党の得票率は 16％にまで減少し、議席数はわずか 2 議席となった。

改革党とブロック・ケベコワという新しい2政党が議席獲得に成功した。

この 2 政党は明確な地域特性をもっており、有権者編成の永続的変動

の兆候なのかもしれない。しかし、それと同時に、明確な継続性も存

在する。すなわち、保守党に対する伝統的な対抗勢力である自由党が、

強力な多数派をもって政権に復帰したことである。少なくともこれま

でのところ、政権交代のパターン、革新性の程度、新政党の政権への

アクセスの程度を見る限り、カナダの政党システムは従来の政党シス

テムを維持していると言える。

ただし、カナダの政党システムは、ある次元では明らかに変化した。

自由党に対抗する野党が現在では 2 政党になり、さらに地域的な分断

が連邦レベルで発生して「完全な政権交代」の維持可能性が低減しつ

つある。この変化の可能性が存在するがゆえに、カナダの政党システ

ムが不変であると断言することはできない。

（
一
〇
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アイルランドの政党システムは、強固な亀裂構造の欠如と制度の継

続性によって非常に安定的であった。政権はアイルランド共和党が形

成するか、あるいはそれ以外の政党（主にアイルランド統一党と労働党）

の連合が形成するかのいずれかであった。しかし、1989 年にアイルラ

ンド共和党は、これまでの戦略を 180 度転換して、新しく結成された

右派リベラル政党との連合を決断した。その四年後には、アイルラン

ド共和党は労働党との新連合を形成した。

この 2 つの決断の結果、アイルランドの政党システムは変化した。

戦後のアイルランド政党システムが築き上げてきたものは、アイルラ

ンド共和党と右派政党との連合によりその根底が崩され、さらにアイ

ルランド共和党と労働党との連合によって、完全に破壊された。1989

年までに、アイルランドの政党システムは、2 極化された競合のパター

ンを中心として構築されてきた。アイルランド共和党対それ以外の政

党という競合パターンである。しかし、表面上は非同盟的であった新

政党と連合を形成したことで、アイルランド共和党は 2 極のうちの前

者の極に傷をつけた。さらに、伝統的な反対勢力、つまり「それ以外」

の政党の 1 つであった労働党との連合形成によって、後者の極も破壊

したのである。

アイルランドにおける政党システムの変化は、少なくとも初めのう

ちは、有権者変化がほとんど見られない状況で起こった。1989 年選挙

におけるヴォラティリティはわずか 7.8％であり、この値は戦後のアイ

ルランドにおける平均よりも低いものであった。既存政党の支持率を

見てみると、アイルランド共和党に対する支持は 44.1％から 44.2％に、

アイルランド統一党への支持は 27.1％から 29.3％に、労働党に対する

支持は 6.4％から 9.5％にそれぞれ上昇している。有権者の安定性と政

党システムの根本的な変動が同時に起きていたのである。

要するに、⑴デンマークでは、実質的な有権者変化が重大な政党シ

ステム変化を導かなかった、⑵アイルランドでは、選挙における安定

性にもかかわらず重大な政党システムの変化が起こった、⑶カナダで

（
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〇
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は、並外れた有権者の流動化にもかかわらず新しいタイプの政党シス

テムが発展しているか否かは依然として疑問符がつくのである。ここ

から導かれるのは、政党システムの持続性ないし変化と、有権者の安

定性ないし変化とは区別しなければならないということである。

政党システム変化をタイプの変化に関連づけて理解する方法は、厳

密な定義という利点を享受でき、明確な結論を引き出すことができる。

それゆえ、政党システムの安定と変化をめぐる知的泥沼を回避する有

効な方法の 1 つである。

しかし、一方では、すでに議論したように、適用する政党システム

の類型そのものが完全な合意を得ることは困難であり、他方では、こ

の方法で測定した場合には、政党システム変化があまりにも稀な現象

になってしまう。さらに、このようなオール・オア・ナッシングの測

定方法では、タイプ変化にまでは至っていない重要な諸特性の変化を

看過する危険性も否定できない。

そこでスミスは、政党システム変化のレベルを 4 つに区分けして測

定することを提案する。すなわち、⑴一時的な揺らぎ（temporary 

fl uctuations）、⑵限定的な変化（restricted change）、⑶全般的な変化

（general change）、⑷転換（transformation）という 4 つのレベルである

（Smith 1989, 1990）。

「一時的な揺らぎ」とは、長期的な傾向をもたない短期的な特性変化

を意味する。何が「一時的」であるのかを決めることは難しいことも

あるが、実際的には、政党の盛衰は容易に認識できるであろう。ある

政党は、システムを実質的に変えることなく、登場し退場して行く。

特定の争点をめぐる論争が激化して、分極化の程度が一時的に高くな

るとしても、その論争はすぐに何の傷跡も残すことなく解決するかも

しれない。スミスによれば、一時的か否かを見極めるには 3 回程度の

選挙が必要であるという。このくらいの期間があれば、新規参入した

政党が確固としてものとなるのか、そしてシステムのバランスや他の

政党の立場に影響を与えるのかを判断できるであろう。いずれにして
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も、このような揺らぎは、システムにおける変化とは見なされない。

「限定的な変化」とは、システム内で恒常的に発生する変化であるが、

システムの他のほとんどの特性がそのままであるという点で限定的な

ものとされる。新政党が設立され古い政党が衰退したり、システムが

より分極化したりするかもしれない。あるいは、選挙ヴォラティリ

ティが上昇するかもしれない。しかしながら、それぞれの変化は自己

完結的なものであり、他の特性とは独立している。

「全般的変化」とは、いくつかの特性の変化が同時あるいは連続的に

起こることを意味する。全般的変化が起きている政党システムは、一

時的には不安定な状況である。なぜなら、新たな均衡が確立されるま

で、さらなる反応が起こりうるからである。全般的変化とは、たとえ

ば、先に述べた有意政党の変化とそれにともなう他の特性の変化であ

る。すなわち、穏健な多党システムにおいて有意政党が増加したとき、

それにともない双系野党が現出し、政党競合の本質部分が変化するこ

とになり、最終的には分極的多党システムへと移行する。従って、他

の特性の変化を誘発するような特性変化が発生しているか否かがポイ

ントとなる。

「転換」とは、システムの全ての特性が変化し、全く別の政党システ

ムが形成されることを意味する。このような転換は、たとえば、体制

崩壊による連続性の破綻のような極端な状況下でしか起きることはな

い。しかしながら、全く別の政党システムの形成をともなわない転換

の可能性もある。可能性として考えられるのは、1 つの中心的な特性

（one central feature）が根本的に変化して、あらゆる連続性が押し流さ

れてしまうような場合である。

6 　政党システムに影響を及ぼす要因

政党システム変化の分析枠組みで最後に検討しなければならないの

は、「政党システム変化がなぜ
0 0

起きたのか」という問題である。換言す

れば、政党システムに影響を及ぼした要因は何かということである。
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ニーダーマイヤー（Oskar Niedermayer）は、政党システムに影響を及

ぼす要因を構造的次元と行為者次元とに分けて整理している

（Niedermayer 1996: 32-40）。構造的次元には制度的枠組みと社会構造が含

まれ、行為者次元には政党の行動と市民の行動が含まれる。

政党システムに影響を及ぼす制度的枠組みとしては、選挙制度、政

党資金に関する制度、違憲政党に関する制度などがある。とくに選挙

制度が政党システムに及ぼす影響については、これまでに多くの研究

の蓄積が見られる。

ヘルメンス（Ferdinand Hermens）は、比例代表制は必然的に政党シス

テムの破片化を生み、多数代表制は 2 党システムを生むとした

（Hermens 1941）。デュヴェルジェ（Maurice Duverger）によれば、⑴比例

代表制は、多党制的で、強固で、自立的でかつ安定した政党制を促進

する、⑵ 2 回投票による多数決制は、多党制的で、柔軟性があり、非

自立的でかつ比較的安定した政党制を促進する、⑶単純多数 1 回投票

制は、主要な独立した政党間の権力の交替をもった 2 党制を助長する

ことになる（Duverger 1959: 邦訳 227-228）。両者はともに、比例代表制は

多党システムをもたらし、多数代表制は 2 党システムをもたらすと考

えたのであるが、このような主張は理論的にも経験的にも反論されて

いる。いずれにしても、選挙制度と政党システムとの間に単純な 1 対 1

の関係は成立しないのである。

レイは、選挙制度が政党システムに及ぼす影響の程度はさまざまで

あるが、その影響の方向は同じであると主張した。すなわち、単純多

数代表制や絶対多数代表制だけでなく全ての選挙制度は、大規模政党

を過大代表し、小規模政党を過小代表する傾向があるという（Rae 1967: 

表 2　政党システムの発展に影響を及ぼす要因

構造的次元 行為者次元
制度的枠組み

社会構造
政党
市民

出所　Niedermayer （1996: 32）
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67-129）。

デュヴェルジェは、選挙制度の心理的効果についても言及している。

「単純多数 1 回投票制度の下で活動する 3 つの政党があるところでは、

有権者が継続して第 3 党に投票するとすれば、自分たちの票はむだに

なったということをただちに悟る。つまり、それゆえに、より大きな

悪を防ぐために 2 つの対抗者のうちのより小さな悪に、自分たちの投

票を委譲する自然の傾向がでてくる」という（Duverger 1959: 邦訳 248）。

政党への公的助成制度もまた、政党システムに大きな影響を及ぼす。

政党への公的助成は、一般的には、選挙で一定の得票以上を獲得した

政党に対して、得票率や議席率に応じて支出されるものであり、明ら

かに既存の政党が有利な立場にある。たとえば、新たに設立された政

党は、最初の選挙に臨むにあたっては、公的助成を受けられる立場に

ない。公的助成で十分な資金を獲得できるのであれば、政党は、不安

定な選挙民との関係性をあえて強化する必要性を感じなくなるかもし

れない。また、既存政党の間に公的助成に関する共通のインセンティ

ブが働くことになり、既成政党間にカルテルが結ばれるかもしれない

（Katz and Mair 1995）。

構造次元に含まれるもう 1 つの要因は社会構造である。政党システ

ムに影響を及ぼす社会構造的変化にはさまざまなものがある。しばし

ば指摘されているのは、脱工業社会への移行とそれにともなう産業構

造の変化、教育機会の拡大、福祉国家の変容、マスメディアの発達な

どである。これらの変化は、それ自体が政党システムに影響を及ぼす

と同時に、市民の行動にも大きな影響を及ぼす。たとえば、脱工業社

会への移行、産業構造の変化、そして教育機会の拡大は、脱物質主義

的価値観をもたらし、ニュー ･ ポリティクスと呼ばれる新たな対立軸

をもたらした。

ここで、キッチェルト（Herbert Kitschelt）の整理を参考にしておこう

（Kitschelt 1997）。キッチェルトによれば、1970 年代以降に西欧政党シ

ステムに直接的・間接的に影響を及ぼしている社会的変化として、⑴
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技術の領域におけるエレクトロニクス革命、⑵新興工業国の台頭によ

る国際競争の激化、⑶福祉国家の変容を挙げることができるという。

エレクトロニクス革命によって、生産労働者のサービス労働者に対

する割合は継続的に減少した。高い技術をもつ労働者への需要が高ま

る一方で、技術をもたないか低い技術しかもたない労働者への需要は

低下した。さらに、運輸や通信のコスト低下にともない、経済部門の

国際競争が拡大した。

手工業市場における新興工業国の台頭にともない、欧州諸国の手工

業部門の給与レベルが低下した。企業は価格競争を回避するために洗

練された製品の製造へと向かったため、高度な技術をもつ技術者の需

要が一層高まった。

資本市場の国際化（開放化）により、労使協定が結ばれ収益率があま

り高くないような国家からの資本の撤退が起きた。それにより、労使

間交渉の主導権は資本家にシフトすることになり、賃金の抑制や社会

保障費用の圧縮への圧力が高まった。

人口の高齢化、高い水位にある失業率、女性の労働市場進出などに

よって、公共サービス部門は肥大化した。ところが、経済成長の鈍化、

国家予算の逼迫化、国際競争（とりわけ国際資本の国際競争）の激化にと

もない、肥大化した公共サービス部門の維持は困難になりつつある。

今日では、市民の公共サービス依存をめぐって、経済的論争だけでな

く政治的・道徳的論争も起きている。

これらの社会構造変化が政党システムにもたらした1つの影響として、

左－右対立軸の再活性化を指摘できる。ここでの紛争は、階級間対立

というよりも部門間対立である。国際競争にさらされている民間企業

の管理職や雇用者は、保護産業や公的部門で働く人々よりも、再配分

手段の抑制への期待が強い。

社会構造の政党システムへの影響を考える場合、当然ながら、亀裂

構造の変化も重要な焦点になる。ダルトンらが主張するように、伝統

的な亀裂構造が弱体化し、同時に脱工業革命が新たな社会的・政治的
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亀裂構造（ニュー ･ ポリティクスをめぐる亀裂構造）をもたらすとすれば、

それは政党システムにも大きな影響を及ぼす可能性が高い。そこで重

要になるのは、亀裂構造に対する政党および市民の対応である。たと

えば、新しい亀裂構造の顕在化に政党が首尾良く対応できなかった場

合には、新しい亀裂構造を代表する政党の参入、政党数の増加、有権

者変化の増大、これらの変化にともなう他の特性の変化といった影響

が政党システムに及ぶ可能性がある。

最後に、政党の行動の変化が政党システムに及ぼす影響について検

討しよう。キルヒハイマー（Otto Kirhchheimer）によれば、戦前の西欧

の政党システムは「個人代表の政党」と「大衆統合政党」によってか

たちづくられていたが、戦後には「個人代表の政党」は例外的な存在

となり、「大衆統合政党」も「包括政党」へと変化しているという。包

括政党の特徴は、⑴政党のもつイデオロギー装置の縮小、⑵党組織に

おける幹部グループの強力化、⑶党員の役割の減少、⑷特定の社会階

級や特定宗派の信徒の比重低下、⑸さまざまな利益団体へのアプロー

チである（Kirhchheimer 1965）。

このような包括政党が政党システムに及ぼす影響であるが、いずれ

の側面を注目するかによって、焦点となる政党システムの特性も異

なってくる。包括政党の政党競合への影響に注目する場合には、包括

政党化に成功した政党のみが生き残ることができ、他の政党を凌駕し

てしまうため、政党システムの破片化が低下するとされる（Wolinetz 

1979）。スミスはさらに極端に、「究極的には、包括化の政治は 2 つの重

要な政党の残存のみを要求する」と表現している（Smith 1982: 64）。2

大政党が包括政党化するとすれば、既存の機会構造が変化するかもし

れず、それゆえ非対称性も変化するかもしれない。

包括政党による政党－有権者関係への影響に注目して、メアは次の

ように述べている。この言明から示唆されるのは、政党－有権者関係

の脆弱化によるヴォラティリティの増大である。

（
一
〇
〇
六
）

73



政
党
シ
ス
テ
ム
変
化
の
分
析
枠
組
み
（
荒
井
）

一
二
三

包括政党は、自身が属する社会との特定の組織的結び付きを

絶ち、選挙民からも離れて活動し始める。そして「ボトム

アップ」の政党から「トップダウン」の政党に変化し、選挙

市場を狭隘化するのではなく、むしろ選挙市場での競争を選

択する。さらにアイデンティフィケーションの上に立つので

はなく、条件付きの支持の上に立つ。支持者の囲い込みでは

なく、支持者からの承認を要求する。これらの結果、偶発性

の可能性が高まり、ランダム投票に至るかもしれない（Mair 

1989: 182）。

包括政党論における「イデオロギー装置の縮小」という点に注目す

ると、脱イデオロギー化と求心化の力学が強まることによって、分極

化の低下が起き、さらには分割化も変化するかもしれない。

もちろん、キルヒハイマーの包括政党論以降にも重要な政党組織論

が展開されている。たとえば、パネビアンコ（Angelo Panebianco）の選

挙－プロフェッショナル政党の議論や、カッツ（Richard Katz）とメア

によるカルテル政党論なども、政党システムに大きな影響を及ぼすで

あろう（Panebianco 1988, Katz and Mair 1995）。要するに、ここで重要な

ことは、政党がどのような組織モデルを採用し、どのような戦略をと

るかということが、政党システムにとって大きな影響をもつというこ

とである。

7 　おわりに

本稿では、政党システムの何が
0 0

、どのように
0 0 0 0 0

／どの程度
0 0 0 0

、そしてな
0

ぜ
0

変化したのか（あるいは変化しなかったのか）を総体的に提示しうる体

系的な分析枠組みの素描を試みてきた。3 節で指摘したように、政党シ

ステムがシステム概念を基礎にしているのであれば、唯一絶対の分析

枠組みを構築することは極めて困難であろう。しかしながら、そのこ

とは、政党システム変化をどのように分析しても良いという意味では
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ない。重要なことは、政党システム変化が何を意味し、どのように測

定され、そして何によってもたらされたのかを明確に意識しながら、

分析を進めることである。そのような分析が蓄積されることによって、

政党システム変化の研究は、より建設的な意味で、豊饒なものとなっ

ていくであろう。
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Internet Privacy and Tax Havens in Our Sophisticated 
Globalized Information Society: from the View Point of 
CSR （Corporate Social Responsibility） or Business Ethics

Yasuyuki YANABA

Ⅰ．Globalization and the Sophisticated Information Society: a Short History of 

the Development of IT Companies

Ⅱ．Invasion of Privacy of Information and Communications

1 ．The invasion of privacy by companies and government

2 ．Technology and methods of collecting information and Invasion of Privacy 

in terms of information

Ⅲ．Emerging New Technologies: Concentration in a Few Internet Platform 

Holders, Unsolved Problems and Ethics

1 ．The Emergence of New Technologies and the Concentration in a Few 

Internet Platform Holders and Their Responsibilities

2 ．The Dilemma of Internet Privacy as a Human Right and the National 

Interest

Business Ethics Challenged in the Case of Google

The Importance of the Google Affair

Background of the Confl ict between Google and China

3 ．The Difference in the Interpretation of Privacy as a Human Right, 

Monopoly and Superpower

The Confl ict between the EU, Other Countries and Google concerning 

the Difference in Interpretation of Internet Privacy
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Ⅳ．CSR in the Context of Information Privacy and Tax Havens

1 ．Cases of Business Ethics of Internet Privacy and Avoiding Tax

Case 1．Case 2．Case 3．Case 4．

Opposition of Public Opinion, Reputation and the Share Price of a 

Company

2 ．Democracy and Responsibilities as a “Corporate Citizen”

What is Necessary? Recovery of Trust and Beyond CSR: to Make CSR 

Align with Public Policy

3 ．Expectations and Problems of CSR

Problems of CSR

4 ．Change of Shareholder Culture of Tax Avoidance

How CSR Deals with Internet Privacy and Tax Avoidance?

Ⅴ．A New Problem of CSR: the Social Responsibility of Shareholders and 

Managers in Conjunction with the Socially Responsible Investment and the 

Disclosure of Information

Shareholder’s Proposal by Socially Responsible Investment Funds at the 

General Meeting of Google

Disclosure of International Tax Payment and Responsibility of Managers 

and the Choice of Shareholders

Ⅰ．Globalization and the Sophisticated Information Society:
　　a Short History of the Development of IT Companies

Our present society is globalized and highly integrated through 

information technology. In order to understand how we got into this 

situation, I will introduce a history of business before the present 

modern information oriented society. I will consider Information and 

Internet Privacy, its related troubles, problems, difficulties and the 

responsibility and ethics of IT companies, as well as the avoidance of 

tax by those companies. Those companies are almost all multinational 

companies. They avoid tax by using information technologies and tax 
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havens. Some consumers fi le suit against such IT companies because of 

the problems of infringement of Internet privacy. As such, many IT 

companies have lost social trust, even though consumers enjoy their 

services.

The invasion of Internet Privacy and the avoidance of tax by IT 

companies have not been discussed in terms of CSR or corporate social 

responsibility. I am going to consider several cases where these 

problems have come up. Though it is admittedly difficult to address 

these problems, I will look at the reputation and the stock prices of 

companies as factors for controlling these problems, as well as the 

expectations and problems of corporate social responsibility in terms of 

“Corporate Citizenship.”

I will also consider the meaning of the formation of shareholder 

culture and the social responsibility of shareholders for solving these 

problems in conjunction with socially responsible investment. In the last 

chapter I will argue that it is necessary for companies to disclose 

information about these problems, that is, of new international tax 

planning and problems concerning the invasion of internet privacy, both 

domestic and foreign, so that shareholders can choose a culture that 

accepts CSR and demands long-term profi t instead of short-term profi t.

A Short History of the Development of IT Companies

After early Multi-National Corporations such as Shell, Standard 

Oil, and Unilever had emerged in the nineteenth and twentieth 

centuries, IT companies such as IBM emerged in the middle of the 

twentieth century. Shell, Standard Oil and Unilever are representative 

companies of early globalization, and IBM is the pioneer company of a 

computerized, information-oriented society.

In the nineteenth century, various tools were developed for factory 
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work, but from the latter half of the 20th century, various kinds of 

computers were developed and used as tools for business. Large and 

powerful computers or small personalized computers have been 

developed for production, office-work, sales-marketing, banking, 

transportation systems and so on. Nowadays, small personal computers 

such as laptop PCs and cell phones are diff used among consumers and 

are connected to each other by the Internet; information about users 

and consumers is used by businesses.

IBM is a pioneer enterprise that globalized its management 

resources by constructing and using its internal system in the context 

of world enterprise. Apple Inc. developed a personal computer （PC）, 

and an advanced international division of labor for many production 

processes. Almost all Apple products, such as the iPod, iPhone or 

iPad, as well as Dell’s PC are products made by an international 

division of labor, where all business processes, from R&D, the 

production process, and distribution, are interconnected by the supply 

chain using the Internet.

Microsoft and Cisco made it easy for average people to use PCs 

and connect to the Internet. It is important to note that the change of 

commerce, especially its style of purchase-consumption and distribution 

at the turn of the twenty-fi rst century is related to the diff usion of the 

PC. The rapid diff usion of the PC and the Internet made the birth of 

e-commerce （originated by Amazon） possible.

The emergence of Amazon and Google at the end of the twentieth 

century is important because both are among the fi rst internet-based 

businesses: Amazon established a new type of business called 

“e-commerce” and Google started a new type of service: the “search 

engine.” The diffusion of the PC not only among businesses but also 

among average consumers resulted in new developments in the 
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Information Revolution; this was followed by the diffusion of many 

kinds of mobiles devices, such as the iPad or iPhone, which resulted in 

more integrated and fused utilization of information by business and 

consumers, such as SNS.

Though the main SNS enterprises, such as Facebook, Twitter and 

LINE are all very young, they soon succeeded in bringing about new 

types of business which connected consumers to each other or to 

business, which used SNS for marketing. SNS services have already 

grown global along with diff usion of mobile devices all over the world.

The emergence and development of companies such as Facebook, 

Twitter and LINE could be described as the product of a new stage of 

globalization and “an information society,” or the computerization of 

society. Consumers promote it more and more with their demand for 

convenience. Many consumers using iPhones access the Internet through 

SNS applications, such as Facebook, search for products using Google 

and order the products from Amazon.

As a result, modern global society accelerates ever more quickly 

toward globalization and the globally integrated utilization of 

information. Technology is progressively improved by companies that 

take seriously the demands of users using various types of 

communications or information for themselves. Their demands are feed-

backed for development of its technology by business for more 

improved utilization fused with their personal uses.

Ⅱ．Invasion of Privacy of Information or Communications

1 ．The Invasion of privacy by companies and government

This sophisticated utilization of information results in IT 

companies now being capable of accessing and looking into personal 
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computers or mobile devices without the users noticing. Such an 

invasion of privacy often occurs and increases along with the diff usion 

of PCs or mobile devices, and especially with the use of the Internet. 

Ten years ago, such use of the users information would have been 

called an invasion of privacy. But many users have already grown 

accustomed to IT companies using their information.

Another serious problem is that the utilization of information 

technology by the government has also developed in the same way as 

the development of technologies for commercial utilization of users’ 

information.

Former NSA employee Edward Snowden leaked that there was 

surveillance not only of executives of foreign governments or states but 

also of average American citizens by the CIA and NSA. It is an open 

secret that public authorities monitor the communication of many 

citizens, and yet the United States government has demanded that IT 

companies such as Google, Apple, Microsoft and Facebook cooperate 

with them in surveillance and monitoring of ordinary citizens.

These problems have not been considered in terms of CSR or 

Business ethics. IT companies haven’t broken their silence about this. 

But business must be transparent about their relations to government 

in terms of processing information. Likewise, businesses must be 

transparent about these issues, not only for the sake of their 

shareholders but also for society.

2  ．Technology and methods of collecting information and Invasion 

of Privacy in terms of information

The invasion of privacy can be divided into two types: the 

traditional invasion of privacy, and a new type, which uses the Internet. 

Collection or utilization of personal information on databases without 
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permission is the older type of invasion, known as database privacy.

Yahoo! offered to aid surveillance of democratic activists in 

compliance with the demand by the Chinese government. This is also a 

traditional type of invasion of privacy, as well as the limitation of 

access to the Internet by “the Great Wall” of the Chinese government.

The invasion of Internet Privacy occurs in the case of commercial 

utilization of information by Web-site operators or communication 

carrier companies when information is gathered or reused through 

internet communication.

Generally speaking, there are two methods of collecting 

information on web-visitors. One is the utilization of Web forms, and 

the other is the utilization of log-fi les of Internet servers, which are 

used for collecting personal information, such as Internet addresses. A 

new type of invasion of privacy by Internet specifi c technology is that 

of data mining technology. This mines out patterns or relations among 

various types of information from enormous databases of information. It 

is used not only by governments, but also by businesses to predict and 

to plan, based on customers’ behavior.

Using Internet cookies is another important problem that can 

result in the invasion of Information Privacy. Internet cookies are small 

pieces of information in text format that are downloaded to web-users’ 

computers when users visit certain web sites. The exchange of data 

occurs inside visitors’ PCs not by web-visitors but by web site 

operators. This is often done without the knowledge of the web-user. 

Many web-visitors give their information to web site operators in 

return for convenience, but their information is sometimes ‘sold’ to 

other web site operators.
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Ⅲ ．Emerging New Technology: Concentration in a Few Internet 
Platform Holders, Unsolved Problems and Ethics

1  ．The Emergence of New Technology and the Concentration in 

a Few Internet Platform Holders and Their Responsibilities

Internet technology, such as cookies and data-mining, has been 

criticized from the point of view of privacy. Therefore, a few methods 

for protecting privacy are being developed. New technology such as “Ad 

Truth”from 41st Parameter Inc. and“IDFA” from Apple Inc. have 

emerged and are taking the place of cookies. Nevertheless, this is not a 

solution to the risk of violation of privacy. Rather, this new technology 

has given the advantage to such platform holders as Apple, Microsoft, 

Google, Amazon and newcomers such as Facebook. If web site users 

could limit or reject the cookies of web site operators, their market 

power would be stronger.

Therefore, it has become important for these major companies to 

be responsible and ethical. It is necessary for IT companies to be 

transparent when using users ’ information, as well as in their 

cooperation with government, and to develop new technology that is 

neither illegal nor unethical. It might also be an opportunity for new 

enterprises to provide more advanced, convenient and privacy-safe 

technology to consumers.

On the contrary, we can fi nd that there are many cases in which 

businesses illegally or immorally use consumer information through the 

Internet because users do not realize that IT companies use their 

information commercially or “sell” it.

The responsibility of major IT companies’ has become heavier and 

heavier, and more and more complicated. One reason is that IT 

companies have discovered that concepts of Information Privacy as a 
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human right differ among several countries, even though the IT 

companies have globalized their businesses and have succeeded in 

connecting all the countries they serve with their IT business. 

Moreover, governments that have censorship and monitor citizens often 

use advanced technologies developed by these companies

Snowden, the former employee of the CIA and NSA, has also 

informed the world that IT technologies have been used as weapons for 

the “Cyber War” or national security and are also utilized by 

governments for gathering intelligence from citizens both domestic and 

overseas.

2  ．The Dilemma of Internet Privacy as a Human Right and the 

National Interest

There is a conundrum between the protection of the Internet or 

Information Privacy and National Security. Behind this dilemma is the 

US-CHINA Cyber Warfare on the one hand and the War against 

terrorism on the other hand. The privacy of American citizens has 

come to be limited especially since the government of George W. Bush, 

the forty third president.

It is diffi  cult for a company to fail to cooperate with government in 

its business environment, either domestically or overseas. IT companies 

have been globalizing from the beginning and confronting different 

administrative regulations or cultures all over the world. Acceptable 

behavior in some countries or districts may be unacceptable elsewhere.

Though human rights are universal, they are not necessarily 

respected in undeveloped countries. The governments of some countries 

sometimes demand that IT companies act against human rights and 

inform the governments of the activities of democratic activists. Some 

countries, such as China, place priority on “State Security” over human 
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rights. In democratic countries that have independent judiciaries, 

government executives cannot execute their powers with regard to 

fundamental human rights without the permission of the courts.

Business Ethics Challenged in the Case of Google

For private companies, profitability must go hand in hand with 

obedience to the law. Of course, multinational companies must obey the 

laws of their host countries, but they must give priority to the laws of 

their home countries.

What is best for business overseas is not necessary good in a 

company’s home country. And what is legal or ethical overseas is 

sometimes illegal or unethical in its own country. But considering these 

complicated problems, business has to decide how to act in the context 

of diff erent business environments. Technology is no guide, so business 

must act based on democracy and ethics, as well as on business 

principles. In this sense, it might be good to consider the Google case.

The Importance of the Google Affair

It was in 2010 when Google closed the site Google.cn and moved it 

to Hong Kong in order to avoid Chinese government censorship. Though 

many people admired Google, this action was not so simple and not 

necessarily ethical. Actually, it might not have been ethical to open 

Google.cn to begin with. Also, Google was an important company 

supported by the US government.

“While removing search results is inconsistent with Google’s 

mission, providing no information （or a heavily degraded user experience 

that amounts to no information） is more inconsistent with our mission” is 

what they said in Jan. 2006（ 1 ）

When Google began their operations in China, Google signed an 
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agreement called “The Pledge” with the Chinese government that stated 

that Google would abide by all the regulations set forth by the Chinese 

government, even if China opposed democratic values.

So, was it inconsistent with their motto “Don’t be evil” that Google 

decided to begin service in China? And was it in itself immoral to begin 

their business in that country? Though their stance was not clear, they 

should have known what the Chinese Communist Party was. I wonder if 

it is so diffi  cult to consider the situation of Google to be the same as 

that of the press. Google is a growing giant and its function, mission 

and responsibility overlap with those of the press. Though Google has 

said that they could not accept censorship, they must have known from 

the beginning that the Chinese government certainly used censorship 

and would not change easily. Clearly, the excuse for their last decision 

was not consistent with that of their earlier stance, and this change 

might have depended upon other some reasons such as described below.

This was an important aff air that drew attention all over the world 

about the dilemma of Internet companies and Internet Privacy as a 

human right.

Background of the Confl ict between Google and China

The following is a history of the problem between Google and 

China:

2006. Google launches Google.cn

2010.01.13. Reuters, Google and the US government issued a plan to 

protect democratic activists in China from Cyberattack through Gmail-

service as well as Chinese government censorship

2010.03. Google.cn was converted to Google.hk.

2012.06.01 New York Times, Google to alert users to Chinese 

censorship.
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2013.03 E. Schmidt, published The New Digital Age: Reshaping the 

Future of People, and noted that China is the most dangerous country 

in the world.

There might be serious Cyber Warfare between USA and China in 

the background. From the view point of the Chinese government, they 

defend attacks from US government and Google. What is important, is 

not whether the Chinese government or Google is right or not, but that 

Google has ability to cooperate with US government to attack Internet 

both domestic and oversea, even though this is grey zone.

Actually now that U.S. government depends upon IT companies 

such as Google for intelligence, Google could have expanded its 

business by functioning as the main supplier for government. The real 

problem is whether or not the violation of human rights can be 

permitted both at home and abroad; however, we should also consider 

how and why the cooperation of business and government for the 

national Interest is good and ethical or not.

3  ．The Difference in the Interpretation of Privacy as a Human 

Right, Monopoly and Superpower

We have already considered Internet privacy. Google stands in the 

forefront not only for its search engine but also for its attitude toward 

cooperation with government. This is because of the differences of 

interpretation of human rights. This diff erence exists between the USA 

and EU or other advanced countries, and also between western 

countries and eastern countries, especially dictatorial countries such as 

China, as described above.

One of the concepts of privacy is that of “the right to be forgotten” 

that the EU and Japan have insisted on. The EU stipulated in January 

（
一
〇
六
七
）

12



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
八
四

2012 that the companies that manage personal data must delete it if 

there is a request from the individual at the origin of data, and thus the 

right was born.（ 2 ）

At the trial in which a Spanish man had sued Google in May 2014, 

a European court decided that “an individual had a right to call for the 

company which ran a search engine to ensure that the specifi c search 

results in conjunction with the individual were not to be displayed.” “A 

right to be forgotten” was approved at that moment.（ 3 ） In addition, the 

Tokyo District Court in Japan gave a deletion order for inappropriate 

Google search results for the fi rst time in October, 2014.

The concept “Google vs. the rest of the world” is too simplistic. It 

is better to say “Google and the United States vs. the rest of the 

world.” From the viewpoint of the rest of the world that opposes IT 

companies such as Google, there is always the American idea （presented 

by President Obama）, who stated “the Internet should be free and open.” 

This is why the U.S. Government can be interpreted negatively as 

trying to protect the IT industry in order to protect the United States 

economy.

Another problem between the US and the EU is the different 

interpretation of monopoly. In the United States, the U.S. Federal 

Trade Commission （FTC） investigated Google on the suspicion of 

violation of the antitrust law from the 2000s. Google was suspected of 

having abused the marketplace with monopolistic actions in its 

publication of search results. But the FTC decided in 2013 “that 

Google did not violate the law”
（ 4 ）.

However, the EU assembly adopted a “resolution calling on Google 

to separate its search engine from other services.”（ 5 ） Shares of Google 

in the search engine market exceed 90% in the EU. Google has a virtual 

monopoly in this market. Both in the USA and in the EU the situation 
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is the same, but the EU has neither Google nor Silicon Valley.

Finally, I would like to conclude with pessimistic statements, 

alluding to the possibility that Google itself can become “the Super 

power.”

As Google’s chairperson Eric Schmidt stated in the book The New 

Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business, it 

is “the power of connectivity that led 8 billion people to the Internet” 

and he called it “the fi fth power.” to continue（ 6 ）.

But is Internet, “the fifth power” next to administration, 

legislation, the judiciary, and the media? A few platforms, including 

Google, have already strengthened the power to rule. But democracy 

doesn’t have enough power to control this giant. It is our demands that 

give this giant its momentum of power. The energy of the giant comes 

from the engine called capitalism. If it drives recklessly, it may be a 

remarkable vehicle, but it may be very diffi  cult to control.

The Conflict between the EU, Other Countries and Google 

concerning the Differences in Interpretation of Internet Privacy

As I explained above and elaborated concerning taxation on MNCs, 

Google, which has the support of the US, is hard to defeat, as long as 

it is an enterprise supported by the state, that is the USA. Then, is it 

right that Google and other American IT Companies insist on only their 

own concept of privacy or the right to know? If some other countries 

were as wary of Google as the Chinese government is, would it be 

possible for Google to get accepted? Perhaps it is because the CIA and 

NSA are behind Google and other American IT Companies, and that 

their technologies are also being used for intelligence activity of the 

American government.

Anyway, Google is not a state, and while most people are users of 
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Google, they are not shareholders. And Google must be a “Corporate 

Citizen,” or corporation responsible to society. Therefore, how can we 

discuss the ethics of Internet privacy? Or what can we discuss about 

Google and other IT companies? It is diffi  cult to answer these questions 

but easy to find inconvenient realities from some cases. From these 

cases we can fi nd a few problems that are worth considering; this is 

just one step for solving these problems.

Ⅳ．CSR in the Context of Information Privacy and Tax Havens

Can we control the energy of this Giant? It is unnecessary to even 

make the statement that there are a number of people, such as Milton 

Friedman, who deny the social responsibility of enterprises. If we could 

enlarge the concept of CSR to the point of view of the stakeholder, to 

the globalized world, we can imagine that MNCs or IT companies and 

our society must be responsible for the problems of the violation of 

Internet Privacy and Tax avoidance. However, many MNCs or IT 

companies avoid taking responsibility and have left their home countries 

to avoid paying taxes. How can it be possible to expect them to be 

responsible abroad?

Another important problem is that other countries no longer trust 

the US government and enterprises. An example is that the CIA tapped 

the cell phone of Chancellor Merkel for a long time. This is related to 

the increasing tendency of EU countries to resort to litigation 

concerning problems of communication and information.

Actually going to court to solve confl icts among stakeholders is not 

unusual. However, business rarely gets stronger because of excess 

litigation. This might be contrary to the thought of CSR in advanced 

capitalist countries, such as the U.S.A.. CSR simply fi lls in the blanks 
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where capitalism has defects as well as addressing morals or ethics as 

opposed to laws or regulations.

CSR assumes that there is a balance between laws or regulations 

and freedom from them that is necessary to assure social development 

in a free society. From this point of view, some IT companies’ behaviors 

cited below should be reconsidered.

1  ．Cases for Business Ethics of Internet Privacy and Tax 

Avoidance

Case 1．EFL/ACLU lawsuits against IT Companies

These are from several lawsuits in progress. In one EFF （Electric 

Frontier Foundation） is suing AT&T. In the other, ACLU （American Civil 

Liberties Union） is suing AT&T, Verizon and BellSouth. They have 

insisted that civil liberties, and secrets of communication have been 

infringed on. As it is a civil action, telecommunications carriers are the 

defendants. AT&T （as a telecommunication carrier） is insisting that they 

follow national policy. Journalists and citizens groups are suing the 

State Secrets Privilege.（ 7 ）

Case 2．The ACLU of Northern California has fi led a shareholder suit 

against AT&T and Verizon concerning NSA Data Sharing.

IT Companies have continued to cooperate with the government, 

and Snowden’s statements have again revealed a violation of privacy. 

Here is the statement of the shareholders:

 “We fi led a shareholder proposal ─ one with AT&T and one with 

Verizon. As customers, shareholders, and citizens, we all deserve to 

know what is done with our personal information. That is why the 

ACLU of Northern California, along with several other investors, have 

called on both companies to break their silence and publish 
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transparency reports that detail how often they share information with 

U.S. or foreign governments and what type of customer information is 

shared.（ 8 ）

It is worth knowing, as consumers, shareholders and citizens, what 

is done with our personal information. Therefore, the North California 

ACLU, with other investors, has visited both companies, and demanded 

a transparency report. The companies have the responsibility to 

answer. The trust of the customer is a critical thing that is important 

to any business from the start. It is especially so for Internet and 

telecommunication companies which collect personal information that 

aff ects the lives of hundreds of millions of people in the world.”

So far, a number of Internet companies, including Google, 

Microsoft, Twitter, LinkedIn, Facebook and Yahoo!, have issued 

transparency reports to restore the trust of consumers, but ATT and 

Verizon have not yet done so.

Privacy is fundamental to democracy and freedom of expression, 

and transparency is not only essential for general knowledge but and 

also to make business decisions. So, IT companies must issue 

transparency reports.

Case 3．“AT&T is putting a price on privacy. That is outrageous”

According to this article, “AT&T is performing deep packet 

inspection, a controversial practice through which Internet service 

providers, by virtue of their privileged position, monitor all the Internet 

traffic of their subscribers and collect data on the content of those 

communications. /////// What if customers do not want their Internet 

service providers to spy on them? AT&T allows gigabit service 

subscribers to opt out ─ for a $29 fee per month. But charging extra 

for privacy is signifi cant for social justice: broadband access is hard to 
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come by for many communities, and subscribers on the lower rungs of 

the income ladder may not be able to aff ord an additional fee to protect 

their privacy. Privacy should not be reserved for the rich, and the poor 

should not be forced to choose between broadband, an essential tool in 

modern life, and their privacy.（ 9 ）
”

Privacy is fundamental to democracy. But, it costs $29 to buy the 

human right of privacy as a premium service. This is because AT&T 

sits in an incredibly privileged position in the network and uses its 

power. Should AT&T be ashamed of itself for putting profit over 

privacy? Customers should not be forced to take this sort of action to 

protect their privacy.

Case 4．Tax avoidance by Starbucks.uk : another problem of CSR

Opposition of Public Opinion, Reputation and the Share 

Price of a Company

Even if tax avoidance is not an evasion of the law, it runs up 

against objections of public opinion. It is certain that shareholder value 

is damaged if avoiding the payment of taxes hurts the reputation of a 

company. When social reputation is once damaged, and the stock price 

falls, it will take time to recover.

I would like to discuss the change of the value of share prices 

before and after the news of tax avoidance by Starbucks.uk. The 

avoidance of Tax payment was revealed on October 16, 2012, and soon 

after there was a boycott by consumers. The result was a drop in share 

prices. The company immediately announced a voluntary tax payment. 

After this, the share price increased, and soon afterwards, the price 

trended upwards. After the tax payment, there was a remarkable rise 
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of share price in 2015.

Year month day　　stock price（10）

2011.01.03　　32£ 2012.12.28　　53£ 2014.07.01　　78£
2012.01.03　　47 2013.01.02　　55 2015.07.01　　54　＊ 2
2012.10.01　　51 2013.07.01　　66 2015.12.31　　61　＊ 2
2012.10.31　　46 2014.01.02　　78 2016.07.01　　57　＊ 2
2012.12.18　　55
note: round off  numbers to the nearest 1.. Stocks split in 2015.

＊ 2  means: value doubles

The Panama Papers recently became a hot topic of discussion, but 

the tax avoidance of MNCs is not a new problem. Previously, the G20 

and OECD have taken up tax avoidance, and an action plan for 

preventing the tax avoidance of MNCs was adapted in 2015.

The tax avoidance of American companies such as Apple, 

Facebook, Google, Amazon and Coca-Cola came to light in the U.K. 

The British Government introduced “a Google tax” in 2015. This is not 

only targeted at Google. The British government imposed a tax rate of 

25% on dishonest companies, such as Amazon, Apple and Coca Cola. 

This rate is higher than a normal corporate tax rate: hence the 

necessity of CSR.

This is because it is difficult to gain the coordination of many 

countries to enforce international regulations against tax avoidance 

despite the necessity for social and international justice.

2 ．Democracy and Responsibility as “Corporate Citizen”

Democratic societies ruin themselves if their members do not fi ght 

for independence, rights and dignity. On the other hand, the 

fundamental rule of capitalist society is profit seeking, sometimes 

sacrificing all else for this. Is the logic of capitalism not compatible 

（
一
〇
六
〇
）

19



Internet P
rivacy and T

ax H
avens in O

ur S
ophisticated G

lobalized Inform
ation S

ociety: from
 

the V
iew

 P
oint of C

S
R
 

（C
orporate S

ocial R
esponsibility

） or B
usiness E

thics
（Y

A
N
A
B
A

）

一
七
七

with the logic of democracy? Profi t seeking is an economic principle, 

and the mechanism of self-increase is built-in. There is an automatic 

mechanism that is independent of human intention; that is, there exists 

a necessity to compete for profi ts; if somebody does not look for profi ts, 

others will do so. On the other hand, it is a principle of democratic 

society that the public is in control of its own aff airs.

What responsibility should a company have in a democracy? 

Citizen’s movements for privacy and against Tax Havens act according 

to democratic principles, so companies at least should answer the 

questions of such groups. This is the meaning of accountability as 

“corporate citizens” in democratic society. But few companies have 

voluntarily answered legitimate questions of such groups.

What should the responsibility of shareholders be? The owners of 

a corporation are the shareholders, and they should have the right （and 

responsibility） to know what their business amounts to, even if their 

possession of such knowledge is inconvenient for the management. For 

example, even the investors in Apple Inc. of which stock value is the 

highest in the world, might lose millions of dollars in the near future if 

investors and customers do not trust it because of a serious mistake. 

Such a mistake might include the leaking of private information or data. 

Transparency in business is necessary for investors to decide whether 

to buy or sell.

The social responsibility of a business or the stance of a corporate 

citizen is not necessarily the same as the stance of a shareholder, 

whose stake is his own profi ts by buying and selling shares. Though the 

shareholders’ stance cannot to be totally the same as the social 

responsibility of a business, it might be possible to hope that that the 

profi ts of shareholders could be compatible with the long-term growth 

of the company, which is also responsible to society. This is an 

（
一
〇
五
九
）

20



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
七
六

important reason that we ought to be able to expect good corporate 

culture led by good citizens in a democratic society.

What is Necessary? Recovery of Trust and Beyond CSR: to 

Make CSR Align with Public Policy

CSR is one of the ways of developing and protecting capitalism and 

a free society, and it is complementary with regulations or laws by 

which development of business is sometimes suppressed. The CSR plan 

presented by a company itself is sometimes rejected by shareholders 

who are not pleased with the loss of profits. Shareholders normally 

demand short-term profits from a company. As many programs 

presented by social responsible investing for CSR are often rejected at 

stockholders meetings, there are many reasons for putting off  CSR.

CSR cannot give clear answers to such problems as Tax Havens 

and Internet Privacy that are of growing importance in the context of 

globalization and advanced information societies. This means that our 

society needs both CSR and public policies that complement each other. 

This is because business cannot depend on shareholders to resolve 

social confl icts because of their own interests; yet society needs CSR 

because laws or regulations cannot resolve all problems or conflicts 

that occur in society.

The American government has lost credibility both at home and 

abroad because globalization and information technology have evolved 

without interference from the government. The Snowden scandal as 

well as the tax evasion of MNCs is signifi cant, because almost all of the 

MNCs originated in the USA. One reason is that the American 

legislature does not work for democracy because of lobbies that 

obstruct legislation to eliminate tax havens and the invasion of privacy 

on the Internet and in communication. Many countries are suspicious of 
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the CIA, FBI and their relations with enterprises, especially IT 

companies.

So, it is necessary for IT companies to be transparent about their 

cooperation with governments both domestic and foreign. IT companies 

need to develop new technology which will prevent the violation of 

Internet Privacy. Apple and Google, whose services are used almost all 

over the world, are not exceptions. If they want to grow larger and for 

more people to use them, they must be trusted. Nevertheless, they are 

arrogant and refuse to change their behavior; Google has used cookies 

even after users demanded that Google stop using them. Google 

accepted the decision of the Court of Justice of the EU that accepted 

the right to be forgotten; but Google is still fi ghting against “the right 

to be forgotten” in the courts of many countries. There is also the need 

to acknowledge the existence and complaints of damage caused by “the 

right to know.”

For a few years, most suits in the EU and Japan have been against 

Google, though Google does not accept many decisions. Google has 

issued a new private policy for adjusting to new services and 

technologies, but the number of confl icts between Google and the EU 

are increasing. Google is not going to change its attitude of 

technological superiority; rather it insists on the correctness of its 

thought. Such arrogance is only possible because Google is supported 

by the US government.

As the EU comes closer to imposing taxes by new laws or 

regulations on MNCs, it must not be forgotten that most MNCs are 

originally American companies, The EU is also going to regulate the 

exchange of information between the USA and the EU as an excuse to 

protect Internet Privacy. It is probably for this reason that the EU 

decided that the Safe Harbor Decision was invalid. This might also be 
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the EU’s international strategy against the USA, because the EU has 

no advanced IT technologies.（11）

Regardless, from the social point of view, the behavior and logic of 

Google is improper not only in the U.S.A. but also in international 

society, and constantly has to be argued by its shareholders.

3 ．Expectations and Problems of CSR

We insist that CSR must try to fi nd a way both to gain profi ts for 

its shareholders and to defend Internet Privacy as well as to get 

shareholders to stop avoiding the paying of taxes. These problems, 

Internet Privacy and tax avoidance, are the most important CSR 

problems.

Problems of CSR

1 ）Dilemma of Ideals and Reality

At some point, it is necessary to discuss the ethical behavior of a 

company, for it is not meaningless to discuss and practice it so long as 

the company had better embody it as CSR related to public policies as 

laws, though it is diffi  cult to discuss ethics in economic world.

There is a dilemma between CSR theory and the realities of 

business. CSR theory is sometimes moralistic and is （at times） 

incompatible with capitalist logic. In addition, companies are often 

challenged by the diff erent values among diff erent cultures; sometimes 

companies are faced with different management cultures in the 

globalized economy. This situation happens more and more frequently, 

as companies are forced to deal with cultures that contradict their 

management philosophy. Western companies often face a situation 

where the very idea of a Western company is not accepted and it is 

necessary to accommodate diff erences between ideals and reality in the 
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context of CSR.

It is one thing to think in terms of the values of CSR in spite of 

diff erences with reality. It is quite another thing to feel that CSR is an 

impossible ideal from the outset. Thus, often it seems best to simply 

obey the rules or laws. With this in mind, it often seems unreasonable 

to aim beyond simply obeying the rules. Thus, to avoid hypocrisy, there 

seems to be no room for CSR.

However, sometimes serious problems occur even if enterprises are 

in compliance with rules and laws. Environmental issues are a typical 

such problem. Simply obeying rules and laws cannot solve all the 

problems that occur in reality. Even if the rules and laws are observed 

at the minimum, the environment may be irrevocably destroyed. 

Environmental theory demands more than obedience to rules and laws.

Such problems are not limited to environmental issues: food 

medicine and so on, also require the best possible care for safety and 

health. A company must sometimes go beyond what the rules and laws 

prescribe. Therefore, CSR theory must be taken seriously.

Sometimes, there is a range of possible ways to meet goals （or obey 

laws and rules.） Sometimes, for example, obedience to the rules costs a 

lot of money. Some companies can obey the rules, but others cannot 

afford to. Large enterprises can obey the rules, but marginal ones 

cannot. It is also true that some rules and laws are made in 

consideration of such circumstances. As long as there are rules or laws, 

it is necessary to obey them, but there are many examples of secret 

fraud contrary to the rules. Some companies do the minimum to obey 

the rules, but others do more beyond what rules or laws require. There 

are many cases in which CSR theory has a hard time meeting its ideals.
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2 ）The Unethical Side of CSR

CSR sometimes becomes PR, and is used for advertisement. Of 

course, the communication between a company and consumers is 

important. The primary meaning of an advertisement is to show the 

value of products to consumers; however, the concept of advertising is 

wider and is incorporated with CSR. Indeed, CSR is part of an 

advertisement, both for investors as well as consumers.

In other words, the public information of company eff orts as CSR 

which is transmitted to consumers is very important for the promotion 

of the corporate image beyond its products. The eff ect of CSR overlaps 

with the so-called reputation eff ect. This may be refl ected in corporate 

value, i.e. the share prices. At all events, such sides of CSR are not 

ethical but utilitarian.

Another unethical element is that CSR is used by companies and 

industries, that hope to avoid enforcement of rules or laws by using the 

reputation eff ect. As Robert Reich writes, this eff ect helps companies 

to conceal the fact that is inconvenient for them and to prevent the 

legislation of rules and laws. It is useful to convey a good corporate 

image through publicity work over and over again as CSR for the 

citizens who are consumers and part of the electorate. Companies can, 

thus, spend a lot of money for lobbying to prevent legislation which is 

inconvenient for them. Not all of the purposes of CSR are as 

underhanded as these, but CSR may help companies avoid criticism 

from citizens, consumers and even shareholders who are “interested 

parties.”

3 ）Asymmetry of Information

There is an asymmetry of information between companies and 

consumers or investors. Companies are more capable of acquiring and 
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using information about consumers and investors through the evolution 

of IT technology, while consumers and investors do not realize how the 

companies use that information. On the other hand, consumers and 

investors cannot know inconvenient information about the companies. 

This is because few companies divulge such information. Companies not 

only sell products and services, but they also often hide inconvenient 

information; however, they also use CSR for marketing or investor 

relations to produce a good corporate image among consumers or 

investors.（12）

4 ）Tax Havens and Possibility of CSR

One can sometimes find environmental disruption in polluting 

companies, food poisoning in food companies, or nuclear plant accidents 

in electric power companies. Shareholders do not normally suppose that 

a company that avoids paying taxes by using Tax Havens might be 

prosecuted by the government or that this might burden that company’s 

fi nances, or that the company’s share price will fall or that the company 

will face shareholders’ suits or that the management will resign.

In reality, the loss of taxes results in the reduction of public 

services for citizens and an increase of the tax burden, but the causal 

relation between loss of taxes and lack of public services is indirect 

and incomprehensible to companies and citizens. It seems unrelated to 

the company as far as shareholders are concerned

On the other hand, the shareholders of a company which uses tax 

havens can enjoy high profi tability in the form of high share prices. The 

earning capacity of the company and the accumulated profi t from the 

tax haven are reflected in the share price. So, the interests of the 

shareholder contradict those of the citizen in this sense. This is one of 

the reasons why it is hard for citizen movements against tax havens in 
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the USA to gain consensus from shareholders（13）.

5 ）Possibilities and Diffi culties of CSR Concerning Tax Havens

In Europe, demonstrations against tax avoidance by multi-national 

companies have taken place against Starbucks, for example. If 

Starbucks withdraws from the host country, it is supposed that 

employees might lose jobs and tax revenue would decrease as a result. 

There might even be demonstrations against Starbuck’s withdrawal.

The relation between big companies and society is deep and close, 

because the big company and society share the same fate. Nevertheless, 

if that opposition movement was right and the reputation of the 

company decreased, it would lose customers and corporate value, and 

its share price would fall.

From the beginning, it is necessary for a manager to pursue profi t 

as much as possible and to avoid paying taxes, but in the future a 

manager may have to consider whether the policy of tax avoidance 

might be harmful to the reputation of the company. Actually, it is 

possible that negative news might encourage opposition to tax 

avoidance. A boycott might reduce sales. That would be harmful to the 

reputation of the MNC and might bring losses for shareholders in turn.

In this situation, CSR could help the company avoid trouble with 

such an opposition movement. The company, considering CSR, might 

pay more tax. Paying tax might be practical and thus might be approved 

by shareholders.

However, shareholders might not easily accept this. Avoiding the 

use of tax havens and making the company more sympathetic to CSR 

was rejected at the Google general meeting. Three executives who own 

58% of the voting rights objected to this proposal.

Industries which deal directly with customers, such as Starbucks 
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and Walgreens, are often exposed to consumer attention and criticism, 

but manufacturing industries are rarely so exposed. Nevertheless, many 

companies retain their profi ts at tax havens oversea and make use of 

deferrals to avoid tax.

4 ．Change of Shareholder Culture of Tax Avoidance

Even if a company obtains short-term profits by avoiding tax or 

betraying customers, it will lose long-term profi t. Such a self-evident 

truth is often forgotten.

There are many companies for whom CSR can be regarded as an 

advertisement. Some such companies also avoid paying taxes. Such 

companies are hypocritical. If betrayal of the public or tax avoidance 

comes out in the open, such companies will be exposed to severe public 

criticism and will not be trusted. The pursuit of short-term profi ts may 

result in the decrease of corporate value in the long term and will bring 

damage to shareholders through the drop of the share value.

Can shareholders themselves prevent the tax avoidance that might 

make the share price fall and decrease stock dividends? The share 

price of excellent companies such as Apple, Google or Microsoft, which 

avoid paying taxes and accumulate profi t, is very high. Shareholders of 

these companies enjoy profits from the stock market, and, indirectly, 

from tax avoidance.

From the viewpoint of CSR, these companies should not demand 

short-time profit or avoid tax. They also should avoid offering new 

services or releasing new products that might invade Internet privacy. 

It is necessary for the company shareholders to give priority to long-

term profi t over short-term profi t and to contribute to society.

Shareholders need to change themselves to make line with CSR to 

pay tax. It is the responsibility of shareholders to supervise managers 
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so that they do not work against the values of CSR in the pursuit of 

short-term profi ts.

How CSR Deals with Internet Privacy and Tax Avoidance?

Companies will certainly be criticized about Internet Privacy in 

the future. Multinational enterprises are going to have to explain to 

their shareholders what they think about Internet Privacy and tax 

avoidance.

Socially responsible investment that considers both fi nancial return 

and social good has appeared. The environment, social justice, and 

human rights are issues that have attracted investors. Generally, 

socially responsible investment avoids businesses which use child labor 

or encourage gambling, pornography, weapons, alcohol, tobacco or fast 

food.

Enterprises must act responsibly to protect Internet Privacy and 

to pay their taxes before they are sued or punished by laws or 

regulations. The significance of CSR is that it pursues social good 

above the level determined by laws or regulations.

V ．A New Problem of CSR: the Social Responsibility of 
Shareholders and Managers in Conjunction with the Socially 
Responsible Investment and the Disclosure of Information

Even if the global community strengthens laws and regulations, 

companies will fi nd loopholes, and will try to avoid paying taxes. Laws 

and regulations respecting Internet Privacy cannot keep up with the 

evolution of the technology of the Internet to destroy Internet Privacy. 

At the same time, it is undesirable to obstruct the free development of 

the Internet by strict laws and regulations.
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Self imposed restraints and CSR should be pursued both in 

companies and society. Companies should pay their taxes and develop 

technologies that respect and do not infringe on Internet privacy. This 

might mean that companies might have to avoid providing certain 

services or releasing certain new products.

Can we demand responsibility from shareholders? Can we demand 

socially responsible investment? Perhaps this is impossible considering 

the separation of ownership from management in large scaled 

corporations.

Needless to say, an owner of a company is a shareholder, and the 

responsibility of the shareholder is limited liability, and shareholders 

do not participate in management even if they own shares. Managers 

are in charge of management, and the responsibility of the shareholder 

is secondary.

The shareholder bears some responsibility for the reputation of 

the company or its future risk because of the possibility of a decrease 

of profi t or the drop of the share price. It is not a social responsibility 

but an indirect result of operation of the company.

However, in modern society the reputation of a company can 

infl uence the share value, and the behavior of a socially irresponsible 

company becomes a factor in the loss of the value of shares. It is 

necessary for a manager to avoid hurting the reputation of a company 

in order to not reduce the value of shares.

 Some socially responsible investment is intended to solve social 

problems through investment. Can this investment be socially 

responsible? It is not the investors but the management that acts to 

take responsibility from the beginning to the end. As such, the relations 

of SRI with society are not direct.

And the manager’s responsibility in such a social responsible 
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investment is only to its investors. In advanced capitalist countries 

including the U.S.A. or Japan, the manager cannot ignore the investor, 

such as a pension fund. From the case of Google, it is not easy for 

socially responsible investment to infl uence the decision making of the 

company. Nevertheless, the management cannot neglect public opinion.

Here is an outline of the shareholders’ meeting of Google and the 

reaction of shareholders and management.

Shareholder’s Proposals by Socially Responsible Investment 

Funds at the General Meeting of Google（14）

• 2006. Proposal to require refusal of censorship by the Chinese 

government.

Rejection.

• 2007,8. NY city pension fund submits a resolution not to perform 

self-censorship, accepting the demands of the Chinese government.

Rejection.

• 2014. Proposal of an ethical fund for the revision of tax practice 

policy using Tax Haven.

Rejection by 93%.

It is clear that the overwhelming majority of shareholders pursues 

short-term profit, and is against increasing the tax burden. It is not 

easy to change corporate culture. Though many companies receive 

social criticism because of issues of Internet privacy and tax avoidance, 

investors do not answer this criticism. However, if managers do not 

address these problems with high consciousness or respect for such 

problems as human rights and the environment, shareholder value will 

be damaged. It is the responsibility of managers to disclose information 

about problems and to educate shareholders about the disadvantages of 
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short-term profi t.

In conclusion, it is desirable that the short-term profit-oriented 

culture of shareholders be changed and companies come to actively 

address social problems, and that management culture changes so that 

managers carry out social responsibilities.

Disclosure of International Tax Payment and Responsibility 

of Managers and the Choice of Shareholders

Many companies do not inform shareholders that they are avoiding 

the payment of taxes and that they are violating Internet Privacy. They 

do not explain the social results of this action or the risks for 

shareholders. This must be changed because if such actions come to 

light, for example in the media, they will have a harmful infl uence on 

the value of shares.

This means that the reputation of a company aff ects the value of 

the company. Therefore, a manager should be discreet about Internet 

Privacy or whether an action is possibly harmful to the reputation of 

his company when his company violates Internet privacy or adopts a 

fi nancing policy that avoids paying tax. It is also necessary to develop 

technologies that do not cause legal or ethical problems by infringing 

Internet privacy. It may sometimes be necessary to postpone the sale of 

a new product or service, in the same way as Google stopped the sale of 

Google Glass. Managers should fi nd a way that makes the creation of 

shareholder’s value agree with that of social value.

It is not easy to fi nd companies that can do this. Staitol ASA, one 

of the world largest oil and gas development companies, with its head 

office in Norway, is one of a few such companies; it discloses 

information for good relations with investors and to help the investors 

make decisions about investment. In its annual report in 2014 it 
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disclosed information about its amount of investment, tax payments, 

fees and royalties paid in each country and declared that it had shown 

information on tax payments all over the world as well as information 

about human rights and protection of the environment where it 

operated.

It is necessary that such a disclosure of information be a principle 

in the world ruled by CSR. Hopefully, it will become common for the 

shareholders and managers. This is the way for companies to address 

CSR.
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